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る条例について 

大津町嘱託員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について 
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議 事 日 程（第１号） 平成２３年３月９日（水） 午前１０時 開会 

                                開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 選任第１号 常任委員会委員の選任について 

日程第 ５ 選任第２号 議会運営委員会委員の選任について 

日程第 ６ 議長の常任委員辞任について 

日程第 ７ 議会広報編集特別委員会所管事務調査報告について 

日程第 ８ 議案第 １号 大津町児童生徒訪問支援事業基金条例の制定について 

日程第 ９ 議案第 ２号 矢護川地区簡易水道組合の解散について 

日程第１０ 議案第 ３号 矢護川地区簡易水道組合の解散に伴う財産処分について 

日程第１１ 議案第 ４号 平成２２年度大津町一般会計補正予算（第５号）について 

日程第１２ 議案第 ５号 平成２２年度大津町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

について 

日程第１３ 議案第 ６号 平成２２年度大津町老人保健特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

日程第１４ 議案第 ７号 平成２２年度大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受託

特別会計補正予算（第２号）について 

日程第１５ 議案第 ８号 平成２２年度大津町公共下水道特別会計補正予算（第４号）

について 

日程第１６ 議案第 ９号 平成２２年度大津町介護保険特別会計補正予算（第５号）に

ついて 

日程第１７ 議案第１０号 平成２２年度大津町農業集落排水特別会計補正予算（第５号）

について 

日程第１８ 議案第１１号 平成２２年度大津町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）について 

日程第１９ 議案第１２号 平成２２年度大津町工業用水道事業会計補正予算（第２号）

について 

日程第２０ 議案第１３号 大津町振興総合計画基本計画の策定について 

日程第２１ 議案第１４号 大津町防災行政無線通信施設の設置及び管理運用に関する条

例の一部を改正する条例について 

日程第２２ 議案第１５号 特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例について 
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日程第２３ 議案第１６号 大津町嘱託員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例について 

日程第２４ 議案第１７号 大津町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例について 

日程第２５ 議案第１８号 大津町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

日程第２６ 議案第１９号 大津菊陽水道企業団規約の一部変更について 

日程第２７ 議案第２０号 菊池広域連合規約の一部変更について 

日程第２８ 議案第２１号 平成２３年度大津町一般会計予算について 

日程第２９ 議案第２２号 平成２３年度大津町国民健康保険特別会計予算について 

日程第３０ 議案第２３号 平成２３年度大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受託

特別会計予算について 

日程第３１ 議案第２４号 平成２３年度大津町公共下水道特別会計予算について 

日程第３２ 議案第２５号 平成２３年度大津町介護保険特別会計予算について 

日程第３３ 議案第２６号 平成２３年度大津町農業集落排水特別会計予算について 

日程第３４ 議案第２７号 平成２３年度大津町後期高齢者医療特別会計予算について 

日程第３５ 議案第２８号 平成２３年度大津町工業用水道事業会計予算について 

          一括上程、提案理由の説明 

 

               午前９時５９分 開会 

開議 

○議 長（大田黒英生君） おはようございます。ただいまから、平成２３年第１回大津町議会定例会

を開会します。 

 本日の会議を開きます。 

 

     日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規

則第１２０条の規定によって、永田和彦君、松永幸久君を指名します。 

 

     日程第２ 会期の決定 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第２ 会期の決定の件を議題とします。 

 まず、議会運営委員長の報告を求めます。議会運営委員長松永幸久君。 

○議会運営委員長（松永幸久君） おはようございます。ただいまから、議会運営委員会における審議

の経過と結果についてご報告いたします。 
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 当委員会は、３月１日の午前１０時から委員会Ａ室において議会運営委員全員出席の下、また大田

黒議長に出席を願い、平成２３年第１回大津町定例議会について審議をいたしました。 

 まず、町長提出議案について執行部から説明があり、内容等について協議をいたしました。請願・

陳情は、提出はありませんでした。また、議事日程、会期日程、その他議会運営全般について協議を

いたしました。なお、町長提出議案について、議案第１号から議案第１２号までの１２議案について

は、先に専決すべき案件でありますので、１０日の本会議において質疑討論のあと、表決することに

決しました。一般質問については、本日の町長の施政方針を聞いた後、１２日の午後５時までの提出

といたしました。したがって、１４日の午前９時から議会運営委員会を開催し、一般質問の順番等を

決することになりました。会期日程については、議席に配付のとおり本日から３月２４日までの１６

日間に決しました。 

 以上、大田黒議長に答申をいたしました。 

 これで議会運営員会委員長報告を終わります。議員各位のご協力、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） お諮りします。本定例会の会期は、ただいまの答申並びに議席に配付しま

した会期日程案のとおり、本日から３月２４日までの１６日間にしたいと思います。ご異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から３月２４日までの１６

日間に決定いたしました。 

 

     日程第３ 諸般の報告 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第３ 諸般の報告をします。 

 本日の議事日程並びに報告内容については、議席に配付のとおりです。 

 

     日程第４ 選任第１号 常任委員会委員の選任について 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第４、選任第１号 常任委員会委員の選任についてを議題とします。

ただいまから名簿を配付します。 

〔名簿配付〕 

○議 長（大田黒英生君） お諮りします。常任委員会委員の選任については、委員会条例第７条第１

項の規定によって、お手元に配付しました名簿のとおり指名したいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、常任委員会委員は、お手元に配付しま

した名簿のとおり選任することに決定しました。 

 次に、委員会条例第８条第２項の規定によって、各常任委員会を開いて正副委員長の互選をお願い
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いたします。各常任委員会の会議室をご案内します。総務常任委員会はＡ室です。文教厚生常任委員

会はＣ室です。経済建設常任委員会はＢ室です。念のため申し上げます。委員会条例第９条第２項の

規定によって、委員長の互選に関する職務は、年長の委員が行うことになっていますので、よろしく

お願いいたします。 

 正副委員長が決定しましたら、議長まで報告をお願いいたします。 

 しばらく休憩いたします。 

午前１０時０４分 休憩 

                    △ 

午前１０時２５分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

    日程第５ 選任第２号 議会運営委員会委員の選任について 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第５、選任第２号、議会運営委員会委員の選任についてを議題としま

す。 

 ただいまから名簿を配付いたします。 

〔名簿配付〕 

○議 長（大田黒英生君） お諮りします。議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第７条

第１項の規定によって、お手元に配付しました名簿のとおり指名したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、議会運営委員会委員は、お手元に配付

しました名簿のとおり選任することに決定しました。 

 ご連絡します。委員会条例第８条第２項の規定によって、委員会を開いて正副委員長の互選をお願

いいたします。委員会の会議室をご案内します。Ａ室でお願いいたします。念のため申し上げます。

委員会条例第９条第２項の規定によって、委員長の互選に関する職務は、年長の委員が行うことになっ

ていますので、よろしくお願いいたします。 

 正副委員長が決定しましたら、議長まで報告をお願いいたします。 

 しばらく休憩いたします。 

午前１０時２８分 休憩 

                    △ 

午前１０時３４分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ここで、議長を交代いたします。 

〔議長 交代〕 
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     日程第６ 議長の常任委員辞任について 

 

○ 副議長（月尾純一朗君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

日程第６、議長の常任委員辞任についてを議題とします。地方自治法第１１７条の規定によって、

大田黒議長の除斥を求めます。 

〔大田黒議長 除斥〕 

○副議長（月尾純一朗君） 大田黒英生議長から常任委員を辞退したいとの申し出があります。 

 お諮りします。本件は申し出のとおり辞任を許可することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（月尾純一朗君） 異議なしと認めます。したがって、大田黒英生議長の常任委員の辞任を許

可することに決定しました。 

 大田黒議長の除斥を解きます。 

〔大田議長 入場〕 

○副議長（月尾純一朗君） 大田黒議長に告知いたします。ただいま常任委員の辞任を許可することに

決定しましたのでお知らせし、議長を交代します。ありがとうございました。 

 しばらく休憩します。 

〔議長 交代〕 

午前１０時３６分 休憩 

                    △ 

午前１０時３７分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 報告します。各常任委員会並びに議会運営委員会の正副委員長が互選されましたので報告します。 

 総務常任委員長大塚龍一郎君、総務常任副委員長石原大成君。文教厚生常任委員長鈴木ムツヨさん、

文教厚生常任副委員長源川貞夫君。経済建設常任委員長坂本典光君、経済建設常任副委員長荒木俊彦

君、議会運営委員長松永幸久君、議会運営副委員長荒木俊彦君。 

 報告を終わります。 

 

     日程第７ 議会広報編集特別委員会所管事務調査報告について 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第７、議会広報編集特別委員会所管事務調査報告についてを議題とし

ます。議会広報編集特別委員長から所管事務調査報告の申し出があっておりますので、この際これを

許します。議会広報編集特別委員長、荒木俊彦君。 

○議会広報編集特別委員長（荒木俊彦君） 議会広報編集特別委員会先進地研修についてご報告を申し

上げます。当委員会は、２月８日、９日の２日間、球磨郡多良木町並びに宮崎県のえびの市、２つの
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自治体に委員５人、議会事務局長、６名で研修を行いました。球磨郡多良木町でありますが、人口が

約１万１千人で、議会定数が１６人、広報委員会は６人体制で副議長が委員長を務めているところで

す。発行歴が８１号で、大分発行歴では先輩にあたります。県内の広報コンクールで３年連続入選を

いたしております。こちらの議会だよりは、平均ページ数が大体１４ページで、表紙裏表がフルカラー、

中の方は一色刷となっておりまして、予算が４千部弱発行で１３０万円、当大津町は１６５万円です

ので、我が町の議会だよりの費用は、それなりにあまり高い方ではないということが判断できるかと

思います。広報の中身のレイアウトの状況ですが、字数が当町の７０％ほどになっておりまして、字

が大きくなっていると。そういう点では非常に読みやすいかと思います。一般質問の広報が一人４分

の３ページということで、質問並びに答弁は行数が指定をされていて、本人が原稿を書くということ

ですが、予算が許せば一人１ページにしたいというご意見でした。こちらの町議会では、近年子ども

議会の開催、また議会報告会を初めて開催をしたそうです。町民の皆さんに町政の情報を提供し、行

政への関心を持って、また議会への関心を持っていただきたいということで開いたそうですが、２回

開催して参加者は２０名ほどだったそうで、ほかのところも最初は少なかったということで、今後も

続けていきたいというお話でした。広報は、自治体の広報と違いを出さなくちゃいかんということで、

表紙のダブりがないような、また人物を中心とした写真が使われておりまして、広報委員が手分けを

して、かなり手間暇掛かるそういう編集をやっているようでありました。また、一般質問の記事です

が、全議員の、誰がどういう質問をしたかという質問項目を最初に一覧表として掲載してあって、読

者が自分の関心があるところを選びやすい、読みやすく、そういう工夫がなされているところでした。

特に大津町では、議会だよりはちょっと文字が小さすぎるのではないかということもありますので、

検討の参考にしたいと思ったところです。 

 次に、宮崎県えびの市ですが２万３千人に、議員定数が１５人、こちらも副議長が委員長として６

名体制です。発行歴も非常に長くて８７号を数えております。市議会の議会だよりは、一般的に議会

事務局が作成するのが多いんですが、このえびの市では任意の委員会として議員がすべて編集作業に

あたっているということでは、非常に珍しいところということで出掛けたところです。このえびの市

は、平成２１年６月に競争入札妨害容疑で市長と議員が一人逮捕され、ちょうどそのときに議会基本

条例の検討を始めていたところだというところで、その事件をきっかけに議会が解散されて現在の体

制になっているそうであります。編集の特徴としては、表紙、裏表紙がフルカラー、中は二色刷とい

うことであります。一般質問の広報が一人当たり４分の１ページということで、非常にスペースが少

ないので顔写真も掲載がありません。また、一方で質問人数が１５人のうち１２人から１３人毎回一

般質問を行うということで、予算が許せばページ数を増やしたい、そういうことでありました。また、

質問・答弁の原稿ですが、議会最終日には本人が書き上げて提出をするということになっているそう

ですが、テープを聞きながら原稿を起こすということで、果たして正確な原稿になっているかどうか

がどうも心配であるというお話でした。当大津町では、速記録を基に原稿を書いているということを

お話ししたところ、それはぜひ参考にしたいというお話でした。こちらでも昨年７月に議会基本条例

が制定をされております。併せて１１月には２日間４会場にわたって議会報告会を開き、夜の７時か
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ら９時まで、４会場で参加者は４２名、議会基本条例の説明、また各常任委員会での審査内容を手分

けして説明したそうです。その後のアンケートでは、好意的な意見が多かったようでありますが、議

会だよりをもっとわかりやすく改善してほしいという意見がいくつかあったそうであります。参考に

なった点として、議会解散もあって、その後議会基本条例の制定、議会報告会の開催、こうした議会

の改革の努力が見られていると。また、インターネットのホームページで議事録が全部公開をされて

おりまして、議員別、あるいは質問項目別で検索をすると、それがホームページで簡単に検索できる

と。費用もそんなにたくさんかからないというお話でしたので、我が町にも多いに参考になることで

はなかろうかと思ったところです。こうした研修を参考にしながら、さらなる議会広報の前進のため

に今後も努力を重ねたいと思います。 

 以上で終わります。 

○議 長（大田黒英生君） これで、議会広報編集特別委員長報告を終わります。 

 

     日程第８ 議案第１号から日程第３５、議案第２８号まで 

          一括上程、提案理由の説明 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第８、議案第１号、大津町児童生徒訪問支援事業基金条例の制定につ

いてから、日程第３５、議案第２８号、平成２３年度大津町工業用水道事業会計予算についてまでの

２８件を一括して議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 皆さん、おはようございます。今回の定例会に提出しております議案の説明

に先立ちまして、町政の基本姿勢について所信の一端を述べさせていただきたいと思います。 

 私は、議会をはじめ町民の皆様方の支援を受け、大津町長に再選させていただき、町長として２期

日、２年間が経過いたしました。その間、町民主体のまちづくりの理念の下、将来の大津町の進むべ

き方向を見据え、基盤のしっかりしたまちづくりを目指し、町政の運営にあたらせていただいたとこ

ろでございます。 

 昨年は、宮崎県において発生しました口蹄疫により、畜産農家をはじめ関係者の方々、町民の方も

非常にご心配をされたことと思います。町としましても、畜産農家への消毒剤の配布などの支援とと

もに、損失の一部を補てんする経済支援を行ったところであります。現在、韓国等において口蹄疫が

発生しており、また鳥インフルエンザにつきましても国内外において発生しており、防疫体制の更な

る徹底に努めているところです。 

 さて、今年は町長就任時に策定させていただきましたまちづくりの基本方針であります「第５次大

津町振興総合計画」の後期基本計画５年間のスタートの年になります。町民アンケートを実施し、町

民の皆さんのご意見を伺うとともに、振興総合計画策定審議会において審議をしていただいたところ

です。前期５年間の計画を検証し、後期基本計画においては、まちづくりの目標を町民の皆さんと共

有するための成果指標を掲げ、今後５年間のまちづくりの進むべき方向を示した後期基本計画を策定
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させていただいたところです。先日、国勢調査の速報値が出されましたが、大津町の人口の増加率は

熊本県内において２番目であり、元気な町として着実に発展をしているところであります。 

 一方、経済状況は、世界同時経済不況からやや回復傾向の兆しがあるというものの、依然として雇

用情勢は厳しく、先行きが見えない不安定な状況が続いております。大津町におきましては、歳入の

大きな部分を占めます法人町民税に依存する財政構造であるため、企業の業績に町の財政状況が大き

く影響されます。そのため、一刻も早い景気の回復と雇用の安定を願っているところです。国におき

ましては、一昨年に政権が交代し、中央集権体質から地域の住民一人ひとりが自ら考え、主体的に行

動し、その行動と選択に責任を負う地域主権へと変わり、基礎自治体の果たす役割もますます重要に

なってきています。大津町まちづくり基本条例の基本理念のもと、町民、議会、行政の役割と責務を

明確にし、ともに考え協力し、自立したまちづくりの確立のために皆さん方とともに頑張っていきた

いと考えています。 

 九州新幹線もいよいよ今月１２日には全線開通します。このチャンスをどう活かしていくのかが、

今後のまちづくりを進めていくうえで重要であると認識しています。肥後大津駅を阿蘇くまもと空港

の玄関口として、また大津町の顔として、おもてなしの心で大津町に人を呼び込むためのまちづくり

を進めてまいります。依然として、厳しい状況の中ではありますが、長期的財政計画に基づき、今後

の大津町の将来ビジョンのなかで、今やるべきことをしっかりと見極め、新しい時代に向けたまちづ

くりのために、皆さん方とともに全力でつくり上げてまいります。 

 それでは、本年度の各分野における施政方針について、大津町振興総合計画の５つの施策の大網に

沿ってご説明を申し上げます。 

 第一は、地域社会とともに進める安心と安らぎのまちづくり、福祉・保健・医療の充実についてで

ございます。地域福祉につきましては、現在９地区におきましてサロンや町民交流活動などの実践活

動が行われており、引き続き地域福祉計画に基づき、子どもから高齢者まで安心して充実した生活を

送れ、地域で支えあう地域社会が広がる支援をしてまいります。 

 また、障がい者が地域で自立した生活が送れるようなシステムを整備し、自立と社会参加の支援を

障がい者相談支援センターを核として、さらに高齢者が今まで培われてきた知識や経験を活かし、社

会参加ができ、住み慣れた地域で安心して生活できるような環境づくりを地域包括支援センターを核

として支援してまいります。 

 子育て支援につきましては、次世代育成支援行動計画に基づき、子育てへの負担や不安を軽減でき

る施策を引き続き展開してまいります。 

 また、保育所につきましては、近年の急激な人口増による待機児童の増加に対応するため、本年度

町内私立保育園の定員を９０人から１２０人に増員し、さらに大津保育園の増築を行い、すべての保

育所の定員を１２０人以上とし、待機児童の解消に努めることとしています。一昨年に開所しました

子育て・健診センター敷地には、子育て健康広場を整備することとしています。ちびっこ広場では親

子のふれあい、多目的芝生広場では世代間を越えた町民の交流の場として活用されるものと考えてい

ます。 
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 一方、近年生活スタイルの変化により生活習慣病などが増加傾向にあるため、健康づくり推進計画

に基づき、地域や関係団体と連携・協力し、子育て・健診センターを拠点として、効果的・継続的に

事業を推進し、生活習慣病などの予防や医療費の抑制に努めてまいります。 

 また、子宮頸がん予防等の接種については、国とともに助成を行い、感染症予防対策の強化を図っ

てまいります。 

 第二は、力強く自立した農工商併進のまちづくり、産業の振興についてでございます。農業につき

ましては、宮崎県で発生した口蹄疫や国内で発生している鳥インフルエンザ等をはじめ、農家戸数の

減少や耕作放棄地の増大、農業生産能力の低下により農業をとりまく環境は年々厳しい状況になって

います。町としましても、宮崎県で発生しました口蹄疫による影響を受けられました畜産農家への経

済支援を行ったところであり、今後も関係機関と連携をとりながら、農業の安定的経営のため農業基

盤の整備とともに認定農業者のさらなる育成と集落営農組織の支援をしてまいります。 

 さらに、環境に配慮した環境保全型農業をすすめるためにも、エコファーマーの普及推進を行い、

環境負荷の軽減を図ってまいります。 

 迫井手地区圃場整備事業につきましては、面的整備もあとわずかとなり、平成２５年度完了に向け

て進めているところです。矢護川地区圃場整備事業につきましても、地元受益農家の方々と充分話し

合いをしながら事業の推進に向けて鋭意努力をしているところです。 

 林業につきましては、森林施業計画の基本方針に基づき、水源涵養・山地災害防止等の公益的機能

の保全に努めるとともに、効率的な木材の有効利用とあわせて適正な森林施業に努めてまいります。

また、町有林は適正管理を行いながら、木材を小学校やまちづくり交流センターなどの公共施設へ有

効利用してまいります。 

 工業につきましては、企業誘致や雇用の場の確保はもとより、町の経済的効果の観点からも町の発

展のためには欠かせないものと考えています。今後も引き続き、企業の情報収集に努め、積極的に企

業誘致を進めてまいります。 

 商業及び観光につきましては、参勤交代の宿場町として栄えた大津の街並みを蘇らせるために、ま

た、まちづくり活動団体の支援、中心市街地の活性化、観光物産の振興と大津町の情報発信のために、

まちづくり交流センターを大津中央バス停横に整備することとしており、町民の皆さんやまちづくり

推進協議会などの意見を伺いながら整備を進めてまいります。 

 また、特産品を使った新商品の開発などに関しても、調査研究を進めてまいりたいと考えています。 

 さらに、法務局大津出張所跡地につきましては、既存施設を整備し、町の歴史と文化を次世代に継

承していくための活動拠点としていきたいと考えています。 

 第三、未来を拓くふるさとづくり、教育・文化の振興についてでございますが、昨年、大津町教育

基本構想を策定させていただいたところです。教育基本構想に基づき、夢を持ち、夢を育み、夢を叶

える教育実践を行っていきたいと考えています。学習支援指導員や特別支援補助員を増員し、学校教

育指導員を新たに配置することにより、児童生徒の基礎学力の充実や向上ともに教育課程の円滑な実

施及び授業力の向上に努めてまいります。 
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 また、確かな学力の育成のため生きた教材である新聞を学校から生涯学習まで教育の場に活用する

ためＮＩＥ推進事業に取り組んでいるところです。さらに、昨年に、幼稚園・保育所や学校を中心に

それぞれが連携をとるため幼保小中連携推進協議会を設置したところであり、家庭の役割を明確にし、

地域も一体となり、家庭、地域、学校が連携した取り組みを進めてまいります。平成２５年４月には、

大津小学校過大規模解消のため、大津小学校分離校が美咲野地内に開校します。今後も引き続き、教

育環境の充実に努めてまいります。 

 生涯学習につきましては、社会構造の変化の中で、地域のつながりの希薄化が言われておりますが、

まちづくり大学の活動などを通じて地域のリーダーやボランティアの育成に努めてまいります。 

 また、スポーツについては、近年の健康志向型の住民ニーズに合わせて、スポーツの底辺拡大を図

るとともに、充実した総合運動公園を活用し、競技力の向上に努め、スポーツ交流を通じた地域の活

性化と観光の振興に努めてまいります。 

 さらに、教育委員会に外部評価委員会を設置し、教育委員会が実施する事務事業の点検及び評価を

行い、町民の視点に立った施策の充実を図ります。 

 一方、人権啓発につきましては、先月男女が共に人生の各年代において、仕事、家庭、地域での活

動が、自分の希望に沿って展開できる社会の実現をめざして大津町男女共同参画都市宣言を行ったと

ころであり、引き続き同和問題をはじめ、男女間の暴力行為、高齢者への虐待、ハンセン病にかかわ

る人権侵害など、様々な人権問題の解消を図るよう人権啓発福祉センターを拠点として取り組んでま

いります。 

 第四は、魅力的で快適な生活環境づくり、生活環境基盤の整備についてでございます。地球温暖化

防止、地球環境との共生のため、引き続き住宅用太陽光発電システム設置に対する補助に取り組みま

す。また、ごみの資源化を進めるため、容器包装リサイクル法に定めるプラスチックのほかに、ほと

んどのプラスチック製品を資源として収集し、さらなる循環型社会の実現に取り組みます。 

 一方、道路については、県道西鶴中井迫線が平成２３年度中に完成する予定であり、また町道本田

技研３２５号線につきましても４月から一部供用開始することとしており、全線早期完了に向けて鋭

意取り組んでおります。縦軸の道路整備により、国道５７号や都市計画道路三吉原北出口線の東西の

道路と併せて、通勤や生活道路としての交通網の整備ができるものと考えています。身近な道路整備

につきましては、優先順位をつけながら、車両、歩行者が安全に通行できる道路整備に努めてまいり

ます。 

 また、旧国道５７号沿いには、今年度街路灯を設置することとしており、安心、安全なまちづくり

を目指します。 

 九州新幹線が、間もなく全線開業しますが、肥後大津駅はまちの玄関口であり、まちの顔でありま

す。肥後大津駅と阿蘇くまもと空港を結ぶシャトルバスと阿蘇トロッコ列車の連結とともに、交通の

通過点ではなく、もてなしの心で人を呼び込み、そこに交流が生まれ、情報を共有し、町の情報を発

信するためのまちづくりを進めてまいります。そのため、肥後大津駅の南側にバスやタクシーの乗車

場、自家用車駐車場や駐輪場などがあるバスロータリーと、その一角には駅の南口機能を持つビジター
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センターの整備を９月未の完成を目指して進めており、交通の拠点、観光案内や情報発信の拠点とな

るように取り組んでまいります。肥後大津駅へのアクセス道路である、都市計画道路駅前楽善線は平

成２６年度末の早期完了を目指し、鋭意事業の推進に努めているところです。防災につきましては、

大規模災害等にも対応できるようデジタル防災行政無線を整備したところであり、今年度に整備しま

す子育て健康広場を緊急、災害時の避難場所として活用することとしています。さらに、肥後大津駅

北側にあります駅前パトロールセンターを拠点として防犯活動を推進してまいります。 

 第五は、改革と分権の時代の新たな行財政運営についてでございます。地方分権が進み、複雑多様

化する行政ニーズに迅速にかつ的確に対応するため、自主的かつ自立的な行政運営が求められている

ところであり、まちづくり基本条例の理念に基づき、それぞれがそれぞれの役割を認識し、協働でま

ちづくりに携わっていくことが大切であると考えています。現在、各行政区において役場職員を地域

づくり支援担当職員として配置しているところであり、情報を町民の皆さんへ伝えるとともに、町民

の方の要望をしっかりと把握し、情報を共有しながら地域づくりの支援を行ってまいります。 

 また、振興総合計画後期基本計画は、行政と町民との共通のまちづくりの目標である成果指標を設

定したところであり、行政評価とともにその成果についても検証しながら執行管理を行ってまいりま

す。 

 また、平成２３年度は第５次大津町振興総合計画後期基本計画のスタートの年となります。町の行

財政運営につきましても厳しい状況が続いておりますが、行財政改革大綱と後期改革プランに基づき、

健全財政の運営に努めるとともに、振興総合計画に沿って事業の優先順位をつけながら、長期的視野

に立ち、将来に誇れるまちづくりを行ってまいります。 

 以上、町政全般の運営に関する基本的な考え方についての今後のまちづくりにおける私の考えの一

端を申し上げましたが、地域主権の大きな流れの中で、地域の特性を活かしたまちづくりを町民の皆

さんとともに、創意工夫を重ね、町の振興総合計画のキャッチフレーズであります「みんなでつくろ

う元気大津、人と自然にやさしい心かよいあうまち」の実現のため、全力で各種施策の推進に取り組

んでまいります。町議会をはじめ町民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 続きまして、財政状況の説明を述べさせていただきます。これまでのわが国の経済は深刻な財政状

況の下、少子化・高齢化が進む一方、社会保障の整備が遅れ、国民生活に密接に関係する雇用情勢も

悪化し、将来への不安が残される状況にありました。平成２２年度も依然として本格的な景気回復へ

の軌道には乗らず、慢性的なデフレが続き、失業率も引き続き高水準で推移すると見込まれています。 

 こうした情勢に対し、国は元気な日本を復活させるために「成長と雇用」を最大のテーマとし、「経

済成長」「財政健全化」「社会保障改革」の一体的な実現を目指すとしています。しかし、現在、国会

において予算関連法案が成立するか否かは非常に不透明な状況であり、場合によっては地方自治体の

予算にも大きな影響が出てくる可能性があると予測しているところであります。 

 このような中、平成２３年度の地方財政は、企業収益の回復等により地方税収や地方交付税の原資

となる国税収入が増加する一方、社会保障費関係の自然増により、依然として大幅な財源不足が見込

まれるとしていますが、地方に対しては財政運営戦略に基づき、財源確保を含め、地方交付税におい
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ても、平成２２年度の水準を下回らないよう確保することを基本としています。 

 大津町の財政状況でございますが、地方公共団体の財政健全化に関する指標につきましては、現状

は健全な数値にあるというものの、依然として景気は足踏み状態であり、法人町民税においても急激

な伸びは見込めない状況であります。 

 また、普通交付税につきましては、地方財政対策により総額で前年並みの額を見込んでいるところ

ではございます。国の地方交付税の配分方法が財源調整機能を強化する観点から、財政力に応じた臨

時財政対策債の配分方法へ段階的に移行されることから、それに伴い今後、起債残高と公債費におき

まして、ある程度の上昇が予測されますが、財政運営に影響がないように計画的な起債の発行に努め

たいと考えております。 

 このような厳しい財政状況を踏まえ、平成２３年度の予算編成においては、事業の見直しと集中型

を基本方針としています。予算編成にあたっては、新規事業の抑制、まちづくり交付金事業と学校建

設事業を除く投資的事業における実施年度の先送り、または事業規模の縮小などを積極的に行ったほ

か、枠配分方式により経常経費にも切り込み、当初の予算要求額を圧縮いたしました。しかしながら、

子ども手当の拡充による増加や国民健康保険特別会計への繰出金の増加などにより、結果として予算

規模が前年度を上回ることとなっております。 

 また、まちづくり交付金事業につきましては、前期計画の最終年度であり、事業の事後評価・検証

を実施し、評価結果の公表を行いたいと考えております。 

 財政調整基金につきましては、可能な限り積立を行うことを基本として、平成２１年度末残高は６

億５千９００万円でありましたが、平成２２年度末では１２億２千４００万円の残高となる見込みで

あります。今後も、将来にわたり健全財政が堅持できるよう、より一層の経費削減を行うとともに、

引き続き経営の視点に立って効率的な行財政運営をしていかなければならないと考えています。 

 予算関係の提案理由を説明を申し上げます。 

 議案第４号、平成２２年度大津町一般会計補正予算（第５号）についてから議案第１２号、平成２

２年大津町工業用水道事業会計補正予算（第２号）についてまでの、９議案の各会計の補正予算につ

きまして、提案理由の説明を申し上げます。 

 主なものとしましては、大津小学校分離校建設事業に係るものでございまして、そのほか歳入では

事業等の執行残等による財源の組み換えを行い、歳出では、各事業の確定に伴う補正でございます。

平成２２年度の一般会計補正予算案及び各特別会計並びに事業会計、併せて補正予算案として歳入歳

出予算総額に１３億８千６６７万１千円を増額補正するものであり、地方自治法第２１８条第１項の

規定により、議会の議決を求めるものです。 

 次に、議案第２１号、平成２３年度大津町一般会計予算についてから議案第２８号、平成２３年度

大津町工業用水道事業会計予算についてまでの８議案の平成２３年度各会計予算につきまして、提案

理由の説明を申し上げます。 

 今回、提案しております予算の総額は１８２億３千２５２万８千円で、前年度比３.５％の増となっ

ております。そのうち一般会計は１１１億６千２３０万５千円で、平成２２年度予算に対し０.８％増
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となっております。一般会計の主な財源は、町税４３億２千６４１万１千円、構成比３８.８％、地方

交付税１３億円、構成比１１.６％、国・県支出金１９億３４７万７千円、構成比１７.１％、町債１

８億２千５００万２千円、構成比１６.３％などです。このほか、お手元に一般会計予算等の概要を配

付いたしておりますので、ご覧いただきたいと思います。 

 平成２３年度の一般会計予算案１１１億６千２３０万５千円、各特別会計予算案及び事業会計予算

案７０億７千２２万３千円を地方自治法第９６条第１項第２号の規定により、議会の議決を求めるも

のです。 

 その他の議案の提案でございますが、ご説明を申し上げます。 

 議案第１号、大津町児童生徒訪問支援事業基金条例の制定についてですが、住民生活に光をそそぐ

交付金により、児童生徒訪問支援事業に要する経費の財源を積み立てるため、地方自治法第２４１条

第１項の規定に基づき条例を制定しようとするものです。 

 次に、議案第２号、矢護川地区簡易水道組合の解散について及び議案第３号、矢護川地区簡易水道

組合の解散に伴う財産処分についてでございますが、矢護川地区簡易水道組合を解散するため、地方

自治法第２９０条の規定により議会の議決を求めるものです。 

 次に、議案第１３号、大津町振興総合計画基本計画の策定についてでございますが、町政の基本と

なるべき計画として、平成２３年度から平成２７年度の後期５カ年間の基本計画案を大津町振興総合

計画策定審議会に諮問し、その答申をいただきましたので、大津町議会の議決すべき事項を定める条

例の規定により、議会の議決を求めるものです。 

 次に、議案第１４号、大津町防災行政無線通信施設の設置及び管理運用に関する条例の一部を改正

する条例についてですが、防災行政無線通信施設の整備に伴い、条例の一部を改正しようとするもの

です。 

 次に、議案第１５号、特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例についてですが、大津町老人ホーム民間移譲先選定委員会の廃止、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律の改正に伴う大津町教育委員会外部評価委員会の設置及び大津町学校教育指導員

の設置に伴い、条例の一部を改正しようとするものです。 

 次に、議案第１６号、大津町嘱託員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につい

て及び議案第１７号、大津町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてですが、

大津町老人ホームの民間移譲に伴い、条例の一部を改正しようとするものです。 

 次に、議案第１８号、大津町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてですが、国民健康

保険事業財政運営上、税率の見直しをするため条例の一部を改正しようとするものです。 

 次に、議案第１９号、大津菊陽水道企業団規約の一部変更についてでございますが、区域の変更に

ついての規約の改正であり、地方自治法第２９０条の規定により、議会の議決を求めるものです。 

 次に、議案第２０号、菊池広域連合規約の一部変更についてですが、消防費の負担割合についての

規約の変更であり、地方自治法第２９１条１１の規定により、議会の議決を求めるものです。 

 議案第１号及び議案第１４号から議案第１８号までは、条例の制定及びに一部改正ですので、地方
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自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものです。 

 以上、提案の理由を説明申し上げましたが、議決を賜りますようよろしくお願い申し上げます。な

お、所管部長をしてそれぞれ詳細説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

 これで、施策方針及び提案理由の説明を終わります。ありがとうございました。よろしくご審議を

お願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。３５分より開会いたします。 

午前１１時２２分 休憩 

                    △ 

午前１１時３５分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 この際念のため申し上げます。各部長の説明は、議案第１号から議案第１２号まで、議案第１３号

から議案第２０号まで、議案第２１号から議案第２８号までに分けて説明を求めます。 

 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） こんにちは。議案第１号、大津町児童生徒訪問支援事業基金条例の制定に

ついて説明いたします。議案集の１ページをお願いします。今回の条例の制定については、住民生活

に光をそそぐ交付金により、児童生徒訪問支援事業に要する経費の財源を積み立てるため条例を制定

するものです。説明資料の１ページをお願いします。平成２２年度の国の補正予算で、地域活性化交

付金が創設され、この中の住民生活に光をそそぐ交付金は、これまで住民生活にとって大事な分野で

ありながら、光が十分に当てられてこなかった分野に対する地方の取り組みを支援するため、市町村

に対して予算の範囲内で交付金を交付するものです。この交付金事業の分野の一つには、ＤＶ対策、

自殺予防等の弱者対策、自立支援が掲げられています。そこで、大津町としては本交付金の一部を基

金に積み立て、平成２３、２４年度の２カ年の児童生徒訪問支援事業に充てるものです。この事業は、

これまでの町教育支援センターの相談業務を町に加え専門相談員であるスマイルプロデューサーを配

置することで、家庭を訪問する業務を拡大することにより、よりきめ細やかな支援を行い、児童生徒

の学校復帰につなげるものです。 

 戻りまして、議案集の２ページをお願いします。条例の題名を大津町児童生徒訪問支援事業基金条

例としております。 

 第１条、設置の目的として、町が条例を制定する趣旨を定めています。 

 第２条で積立額を一般会計歳入歳出予算で定める額としています。 

 第３条で管理、第４条で運用益金の処理、第５条で繰越運用、第６条で処分、第７条で委任につい

てそれぞれ定めております。 

 附則で、この条例は公布の日から施行するとしております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長併任工業用水道課長中山誠也君。 

○土木部長併任工業用水道課長（中山誠也君） こんにちは。議案第２号、矢護川地区簡易水道組合の
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解散について説明をいたします。 

 議案集の３ページをお願いいたします。２月の議会全員協議会でも概略説明しましたが、矢護川地

区簡易水道組合は、昭和３２年に設立され、現在まで大津町矢護川地区と菊池市の片川瀬地区に水道

水の供給を行ってきました。現在の組合の状況としては、健全な財政状況で運営されておりますが、

しかし組合規模が小さく、将来の経営を考えたとき安心・安全・安定な給水を続けるためには、組合

の給水区域をそれぞれ菊池市並びに大津菊陽水道企業団の給水区域に統合することが最善の方法であ

ると判断して、組合議会での審議や数回に及ぶ住民説明会を実施し、概ね関係者の理解をいただきま

したので、この経過を踏まえて、平成２２年６月に水道企業団に経営統合の要請を行いました。その

要請を受けて、大津菊陽水道企業団議会では現地調査を含めて計３回の審議が行われ、統合について

理解を得ることができました。今回、地方自治法第２８８条の規定により、矢護川地区簡易水道組合

を解散しようとするもので、一部事務組合の解散について地方自治法第２９０条の規定により議会の

議決を求めるものです。 

 なお、解散の日時は、給水区域の拡大に係る水道法の認可を受ける日の前日としております。 

 次に、議案第３号、矢護川地区簡易水道組合の解散に伴う財産処分について説明いたします。 

 議案集の４ページをお願いします。議案第２号で説明しましたように、今回矢護川地区簡易水道組

合の解散議決をお願いするわけですが、解散にあたって組合が所有する財産を処分するには、地方自

治法第２８９条の規定により関係市町の協議の上で定めることとなっております。また、財産処分の

協議につきましては、議会の議決を得る必要がありますので、地方自治法第２９０条の規定により議

会の議決を求めるものです。 

 ５ページをご覧ください。菊池市と大津町との財産処分に関する協議書になりますが、１、菊池市

に帰属する財産は、６ページの別表１のとおり菊池市の地域に設置された配水管で、平成２１年度末

の帳簿価格は記載のとおりとなっております。 

 次に、２、大津町に帰属する財産は７ページの別紙２のとおりで、大津町の中に設置された配水管

と構造物と土地で、平成２１年度末の帳簿価格は記載のとおりとなっております。 

 ３、財政調整基金決算に伴う差引残高及び債務並びに車両等の備品については、大津町が承継し、

大津菊陽水道企業団に引き継ぐものとしております。 

 なお、議案第２号と議案第３号の両議案は、菊池市の３月議会において同文議決される予定になっ

ております。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第８号、平成２２年度大津町公共下水道特別会計補正予算（第４号）について説

明申し上げます。別冊の補正予算書をお願いいたします。 

 補正予算の概要につきましては４４、４５ページになります。併せてご覧ください。今回の補正は、

負担金及び使用料の増額、事業費等の確定見込みに伴う減額が主なものです。 

 予算書の１ページをお願いいたします。第１条で、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ２千４２９万６千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ記載のとおり１１億４千３８５万１

千円とするものです。 
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 第２条で、既定の地方債の変更は、第２表地方債の補正によるとしております。 

 ４ページをお願いします。第２表の地方債補正につきましては、１公共下水道債は、事業費の確定

に伴い減額するものです。なお起債の方法、利率、償還の方法は、補正前と同じです。 

 補正予算に関する説明書により詳細を説明いたします。 

 最初に、１０ページの歳出から説明いたします。 

 款１、項１、目１総務管理費につきましては、人件費及び消費税還付金の額の確定による減額が主

なものです。 

 １０、１１ページをお願いします。款１、項１、目２事業費につきましては、事業費及び事務費等

の額の確定見込みにより減額するものです。特に節２２補償補てん及び賠償金は、管路工事において

水道管の移設などの費用が必要なかったため１千６００万円の減額を行っております。目３維持管理

費につきましては、入札による契約額の確定に伴い減額するものです。目４下水道事業基金費は、平

成２１年度基金取り崩し及び預金の利率が下がったことにより積立金を減額するものです。 

 １２ページをお願いします。款２、項１、目２利子につきましては、平成２１年度貸付金利率の確

定により減額するものです。 

 次に、歳入について説明いたします。 

 ８ページから説明いたします。款１、項１、目１負担金の増額は、美咲野団地住宅建設や開発等の

負担金一括納付が増加したことによるものです。 

 款２、項１、目１使用料の増額は、中核工業団地企業の使用水量及び企業団徴収分が増額したこと

によるものです。 

 款４、項１、目１一般会計繰入金は、負担金及び使用料が増額したことに伴い、繰入金を減額する

ものです。 

 ９ページをお願いします。款１、項１、目１公共下水道事業債の減額は、先ほど地方債の補正で説

明したとおり事業費の確定見込みに伴うものです。 

 款８、項１、目１利子及び配当金の減額は、基金利子の確定によるものです。 

 続きまして、議案第１０号、平成２２年度大津町農業集落排水特別会計補正予算（第５号）につい

て説明申し上げます。補正予算の概要につきましては、４８、４９ページになります。今回の補正は、

事業の確定見込みに伴う補正になります。 

 予算書の１ページをお願いします。第１条で、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１

千１３万２千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ記載のとおり４億４千２０７万５千円とす

るものです。 

 補正予算に関する説明書により詳細を説明いたします。 

 最初に９ページの歳出から説明いたします。款１、項１、目１総務管理費は、人件費の確定見込み

による減額です。目２農業集落排水事業費は、委託料、工事費及び事務費等の額の確定見込みにより

減額するものです。 

 ９、１０ページをお願いします。目３維持管理費は、額の確定見込みによる減額です。この中で節
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１１需用費のうち光熱水費は、高圧受電の電気代、紫外線消毒電気代などが当初見込みより少なくなっ

たため減額するものです。節１２役務費は、引き抜き料を減らしたとこによるものです。節１３委託

料は入札により契約額の確定により減額するものです。 

 １０ページをお願いいたします。目４農業集落排水事業基金費は、消費税還付金及び基金利子の確

定による増額です。 

 款２、項１、目２利子は、平成２１年度貸付利率の確定により減額するものです。 

 次に、歳入につきまして７ページから説明いたします。款１、項１、目１農業集落排水事業分担金

は、受益者分担金の確定見込みによる増額です。 

 款２、項１、目１使用料は、特に錦野及び杉水浄化センターへの接続利用が増加したことによる増

額です。 

 款５、項１、目１一般会計繰入金は、分担金及び使用料の増額、事業費の確定見込み等に伴う減額

に伴い繰入金を減額するものです。 

 ８ページをお願いします。款７、項３、目１雑入は、消費税還付金の確定による増額です。 

 次に、議案第１２号、平成２２年度大津町工業用水道事業会計補正予算（第２号）について説明申

し上げます。補正予算の概要につきましては、５１ページになります。 

 予算書の１ページをお願いします。第２条収益的収入及び支出の補正につきましては、既決の収入

支出の予定額の総額にそれぞれ２５０万円増額し、それぞれ５千５３７万４千円とするものです。 

 ２ページをお願いします。第３条で、議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正

として、職員給与費を９万２千円減額するものです。 

 補正予算に関する説明書により詳細を説明いたします。 

 １ページをお願いします。収益的収入及び支出のうち収入では、款１、項１、目１給水収益を中核

工業団地企業の水道使用利用が増加したことにより２５０万円増額しております。 

 説明書の２ページをお願いします。支出につきましては、款１、項１、目１原水費の減額は、第２

水源地ポンプの運転を最小限にしたことにより電気料金が減少したものであり、目３総経費の減額は

人件費の確定によるものです。なお、款１、項４、目１予備費で財源調整を行っております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。午後は１時より開会いたします。 

午前１１時５１分 休憩 

                    △ 

午後 １時００分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 企画部長木村 誠君。 

○企画部長（木村 誠君） こんにちは。議案第４号、平成２２年度大津町一般会計補正予算（第５号）

についてご説明申し上げます。 

 第１条で、既定の歳入歳出予算に１３億４千３６６万３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を１２
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４億９千３５４万８千円とするものです。第２条の継続費から第４条の地方債の補正まで、記載のと

おりといたしております。 

 ８ページをお開きお願いいたします。第２表、継続費補正は、肥後大津駅南口並びに駅前広場の整

備事業及び町道本田技研３２５号線交差点改良事業につきまして、今年度の事業費を記載のとおりと

いたしております。大津町防災行政無線整備事業は、確定によるものであります。 

 ９ページをお願いいたします。第３表、繰越明許費補正の追加です。 

 款３民生費は、保育所の建設に係る保育所緊急整備事業補助金を翌年度へ繰り越すものであります。 

 款６農林水産業費の農業活性化緊急基盤整備事業は、国の補正予算に伴い農業用施設３カ所を整備

するものです。 

 款８、項２の下町門出線歩道整備事業は、国道５７号との交差点協議に相当な時間を要したことに

よるものです。款８、項３都市計画道路駅前楽善線道路改良事業は、年度内の建物取り壊しが困難な

ため補償費を繰り越すものであります。 

 款１０、項１の大津南小屋上防水外壁補修工事及び項６大津町運動公園駐車場整備事業は、国の補

正予算のきめ細かな交付金を財源として整備をするものであります。項２教科書、推薦図書購入及び

項５大津町生涯学習センタートイレ改修事業は、国の補正予算の住民生活に光をそそぐ交付金を財源

として整備をいたします。項２大津小学校分離校建設事業も国の補正予算を受けて整備を前倒しする

もので、起債額は記載のとおりであります。 

 １０ページをお願いいたします。第４表地方債補正、１追加であります。９補正予算債、一般公共

事業は、県営迫井手地区圃場整備事業負担金に係る当初の一般公共事業債の変更が認められたもので

あります。１０補正予算債、学校教育施設整備施設等整備事業は、分離校建設に係るもので、国の経

済対策によるものです。１１学校教育施設整備事業債は、国の地方債枠により当初の一般単独事業債

から変更になったものです。 

 １１ページをお願いいたします。（２）変更です。各事業の確定に伴う額の変更及び地方債の種類の

変更に伴うものです。 

 先に歳出からご説明いたします。３６ページをお願いいたします。目１一般管理費は増額補正です

が、節３職員手当て等の退職手当で、退職予定者４名分の特別負担金で増額となっております。 

 ４５ページをお願いいたします。目１２諸費、生活路線維持費補助金は、地方バス運行の利用者減

等に伴う運行経費補助金の増額です。利用者の現行とそれに伴う岩坂山西線が県の補助対象から外れ

たことによるものであります。目１３財政調整等基金費は、３億６千６０１万９千円を積み立てるも

のです。これによりまして、平成２２年度末の財政調整基金の残高は１２億１千５００万円になる見

込みであります。 

 ４８ページをお願いいたします。項４、目３参議院選挙費です。投票時間や開票時間の短縮などに

より減額となっております。 

 ５０ページをお願いいたします。目４県議会議員菊池郡選挙費一般選挙費です。選挙用パソコンと

投票用紙自動交付機の購入を計上いたしております。 
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 ５２ページをお願いいたします。款３、項１、目１社会福祉総務費ですが、５３ページの節２８国

民健康保険特別会計繰出金と介護保険特別会計繰出金は、いずれも給付費等の実績見込みによる増減

です。目２障害者福祉費は、いずれも増額となっていますが、節１９の障害児を育てる地域の新体制

整備事業補助金は、つくしの里が障害児の受け入れも始めたことによりもので、電子ピアノなどの購

入助成であります。地域自立支援協議会運営強化事業補助金は、施設の利用を希望される方への施設

を紹介するためのパンフレットやチラシの作成などを支援するものです。節２０の扶助費は実績に伴

うものですが、地域移行支度経費支援事業補助金は、施設の入所の方が地域生活への移行を促進する

ため、地域での生活において必要となる物品の購入について支援を行う制度で、２名分のベッド等購

入を助成するものであります。 

 ６７ページをお願いいたします。款４、項１、目２予防費、節１３委託料の予防接種補助の増は、

日本脳炎及びインフルエンザ予防接種者の増加によるものであります。 

 ６９ページをお願いいたします。目７子ども医療費の節２０扶助費は、インフルエンザ等の診療件

数の増大により増額補正を計上いたしております。 

 ７３ページをお願いいたします。目６農地費です。国の経済対策による補正予算により節１５農業

用施設改修工事は、下井手の樋門の改修などをするもので、国の２分の１の補助です。節１９の下井

手地区新農業水利システム保全整備事業負担金も同様に国の補正予算によるもので、改修予定箇所の

測量設計業務を土地改良区に委託します。総事業費の７５％は国の県の補助であります。 

 ７５ページをお願いいたします。目７圃場整備の節１９、７県営事業休耕等補助金は、工事が予定

より進み作付けができたために減額するものであります。 

 ７６ページをお願いいたします。目９農業集落排水特別会計繰出金は、事業の確定見込みによる減

額です。 

 ８０ページをお願いいたします。目３観光費です。節１９アジア国際交流派遣事業助成金の減は、

口蹄疫予防のため韓国への派遣事業を中止したことによるものです。 

 ８３ページをお願いいたします。目３道路新設改良費は、事業確定に伴う減額が主なものですが、

節１７公有財産購入費は、立野ダム関連事業の休止により、石坂線の２千２００万円の減額です。節

１９、１県道負担金の減額は瀬田熊本線ほか事業費の確定見込みによるものです。 

 ８５ページをお願いいたします。目４公共下水道特別会計繰出金は事業と借入利子の確定に伴う減

額であります。目６まちづくり交付金事業は、事業確定見込みに伴う減額が主なものでありますが、

８６ページの節１５工事請負費は、本田技研３２５号線が継続事業へ変更されたほか、ビジターセン

ターの入札残やバスロータリーの分割発注による減額、駅前楽善線の用地交渉等による減額でありま

す。節１９の負担金で、２ＪＲ負担金の減額は、駅のバリアフリー工事が平成２３年度へ変更された

ことによるものです。 

 ８９ページをお願いいたします。目３消防施設費は、節１５で全国瞬時警報システム整備工事を計

上いたしております。国の１００％補助になります。 

 ９１ページをお願いします。款１０、項１教育総務費の目２事務局費は、９２ページの節１５で大
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津南小屋上防水外壁補修工事が１千２５０万円の増額です。これは、国の補正に伴うきめ細かな交付

金事業により整備するものです。節１８の児童用机イスは、増加する児童分の購入と不良分の買い換

えです。節２５児童生徒訪問支援事業基金積立金は、地域活性化交付金の住民生活に光をそそぐ交付

金によるものです。交付金の３００万円を基金に積み立てて、平成２３年度、２４年度の２年間、専

門の指導員を雇用し、不登校の児童生徒の学校復帰につなげるものであります。 

 ９４ページをお願いいたします。項２小学校費、目１学校管理費です。９６ページの節１８で、住

民生活に光をそそぐ交付金事業により、教科書、推薦図書購入を計上いたしています。これは平成２

３年度からの小学校の国語教科書が変更になるため、全小学校に推薦図書を購入するものです。 

 ９６ページをお願いいたします。目３学校建設費です。国の経済対策により１平方メートル当たり

の建設補助の単価がアップし、校舎は１４万６千円から１７万３千７００円に、体育館は１６万５千

円から２０万１千６００円にそれぞれアップしたため、それぞれの建設を前倒しするものです。 

 １０４ページをお願いいたします。目３生涯学習センター費の節１５です。住民生活に光をそそぐ

交付金事業により、生涯学習センターのトイレを改修し、利用者の利便性を図るものです。 

 １０５ページをお願いいたします。目７図書館運営費です。節１１の修繕費で、住民生活に光をそ

そぐ交付金事業により、図書館エントランスのエアコンの修繕を行うものです。 

 １０６ページをお願いいたします。目１０まちづくり交付金事業は、歴史民俗資料館の整備を平成

２３年度行うことによる減額です。 

 １０８ページをお願いいたします。款１０、項６、目２体育施設費です。 

 １０９ページ、節１５の運動公園駐車場整備工事は、きめ細かな交付金事業により体育館北側の駐

車場を舗装するものです。 

 １１２ページの款１２、項１、目２です。借入金の利子の確定及び一時借入金の不用額により減額

をいたしております。 

 １１３ページ、款１３の予備費で財源調整をいたしております。 

 次に、歳入についてご説明いたします。１５ページをお願いいたします。款１、項１、目１個人町

民税です。実績見込みにより減額です。目２法人町民税は、自動車関連企業の過年度分の修正申告な

どにより増額となっております。項２、目１固定資産税は、実績見込みにより増額いたしております。 

 １６ページをお願いいたします。項３、目１軽自動車税と項４、目１町たばこ税も、実績により増

額いたしております。 

 款１０、項１、目１地方交付税は、国の補正予算により交付税総額が増額されたことに伴い、普通

交付税の追加交付が行われたものです。 

 １７ページをお願いいたします。款１２分担金及び負担金は、いずれも事業の確定見込み及び対象

者数の確定見込みによる増減であります。 

 １８ページをお願いいたします。款１３使用料及び手数料も実績に伴うものです。目６教育使用料

の節３町民交流施設使用料は、利用実績による減額です。会社関係の使用者が減ったことによるもの

であります。 
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 １９ページをお願いいたします。款１４、項１、目１、節１私立保育所負担金は、入所児童者数の

増に伴う補正です。節２児童措置費負担金は、対象児童生徒の確定に伴う増減であります。 

 ２０ページをお願いいたします。目４教育費国庫負担金の節１小学費負担金は、大津小学校分離新

設校の建設に係る負担金で、国の緊急総合経済対策による補正です。補助基準額の２分の１の補助で、

先に歳出でご説明しましたように、補助単価の上乗せがあっております。 

 ２１ページをお願いいたします。項２、目１民生費国庫補助金の節４老人福祉費補助金、高齢者利

用制度円滑導入事業補助金は、前期高齢者の一部負担金が２割から１割への据え置きが継続されるこ

とを被保険者へ周知するための事業に要するものです。目３農林水産業費国庫補助金の農村漁村活性

化プロジェクト支援交付金は玉岡井手の整備で、事業の確定による減額です。農業活性化緊急基盤整

備交付金は国の補正予算に伴うもので、下井手の樋門など３カ所の農業用施設の改修に対する２分の

１の補助です。目４土木費国庫補助金、節２都市計画費補助金の地域住宅交付金は、２７０万３千円

の増額となっております。まちづくり交付金事業は、事業の確定に伴うものであります。目５教育費

国庫補助金は、対象児童数の増減に伴うものです。 

 ２２ページをお願いいたします。目６総務費国庫補助金は、国の経済対策に伴い、補正予算におい

て創設された地域活性化交付金事業に関するものです。 

 ２３ページをお願いいたします。款１５、項１、目１総務費県負担金は、ふるさと寄附金の県負担

金です。目２、節１保険基盤安定負担金は、国民健康保険の額の確定による増額です。節２私立保育

所負担金は、児童数の増による増額です。節３についても、事業の確定に伴う補正であります。 

 ２４ページをお願いいたします。目１総務費県補助金、地方バス運行等特別対策補助金、岩坂山西

線が補助路線から外れたとこなどに伴う減額です。防災情報通信設備整備事業補助金は、全国瞬時警

報システム整備工事に係るものです。目２民生費県補助金、節４隣保館運営費補助金は、補助額の確

定増によるものです。 

 ２６ページをお願いいたします。目４農林水産業費県補助金の節８口蹄疫緊急防疫対策事業補助金

は、消毒液、防護服等の購入に対し２分の１を助成するものです。 

 款１５、項３、目１、節１の県民税徴収委託金は、徴収委託の１件当たりの単価のアップに伴うも

のです。 

 ２８ページをお願いいたします。款１６、項１、目１財産貸付収入の節１普通財産貸付料は、法務

局阿蘇大津支局用地等の貸付に伴うものです。 

 ２９ページをお願いいたします。款１７、項１、目１一般寄附金は、ふるさと寄附金が５件、４６

万５００円で、それ以外が８件の２１万８千円です。 

 ３０ページをお願いいたします。款１８、項２、目２大津町公共施設整備基金繰入金は、事業の実

績見込みによる減額です。目３学校教育施設整備基金繰入金は、国の補正予算に伴う学校建設の前倒

しによる繰り入れであります。目４大津町工場等振興奨励基金繰入金は、確定による減額です。目５

財政調整基金は、町税等の増収により繰り入れを減額するものであります。 

 ３１ページをお願いいたします。款２０、項１、目１町税延滞金は、法人町民税の過年度分の修正
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申告に伴うものであります。 

 ３３ページをお願いいたします。項４、目２雑入で、上から３行目の立野ダム工事用道路用地差額

補償金は、建物関連事業の休止に伴う減額です。７行目の大菊土地改良区負担金は、国の補正予算に

伴う農業活性化緊急基盤整備事業の土地改良区負担分です。一番下になりますが、九州グリーン電力

基金助成金は、子育て健診センターの太陽光発電装置の設置に対するものであります。 

 款２１町債につきましては、先ほど地方債補正のところでご説明したとおりであります。 

 １１４ページをお願いいたします。給与費明細書です。特別職、一般職、いずれも実績に見込みに

よるものです。 

 １１５ページの退職手当は、退職予定者の増に伴う特別負担金です。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長岩尾昭徳君。 

○福祉部長（岩尾昭徳君） こんにちは。議案第５号、平成２２年度大津町国民健康保険特別会計補正

予算（第３号）についてご説明いたします。 

 今回の補正は、平成２２年度の国・県等の交付金等の額の確定及び保険給付費等の歳出の見込みに

伴う補正が主なものです。 

 予算書の１ページをお願いいたします。第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１億２千４５５万２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２８億４千２４２万５千

円とするものです。 

 ６ページをお願いいたします。第２表、地方債の補正、１追加といたしまして、１の広域化等支援

基金債を追加させていただきます。起債の方法等につきましては、標記のとおりになっております。 

 歳入について、予算に関する説明書の１０ページをお開きください。併せて補正予算の概要は４０

ページからです。 

 款３、項１国庫負担金の目１療養給付費等負担金、目２共同事業負担金は、いずれも額の確定によ

る増額補正です。款３、項２、目１財政調整交付金は、療養給付費等の歳出に伴う９％相当分で、概

算交付申請に伴う増額補正です。 

 款４、項１県負担金の目１共同事業負担金は、額の確定による増額補正です。 

 １１ページをお願いいたします。款４、項２、目１財政調整交付金は、国庫補助金と同様に概算交

付申請に伴う増額です。 

 款７、項１、目１共同事業交付金は、高額療養費共同事業拠出金の交付金で、レセプト１件当たり

８０万円を超える医療費に対しまして交付率により交付されるもので、額の確定に伴う増額補正です。

目の保険財政共同安定化事業交付金は、レセプト１件当たり３０万円から８０万円までの高額な医療

費に係る交付金で、額の確定に伴う増額補正です。 

 款８、項１、目１利子及び配当金は、基金利子の減額です。 

 １２ページをお願いいたします。款９、項１、目１一般会計繰入金の節１保険基盤安定繰入金は、

額の確定に伴い８千２０万９千円を計上しています。節２職員給与費等繰入金及び節３助産費等繰入
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金の減額は、歳出見込みのより補正を計上しております。節４財政安定化支援事業繰入金は、低所得

世帯、病床数、高齢者割合により算定された財政安定化支援事業費の確定による増額補正です。 

 款１２、項４、目１一般被保険者第三者納付金については、交通事故等による第三者行為の医療費

を国保で立て替えている分の納付金の増額補正です。 

 １３ページをお願いいたします。款１３、項１、目１広域化等支援基金貸付金は、熊本県の広域化

等支援基金から市町村の国保運営財政のために無利子で貸付を受けるものです。一般療養給付費が対

前年費で６％増加しており、国保税収も減少し、財源の見通しが厳しくなり５千万円程度の財源不足

が見込まれましたので、県の広域等資金基金から財源不足見込額の４分の３を歳入財源として借り入

れるものです。なお、返済につきましては平成２４年度から無利子で５年間で返済するようになって

おり、繰り上げ返済もできるものです。 

 次に、歳出について説明いたします。１４ページをお願いいたします。併せて、補正予算の概要は

４２ページからです。 

 款１、項１、目１一般管理費は、実績及び歳出見込みによる減額補正です。款１、項２、目１運営

協議会費は、歳出見込みによる減額補正です。 

 １５ページをお願いいたします。款２、項１、目１一般被保険者療養給付費から１６ページの款２、

項２、目２退職被保険者等高額療養費までは、いずれも療養給付費等の給付見込みにより補正を計上

しております。主なものにつきましては、目１一般被保険者療養給付費で、平成２１年度３月補正で

も２０年度比１０％以上大幅な増加となり、８千万円程度の補正をしましたが、平成２２年度も対前

年費６％ほど伸びてきており、８千９００万円の補正増をお願いするものです。目２退職被保険者療

養費につきましても、前年比１４５％伸びてきておりまして、１２月補正にも引き続き補正をするも

のです。 

 １７ページをお願いいたします。款２、項４、目１出産育児一時金は、国保被保険者の出産見込み

に伴う減額補正です。款２、項５、目１葬祭給付費は、歳出見込みによります減額補正です。 

 １８ページをお願いいたします。款３、項１、目１後期高齢者支援金から１９ページ、款６、項１、

目１介護納金までは、国庫補助金の補正に伴い財源組み替えをお願いしております。 

 款７、項１、目１高額医療費共同事業医療費拠出金及び目３保険財政共同安定化事業拠出金は、平

成２２年度の額の確定に伴う補正です。 

 ２０ページをお願いいたします。款８、項１、目１特定健康診査等事業費は、歳出見込みによる補

正です。款８、項２、目１保健衛生普及費の節１３委託料の減額は、国保連合会に委託しています保

健事業の電算処理委託料で、歳出見込みによる補正です。節１９負担金補助及び交付金は、レセプト

審査支払システム等の最適化に要する経費の大津町保険者分担金です。目２鍼灸施術費は、歳出見込

みによる減額補正であります。 

 ２１ページをお願いいたします。款９、項１、目１国民健康保険積立金は、基金利子の分です。 

 款１２の予備費につきましては、予算の調整を行っております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 
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 続きまして、議案第６号、平成２２年度大津町老人保健特別会計補正予算（第２号）についてご説

明いたします。予算書の１ページをお願いいたします。第１条で既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ９万９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８２０万６千円とするもの

です。 

 歳入について、予算に関する説明書の７ページをお開きください。併せて、補正予算の概要は４３

ページからです。 

 款６、項３、目１第三者納付金は、交通事故等で保険を利用した場合の返還基金で、実績による増

額補正です。 

 次に、歳出についてですが、８ページをお願いいたします。款１、項１、目１医療費給付費、目２

医療費支給費、目３審査支払手数料も歳出見込みによる減額補正です。 

 款２、項２、目１一般会計繰出金、第三者行為による町負担分を精算により繰り出すものです。な

お、２月の全員協議会でご説明しましたが、健康保険法の第一部を改正する法律附則第３９条により、

市町村は施行後３年間は平成２０年４月改正前老人保健法の規定による医療費等に関する収入支出に

ついて特別会計を設けるものとすることによりまして、平成２３年３月３１日までは老人保健特別会

計の設置を存続することになっています。４月１日以降は各市町村で判断ということになり、平成２

３年度は老人保健特別会計を廃止し、一般会計に費目を設け処理させていただくことになります。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第９号、平成２２年度大津町介護保険特別会計補正予算（第５号）についてご説

明いたします。今回の補正は、平成２２年度の介護給付費等の実績及び執行見込みに伴うものが主な

ものです。 

 予算書の１ページをお願いいたします。第１条で、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ４千４２１万２千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９億７千９１９万８千円

とするものです。 

 歳入について、予算に関する説明書の８ページをお開きください。併せて、補正予算の概要は４６

ページからです。 

 款１、項１、目１第１号被保険者保険料は、それぞれ収納見込みによる減額補正です。当初の見込

みより所得の低下により介護保険料基準の階層区分の変動によるものです。款２、項１、目１手数料

は、生活管理指導員派遣手数料の収納見込みによる減額補正です。 

 ９ページをお願いいたします。款３、項１、目１介護給付費負担金は、介護給付費の歳出減に伴う

国の負担金を減額補正するものです。款３、項２、目１調整交付金は、国からの内示額に伴う増額補

正です。 

 款４、項１、目１介護給付費交付金は、社会保険診療報酬支払基金からの介護給付費に対する交付

金で、介護給付費の歳出減に伴う減額補正です。 

 １０ページをお願いいたします。款５、項１、目１介護給付費負担金は、介護給付費の歳出減に伴

う県の負担金を減額補正しています。 
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 款６、項１、目１介護給付費繰入金は、介護給付費に対する町の負担分で、介護給付費の歳出減に

伴う減額補正です。目３その他一般会計繰入金の節１は、介護保険事業運営のための繰入金で、歳出

の介護予防事業費の特定高齢者把握事業費等の歳出減等による減額補正と、節２事務費繰入金として

認定調査費として主治医意見書手数料等分の増額補正を計上しています。 

 次に、歳出について説明いたします。１１ページをお願いいたします。併せて、補正予算の概要は

４７ページからです。 

 款１、項３、目２認定調査等費の節１２役務費は、介護認定申請に伴う主治医意見書の手数料で、

申請件数の増加に伴う増額補正です。節１３委託料は、県外居住者の認定調査委託費用で、歳出見込

みによる減額補正です。項４、目１計画策定等委員会費は、菊池郡市介護保険事業計画見直しに伴う

負担金で、入札による大津町負担分の減額です。 

 １２ページをお願いいたします。款２、項１、目１介護サービス等諸費は、当初見込みに対し居宅

サービス及び地域密着型サービスの介護給付費をそれぞれ減額し、施設サービス給付費、サービス計

画給付費、特定入所者サービス費を実績によりそれぞれ増額補正をしています。款２、項２、目１そ

の他諸費は、国保連合会への委託件数増による増額補正です。 

 １３ページをお願いいたします。款２、項３、目１高額介護サービス等費は、１月のサービスの利

用が所得段階により所定の額を超えた場合に負担するもので、歳出の見込みによる増額補正です。 

 款３、項１、目１介護予防事業費については、実績に伴う減額補正です。 

 １４ページをお願いいたします。款３、項１、目２包括的支援事業の２給料から４共済費までは、

職員の出勤実績に伴う厳格補正です。７賃金から１８備品購入費については、歳出見込み及び執行残

に伴い減額補正を行っております。 

 １５ページをお願いいたします。款６、項１、目１予備費で、予算の調整を行っております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第１１号、平成２２年度大津町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）につ

いてご説明申し上げます。今回の補正は、平成２２年度の保険料収納見込み、広域連合受託事業収入

の額の確定及び歳出の見込み等に伴うものが主なものでございます。 

 予算書の１ページをお願いいたします。第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

８７０万９千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億３千５９４万８千円とするも

のです。 

 歳入について、説明書の７ページをお開きください。併せて、補正予算の概要は４９ページからで

す。 

 款１、項１後期高齢者医療保険の各節の補正につきましては、それぞれの実績の収納見込額に伴い

計上しております。 

 款４、項１、目１事務費繰入金及び目３保険事業等繰入金は、執行見込み額による減額補正です。 

 ８ページをお願いいたします。款６、項４、目１後期高齢者医療広域連合受託事業収入は、後期高

齢者の健康診査の受託に伴うもので、健康受診者の実績による減額補正です。 
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 次に、歳出について説明いたします。９ページをお願いいたします。款１、項１、目１一般管理費

及び款１、項２、目１徴収費については、執行見込みによる補正を計上しております。 

 款２、項１、目１後期高齢者医療広域連合納付金の１被保険者保険料負担金は、町が徴収しました

保険料を広域連合に納めるもので、広域連合において付加され算出された額の確定に基づく減額補正

です。 

 １０ページをお願いいたします。款３、項１、目１健康診査費については、健診受診者の減に伴う

減額補正で、目２鍼灸施術費については、執行見込みに伴う減額補正です。 

 １１ページをお願いいたします。款５、項１予備費で予算の調整を行っております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） こんにちは。議案第７号の平成２２年度大津町外４ケ市町村共有財産管理

処分事務受託特別会計補正予算（第２号）についてご説明を申し上げます。 

 別冊の補正予算書をお願いします。今回の補正は、県が菊池市旭志麓で行います火山砂防工事の用

地補償に伴う補正が主なものです。 

 予算書の１ページをお願いします。第１条で、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３

２０万６千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５７１万６千円とするものでござい

ます。 

 説明書の７ページをお願いいたします。予算の概要は、４４ページになります。 

 歳入からご説明申し上げます。款１、項１、目１の財産収入、節１の財産収入は、事業確定及び県

が実施します火山砂防工事に伴う用地補償による増額補正を計上しています。 

 ８ページをお願いいたします。歳出でございます。款１、項１、目１の一般管理費の節７の賃金か

ら１４の使用料及び賃借料までにつきましては、事業費実績に伴う減額でございます。 

 款２、項１、目１の予算予備費で、増額補正の財源調整を行っております。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議 長（大田黒英生君） 次に、議案第１３号から議案第２０号までの説明を求めます。 

 企画部長木村 誠君。 

○企画部長（木村 誠君） 議案第１３号、大津町振興総合計画基本計画の策定についてご説明申し上

げます。議案集は１７ページになります。別冊の議案第１３号、大津町振興総合計画基本計画にてご

説明申し上げます。 

 表紙を開けていただきますと目次で、序論、施策体系図、後期基本計画と整理いたしております。 

 １ページをお願いいたします。序論で、策定の趣旨などを記載いたしております。大津町振興総合

計画基本構想につきましては、地方自治法第２条第４項の規定により、また前期の基本計画につきま

しては、大津町議会の議決すべき事項を定める条例により、平成１８年の３月議会でご議決いただい

ております。このうち前期基本計画につきましては、平成２２年度で終了いたしますので、新たに後

期の基本計画を策定するものであります。 
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 ３の人口予測でございますが、基本構想を策定いたしました平成１８年における平成２８年の人口

予測は３万１千人といたしておりましたが、既にそれを超えていることから見直しを行ない、平成２

８年の人口を３万２千７００人と推計したところです。 

 ３ページをお願いいたします。４の施策体系の再編と５の成果指標の設定ですが、今回の見直しに

あたりましては、第５次振興総合計画に掲げました基本理念及び５つの政策の柱等はそのまま引き継

ぐとし、後期基本計画では前期基本計画の検証結果を踏まえた上でそれぞれの事業を実施することに

より、住民の幸せがどの程度向上したかという視点から新たに成果指標を設定したところです。 

 ４ページと５ページに施策の体系図を載せています。５つの政策の大綱を下に施策を３２、基本事

業を７４に統合修正を行っております。６ページからが後期基本計画の内容になります。 

 ７ページをお願いいたします。１つ目の政策の柱である地域社会とともに進める安心と安らぎのま

ちづくりです。１９ページまでになります。１の１、地域福祉・障害者福祉の充実では、誰もが安心、

充実して暮らせる地域づくりを目標に、社会福祉協議会などと協力して地域づくり活動を積極的に努

め、地域福祉活動に取り組む行政区の数などを成果指標としております。全体では高齢者福祉の充実

など５つの施策と８つの基本事業で構成いたしております。 

 ２０ページをお願いいたします。２つ目の政策の柱である力強く自立した農工商併進のまちづくり

でございますが、２の１農業の振興では、用水路や圃場など、農業生産基盤の整備を推進していくこ

ととしています。環境に配慮しながらもうかる農業を推進し、農業所得の満足度や農畜産物認知度な

どを成果指標としているほか、商業や工業の振興など５つの施策と１３の基本事業で構成いたしてお

ります。 

 ４０ページをお願いいたします。３つ目の政策の柱である未来を開くふるさとづくりでございます

が、３の１みんなの夢が叶う教育の実現は今回新たに設定した基本事業で、学校・家庭・地域社会が

一体となって連携協力し、お互いの夢が叶うまちづくりができるよう教育委員会活動を外部評価し、

社会全体で教育に取り組む仕組みを整えていくこととしています。教育委員会活動に対する認知度や

育ちのものさしの周知などを成果指標としているほか、学校教育や生涯学習の振興など９つの施策と

１９の基本事業で構成いたしております。 

 ７０ページをお願いいたします。４つ目の政策の柱である魅力的で快適な生活環境づくりでござい

ますが、４の１土地利用と都市計画の推進では、計画的な土地利用を推進していくため、開発指導要

綱による指導や国土利用計画、都市計画マスタープランの策定を図っていくこととし、開発指導要綱

に基づく指導の割合を成果指標としているほか、道路網の整備や上下水道の整備など５つの施策と１

９の基本事業で構成いたしております。 

 ９３ページをお願いいたします。５つ目の政策の柱である改革と分権の時代の新たな行財政運営で

すが、５の１行政運営の充実強化では、税金の使い道に無駄がなく、役場が住民にとって安心して相

談できる身近な存在となれるよう行財政改革後期改革プランに基づいたさらなる事業の見直しととも

に、公正な入札事務や電子自治体の推進、職員の意識改革などを進めていくこととし、税金の使い道

に無駄がないと思う人の割合などを成果指標としているほか、財政運営の充実など４つの施策と１４
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の基本事業で構成いたしております。 

 以上、主な点を申し上げました。よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長德永保則君。 

○総務部長（德永保則君） 議案第１４号、大津町防災行政無線通信施設の設置及び管理運用に関する

条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 

 議案集の１８、１９ページ、説明資料は２、３ページになります。 

 平成２０年から２２年度の３カ年間にわたりましてまちづくり交付金事業等を活用しまして、自由

民の安全・安心のまちづくりのために整備をしておりました防災行政無線通信施設が完了いたしまし

たので、管理運用に関する条例の一部を改正するものでございます。基本的には、６５の各行政区ご

とに全体で７０カ所に放送塔とスピーカーを設置いたしまして、デジタル通信方式で双方向の通信が

できることになっております。非常災害時において、電話や携帯電話が使用できない状況下において

も、役場と７０局の子局の放送等の双方向から災害情報や避難等の通信が確保できるようになりまし

た。なお、役場電算室２階に親局、消防署と総務課に遠隔制御放送システムを設置し、さらに各行政

区で直接施設を利用することができますが、緊急の場合には役場からの親局放送が優先されるシステ

ムになっております。 

 説明資料で説明させていただきますので、２ページをお開き願いたいと思います。別表中の同報無

線系子局の項、大津町内「５８局」を「７０局」に、移動無線系陸上移動局の項、公用自動車「５７

局」を「４３局」に、携帯無線「１８局」を「１５局」に改正するものでございます。なお、３ペー

ジに大津町内管内の防災無線の位置図を添付しておりますので、参考にお願いいたしたいと思います。 

 附則で、この条例は公布の日から施行するといたしております。なお、議案集とともにお手元に配

付してあります専決処分についての報告を併せてさせていただきます。防災行政無線の施設整備工事

におきまして、屋外拡声子局設備の既存スピーカー及び空中線中の改修工事等の変更に伴いまして、

工事請負額を減額する必要が緊急に生じたため専決処分をさせていただきました。当初の請負契約の

２億４千９５２万２千２６９円から１１８万８千６４０円を減額いたしまして、２億４千８３３万３

千６２９円となっております。 

 続きまして、議案第１７号をお願いいたします。議案第１７号、大津町一般職の職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例についてでございます。説明資料は７ページになります。説明資料で説

明をさせていただきます。４月から町の老人ホームの民間移譲に伴いまして現条例中の宿日直手当て

の項目の中で第１７条第２項に老人ホームに勤務する職員の宿日直手当て支給の規定がありましたの

で、今回その項を削除をしまして、第３項を第２項とするものでございます。 

 附則で、この条例は平成２３年の４月１日から施行するといたしております。 

 続きまして、議案第１８号、大津町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明を申

し上げます。議案集は２７ページから２９ページでございます。説明資料は８ページから１７ページ

になります。 

 まず、改正内容の説明の前に、町の国民健康保険の状況及び税率改正に至りました背景について説
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明をさせていただきたいと思いますので、説明資料の８ページをお開き願いたいと思います。 

 まず１番目に、平成１６年から２２年度見込みまでの国民健康保険特別会計の決算状況について載

せておりますけれども、国保の財政運営については、医療費の伸びに伴いまして一般財源や基金繰り

入れを行ったにもかかわりませず平成２２年度見込みにおきましても基金繰り入れ６千万円を行いま

したが、単年度収支では約２億円の赤字となる見込みでございます。国民健康保険の加入者等の推移

につきましては、平成２０年度から後期高齢者医療制度の開始に伴いまして、国保加入世帯、被保険

者数も減少しまして、平成２２年度においては全体に占める割合は世帯数で約３３％、被保険者数で

約２３％になっております。また、３番目の療養給付費についても、平成２０年度の後期高齢者医療

制度に移行した時点では９千５００万円程度減少したものの、平成２１年度の前年対比で６.８％、平

成２２年度見込みでも７.４％と毎年約１億円以上増加する傾向にあります。 

 説明資料の９ページをお願いいたします。基金の保有額についてでございますけれども、平成２１

年度決算時についてはほとんど変動していない状況ですが、平成２２年度におきまして基金から６千

万円の繰り入れを行った結果、現在の基金の残高につきましては約５３８万円となっている状況でご

ざいます。保険税率の推移についてでございますけれども、平成１６年度、１７年度及び１８年度に

税率の改正を行わせていただいております。その間、限度額の増額や高齢者医療制度が導入されたに

もかかわりませず税率の改正をせず、今回５年ぶりに税率の改正を行うものでございます。 

 １０ページをお願いいたします。国民健康保険税の算定の基礎となります課税総額については、療

養の給付費等に要する費用の総額見込み額、医療給付費分と後期高齢者医療制度の拠出金の納付に要

する費用の額、後期高齢者支援金分及び介護納付金からこれらの費用に係ります国庫負担金等の見込

み額を控除した額としております。そして、医療給付費分、後期高齢者支援分、介護納付金分は、そ

れぞれ所得割、平等割、均等割の合算額となっております。 

 ６番目の保険税税率改正案のとおり、基礎課税額におきます所得割は８％のままにしております。

後期高齢者支援金の所得割は２.５％、介護納付金の所得割は１.７％、合計で所得割を１１.５％から

１２.２％に変更いたしております。平等割額についても、それぞれの額を増額いたしまして、合計で

３万６千円から３万７千９００円に、５.３％のアップになっております。均等割額３万８千円を４万

３千２００円に、均等割額につきましては１３.７％アップになっております、に変更するものでござ

います。なお、限度額についての記載がありますけれども、それぞれ増額され７７万円になる見込み

でございます。 

 算定資料につきまして、医療給付費から必要な税額を算定した表になりますけれども、今年度の国

民健康保険事業運営のために必要な税額を約７億７千３６０万円と算定いたしまして、現行の税率、

徴収率による収入見込額を見ましても約２億円の財源不足が生じることになります。そこで、右側の

税率を改正したところの算定でございますけれども、収入見込額の総合計５億９千６８４万５千円と

しておりますけれども、平成２３年度当初予算の計上している金額と同じでございますけれども、そ

れでも１億７千万円ほどの財源不足になります。この財源不足を補うために、今回の税率アップに加

えまして一般財源からの繰入金を１億１千万円、前年度繰越金を５千万円など見込んでいるところで
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ございます。 

 ８番目の一般被保険者の一人当たりの平均保険税額でございますけれども、改正後では年間約６千

９００円引き上げとなりまして９万９千６００円ほどになります。また、先ほどの不足する財源をす

べて被保険者の保険税で賄おうとした場合の計算になりますけれども、表に載せておりませんけれど

も、年間の保険税は一人当たり約１１万６千円となりまして、現在より約２万３千円以上の大幅な増

額になる見込みでございます。 

 表の一番下の方に改正に伴うシミュレーションをしておりますけれども、夫婦で４０歳から６４歳

と子ども２人、収入３００万円、所得で１９２万円の標準世帯の年間の保険税につきましては、現行

の３５万４千８００円から３８万６千４００円となり、３万１千６００円、８.９１％の増額になるこ

とになります。また、２割から７割の軽減世帯においても年間６千１００円から２万５千円の増額に

なることになります。なお、増額に伴います低所得世帯等の均等割額の増加によりまして、世帯の収

入に占める保険税の負担が増加しているような状況でございます。 

 次の１１ページをお願いいたします。１１ページの上段の方の表でございます。被保険者の所得階

層別の世帯数になります。保険税の軽減措置を受けられる所得１５０万円以下の世帯が全体の８割近

くを占めている構図になっております。中段の表で、減額対象となった世帯数等の状況でございます

けれども、昨年度から増加傾向にあり、軽減分は昨年比約１千４７０万円増えているような状況でご

ざいます。 

 一番下の各医療保険制度の保険料負担率の比較表についてでございますけれども、厚生労働省が示

した所得に占める保険料の割合を示す保険料負担率について、各保険制度間の比較をした表になりま

す。平成２０年度一人当たりでは市町村国保が１１.３９％と最も高くなっているような状況でござい

ます。 

 以上が国保税の状況についての説明をさせていただきましたけれども、今回医療諸費の状況や財政

状況を十分考慮しまして、保険給付の適正化に努め、これを賄うに必要な保険税を公平かつ適正に賦

課徴収することといたしまして、一定程度の被保険者の国民健康保険税の税率アップの改正を行わせ

ていただいたところでございます。 

 続きまして、条例の一部改正について、同じく１２ページの説明資料で説明させていただきます。

第４条につきまして、第４条は被保険者の均等割額「２万４千円」を３千１００円増額しまして「２

万７千１００円」に改正いたします。第５条、特定以外の世帯の平等割額を「２万４千円」から千円

増額しまして「２万５千円」に、第２号特定世帯の額「１万２千円」を「１万２千５００円」に改正

いたします。この特定世帯というのは、国保から後期高齢者医療制度の関係での移行された方たちの

被保険者関係の世帯の文言等を示唆しております。それから、国民健康保険税の医療給付分というこ

とで、後期高齢者支援金の平等割額が半額になります。ただし後期高齢者医療の被保険者となった時

点の世帯主の変更等がある場合には、後期高齢者の医療の被保険者となった日の属する日を５年間を

経過した場合は特定同一世帯でなくなりますという形で、後期高齢者医療制度に伴う挿入語句になっ

ております。第６条、後期高齢者支援金分の所得割「１００分の２.００」を「１００分の２.５０」
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といたします。 

 １３ページをお願いいたします。第７条、均等割額「６千円」を「７千円」に、第７条の２、平等

割額「６千円」を「６千５００円」に、第２号「３千円」を「３千２５０円」に改正するものです。

第８条、介護納付金課税被保険者に係る所得割、いわゆる介護支援金分「１００分の１.５」を「１０

０分の１.７」、第９条、均等割額「８千円」を「９千１００円」に、９条の２、平等割額「６千円」

を「６千４００円」に改正するものであります。第２３条は、健康保険税の減額、いわゆる軽減措置、

７割、５割、２割の軽減適用についての規定でございますから、１４ページから１７ページをお願い

いたしたいと思いますけれども、第１号アからカは７割軽減について、同様に１５ページ、第２号が

５割軽減、１６ページ第３号が２割軽減についての改正規定になっております。 

 最後に、議案集の２９ページでございます。附則第１条で、この条例は平成２３年４月１日から施

行するとしております。第２条で、改正後の規定は平成２３年度以後の年度分の国民健康保険税につ

いて適用いたしまして、平成２２年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるとい

たしております。 

 続きまして、議案第２０号でございます。議案集は３２、３３ページ、資料集は１９ページをお願

いいたします。広域連合規約の変更でございます。菊池広域連合規約の一部変更についてご説明を申

し上げます。この広域連合の規約の変更につきましては、地方自治法の関係に示されておりまして、

その広域連合の経費の支弁の方法についても構成する団体の人口、面積、地方税の収入額、財政力、

その他の客観的な指標に基づかなければならないということになっております。さらに、規約の変更

の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならないとされております。なお、

菊池広域連合消防本部の負担金の推移でございますけれども、平成１７年の４月、菊池広域行政事務

組合と菊池消防組合が合併いたしまして、当時の負担金の割合につきましては組合割４０％、基準財

政需要額割６０％で、平成２１年度まで負担金を支出してまいりました。そしてその各町村の一人当

たりの限度額の格差については、統合後５年後に見直しを行うものとするということで、５年を迎え

ました平成２２年度負担金について見直しを行っております。２２年度からは均等割１０％、基準財

政需要額割９０％の負担割合となっております。また、その負担割合について、毎年度見直すという

ことになっておりましたので、今回消防費の市町別負担金の算定方法について見直しを行うものでご

ざいます。 

 説明資料の１９ページをお願いいたします。別表の改正になります。別表中の消防費の負担割合を

従来の算定方法に新たに人口割１０％を加えまして、基準財政需要額割「９０％」を「８０％」に改

めるものでございます。また、備考中のただし書きの負担割合について、「毎年度見直すこと」を「毎

年度協議すること」に改めるものでございます。 

 附則で、この規約は平成２３年４月１日から施行するといたしております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。２時２０分より開会いたします。 

午後２時０７分 休憩 
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                    △ 

午後２時１９分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 福祉部長岩尾昭徳君。 

○福祉部長（岩尾昭徳君） 議案第１５号、特別職の職員等で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 

 議案集の２０ページをお願いいたします。今回の条例改正は、大津町老人ホーム民間移譲に伴いま

して、大津町老人ホーム民間移譲先選定委員会の廃止により、条例の一部を改正するものです。 

 説明資料の５ページをお願いいたします。別表の改正前の大津町地域公共交通会議委員の下の大津

町老人ホーム民間移譲先選定委員会委員長と委員を削除し、記載のとおりとするものです。 

 戻りまして、議案集の２２ページをお願いいたします。附則で、この条例は平成２３年４月１日か

ら施行するとしております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第１６号、大津町嘱託員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

についてご説明いたします。 

 議案集の２３ページをお願いいたします。今回の条例改正は、大津町老人ホームの民間移譲に伴い

まして、老人ホーム嘱託員の廃止により、条例の一部を改正するものです。 

 説明資料の６ページをお願いいたします。別表の改正前の保健衛生嘱託員の下の老人ホーム嘱託員

を削除し、記載のとおりとするものです。 

 戻りまして、議案集の２４ページをお願いいたします。附則で、この条例は平成２３年４月１日か

ら施行するとしております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 議案第１５号、特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例について説明いたします。 

 議案集の２０ページをお願いします。今回の条例改正は、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律の改正に伴う大津町教育委員会外部評価委員会の設置及び大津町学校教育指導員の設置に伴い条例

の一部を改正するものです。 

 説明資料の４ページをお願いします。大津町教育委員会外部評価委員会は、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第２７条の規定に基づき、教育に関する事務事業の管理及び執行の状況の点検及

び評価を行うため設置するものです。 

 次の大津町学校教育指導員は、大津町の学校教育の向上を図るため次のことを行います。 

 １、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項についての指導及び助言

に関すること。２、教職員の研修事業に関すること。３、その他学校教育の充実に関することとして

おります。 
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 説明資料の５ページをお願いします。別表の大津町地域公共交通会議委員の下で、大津町老人ホー

ム民間移譲先選定委員会委員長と委員を改正後の下線で記載のとおり変更追加するものです。 

 戻りまして、議案集の２２ページをお願いします。附則で、この条例は平成２３年４月１日から施

行するとしております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長併任工業用水道課長中山誠也君。 

○土木部長併任工業用水道課長（中山誠也君） 議案第１９号、大津菊陽水道企業団の規約の一部変更

について説明いたします。議案集の３０、３１ページをお願いします。今回の改正は、議案第２号で

説明しましたように、矢護川地区簡易水道組合を解散した後、大津町矢護川地区への給水を大津菊陽

水道企業団の給水区域に統合するには、規約の一部を変更する必要があります。一部事務組合の規約

の変更については、議会の議決を経る必要がありますので、地方自治法第２９０条の規定により議会

の議決を求めるものです。 

 説明資料集の１８ページをお願いいたします。新旧対照表に記載しておりますように、第３条中の

「（矢護川地区簡易水道組合の区域を除く）」を削除するものです。 

 附則として、この規約は県知事の許可の日から施行することとしております。なお、この議案につ

きましては、菊陽町の３月議会において同文議決される予定になっております。よろしくお願いいた

します。 

○議 長（大田黒英生君） 次に、議案第２１号から議案第２８号までの説明を求めます。 

 企画部長木村 誠君。 

○企画部長（木村 誠君） 議案第２１号、平成２３年度大津町一般会計予算についてご説明いたしま

す。予算書と併せまして、別冊の当初予算の概要をご参照ください。 

 予算書の１ページをお開き願います。第１条で、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１１億

６千２３０万５千円と定めております。第２条の債務負担行為の取り扱いから第５条の歳出予算の流

用まで、記載のとおり定めています。 

 ８ページをお願いします。第２表、債務負担行為です。ネットワーク機器借上及びホームページ運

用システム借り上げは、いずれも更新に伴うものであります。大津保育園増築園舎借り上げは、待機

児童対策として大津保育園に２クラス園舎をリースするものです。 

 ９ページをお願いします。第３表、地方債です。１、臨時財政対策債は交付税の財源不足を補てん

するもので、国の地方財政計画に基づいて計上いたしております。２、町道整備事業につきましては、

町道真木線ほかの町道の整備に伴うものです。３、県道負担金は、県道西鶴中井迫線１千２６０万円、

その他の県道分として８１０万円を計上いたしております。４、町営住宅整備事業は、曙団地駐車場

整備や立石住宅団地内道路整備等に関するものです。５のまちづくり交付金事業は、国庫補助裏の７

５％の充当率であります。６、消防施設整備事業債は、防火水槽２基ほかの整備であります。７の一

般公共事業債は、迫井手圃場整備事業、上井手・下井手灌漑排水事業など、いずれも県営事業負担金

分であります。８、学校教育施設整備事業債は、大津小学校分離新設校に伴うものであります。 
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 歳出からご説明いたします。４６ページをお願いいたします。 

 款１、項１、目１議会費の増額分は、議員年金制度の廃止に伴う共済組合負担金の増額です。 

 ４８ページから４９ページをお願いいたします。款２、項１、目１一般管理費は、特別職と職員の

人件費関連、行政区嘱託員の報酬、職員欠員補充に伴う臨時職員雇用の賃金や菊池広域連合負担金な

どが主です。 

 ５３ページをお願いします。目５財産管理費は、庁舎の維持管理費や町所有の建物災害共済金など

ですが、５５ページの節１３委託料の新地方会計整備支援業務委託は２年目で、土地台帳の整備など

を行うものであります。 

 ５９ページをお願いします。目７電子計算費は、電子計算機器専用線使用料同補修委託システム修

正委託等の委託料、電子計算費の機器借上料が主なものであります。なお、購入後７年を経過しまし

た職員用の業務用パソコン３０台の更新も予定いたしております。 

 ６５ページをお願いいたします。目１２諸費、補助金、１生活路線維持補助金は、乗り合いバスの

運行経費です。利用者の減少に伴い増額となっております。 

 ７０ページをお願いいたします。項３、目１戸籍住民基本台帳費は、節１３委託料で外国人に係る

住民基本台帳法改正に伴う重機システムの改修委託が増額となっております。 

 ７２ページをお願いいたします。項４、目１選挙管理委員会費の増額につきましては、人件費関係

になります。 

 ７３ページをお願いいたします。目３県議会議員菊池郡選挙区一般選挙費は、平成２３年４月２９

日の任期満了に伴う選挙の執行経費を計上いたしております。 

 ７８、９ページをお願いいたします。款３、項１、目１社会福祉総務費の増額は、節２８の国民健

康保険特別会計繰出金が前年度に比較しまして１億４千２２５万５千円の増額が大きなものです。こ

れには、国民健康保険特別会計の財源不足を補うために基準外の繰り入れを１億１千万円含んでおり

ます。介護保険特別会計繰出金は、前年度とほぼ同額であります。 

 ８１、８２ページをお願いいたします。目２障害者福祉費は節１３委託料で、障害基本計画及び障

害福祉計画策定委託費を計上いたしております。節２０の扶助費は、障害福祉サービス事業や自立支

援医療給付事業の利用増加により３億５千２３６万５千円となっております。 

 ８３ページをお願いいたします。目３後期高齢者医療費は、広域連合負担金及び後期高齢者医療特

別会計への繰出金を計上いたしております。目４老人福祉費は８４ページの節１３委託料の老人保護

措置費委託費が老人ホームすぎなみ園の民間移譲により、前年度と比較しまして５千９３４万８千円

の増額です。ねんりんピック関係では、委託費と補助合わせまして１千２１８万６千円計上いたして

おります。節１９負担金補助及び交付金で、１介護基盤緊急整備特別対策事業補助金３千万円を計上

いたしております。これは、いわゆるグループホームへの整備助成であります。 

 ８７ページをお願いいたします。目７老人ホーム費は、２３年度より民間へ移譲となりますので、

修繕料と補修工事を座取りで計上させていただいております。 

 ９５、９６ページをお願いいたします。目２児童措置費は、子ども手当てに係る経費ですが、３歳
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入歳出未満が２万円に増額されたことにより増額で計上いたしております。目３大津保育園費は、待

機児童対策関係といたしまして、増築する園舎の借上料や非常勤職員の報酬などで１千５３１万６千

円を計上いたしております。 

 ９８ページをお願いします。目４若草学園福祉施設費です。消防法に基づくスプリンクラー設置の

費用３千万円を計上いたしております。 

 ９９ページをお願いします。目５保育所運営費は、私立５園の運営費です。入所者児童数の増によ

り増額となっております。 

 １００ページをお願いいたします。目８まちづくり交付金事業は、子育て健康広場の整備に要する

予算を計上いたしております。 

 １０４ページをお願いいたします。款４、項１、目２予防費は、節１３の予防接種委託で国のワク

チン接種緊急促進事業により子宮頚がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの予

防接種に対し助成することになり、増額となっております。 

 １０６ページをお願いいたします。目３環境衛生費の節１９で、負担金の３大津菊陽水道企業団負

担金は、矢護川地区簡易水道組合の経営統合に係る変更認可業務負担金等であります。補助金の１住

宅用太陽光発電システム設置補助金は５０件分を計上いたしております。 

 １０８ページから１０９ページをお願いします。目７子ども医療費は、平成２２年度医療費の実績

等に基づいて増額計上いたしております。 

 １１０ページをお願いします。項２、目１清掃総務費の節１９で負担金の１、菊池環境保全組合負

担金は、公債費の減少により減額であります。２の菊池広域連合負担金は、濾過装置の部品交換のた

め増額となっております。 

 １１４ページから１１６ページをお願いいたします。款６、項１、目３農業振興費は、節１９の補

助金で４の水田地域営農体制整備支援事業補助金が増額であります。これは、集落営農組織のコンバ

インなどの機械導入に対する助成であります。 

 １１７ページをお願いします。目４畜産業費は、節１９の補助金で２の南阿蘇畜産協同組合補助金

は、セリ電算システム機器更新のための助成です。 

 １１８ページをお願いします。目５農業構造改善事業費の節１５工事請負費は、総合交流ターミナ

ルの老朽箇所を年次計画で整備するものです。目６農地費です。１１９ページの節１９負担金の１上

井手・下井手地区県営灌漑排水事業負担金は、用排水路の遠隔監視システムの導入やゲートの伝導化

を進めるものです。目７圃場整備は、６千１９６万円の減額であります。これは平成２２年度の北部

畑総の高生産性農業集積促進事業費補助金４千７００万円の減額が大きく響いております。 

 １２０ページをお願いします。節１５の県営事業附帯施設工事は、迫井手圃場整備地内の農道整備

です。 

 １２２ページをお願いします。目９は農業集落排水特別会計繰出金を計上いたしております。公債

費の伸びにより増額となっております。目１０農道管理費は、１２４ページの節１９の負担金で、２

県営大津南部農免農道整備事業負担金が８９５万円の減額となっております。 
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 １２６ページをお願いいたします。項２、目２林業振興費は１２７ページの節１９の補助金で、２

緑の産業再生プロジェクト促進事業補助金が新たなものです。これは、高性能林道機械の導入助成で、

国の１０割補助であります。 

 １３１ページをお願いします。目３観光費です。節１３委託料で、大津町まちづくり推進事業委託

は、ふるさと雇用再生特別基金を活用するもので、町内の各種団体とのネットワークづくりを通じて

情報発信を図ろうというものです。交流センター運営組織設立準備業務委託は、緊急雇用を活用して

実施するものです。平成２２年度補正予算で商業振興費に計上していたものであります。節１５で岩

戸渓谷周辺整備事業は、平成２１、２２年の２年間積み立てました電源立地交付金を活用して多目的

トイレの整備を行うものであります。 

 １３２ページです。目４企業誘致推進費です。１３３ページ、節１５の工業団地案内看板設置工事

は、南部工業団地の案内看板設置です。節１９工場等振興奨励補助金は、今年度は６社分を予定いた

しております。目５まちづくり交付金事業は、まちづくり交流センターの整備及び県道大津植木線の

街路灯の整備費が主であります。 

 １３８ページ、１３９ページをお願いいたします。目３道路新設改良費は、町道下町門出線ほか１

３路線の改良工事や県道改良工事費の県道負担金などを計上いたしております。 

 １４１ページをお願いします。項３、目２街路事業費は、県道西鶴中井迫線の事業費に伴う負担金

で、平成２３年度工事完了の予定であります。目３公園緑地費は、昭和園ほか３７カ所の町立公園等

の管理費が主です。 

 １４２ページの節１５矢護川公園調整池改修工事は、公園内調整池の排水施設の改修工事でありま

す。目４公共下水道費では、公共下水道特別会計繰出金を計上いたしております。 

 １４３ページをお願いします。目６まちづくり交付金事業は、ビジターセンター、バスロータリー、

駅前楽善線、本田技研３２５号線ほかの工事費、用地費等になります。 

 １４６ページをお願いいたします。項４、目２住宅維持費です。節１５工事請負費は、曙団地駐車

場整備や立石団地内道路等の改修工事であります。 

 １４８ページをお願いいたします。款９、項１、目１常備消防費は、菊池広域連合消防本部負担金

です。負担割合の見直しにより、均等割１０％、人口割１０％、基準財政需要額割８０％の負担割合

で計上いたしております。 

 １５０ページをお願いします。目３消防施設費は、防火水槽ほかの整備を行うものであります。 

 １５３ページをお願いいたします。教育委員会関係です。款１０、項１、目２事務局費では、節１

報酬の学校教育指導員と外部評価委員会委員報酬が新たなものです。学校教育指導員は、教職員の研

修・指導・助言を行ない、児童生徒の基礎学力の充実と向上を図るため、１名の非常勤職員を配置す

るものです。外部評価委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に基づき、教育委

員会が実施する事務事業の点検及び評価を行い、公表し、執行状況の透明性と住民への説明責任を果

たすものであります。 

 １５７ページをお願いいたします。目３教育支援センター費は、教育相談員を１名増の５名といた
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しております。また、光をそそぐ交付金事業により児童生徒訪問支援事業としてスマイルプロデュー

サー１名を配置する予定にしております。 

 １５８ページをお願いいたします。目４外国人講師招致事業です。中学校の外国人教師シェルビー

先生が７月までの任期で帰られますので、９月からは２名とも英語指導委託業務で計上いたしており

ます。 

 １５９ページをお願いします。項２、目１小学校費の学校管理費です。小学校６校の管理費ですが、

１６０ページの節１５工事請負費で大津南小学校音楽教室のエアコン設置工事を計上いたしておりま

す。 

 １６１ページをお願いします。目２教育振興費で、節１１の消耗品費は、新学習指導要領教科書改

訂に伴う教師用教科書、指導書、指導用教材の購入費で増額となっております。 

 １６２ページの節２０扶助費は、対象児童数の増により増額となっております。目３学校建設費で

す。平成２３年度はプールの設計業務委託と太陽光発電設置工事が主な工事であります。少人数教育

用教室改修工事は、学級数増のため視聴覚準備室と体育館ミーティングルームを少人数用教室として

整備するものであります。 

 １６４ページをお願いします。項３、目１中学校費の学校管理費は、中学校２校の管理費を計上い

たしております。 

 １６８ページをお願いいたします。項４、目１幼稚園費です。前年度とほぼ同額でありますが、児

童数増のため陣内幼稚園は定員を１５名増やし８５名といたしております。 

 １７１から１７３ページをお願いいたします。項５、目１社会教育総務費です。１７３ページの節

１９の４、地域生涯学習施設等建設補助金から７地域学習施設等用地購入補助金は、美咲野１丁目集

会所、多々良公民館、上野原公民館改修などへの補助金であります。目２公民館費ですが、１７５ペー

ジ、節１５で杉水地区公民館分館と錦野地区公民館分館の改修及び下水道接続の工事費を計上いたし

ております。 

 １７７ページをお願いいたします。目４文化振興費の減額は、迫井手地区の圃場整備に伴う埋蔵文

化財の発掘調査費の作業員賃金と調査委託費の減額が主であります。 

 １８０ページをお願いいたします。目５町民交流施設運営費は、１８１ページ、節１５でエアコン

の改修工事費を計上いたしております。 

 １８５ページをお願いいたします。目１０まちづくり交付金事業費です。旧法務局跡の仮称であり

ますが歴史文化伝承館の整備に係る費用を計上いたしております。 

 １８６ページをお願いします。項６、目１保健体育総務費では、１８８ページ、節１５の負担金で

２の郡市体育協会負担金が県民体育祭が水俣芦北地区で開催のため、宿泊を伴い増額で計上をいたし

ております。また、５で新たに平成２４年度開催予定の菊池県民体育祭の実行委員会負担金を計上し

ております。目２体育施設費は１８９ページ、節１３の体育施設等業務委託費が主であります。 

 １９０ページをお願いします。目３学校給食費です。１９３ページ、節１８備品購入費で、保温用

米飯食缶を購入予定といたしております。 
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 １９６ページをお願いします。款１２公債費です。元金・利子とも減額となっております。平成２

３年度末の起債残高と１１８億８千６００万円を見込んでおります。 

 １９７ページをお願いします。款１３で予備費を計上いたしております。 

 次に、歳入をご説明いたします。１３ページをお願いいたします。款１、項１町民税、目１個人町

民税は、昨今の経済情勢の変化に伴い、個人所得の落ち込みを見込みまして５千万円の減額で計上い

たしております。目２の法人町民税ですが、自動車関連企業などの景気が上向きであることなどを考

慮いたしまして、前年度よりも１億円の増額で計上いたしております。項２、目１固定資産税につき

ましては、企業の増設や新築家屋の増を見込んで１億５千万円の増額で計上いたしております。 

 １４ページをお願いいたします。項３軽自動車税、項４町たばこ税は、実績を参考に増額で計上し

ております。 

 １５ページ、項６入湯税は、実績により同額で計上しております。 

 款２、項１、目１地方揮発油譲与税から１８ページの款８自動車取得税交付金までは、いずれも国

の地方財政計画に基づく増減率から推計して計上いたしております。 

 款９地方特例交付金は、児童手当拡充に伴う地方負担分、住宅取得控除に伴う町民税及び自動車取

得税交付金の減収に伴う補てん分の交付であります。 

 款１０地方交付税は、国の地方財政計画と併せまして平成２０年、２１年度の法人町民税の減収分

を考慮し、普通交付税１２億円を見込んでおります。特別交付税は、配分割合が平成２３年度は交付

税全体の６％から５％に減少していますが、普通交付税の法人町民税の過年度分の精算分につきまし

て５千万円を上限に交付されることから１億円を計上しております。 

 １９ページをお願いします。款１１交通安全対策特別交付金は、実績により計上です。 

 款１２分担金及び負担金、目１総務負担金は、熊本県職員派遣分１名が減額となっております。目

２民生費負担金、節１児童福祉負担金は、保育所の児童数の増加に伴い増額となっております。 

 ２１ページをお願いします。款１３、項１、目４土木使用料は、運動公園使用料、住宅使用料等が

主なものであります。 

 ２３ページ、総務手数料は、各種証明手数料です。目２民生費手数料では、老人ホームすぎなみ園

の短期宿泊手数料が民間移譲によりなくなっております。 

 ２５ページをお願いします。款１３、項３、目１証紙収入のごみ収拾運搬手数料は、ごみ袋等の売

り上げの実績を計上いたしております。 

 款１４、項１、目１民生費国庫負担金の節１児童福祉費負担金は、保育所の児童数の増により増額

で計上いたしております。節２児童措置費負担金は子ども手当ての負担金ですが、３歳未満児の２万

円への増額により総額で約１億３千万円増額で計上いたしております。 

 ２６ページをお願いいたします。項２、目４土木費国庫補助金です。社会資本整備総合交付金は、

国土交通省が既存の交付金と従来の補助金を原則廃止し、新たに社会資本整備総合交付金を創設した

ものです。かっこ書きのところですが、節１主要道路交付金事業は、町道下町門出線整備事業の補助

です。節２の地域住宅交付金は、曙団地駐車場整備などの交付金です。まちづくり交付金は、駅前楽
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善線ほかの工事に係るものであります。 

 ２７ページをお願いいたします。目４教育費国庫補助金、節１小学校費補助金の太陽光発電導入事

業は、大津小学校分離新設校に設置予定の分であります。一番下の農林水産業費国庫補助金の廃目は、

玉岡井手の整備に係る農村漁村活性化プロジェクト支援交付金で、事業の完了に伴う廃目であります。 

 ２８ページをお願いいたします。款１４、項３、目１、節１総務費委託金は、参議院選挙、通常選

挙委託金が減額となっております。 

 款１５、項１、目２民生費県負担金の保険基盤安定負担金は、国保税軽減分及び保険者支援分です。

節２、節３は国庫負担金でご説明しましたが、児童数の増によるものであります。 

 ２９ページをお願いいたします。項２、目１総務費県補助金の生活交通維持活性化総合交付金は、

今まで地方バス運行等特別対策補助金で岩坂山西線が補助対象路線から外れたことによる減額であり

ます。大津町電源立地地域対策交付金は、平成２３年度以降も１０年間継続されることになり計上い

たしております。目２民生費県補助金の大きな減額は、保育所整備に対する補助の約１億５千万円で

あります。 

 ３０ページをお願いいたします。目２老人福祉費補助金の介護基盤緊急整備特別対策事業補助金は、

地域密着型認知症共同生活介護施設の整備に対する補助であります。 

 ３１ページをお願いします。目３衛生費県補助金は節３衛生費補助金で、子宮頚がん等ワクチン接

種緊急促進臨時特定交付金は、子宮がん、ヒブ、小児用肺炎球菌のそれぞれのワクチン接種に係る２

分の１の補助であります。目４農林水産業費県補助金です。節２農業振興費補助金で、水田地域営農

体制補助金は、集落営農組織の機械導入に対する助成であります。 

 ３２ページをお願いします。節５林業費補助金の緑の産業再生プロジェクト促進事業補助金は、高

性能林業機械の導入助成であります。目５商工費県補助金は、県の基金を活用した緊急雇用関係の補

助です。 

 ３３ページをお願いいたします。款１５、項３、目１総務費委託金、節３総務費委託金は、県議会

議員選挙委託が新規のものであります。 

 ３４ページをお願いいたします。農林水産業費委託金の前年度比減額は、北部地区換地業務委託の

減額であります。 

 ３５ページをお願いいたします。目６教育費委託金、節２の埋蔵文化財調査費委託金は、迫井手地

区の埋蔵文化財調査分で約４千万円の減額となっております。 

 ３６ページをお願いします。款１６、項１、目２利子及び配当金の減は、主に預金利子の減による

ものであります。 

 ３８ページをお願いいたします。款１８、項２基金繰入金です。目１減債基金繰入金は、財源対策

債償還分です。目２大津町公共施設整備基金繰入金は、まちづくり交付金事業に充当するものです。

目３学校教育施設整備基金繰入金は、大津小学校分離新設校の建設に伴うものであります。目４大津

町工業等振興奨励基金繰入金は、対象企業に平成２３年度の奨励補助金を支出するための繰り入れで

す。目５財政調整基金繰り入れにつきましては、財源不足を補うものです。同基金の平成２３年度末
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残高は１０億５千万円を見込んでいるところであります。目６大津町電源立地地域対策交付金繰入金

は、岩戸渓谷周辺整備に係るものです。目７児童生徒訪問支援事業基金繰入金は、国の補正予算の光

をそそぐ活性化事業交付金を平成２３年度３月補正で基金に積み立て、引きこもりの児童生徒の訪問

支援事業に活用するものであります。 

 ３９ページをお願いいたします。款１９繰越金は、前年度と同額の１億円を計上いたしております。 

 ４１ページをお願いいたします。雑入で主なものは、熊本県市町村振興協会交付金で、オータムジャ

ンボ宝くじの配分金です。前年度と比較しまして減額となっておりますのは、老人ホームすぎなみ園

の他市町からの入所者負担金あるいは太陽光発電助成の新エネルギー導入対策助成金などが減額となっ

ております。 

 ４４ページをお願いいたします。款２１町債につきましては、先の９ページの第３表地方債補正の

表でご説明したとおりであります。 

 次に、給与費明細についてご説明いたします。１９８ページをお願いいたします。１、その他の特

別職の減は、国勢調査等の統計調査員の減が主であります。 

 １９９ページをお願いいたします。２の一般職は、常勤と非常勤に分けて計上いたしております。

常勤は本年度１８６名で、２人減となっております。給与費計も４千２１０万８千円の減額です。非

常勤と合わせますと４千７２２万２千円の減額であります。また、共済費につきましては、特別職、

一般職とも率の改定により増額となっております。職員手当ての内訳につきましては、下段の表のと

おりであります。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長岩尾昭徳君。 

○福祉部長（岩尾昭徳君） 議案第２２号、平成２３年度大津町国民健康保険特別会計予算についてご

説明いたします。予算書の中程、１枚目のピンクの表紙になります。予算説明の前に、国民健康保険

特別会計の運営状況についてございますけれども、先ほどご説明ございましたけれども、全員協議会

等でもご説明をさせていただいておりますように、景気低迷によります所得水準の低下によります保

険税の課税額の減少や人口の高齢化や医療の高度化に伴います保険給付費の増加によりまして、平成

２２年度におきましては財源不足のため６千万円の基金の取り崩しなどを行いまして、現行の国民健

康保険事業の維持が困難な状況に至っておる現状でございます。特に医療費に伴う医療費につきまし

ては、前年対比で平成２１年度６.８％、平成２２年度で７.４％と増加傾向でございまして、今後被

保険者数の変動も見込まれるところでございます。このような状況にありまして、一定程度の国保税

収を図らなければ歳入と歳出の乖離が一層大きくなるところでございます。先ほどの国民健康保険税

条例の一部を改正する条例の説明でもありましたように、今回所要の税率改正をお願いしました上で、

財源不足の補てん及び被保険者の税負担の緩和の意味をもった一般会計からの繰り入れによりまして

国民健康保険特別会計への運営を確保し、町民の方の医療ニーズに対応してまいりたいと考えており

ます。 

 また、国の医療制度改革が進められる中、医療費抑制及び健康維持のための食育活動、生活習慣病
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対策や保健事業等の展開をさらに推進し、医療費の適正化など総合的な取り組みを行うことによりま

して、段階的に国民健康保険の財政運営の健全化を図っていかなければならないと考えます。 

 以上のようなことから、平成２３年度の予算編成を行わせていただいております。 

 予算書の１ページをお願いいたします。第１条で、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２８億

７千２５１万８千円と定めております。前年度と比較いたしますと２億１千６３２万７千円の８.１％

の増となっております。第２条で一時借入金の最高額は１億円と定めております。 

 歳入からご説明いたします。予算に関する説明書の９ページをお開きください。併せて概要書は４

５ページからです。款１、項１、目１一般被保険者国民健康保険税５億４千８１６万９千円、目２退

職被保険者等国民健康保険税を５千７３４万６千円として、税収の総額を６億５５１万５千円、前年

比３.７１％の減で計上しております。目１の一般被保険者国民健康保険税の減額の要因は、景気低迷

に伴う所得の減少が主なものです。後期高齢者支援金は、７４歳までの国保被保険者が後期高齢者医

療のため約４割を負担するものです。これは従来の老人保健拠出金は各保険者が約５割を拠出してい

ましたが、後期高齢者医療制度により個人が保険料を１割負担しておりますので４割となっておりま

す。 

 ９ページから１０ページをお願いいたします。目２退職被保険者等国民健康保険税につきましては、

６５歳未満の公的年金受給者及びその被扶養者で、国保一般被保険者への移行により３６５世帯を見

込んでおります。なお、退職者医療制度につきましては、平成２６年度末で終了となります。国民健

康保険税の現在の付加基準は、医療給付費分、後期高齢者支援金分及び介護納付金の三本立てで、い

ずれも所得割、均等割、平等割の３方式を採っていて、限度額は現行は医療給付費分５０万円、後期

高齢者支援金分１３万円、介護納付金分１０万円で合計７３万円となっております。 

 １１ページをお願いいたします。款２、項１、目１は督促状を発送する手数料で、１件８０円の１

８７５件分を計上しております。 

 款３、項１、目１療養給付費等負担金は、一般被保険者の療養給付費、一般被保険者に係る前期高

齢者交付金、老人保健医療費拠出金、後期高齢者支援金分及び介護納付金に要する費用を基に算出さ

れるもので、３４％が国の負担金として交付されます。目２の共同事業負担金は、一月８０万円以上

の高額医療費が共同事業に対しての国の負担金で、拠出金の４分の１が負担されます。目３特定健康

診査等負担金は、４０歳から７４歳までの被保険者に対する特定健康診査及び特定保健指導に係る国

の負担分３分の１で、特定健康診査２千４５１人、積極的支援４０人、動議付け支援１１０人を見込

んでおります。 

 １２ページをお願いいたします。款３、項２、目１財政調整交付金で、節１普通調整交付金は国庫

負担金と同様に算出されるもので、一般被保険者の医療費や所得による市町村間の財政力の不均衡を

調整するために国から療養給付費等の費用の約９％が交付されます。節２特別調整交付金は、結核精

神に係る医療費等が総医療費の１５％を超えた場合、医療費適正化事業及び保健事業を実施した場合

にその一部が交付されるものです。目３出産育児一時金補助金は、平成２１年１０月から暫定措置と

して出産一時金が１件当たり４万円引き上げられ、平成２２年度まではその２分の１の２万円を国が



 50

補助されていますが、平成２３年度からは国補助をさらに半分とするため１件当たり１万円が国が助

成するものです。 

 款４、項１、目１共同事業県負担金は、高額医療費共同事業に対しての県負担金で、国と同様に拠

出金の４分の１を計上しております。目２特定健康診査等負担金は、特定健康診査及び特定保健指導

に係る県負担分で、国と同様に健診費用の３分の１を計上しています。 

 １３ページをお願いいたします。款４、項２、目１財政調整交付金で、節１普通調整交付金は国と

同様に一般被保険者の医療費や所得による市町村間での財政力の不均衡を調整するために、県から療

養の給付費等の費用の約６％が交付されます。また節２特別調整交付金は、医療費適正化事業や保健

事業を実施した場合に、その一部が交付されるものです。 

 款５、項１、目１療養給付費等交付金は、退職被保険者の療養給付費等の費用に充てるため、社会

保険診療報酬支払基金から交付されるものです。 

 １４ページをお願いいたします。款６、項１、目１前期高齢者交付金につきましては、前期高齢者

の療養の給付費等に対し交付されるものです。全保険者の前期高齢者加入率より高い場合は交付金と

なり、低い場合は納付金となるものです。大津町の場合は加入率が約２７.５％と全国保険者の加入率

１２％より高く交付されるものです。減額の要因は、国から示されました平成２３年度概算算定に基

づくものです。 

 款７、項１、目１共同事業交付金は、高額共同事業として医療費がレセプト１件につき１カ月分が

８０万円を超えた分に対して交付算定基準に基づき国保連合会から交付されるものです。目２保険財

政共同安定化事業交付金は、保険財政共同安定化事業として医療費がレセプト１件につき３０万円を

超え８０万円までの分に対して交付算定基準に基づき算定され、国保連合会から交付されるものです。

この事業は、国保連合会を実施主体として県下全市町村が拠出金を納め、高額医療に対し交付され、

保健運営の安定を図るものです。 

 １５ページをお願いいたします。款８、項１、目１利子及び配当金は、国民健康保険基金の利子で

す。 

 款９、項１、目１一般会計繰入金については、国民健康保険制度の安定化を図るためのものであり、

節１の保険基盤安定繰入金は、国保税の軽減分に充てるための繰入金です。節３助産婦等繰入金は、

出産育児一時金支給額の３分の２、節４の財政安定化支援事業繰入金は、基準財政需要額により算定

されるもので、その他総務管理費の事務費等、法の範囲内で繰り入れるものです。その他繰入金につ

きましては、国民健康保険特別会計予算編成で本来必要とする国保税率改正が厳しい状況の中での税

率見直しによる歳入不足が見込まれるため、一般会計の繰り入れをお願いしております。増額の主な

要因は、その他繰入金の増加によるものです。 

 １６ページをお願いいたします。款９、項２、目１国民健康保険基金繰入金では、利子分の繰入で

す。なお、基金の現在高は約５３０万円となっております。 

 款１０、項１繰越金は、前年度からの繰越見込み額を計上しております。 

 １７ページをお願いいたします。款１２、項１延滞金加算金及び過料で、国保税の延滞金を計上し
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ております。 

 款１２、項３、目１一般被保険者第三者納付金は、交通事故等で国保を利用された場合の返還金を

計上しています。 

 １８ページをお願いいたします。目４の貸付金収入は、出産費貸付金の返戻金を計上しています。 

 次に、歳出についてご説明いたします。１９ページをお願いいたします。概要書は４７ページから

になります。 

 款１、項１、目１一般管理費については、国民健康保険事業運営のための事務費等で、レセプト点

検員の報酬、共同電算委託料、パソコン補修委託料及びその他需用費等を計上しております。目２連

合会負担金については、平等割、被保険者数等割で算定されます国保連合会での負担金でございます。 

 ２０ページをお願いいたします。款１、項２、目１運営協議会費については、国保運営協議会に要

する経費を計上しております。款１、項３、目１趣旨普及費については、啓発用のパンフレットの費

用を計上しています。 

 款２、項１、目１一般被保険者療養給付費、２１ページの目２退職被保険者等療養給付費は、各保

険者が負担する医療費の７割の相当額をそれぞれ計上しております。予算比較で増額の要因につきま

してしは、一般被保険者の療養給付費は平成２１年度から２２年度比１１０％、平成２２年度が２１

年度比１０６％のペースで増加しております。退職被保険者の療養給付費については、平成２１年度

は２０年度比７５％と減少しましたが、平成２２年度は２１年度比１４８％と医療費の増加によるも

のであります。目３、目４は一般退職被保険者に係る治療用装具等に伴う費用を計上しております。

目５審査支払手数料は、熊本県国保連合会でのレセプト審査支払いに要する経費及び電算処理手数料

を計上しております。 

 ２２ページをお願いいたします。款２、項２高額療養費は、同一保険者が同一月内に同一の医療機

関等に支払った医療費の一部負担金が住民非課税世帯の場合は３万５千４００円、一般世帯の場合は

８万１００円を超えた分を給付するものです。目３、目４の高額介護合算療養費については、医療制

度改革に伴う措置で、１年間の医療費と介護サービス費の自己負担の合計額が高額になる場合に負担

を軽減するために支給するもので、限度額を超えた分について医療保健、介護保険から基準によりそ

れぞれ支給するものです。 

 ２３ページをお願いいたします。款２、項４、目１出産育児一時金については、１件４２万円で４

５件分を計上しております。 

 ２４ページをお願いいたします。款２、項５、目１葬祭給付費については、１件２万円の４０件分

を計上しています。 

 款３、項１、目１後期高齢者支援金については、後期高齢者の医療に要する費用を支援するもので、

国が通知した国保被保険者一人当たりの額で算定されるものです。目２後期高齢者関係事務費拠出金

は、同じように事務費に要する費用を計上しています。 

 ２５ページをお願いいたします。款４、項１、前期高齢者納付金等については、同様に国の基準に

より加入者一人当たりの負担調整対象見込み額に被保険者数を乗じて算出されるものです。 
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 款５、項１老人保健拠出金は、老人保健医療に要する費用を各健康保険が負担するもので、過年度

精算分としまして平成２０年３月診療分以前の老人医療費の精算に伴う拠出金を計上しております。 

 ２６ページをお願いいたします。款６、項１、目１介護納付金は、介護保険に要する費用について、

保険者が納付金として負担するもので、介護保険２号被保険者の人数等を基に算定されるものです。 

 款７、項１、目１高額医療費共同事業医療費拠出金は、１件８０万円を超える高額な医療費の発生

に伴う保険者の財政運営を緩和するための事業で、各市町村が国保連合会に拠出するものです。なお、

拠出金につきましては、前々年度以前３年間の実績で国保連合会において算定に基づき通知されるも

のです。 

 ２７ページをお願いいたします。目３保険財政共同安定化事業拠出金は、１件３０万円を超え８０

万円までの高額な医療費の発生に伴う保険者の財政運用を緩和するための事業で、各市町村が国保連

合会に拠出するものです。 

 款８、項１、目１特定健康診査等事業費については、４０歳から７４歳までの国保被保険者に対す

る特定健診、特定保健指導及び人間ドック等の事業に要する費用を計上しております。平成２３年度

見込みとして、特定健康診査２千４５１人、積極的支援４０人、動議付け支援１１０人、人間ドック

７００人です。 

 ２８ページから２９ページをお願いいたします。款８、項２、目１保健衛生普及費については、医

療費通知及び疾病分類等の共同電算委託料等の費用を計上しております。目２鍼灸施術費については、

鍼灸を受ける方への鍼灸施術補助金を計上しております。 

 ３０ページをお願いいたします。款１１、項１償還金及び還付加算金については、過年度の社会保

険加入や修正申告により、過年度分の国保税が減額となった場合の還付金及び３１ページの出産資金

の貸付金を計上しております。 

 款１２予備費については、予測のできない緊急な経費に対応するためのものです。 

 よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第２５号、平成２３年度大津町介護保険特別会計予算についてご説明いたします。

予算書のピンクの表紙の後ろから４枚目をお願いいたします。予算書の１ページをお願いいたします。

第１条で、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１９億９千４００万円と定めています。前年度と

比較しますと３千６１９万４千円、前年費１.８４％の増となっています。 

 第２条で、一時借入金の最高額は１億円と定めています。 

 歳入について、予算に関する説明書の８ページをお願いいたします。併せて概要書は５２ページか

らです。 

 款１、項１、目１第１号被保険者保険料は、６５歳以上の被保険者に係る保険料の収入額は、介護

給付費等歳出見込み総額から国・県・町負担金・調整交付金及び支払い基金交付金を差し引いた額を

計上しております。なお、平成２３年度の第１号被保険者を特別徴収５千５２１人、普通徴収４３２

人、合計５千９２３人で推計しております。 

 款２、項１、目１手数料については、督促手数料、生活管理指導員派遣事業における利用者の手数



 53

料を計上しております。 

 ９ページをお願いいたします。款３、項１、目１介護給付費負担金については、介護給付費歳出見

込み総額の国負担分２０％を計上しています。ただし、施設給付費等については１５％です。 

 款３、項２、目１調整交付金については、介護給付費歳出見込み総額の７.２％を計上しています。

目２地域支援事業交付金については地域支援事業に対する交付金で、介護予防事業２５％、包括的支

援事業及び任意事業の４０％を計上しています。目３介護保険事業補助金は、昨年の１０月から国の

モデル事業として実施をしております６５歳以上の高齢者に基本チェックリストを送付し回収する事

業で、１００％の国の交付金を計上しています。 

 １０ページをお願いいたします。款４、項１、目１介護給付費交付金ですが、第２号被保険者負担

率３０％分については、社会保険診療報酬支払い基金が各医療保険者から徴収した介護給付費納付金、

これは第２号被保険者からの保険料ですが、これが充てられ、支払基金から定率分介護給付費交付金

として交付されるものです。 

 目２地域支援事業支援交付金については、地域支援事業に対する社会保険診療報酬支払基金の交付

金で、介護予防事業の３０％を計上しています。 

 款５、項１、目１介護給付費負担については、介護給付費歳出見込み総額の県負担分１２.５％を計

上しております。ただし施設給付等に係るものについては１７.５％です。 

 １１ページをお願いいたします。款５、項２、目１地域支援事業交付金については、地域支援事業

に対する県の交付金で、交付割合は介護予防事業１２.５％、包括的支援事業任意事業の２０％を計上

しています。 

 款６、項１、目１介護給付費繰入金については、介護給付費歳出見込み額の１２.５％を計上してい

ます。目２地域支援交付金については、地域支援事業に対する町の繰入金で、交付割合は介護予防事

業の１２.５％、包括的支援事業任意事業の２０％を計上しています。目３その他一般会計繰入金につ

いては、事務費や平成２４年度からの第５期計画の策定経費、介護認定費用等を計上しています。 

 １２ページをお願いいたします。款６、項２、目１介護給付費準備基金繰入金については、介護給

付費財源としての保険料不足が見込まれ、基金を取り崩して対応するものです。なお、第４期の計画

においては、この基金を取り崩し介護保険事業運営に必要な保険料額を算出しています。目２介護従

事者処遇改善臨時特例交付金については、介護事業従事者の処遇改善のための給付費を増額したもの

のうち保険料分を国が平成２０年度に交付していたもので、約３分の１を取り崩して対応するもので、

最終年度として残額全額を繰り入れるものです。 

 款７、項１、目１利子及び配当金については、介護給付費準備基金現在高２千３８６万４千円と介

護従事者処遇改善臨時特例基金現在高９２２万４千円の利子を計上しております。 

 １３ページをお願いいたします。款８、項１、目１繰越金については、前年度繰越見込み額を計上

しております。 

 款９、項２、目１雑入は、介護認定資料のコピー代です。 

 １４ページをお願いいたします。款９、項３、目１介護予防サービス計画費収入については、地域
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包括支援センターで行う要支援者に対するケアプラン作成収入を計上しています。 

 次に、歳出についてご説明いたします。１５ページをお願いいたします。概要は、５３ページから

です。 

 款１、項１、目１一般管理費については、介護保険事業運営に必要な事務費を計上しています。 

 １６ページ、１７ページをお願いします。款１、項２、目１付加徴収費については、介護保険料の

賦課徴収に要する経費で、主に納付書の印刷郵送料です。款１、項３、目１介護認定審査会費につい

ては、要介護・要支援認定の審査安定業務に要する費用で、主なものは節１９広域連合介護保険事業

負担金です。増額の要因は、介護保険システムが新たになることによる節１３システム保守料委託料

と節１４の機器借上料が増加しています。目２認定調査費等については、介護認定申請後の介護認定

調査における主治医意見書料、更新手続き及び結果通知書等の通信運搬費、認定調査員報酬等を計上

しています。 

 １８ページをお願いいたします。款１、項４、目１計画策定委員会については、介護保険事業計画

等策定委員会、介護保険事業計画策定業務委託や地域包括支援センター及び地域密着型サービスに関

する運営委員会に要する費用を計上しています。 

 款２、項１、目１介護サービス等諸費については、介護保険サービスの費用から利用者の自己負担

１割分を除いた残りの９割分を給付費として計上しています。主な項目は、居宅サービス給付費、施

設サービス給付費等で、増額の要因はそれぞれの利用者、給付費の増加によるものです。 

 １９ページをお願いいたします。款２、項２、目１その他諸費については、熊本県国民健康保険団

体連合会の介護給付費の審査支払手数料が主なものです。月に約２千件ほどございます。 

 ２０ページをお願いいたします。款２、項３、目１高額介護サービス等費については、介護サービ

ス利用者が支払った１割自己負担額が世帯合計で１カ月３万７千２００円を超えた場合に、高額介護

サービス費としてその超えた分を給付するものであります。なお、低所得者に別に軽減された上限額

を設定しております。款２、項４、目１高額医療合算介護サービス等費については、介護サービス利

用者が支払った医療費と介護の一部負担額が一般の世帯で年６７万円を超えた場合に、その超えた分

を支給するものです。なお、低所得者には別に軽減された上限額となっております。 

 ２１ページをお願いいたします。款３、項１、目１介護予防事業費については、高齢者が要介護状

態とならないように介護要望事業を行うものであります。二次予防事業対象者施策といたしまして、

二次予防事業対象把握事業、生活管理指導員派遣事業、通所型介護予防事業及び訪問型介護予防事業

を実施し、一般高齢者施策として介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業の講師謝礼、需

用費等の費用を計上しております。 

 ２２ページから２３ページをお願いいたします。目２包括的支援事業費については、高齢者の健康

の維持、保健福祉、医療の向上と増進のために必要な援助・支援を包括的に担う地域の中核機関とし

ての地域包括支援センターに係る費用を計上しています。なお、増額の主なものは、専門資格の介護

支援専門員の人材確保のため、報酬等を改善することによるものです。 

 ２３ページから２４ページをお願いいたします。目３任意事業費については、介護にあたっている
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家族の経済的負担を軽減する家族介護用品支給事業、ひとり暮らしの高齢者等に給食サービスを行う

食の自立支援事業、２４時間医療支援、独居高齢者を見守るホットライン体制整備事業、成年後見制

度の申し立てに係る手数料等の費用を計上しています。 

 款３、項１、目４介護予防実態調査分析支援事業は、モデル事業といたしまして平成２１年１０月

から実施しているもので、多くの高齢者の生活機能の実態を把握するため、６５歳以上の要支援・要

介護認定者を除く全高齢者に特定高齢者把握事業の基本となります基本チェックリストを配付し、５

割以上を回収するという事業です。主なものは、節７賃金で事務補助員及びチェックリスト未回収者

へのアプローチのための保健師を半年間雇用するものであります。第１需用費につきましては、これ

らに伴う事務費等を計上しております。 

 ２５ページをお願いいたします。款４、項１、目１介護給付費準備基金積立金及び目２介護従事者

処遇改善臨時特例基金の節２５積立金は、いずれも基金利子分を計上しています。 

 ２６ページをお願いします。款５、項１、目１第１号被保険者保険料還付金については、過年度分

に係る保険料の還付金を計上しております。 

 ２７ページをお願いいたします。款６、項１、目１で予備費については、介護給付費等の緊急な経

費に対応するものです。 

 よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第２７号、平成２３年度大津町後期高齢者医療特別会計予算についてご説明申し

上げます。予算書のピンクの表紙の後ろから２枚目をお願いいたします。予算書の１ページをお願い

いたします。第１条で、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２億５千１９２万３千円としていま

す。前年度と比較しますと８０６万７千円、３.３％の増となっています。熊本県の後期高齢者の保険

料は、制度施行後３年を経過しますので、平成２２年度から保険料が改正され、２年ごとに改正され

ますので、平成２２年度と同様に均等割額が４万７千円、所得割率が９.０３％となっています。被保

険者は３千４６４人を見込んでいます。 

 歳入について、予算に関する説明書の７ページをお願いいたします。併せて概要書は５６ページか

らです。 

 款１、項１、目１特別徴収保険料、目２普通徴収保険料は、均等割額４万７千円、所得割率９.０３％

を基に広域連合において算定された大津町の後期高齢者医療保険者の保険料の特別徴収対象者を６

０％として計上しております。目１普通徴収保険料については、同様に普通徴収者を４０％として計

上しております。増額の要因につきましては、被保険者の増加となっております。 

 ８ページをお願いいたします。款４、項１、目１事務費繰入金につきましては、後期高齢者医療の

事務を行うために一般会計から繰り入れるもので、一般管理費のほか主なものは、保険料徴収時に係

る事務費を計上しております。目２保険基盤安定繰入金は、保険料の軽減措置に対して県負担分の４

分の３、町負担分の４分の１を繰り入れるものです。増加の主な理由は、被保険者の増に伴うもので

あります。目３保険事業繰入金は町の単独事業で、鍼灸施術補助に対する費用を繰り入れるものです。 

 ９ページをお願いいたします。款５、項１、目１繰越金は、前年度からの繰越見込み額を計上して
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おります。 

 １０ページをお願いいたします。款６、項４、目１後期高齢者医療広域連合受託事業収入について

は、後期高齢者の健康診査の受託に対する広域連合からの委託料で、実施見込み被保険者１千１０３

人分の健診費用及び事務費を計上しております。 

 次に、歳出についてご説明いたします。１２ページをお願いいたします。款１、項１、目１一般管

理費については、共同電算回線使用料、各種通知用郵便代及び後期高齢者医療の事務を行うための需

用費等を計上しております。 

 款１、項２、目１徴収費については、保険料の徴収のための納付書等の印刷製本費及び納付書送付

表の郵便代等の費用を計上しております。 

 １３ページ、１４ページをお願いいたします。款２、項１、目１後期高齢者医療広域連合納付金に

ついては、被保険者が納付した保険料１億７千３６５万５千円、基盤安定負担金６千５１０万円及び

滞納繰越分保険料３０万円を計上しております。 

 款３、項１、目１健康診査費については、被保険者のうち健康診査受診見込み者数１千１０３人分

の費用、健診委託料及び通信運搬費等を計上しております。 

 目２鍼灸施術費については、鍼灸施術補助金を計上しております。千円の年間７００件分です。一

人当たり年間３０枚を限度としております。 

 １５ページをお願いいたします。款５、項１、目１予備費は、予測のできない緊急な経費に対応す

るものです。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） お諮りします。あと経済部長と土木部長の説明がありますが、続けますか、

休憩しましょうか。進行していいですか。はい、わかりました。 

 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 議案第２３号です。ピンク色の上から２枚目になります。平成２３年度大

津町外４ケ市町村共有財産管理処分事務受託特別会計予算についてご説明を申し上げます。議案集は

５２ページで、予算の概要は５４ページからになります。予算書の１ページをお願いします。第１条

で、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３６１万円と定めています。 

 説明書の７ページをお願いいたします。歳入からご説明申し上げます。 

 款１、項１、目１の財産収入は、分収林収益分収金ほかそれぞれの座取りをお願いしております。 

 款２、項１、目１の繰越金でございますが、前年度の繰越金３６０万６千円を計上いたしておりま

す。 

 款３、項１、目１の諸収入、節２の雑入は、座取りをお願いしています。 

 次に、８ページをお願いいたします。歳出でございます。款１、項１、目１の一般管理費、節７の

賃金から節１６の原材料費まで、それぞれ事務関係、維持管理費関係を計上いたしております。節１

９の負担金補助及び交付金の大規模林道事業負担金でございますが、大規模林道菊池人吉線、菊池大

津間に係る事業の受益者負担金でございます。 
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 ９ページをお願いいたします。款２、項１、目１の予備費として１４９万円を計上いたしておりま

す。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 議案第２４号、平成２３年度大津町公共下水道特別会計予算について説明

申し上げます。当初予算の概要は５０、５１ページになります。併せてご覧ください。予算書の１ペー

ジをお願いします。第１条で歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４億１７８万５千円と定めて

おります。第２条で債務負担行為を第２表債務負担行為によるとしております。第３条で地方債を第

３表地方債によるとしております。第４条で一時借入金の最高額を定めております。 

 ４ページをお願いします。第２表債務負担行為として下水道計画区域内における水洗化を促進する

ため、金融機関が融資した資金の損失補償をするものです。融資枠、期間、限度額は記載のとおりで

す。 

 ５ページをお願いします。第３表地方債として、１、公共下水道事業債は、本年度の管路工事や処

理場改築の事業費に対する起債です。２、公共下水道（特別措置分）は、財政処置の変更に伴う創設

されたもので、後年度交付税の対象になる起債です。３、資本平準化債は、先行投資に伴う債務の一

部を繰り延べし、後年度の利用者にも負担してもらうための起債になります。限度額、起債の方法、

利率、償還の方法は、記載のとおりです。 

 予算に関する説明書により詳細を説明いたします。最初に歳出を説明いたします。１３ページから

１５ページをお願いします。 

 款１、項１、目１総務管理費につきましては、節２、節３、節４は職員６名分の人件費等の費用で

す。節８報償費で、受益者負担金納期前払報奨金、節１３委託料では水道企業団に使用料を徴収委託

する費用、また井戸水を利用し、下水道に接続し利用されている受益者に関して、８年で交換するこ

とが計量法で義務づけされているため、量水器の取替更新費用を計上し、節１８備品購入費は量水器

購入費用を計上しております。節１９負担金補助及び交付金のうち負担金は、水道企業団が使用料策

定のために電算機を導入したことに伴う負担費用で、補助金では漁業振興のための漁協への助成金や

水洗化を推進するための助成金を計上しております。節２７公課費は、平成２２年度分の消費税を計

上しております。 

 １５ページから１７ページをお願いします。目２事業費につきましては、主に節１１需用費のうち

修繕料は、マンホール蓋の修繕等で、節１３委託料では管路工事実施のための測量設計費用、浄化セ

ンター等を今後長期間維持管理していくための計画を立てる費用を計上しております。また、浄化セ

ンターの電気機械設備等の改築を昨年から３年間で実施しているための委託費用を計上しております。

さらに、下水道法等の改正に伴う浄化センターの全体計画見直しの費用を計上しております。節１５

工事請負費では、阿原目地区などの汚水管渠の整備工事を、節２２補償補てん及び賠償金では、工事

実施に関連して支障が出る場合に対応するための上水道管移設費用を見込んでおります。 

 １７ページをお願いします。目３維持管理費につきしましては、節１２役務費では建物保険料を、
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節１３委託料では平成２３年度から新たに３年間の期間で包括民間委託を行う浄化センター等の施設

及びマンホールポンプの管理委託費用、民間委託を監視するためのモニタリング費用を計上しており

ます。 

 １８ページをお願いします。目４下水道事業基金費は、基金の利子を積み立てるための積立金を計

上しております。 

 款２、項１、目１元金は、地方債の定時元金償還金の費用、目２利子は長期債の利子償還金及び一

時借入金に係る利子を計上しております。 

 １９ページをお願いします。款３、項１、目１予備費は、不測の事態に対応する場合の費用として

計上しております。 

 次に、歳入を説明します。９ページをお願いします。款１、項１、目１負担金は、今年度付加予定

の公共下水道が使用できる区域に対しての受益者負担金と過年度に付加されて継続して納付される見

込みの額を計上しております。 

 款２、項１、目１使用料は、一般家庭、学校、企業などからのし尿や生活雑排水及び工場排水に対

する下水道使用料で、直接徴収分と企業団徴収分を計上しております。項２、目１手数料は、督促手

数料です。 

 １０ページをお願いします。款３、項１、目１公共下水道国庫補助金は、本年度の公共下水道事業

に対する補助金です。補助金の率は、環境整備、ポンプ、処理場改築の一部は事業費の５０％、処理

場の改築につきましては事業費の５５％になります。 

 款４、項１、目１一般会計繰入金は、下水道事業に伴う人件費、事業費、公債費償還のために繰り

入れるものです。 

 款５、項１、目１繰越金は、前年度からの繰越見込み額を計上しております。 

 １２ページをお願いします。款７、項１、目１公共下水道事業債及び目２資本平準化債は、先ほど

第３表地方債のところで説明したところです。公共下水道事業債につきましては、補助対象事業の管

渠及び処理場改築の一部は事業費の４５％、処理場改築は事業費の４０.５％、単独事業の場合は事業

費の９５％になります。 

 款８、項１、目１利子及び配当金は、下水道事業基金の利子を見込んでおります。 

 続きまして、議案第２６号、平成２３年度大津町農業集落排水特別会計予算について説明します。

当初予算の概要は５４、５５ページになります。予算書の１ページをお願いします。第１条で歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億９千３５４万３千円と定めております。第２条で、地方債を第

２表地方債によるとしております。第３条で、一時借入金の限度額を定めております。 

 ４ページをお願いします。第２表を地方債として、本年度は杉水浄化センター処理区域のうち平川

地区について農業集落排水事業を実施するための起債を計上しております。限度額、起債の方法、利

率、償還の方法は記載のとおりです。予算に関する説明書により詳細を説明いたします。最初に歳出

から説明いたします。 

 １３ページをお願いします。款１、項１、目１総務管理費は、節２、節３、節４で職員２名分の人
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件費と錦野地区、杉水平川地区の水洗化助成金を計上しております。 

 １３ページから１５ページをお願いします。目２農業集落排水事業費のうち主なものは、節１報償

と節９旅費の中の費用弁償につきましては、事業推進のための委員会の費用になります。節１３委託

料は、管渠の単年度設計などの費用になります。節１４使用料及び賃借料では、設計用パソコン、工

事用図面のためのコピー機を、また節１５工事請負費で平川地区の管路工事を予定しております。節

２２補償補てん及び賠償金は、管路工事に伴って支障が出る場合の上水道管の移設の費用です。 

 １５から１６ページをお願いします。目３維持管理費の主なものは、節１１需用費の中で光熱水費

は矢護川、錦野及び杉水浄化センターと管路上に設置するマンホールポンプ等の施設を運転するため

の電気料、節１２役務費の中で通信運搬費につきましては、浄化センターやマンホールポンプの運転

状況を電話回線等で知らせるための費用です。手数料は、汚泥の引き抜き手数料を計上しております。

また節１３で委託料は、各浄化センター及びマンホールポンプの維持管理の費用を計上しております。 

 １６ページをお願いします。目４農業集落排水事業基金費は、消費税還付金や基金利子などを基金

に積み立てるものです。 

 款２、項１、目１元金は、地方債の定時元利償還金を計上しております。 

 １７ページをお願いします。目２利子は、地方債の利子償還金及び一時借入金に係る利子を計上し

ております。 

 款３、項１、目１予備費は、不測の事態に対応する場合の費用として計上しております。 

 次に、歳入を説明します。８ページをお願いします。款１、項１、目１農業集落排水事業費分担金

は、杉水地区、平川地区の土地及び家屋所有者等からの現年度と過年度分の分担金の見込み額を計上

しています。 

 款２、項１、目１使用料は、矢護川地区、錦野地区及び杉水地区の農業集落排水施設使用料を見込

んでおります。項２、目１手数料は、督促手数料です。 

 ９ページをお願いします。款３、項１、目１農林水産業国庫補助金は、本年度杉水浄化センター処

理区域のうち平川地区の農業集落排水の整備事業に対する補助金を計上しております。補助の率は５

０％になります。 

 款４、項１、目１農業集落排水県負担金は、施設整備推進事業補助金として事業に係る地方債償還

に要する経費として、前年度補助対象事業費の６.５％を計上しております。 

 款５、項１、目１一般会計繰入金は、農業集落排水事業に伴う人件費、事業費、維持管理費、公債

費の元利及び利子の一部に充当するために一般会計から繰り入れるものです。 

 １０ページをお願いします。款５、項２、目１基金繰入金は、農業集落排水事業の公債費の利子返

還のために基金から繰り入れるものです。款６、項１、目１繰越金は、前年度からの繰越見込み額を

計上しております。 

 １１ページをお願いします。款７、項３、目１雑入につきましては、事業に係る消費税還付金等を

見込んでおります。 

 款８、項１、目１農業集落排水事業債は、本年度杉水浄化センター処理区域のうち平川地区の事業
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を行うための事業債になります。補助対象事業の場合は補助裏の９０％、起債事業の場合は事業費の

９５％になります。 

 １２ページをお願いします。款９、項１、目１利子及び配当金は、農業集落排水事業機金利利子を

見込んでおります。 

 次に、一番最後のページになります、議案第２８号、平成２３年度大津町工業用水道事業会計予算

について説明いたします。当初予算の概要は５７、５８ページになります。予算書の１ページをお願

いします。第２条、業務の予定量を９事業所に対して年間１０９万５千立方メートル、１日平均３千

立方メートルの給水計画を立てております。第３条、収益的収入及び支出の予定額は、収入額を５千

２８４万４千円、支出額を４千７００万４千円計上しております。第４条、資本的収入及び支出の予

定額の中で、収入は計上しておりません。 

 ２ページをお願いします。支出では、資本的収入を５１０万７千円計上しております。第５条で、

議会の議決を経なければ流用することができない経費として、職員の給与費を計上しております。第

６条で、利益剰余金の処分として減債積立金を５１０万７千円積立費用に計上しております。詳細の

内容につきまして、予算に関する説明書の１ページをお願いします。収益的収入及び支出のうち収入

では、款１、項１、目１給水収益で中核工業団地企業９社分の水道料金を計上し、項２、目１受取利

子及び配当金では、定期預金の利子を計上しております。 

 支出では、款１、項１営業費用の中で目１原水費は、電気計装設備の保守点検、修繕費、ポンプ運

転に伴う電気料金、水道企業団からの緊急揚水代等を計上し、目２排水及び給水費は、量水器メーター

購入費及び取付費用を計上しております。目３総経費は、職員１名分の人件費や電算システム使用料

などの費用になります。 

 ２ページをお願いします。目４減価償却費は、工業用水道関連施設の固定資産等の減価償却費を計

上し、項２、目１支払利息及び企業債取扱い諸費は、企業債の償還に係る利息を計上しております。

目２消費税及び地方消費税は、給水使用料に係る消費税分を計上しております。項４、目１予備費は、

不測の事態に対応する費用として計上しております。 

 次に、資本的収入及び支出ですが、収入は見込んでおりません。支出につきましては、款１、項２、

目１企業債償還金は、企業債の元利償還金を計上しております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 提案理由の説明は終わりました。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日は、これで散会いたします。 

午後３時５１分 散会 
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議 事 日 程（第２号） 平成２３年３月１０日（木） 午前１０時 開会 

                                 開議 

 

日程第 １議案質疑 

議案第１号                   質  疑 

議案第２号及び３号               質  疑 

議案第４号                   質  疑 

議案第５号                   質  疑 

議案第６号から議案第１２号まで         一括質疑 

議案第１３号                  質  疑 

議案第１４号                  質  疑 

議案第１５号                  質  疑 

議案第１６号                  質  疑 

議案第１７号                  質  疑 

議案第１８号                  質  疑 

議案第１９号                  質  疑 

議案第２０号                  質  疑 

議案第２１号                  質  疑 

議案第２２号                  質  疑 

議案第２３号及び議案第２４号          一括質疑 

議案第２５号                  質  疑 

議案第２６号                  質  疑 

議案第２７号                  質  疑 

議案第２８号                  質  疑 

日程第２ 委員会付託 

議案第１３号から議案第２８号まで 

 

               午前１０時００分 開議 

 

○議 長（大田黒英生君） おはようございます。これから本日の会議を開きます。 

 松永幸久君、企画部企画課長杉水辰則君より欠席の届けがあっておりますので報告いたします。 

 本日の議事日程は議席に配付のとおりです。 

 

日程第１ 議案質疑 
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○議 長（大田黒英生君） 日程第１、議案質疑を行います。 

 お諮りします。議案第１号、大津町児童生徒訪問支援事業基金条例の制定についてから、議案第１

２号、平成２２年度大津町工業用水道事業会計補正予算（第２号）についてまでの１２件は、会議規

則第３９条第２項の規定によって委員会付託を省略し、会議で審議したいと思います。ご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１号から議案第１２号までの１

２件は、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

 これから質疑を行います。 

 まず、第１号議案を議題とします。質疑はありませんか。 

 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） 議案第１号について質疑を行います。 

 基金の条例については別段異議ございませんけれども、中身が不登校児童生徒への訪問支援という

ことですけれども、一方で教育の現場、特に先生たち、学級担任との連携、あるいは私一般質問でも

教育長言われましたけれども、地域、それから専門的な医者や弁護士などとの連携等をこれまで言わ

れてきました。特に学級担任との連携等については重要であると思いますが、その辺が担保されてい

るのか、どのようにお考えか、お伺いしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 金田議員の質疑にお答えしたいと思います。 

 この住民生活に光をそそぐ交付金によりますスマイルプロデューサーという専門員でございますけ

れども、先ほど議員の方からありましたように、非常に気になる子どもが増えてきたということで、

これまで教育支援センターにおきましては教育支援センターに来ていただいた子どもさんたちに対し

て集中的に指導を行いまして、それなりの結果が出ております。毎年不登校の数も減ってきておりま

す。ただですね、家庭的な問題を抱えている子どもさんはたくさんいらっしゃると。学校現場で非常

に苦労されているということで、不登校対策会議の中でも、もう３回ほど実施しておりますけれども、

いろんなご意見をいただいております。議員おっしゃるように学校現場では非常に厳しいところがあ

るということで、今後につきましてはその対策会議の中でも出ておりましたけれども、連携が重要だ

ということで、役場はもちろんでございますけれども、教育支援センター、それから子育て支援課、

それから県、それから難しい問題につきましては児相、そしてソーシャルワーカー、そういった方々、

保健師あたりも入れましてですね、ケース会議を開きながら訪問した方がいい家庭については、誰が、

いつ、どのような形で訪問するかということについてもですね、このスマイルプロデューサーを含め

たところで検討していきたいというふうに考えております。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 



 67

 次に、議案第２号及び議案第３号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第４号を議題とします。質疑ありませんか。 

 手嶋靖君。 

○１１番（手嶋靖君） おはようございます。 

 補正予算の８ページをお願いしたいと思います。第２表の継続費補正支出予定額についてですけれ

ども、もちろんまちづくり交付金事業の中での事業費の確定による減額と思われますが、南口駅整備

事業、それからビジターセンター整備事業等につきましては、当初１億２千５００万円計上してあり

ましたけれども平成２２年度が２千５００万円、それから２３年度が１億円ということでございます。

それを今回補正額出ておりますけれども６千万円でということになっておるようでございます。平成

２０年度が４千万円、それから平成２３年が５千６００万円ということでもあります。 

 それから、駅前広場の整備事業でバスロータリー整備事業ですけれども、これが２億円出ておりま

すし、平成２２年度が１億円、それから平成２３年度が１億円、それから補正が３千３００万円とい

うことで出ております。この補正率というのがビジターセンターで４８％補正されておりますし、そ

れからバスロータリー１６.５％ということの執行率になっております。これらにつきましては、当初

の計画があったろうと思いますけれども、もう２年度になりますし、どの辺でどういうふうにその内

容が変わったのか、その要因をご説明願いたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 手嶋議員のご質疑にお答えいたします。 

 まず、継続費のビジターセンター関係の南口駅整備事業関係なんですが、これにつきましては当初

建物をつくりまして２カ年かかるだろうということで考えてやっていたんですが、設計を進めていく

段階で、工事費自体が少なくなったのもありますけれども、工事費が少なくなってきて、９月までに

一応仕上げたいということで工事発注をしたわけですけれども、その出来型が２月に発注したもんで

すから出来型が上がらないということで、２２と２３に、この金額にしたところでございます。 

 駅前広場関係、バスロータリー関係につきましては、これにつきましても一応２カ年で発注する予

定にしておりましたけれども、工事をずっと積み上げていく段階で基盤整備、それから電気設備、そ

して舗装関係、いろいろ分けていくと、それを別に継続費で組む必要もなくて、単年度で段階的に仕

上げられていくという形になりましたので、その関係で今回の分につきましては２億円を３千３００

万円に変えまして、そして新年度について残りの工事をやっていくという形で変更したものでござい

ます。 

 以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 手嶋靖君。 

○１１番（手嶋靖君） 昨年の１２月９日に全体協議会でですね、このことについては説明してござ

いましたけれども、実施設計ができ次第、それぞれ着工、随時やっていくということで説明があって



 68

おりました。今の状況の中では、まだまだ依然、進捗状況というのが見当たらないというような状況

でもございます。特に駅前というのは、これは大津町の一つの顔でございますし、今後いろいろな経

済、観光、波及効果の多いところでもございます。１２日にもう新幹線もスタートということでござ

いますが、新幹線の先日試乗会に私も行ったわけですけれども、各駅とも整備はもう終わっていると。

ただ熊本駅だけがまだ外溝といいますか、そういう工事がまだされておるというふうなことで、向こ

うの方に行くのに地下道を通っていくというような形の状況でございます。ですから、やはり熊本市

としましてもかなり遅れた状況でもあると思いますけれども、こういう事業はそういうことを、利点

を持ってですね、やはり急ぐといいますか、事後の展開が必要であったろうというふうに感じます。 

 それと、一応平成２３年の９月の竣工予定だということですが、今後どういうふうな形で進むんで

しょうか。その辺を教えてください。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 再質疑にお答えいたします。 

 一応平成２３年の１０月にねんりんピックがあるもんですから、ねんりんピックまでに駅前広場、

それから南口駅舎関係を完成させる予定で進めております。事業につきましては、建物関係につきま

してはあと残っているのが太陽光関係と照明関係が新年度になって発注する予定にしております。建

築関係と電気関係については既に発注しておりますので、３月、もう今準備はしておりますけれども、

しばらくしたら工事にかかっていくものと思っております。 

 それから、駅前広場につきましては、現在もう基盤整備といいますか、そのあたりが進んでおりま

すので、今後内部の方の舗装とか、建物回りの外溝関係、そのあたりが進んできますので、これも一

応９月を目処に完成させたいということで考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 手嶋靖君。 

○１１番（手嶋靖君） ありがとうございました。状況が大体わかりました。できるだけこの件につ

いてはですね、竣工されることを望みたいと思います。いかに今後大津町に対しても経済波及効果を

もたらすかということは、この駅にかかっているんじゃないかなと思ってますので、よろしく今後の

進捗を進めていただきたいというふうに考えます。終わります。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑ありませんか。 

 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） １点だけお尋ねをいたします。補正予算書の１８ページの教育使用料で町民

交流施設使用料が１０５万円減額となっております。当初予算が３００万円でございましたので、３

分の１減額ということで、その減額の主な理由をまずお尋ねしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 荒木議員のご質疑にお答えいたします。 

 使用料改正前、全体の２５％程度あった規定の使用料の３倍を納付する営業目的の使用申請が平成

２２年度において１０％弱となり、使用料の減少が生じております。営業目的の使用とは、人材派遣

会社及び企業の採用面接や説明会、物品の販売、受講料の発生する口座や教室などで、企業販売関係
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は激減しております。使用申請方法の見直しも影響いたしまして、定期使用の教室が町内のスタジオ

利用へ移行するなどによって全体的に減少したと。やっぱり一番大きいのは営業目的の使用が減った

と。これ３倍使用料取っておりますので、それが一番の大きな原因でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 不景気の影響が一番大きいものかと思いますが、平成２２年度に使用料の改

定が行われまして、特にクーラーの使用料等が時間単位でかなり引き上げられましたけれども、そう

いった影響はあったのかどうか、わかりましたらお尋ねしたい。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 詳しい分析はしておりませんけれども、その影響はなかったんじゃないか

というふうに担当の方では思っております。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑ありませんか。 

 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 議案第４号につきまして２点質疑いたします。 

 まず１点目は、２１ページの款の１４、項２、目４の土木費国庫補助金といたしまして、まちづく

り交付金が大きく減額されております。この減額の理由ですね、例えばその町の設計単価が下がって

総額が下がったとか、例えばその積算の誤りだったとか、国の補助率の改定だとか、いろんな理由が

あると思いますので、そこのところを詳しくお聞きしたいと思います。 

 もう１点は、４５ページの諸費、補助金の中で生活路線維持補助金といたしまして、運行実績など

に伴い町の補助金を増額するものということで、この点につきまして確か説明の中で利用率が低いか

何かということだったですかね、国の補助が切られたとか、何かそういったことじゃないかなと思い

ますけれども、ということは、確か平成２３年度の方でも町が負担するという形で確か出しておられ

たのではなかったのかなということで、その現状とですね、今後の方針あたりをきちんと示していた

だかなければ、負担がずっと増えていくということになりかねないということです。その自己責任の

問題、費用対効果の問題、いろいろありますので、この点について、２点質疑いたします。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 永田議員の質疑にお答えいたします。 

 まちづくり交付金事業の国庫補助金が減額になった理由なんですが、一応まちづくり交付金事業の

関係は５カ年で事業費を国に出して、それに応じて毎年毎年計画額どおりに国の補助金が来れば問題

ないんですが、国の方で平成２１年度までに約９割程度の補助金が来ておりまして、それにまたさら

にですね、工事関係を補助金をもらいますと最終的に５年間になったときに事業費よりも補助金の方

が多くなってしまう可能性もあります。それと、平成２２年度事業については、先ほど駅関係とか、

３２５号線とか、そういう形で次年度以降、平成２３年度に先送りした関係もありまして事業費等も

減っております。それもありまして、大体５年間の計画を見て、今補助金が来ているのを考えますと

残りの項については事業費、いろいろ考えたところでもう補助金をもらっている今の５カ年計画の事

業費に近いぐらいの補助金をもらっているということで、平成２２年度につきましては補助金をもら
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わなかったと、もらわないで今までもらった分と起債と一般会計、公共施設基金ですか、そのあたり

を使って事業をするという形にしたところでございます。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長德永保則君。 

○総務部長（德永保則君） 永田議員の質疑にお答えいたします。 

 永田議員、いつもご質問、ご質疑をなさっているわけですけれども、路線バスの運行についての基

準というのは、補助要綱がありまして一応平均乗車密度という形で１.０人かつ１日の輸送量が３人以

上の系統という形になっております。それで、町の補てんとしましては一応経常損失を生じた系統に

限って補助を行っているわけですけれども、町内を巡回しているバスにつきましては、産交バスにお

願いしているものが４路線、それから九州産交バス４路線の計８路線という形になっております。今

回、補正の関係で岩坂山西線が県の補助対象、要するにその補助基準に合致しないという形で県の補

助が打ち切られました関係で、その関係で町持ち出しが増えたという形になっております。ちなみに、

平成２１年度におきましては、県補助が５８４万５千円、町補助が２千７９５万３千円という形になっ

ております。また、平成２２年につきましては、県補助が４６１万円、町補助が２千４０３万３千円

という形になっているような状況でございます。現状としましては、かなり厳しい運営をバス事業社

にお願いしているような状況でございますけれども、今後の方針としましては結局生活路線という形

で住民の福祉の向上というところも眼点にありますけれども、時間帯による、ちょっと言葉は悪いん

ですけれども間引き運転というか、そういうところも検討せざるを得ない状況に陥っているというの

が問題になっております。昨今では、結局通学関係、それで他市町村間の連携もありますけれども、

その辺の協議はですね、交通連絡会議というのがありますけれども、担当者会議を通じてやっていか

なければならないという形を思っております。ただ、懸念事項としまして、最近のガソリン等の高騰、

人件費の問題、そういう形に対しては企業さんにお願いしとるわけですけれども、十分運行経費の削

減を図っていただくようお願いしていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） ただいまの諸費につきまして、再度質疑いたします。平成２３年度も予算を

上げられていたかなと思いますが、ただ単に今聞いた限りではですね、乗車率、そういったところを

考えますれば、ご高齢の方々にタクシー券やいろんなものを使っていただき、利便性を図って病院に

通うとか、買い物に行くとか、そういった形も町は取っておりますので、そういった関係の方々に対

して利用の都度に、例えばもうタクシーとかですね、いつも恒常的にバスを走らせるんじゃなくて、

そういった知恵を働かせないと経費は削減できないと思います。特に通学とかで使っていただくのは

もう非常に好ましく、そこのいろんな大津町すべからくそういった路線があった方がいいんです。し

かしながら、やはり経費削減には努めなくてはならないので、そういった何かな、その今までの概念

を変えるような新たな知恵や工夫が絞られてないような気がするんですが、その話の中でですね、今

後の方針といたしましましては、そういったタクシー券や乗り合いのなんか、いろいろありますよね、

そういったところの話は何ら出てなかったなんでしょうか。再度、質問いたします。 
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○議 長（大田黒英生君） 総務部長德永保則君。 

○総務部長（德永保則君） 永田議員の再質疑にお答えいたします。 

 確かに全住民を把握したところの利便性の向上というのが一番問題だろうと思っております。近隣

市町村では、要するに自分の家まで迎えに行くというデマンド交通というタクシーの制度もあります

し、うちの方にしましても５００メートル越したところについてはタクシーに対する補助をやってお

ります。一番言われるように、公平公正にするという形で経費の削減を図るのが一番問題でございま

すけれども、新たな交通計画という形で一昨年からしました交通計画会議というのがありますけれど

も、その中でも業者、タクシー業者も含んだ運輸関係の業者とも協議をさせていただいております。

何らかの方策を今後は検討していかなければならない時期に来ているという形で、補助金がかなり膨

らんできておりますので、その辺は十分研究させていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第５号を議題とします。質疑ありませんか。 

 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 議案第５号、国民健康保険特別会計補正予算について質疑いたします。 

 １３ページで、款１３、項１、目１の広域化等の支援基金貸付金といたしまして３千７５０万円貸

し付けていただいておると。この国民健康保険の問題は非常に会計上逼迫しておりまして、今後の運

営も厳しい中、国保料金の保険料の値上げという形を余儀なくされていく時期でありますけれども、

この貸付金を３千７５０万円お借りしたということになりますと、これは返済が始まるのが確か２年

後とか３年後とか、何かそういったことの説明じゃなかったでしょうか。ということは、結局債務の

先送りになってしまうんですね。いうならば、この特別会計という性質上、独立採算というのが本来

ならば原則ですけれども、法定外の税金の投入とかいうのも今までやってきましたし、いろんな形で

有利に、有効に運営していくというのはわかるんですが、どうもこれがまたその返済が始まるころに

なってきますと重荷になってくるというような形で、表現が適当かどうかわかりませんが、もう今苦

しいから先に延ばしとこうというだけのことじゃないかなと思うんです。この３千７５０万円という

額を見ましてもですね、我が町は基金というものをいろんな形で、財調とかいろんな形で持っている

わけですから、私はその特別会計と言えどもこの町全体の中の１つの会計区分であって、一般会計で

そういった形で処理できるならばいいじゃないかということを監査も任命されておりますので言った

こともあります。３千７５０万円をここで先送り債務として持つべきなのかなというふうに感じます

ので、このやりくりの妥当性をお聞きしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長岩尾昭德君。 

○福祉部長（岩尾昭德君） 永田議員の質疑にお答えいたします。 

 今、申し上げられましたように、平成２２年度におきましては単年度収支で２億円という形で赤字
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が見込まれるところでございまして、現状でもかなりやりくりをしてきておりますけれども、各年度、

やっぱり６％から７％程度医療給付費が伸びております。額にして１億円程度ですね、そういった形

で増加してきております中で、やはり財源等の国庫補助金等もそれに伴いまして増減ございますけれ

ども、やはりこの状態を見ますと何らかの形で取り組みをしなければならないし、また医療費抑制を

行うためにも当然保険事業あたりをさらに取り組みを進めていかなければならないというふうに思い

ます。ただ、財源状況に関しますと、やはり伸び率を見ます、やはりこう何らかの手当てをしないと

非常に厳しいところでございます。特に保険税につきましては、９月補正でお願いしましたように、

やはり被保険者の方の経済状況ということで低所得者の方の大きなそういった状況も考えますと、や

はり大きく落ち込んできているというような状況で、今後また税率改正等も今後お願いしております

けれども、そういった中で非常に厳しい状況の中で財源あたりを手当てしていかなければならないと

いう状況がございます。今回、そういった中で貸し付けをお願いするというふうなことで検証してお

りますけれども、やはりこう繰越金あたりもその辺のところが医療費の伸びあたりも予定はしてやり

ますけれども見込めないところもございますので、そういったところのリスクも考えながら今回医療

費の増加に伴っての保険財政を安定継続に繋げていかなければならないというようなところも含めま

して今回お願いしているところでございまして、今後もそういったところでできるだけ財源の手当て

を含めながら、先ほど申し上げましたように医療費抑制の取り組みをさらに強化してまいりたいとい

うふうに考えております。そういった中で、段階的に保険財政の運営を今後図っていきたいというふ

うな形で考えておるところでございます。 

○１２番（永田和彦君） これは、何年後だったですか。 

○福祉部長（岩尾昭德君） 返済が平成２４年度からでございます。平成２３年度に借り受けいたしま

して、平成２４年度以降に。基金も現在残高５３０万円ほどしかございませんけれども、そういった

中で今後手当てをしていかなければならないということで、有利な方向でですね、無利子でもありま

すし、そういったところで今回お願いをしているところでございます。 

○議 長（大田黒英生君） 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 再度質疑いたします。 

 町長が横からちょっとカンニング的なことを何か言っていらっしゃったですけれども、私が求めた

いのはですね、ここでその母体となる町への一般会計と普通会計とこの特別会計というのは親子関係

と私は思うんですよ。法律的なものは私も調べてみなければわからないんですが、子どもが困ってい

るときに親が手当てするのは、何ら悪いことじゃないと思うんですね。銀行で借り入れするよりも、

国からお金を借りるよりも、基金を借りさせてもらえんかというような形を一般会計の中でもやって

いきます。それでも金利は若干は取るんですけれども、今はお金は預けたとしてもですね、０.０４％

とか、非常に低い金利ですから、その中でわざわざ高い金利を借りなくてもいいじゃないかという形

で思うわけです。ですから、そういったところに法律の障壁があるとするならば、私はその法律さえ

も地方自治体とするならば戦っていかんといかんと、そういうふうに思うんです。法律がそうだから

と言ってしまえば終わりでしょう、法治国家ですから。しかしながら、地方自治体の条例が法律に勝
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る場合というのは結構あるんですね。そういった形で法律を覆すような事例というのも、私も何件が

読んだことがあります。ですから、３千７５０万円という額を考えたときにですね、財調あたりが今

何億円持っていますかね、３億円、４億円はあるんじゃないかな。そういった形をとれば、もっとう

まく運用というか、スムーズにいくんじゃないかなということです。ですから、確かに今の部長のお

答えの中ではですね、県から借りた方がというふうに言われたかもしれませんが、県は地方自治体、

我々の親的存在ではありますけれども、それでも身近に、ここに町長がおられるじゃないですけれど

も、この町の全体の中であるお金を使ってなぜ悪いんだいという形に私は思うわけです。ですから、

そういった形で、今はちょっと答えにくいかもしれませんが、金利の優位性、それとその先延ばすこ

とによって何の利があるのかということですね、言うならば、リアルタイムで、例えば町から借りれ

ばすぐ下りて、それから返せるときに返しますというような形も取れるかもしれませんし、そちらの

方がよっぽどその法定外の税金を投入したりするわけですから、法定外の基金貸付もいいんじゃない

かなと思ったりするわけです。この点についてですね、ちょっとお答えにくいかもしれませんが、も

う町民の利益はどこにあるのかなと。この言うならば被保険者の方々、またこの運営の母体の町にとっ

て何があるのかなと考えたときには、そちらの方が私が言う論の方が優位性があるんじゃないかなと

思うわけです。ですから、この、ここに基金が、県が持っとったという限り、これを利用せん手はな

いでしょう。しかしながら、そういったことを突き詰めれば経費的にはそういった形で法律を論破す

ることができて、うちの考え方の方が、町の方が優れているんだよということを示しさえすれば、もっ

と有利なその資金の回転、そういったことができるんじゃないかと、そういうふうに思いますので、

その点についてですね、これが利なんだよということを言えますか。そこのところを再度質疑したい

と思います。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長岩尾昭德君。 

○福祉部長（岩尾昭德君） 永田議員、ただいまおっしゃいましたように、その辺のところは有利性、

有効性を考えながらやっぱり運用はしていかなければならないと思っております。現在でも国民健康

保険運営につきましては、年間を通して収支を考えましたときに、不足するときには当然おっしゃい

ますように一般会計の方から一時借り入れとかを行ないながら運営をしているところでございます。

余裕があるときにまたお返しをしてという形で、無利子でという形で利用させていただいております。

今回の県の貸付金につきましても、当然平成２４年度から返済になりますけれども、当然余裕が出て

きたときには、当然繰上返済もできるものですから、早めにそういったことも考えながら後年度負担

がないように考えていきたいというふうに思っております。全般的なおっしゃいましたような運用方

法につきましては、今後有利性を考えながら検討してまいりたいというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） ほか質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第６号から議案第１２号までの７件を一括して議題とします。質疑ありませんか。 

 荒木俊彦君。 
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○１５番（荒木俊彦君） 後期高齢者医療特別会計の補正予算についてお尋ねをいたします。ご承知の

とおり、同僚議員の推薦もご協力をいただきまして、後期高齢者の県の議会議員になったわけですが、

広域連合の方に行って初めてこの特別会計の仕組みといいますか、非常に矛盾に満ちた制度だなとい

うことを感じたわけですが、そこでですね、その矛盾に満ちた、なぜ矛盾に満ちているかということ

ですけど、この補正予算についてお尋ねをしながら、明らかにしたいと思いますけど。歳入の７ペー

ジです、特別徴収保険料と普通徴収保険料に分かれております。特別徴収保険料は、いわゆる年金か

ら天引きをする部類であるかと思いますけど、６１８万５千円がこの年金天引きの方が大きく減って、

普通徴収の、いわゆる納付書によって納める人たちが保険料が増えたと。一般的に年金から天引きす

るのが一番国も簡単だということでそういう制度をつくったわけですけど、なぜこういうふうに天引

きが減って納付が増えたのか。単なる見込み違いなのか、どうか、ここをちょっと明らかにしていた

だきたいと思います。 

 それから、歳出の１０ページですが、健康診査費ですね、いわゆる県の広域連合は市町村から保険

料、あるいは負担金を徴収をして、県の方では金の計算だけをやっている。しかし肝心要のその高齢

者の健康、元気で長生きをしてもらうという施策は市町村任せになっているのではなかろうかと思う

わけですけど、１３番の委託料で４２９万円大幅に減額となっております。当初が６８５万円でござ

いました。人数で９９０人、約千人の方を見込んでいたと。ところがこれが大幅に減ったということ

は、せっかく市町村が高齢者の健康のためにこういう制度をつくったのに、何で一番大事なことが大

幅に減ってしまうのかということについてちょっと背景を詳しく説明を願いたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長岩尾昭德君。 

○福祉部長（岩尾昭德君） 荒木議員の質疑にお答えします。 

 まず、歳入の方で後期高齢者の医療保健での特別徴収とそれから普通徴収の増減ということでのお

尋ねでございますけれども、まず当初予算編成時におきましては、広域連合から後期高齢者医療保健

の付加総見込みの情報提供に基づきまして、特別徴収を町の方で、これは前年度以前からの実績に応

じて見込みまして、町の方で特別徴収を６割、それから普通徴収を４割というふうに編成時には見込

んでおりました。そういった中での予算措置をさせていただいております。それで、年度途中の８月

に広域連合が後期高齢者医療保険料額の付加決定を行います。そのため、付加実績によりまして特別

徴収と普通徴収に増減が生じてくるということで、実質的特別徴収の方が町の方では６割見ておりま

したけれども、付加実績によりまして特別徴収が５３.３２％というような割合になったというような

ことでの現状でございます。そういったことに伴いまして実績による保険料の増減が発生したという

ような状況でございます。また、年度途中で本人さんの希望によりまして年金天引きの特別徴収から

普通徴収への変更、そういった面や、また死亡等による事由によりまして変更が年度間に生じてきて

おりますので、そういったことで今回補正をお願いしておるものでございます。 

 それから、歳出の方での健康診査費の委託料の受診者の減ということでございます、増減というこ

とでございますけれども、まず今回の４２９万８千円の減につきましては、７５歳以上の方の住民に

対する健康診査という面で後期高齢者の医療広域連合が医療負担の増加につながらないようにという
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ことで、７５歳以上の方の医療健康診査を各市町村に委託をいたしまして、町の方で実施をしている

ものでございます。今回、そういった中での減少ということで実績の見込みによる減額でございます

けれども、実際熊本県の第一医療適正化計画ということで、平成２０年から２４年度の期間で、平成

２４年度が最終目標ということでございますけれども、大津町で平成２２年度の受診率あたりを２９.

１％ということで見込んでおりましたけれども、被保険者数が３千４１５名ということで、受診見込

みが今回９９３人ということでございましたけれども、実績で３７０人ということで減少していると

いうことで、実質的な受診割合実績につきましては１０.８％という形になっております。原因といた

しましては、要因といたしましては７５歳以上の後期高齢者の方につきましては、何らかの形で各医

療機関で受診しておられるという場合が多いということで考えられますので、そういった状況の中で

今回健診のための受診が少ないという状況が発生したというふうに思われます。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 再度お尋ねをいたします。 

 特別徴収と普通徴収がございますが、広域連合の見込み違いということらしいですが、特にですね、

年金から保険料が天引きをされると。本来、以前から年金は本来全額個人が受けとって、そこから個

人の意思で払うのが当然だと思ってきたわけですけど、途中から保険料を本人の年金ではなくて口座

から引き落としてもいいですよと。あるいは、同居している子どもさんとか、扶養者ですね、そうい

う方々からの口座から引き落としてもいいですよという制度になったと思いますけど、これは周知が

なされているのかなと思うわけです。なぜかといいますと、子どもさんが扶養をなさっていると。そ

の方の口座から保険料を引き落としていけば、その方の課税控除に反映されるわけですね、社会保険

料控除としてカウントされるわけです。だから扶養者の税金が多少なりとも下げることができる。そ

ういう親を見るのは子供は当たり前とかよく言いますけど、そういう有利な制度が周知がなされてい

るのかどうか。この点を１点。 

 それから健康診査ですが、当初が２０数％と、確か約４千３００人後期高齢者の方がおられると。

２０数％を見込んでいたけど１０％程度しか受けておられない。私の母親も、もう定期的に病院に行っ

ていますので健康診査受けますかという通知で病院で見てもらっているからいいですよということで

答えているわけですけど、じゃその４千３００人のうちですね、病院でやっているからあえて受けな

くてもいいという人がどのくらいいて、でも本当は受けてない人はですね、健康診査を受けた方がい

いわけですよね。医療費を抑えるのにも役立つと。そういう分析がこの市町村段階でやられているの

かどうか、そこをちょっとお尋ねをしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長岩尾昭德君。 

○福祉部長（岩尾昭德君） 荒木議員の質疑にお答えいたします。 

 まず、先ほどの付加関係でございますけれども、一応６割、４割は町の方で見込んでおったもので、

最終的に広域連合が決定したことに基づいてということの実績になります。 

 それから、今回の受診率関係でございますけれども、まず周知につきましては本来付加決定をしま

すときにご本人さんにそういった健診等の内容と振り替え等につきましては内容のお知らせしたもの
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をご本人さんに通知をしております。そういった中で、それぞれに異動があったときには届けなりさ

れているところなんですけれども、内容的につきましてはそういった形で関係被保険者の方に通知を

差し上げて実施しようしていただくような形でお知らせをしております。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 先ほど聞いたことがちょっと抜けておりますが、年金天引きが確か原則だっ

たですけど、扶養家族の口座から保険料の天引きをしていいという制度になっているはずですよね。

それができるということを周知がなされているのかということですね。これが１点。 

 それからもう１点は、高齢者のこの健康診断ですけど、できるだけ上げた方がいいわけです。しか

し実際は目標の半分しか受けていらっしゃらないわけですよね。ですから、本当にその人たちが受け

る必要がないのかどうかですね。病院にしょっちゅう行ってて必要がなければ、そうあえて健診を受

けなくてもいいと思うんですけど、本当に必要な人が健診を受けておられないのではなかろうかと。

通知見ましたけどですね、私の母親も９０過ぎておりましてですね、これは何の書類かい、わからん

と。私が来たやつを見ているから、ああ、これは健診の書類だとわかりますけど、高齢世帯の人たち

だけではですね、これが来たって何のお知らせかもわからない、またそれが返事を書いて出さなくちゃ

いかんということもわからないという方が結構おられるんじゃないかと。そういう人たちこそですね、

健診を受ける必要があるのではなかろうかと思いますけど、どうもこの制度自体の矛盾として、役場

は保険料を取るだけ、広域連合は金の計算をするだけという血の通ってない制度になっているんでは

なかろうかと思うんですけど、この健診の実態を見るとそれが明らかではなかろうかと思うんですけ

ど、そういう矛盾の結果ではないんでしょうか。 

 以上の２点をちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長岩尾昭德君。 

○福祉部長（岩尾昭德君） それでは、お答えいたします。 

 先ほどの特別徴収、それから普通徴収の件でございますけれども、これにつきましては先ほど届け

という形でお話申し上げましたけれども、決定通知をしますときにどちらか選択するというふうな方

向ができるようなことの内容のお知らせをしております。普通徴収か特別徴収かですね。それから、

もう１つ分析関係でございますけれども、分析はやっておりません。今後は、そういったことにつき

ましては周知と併せて分析につきましては今後検討してまいりたいというふうに思います。 

○議 長（大田黒英生君） ほか質疑ありませんか。 

 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） 議案第９号、大津町介護保険特別会計補正予算について質疑いたします。 

 説明書の１２ページ、介護サービス等諸費ですけれども、介護保険の一つの目的で高齢者が住み慣

れたところで安心してサービスを受けられる。いわゆる在宅介護を推進するという、そういうことが

うたわれています。今回の補正では、居宅サービス給付費、地域密着型サービス給付費、いわゆる在

宅関係のが減額、それから施設サービス費が増額、１千５００万円の増額、そういった形で当初の計

画がどうだったのかというのもありますけれども、３年ごとに見直すことになっている介護保険事業
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計画、今年が確か３年目であるかと思いますけれども、それと照らし合わせてこれまでの居宅と施設

サービス、計画どおりなのか、それとも計画と乖離しているのか。もし乖離しているということであ

れば、原因として何が挙げられるか。そのことをお尋ねしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長岩尾昭德君。 

○福祉部長（岩尾昭德君） 金田議員の質疑にお答えいたします。 

 まず、今回のその居宅サービス関係の増減の関係補正についてでございますけれども、まず介護サー

ビス等諸費の関係で、まず第４期の介護保険事業計画につきましては、要介護サービス、それから要

支援者数を合わせまして、認定者数が平成２１年度が１千９１人、平成２２年度が１千１４６人、平

成２３年度が１千１９３人と見込んでおりました。平成２３年度の認定者数につきましては１千１２

３人で大体ほぼ見込みどおりで推移しておりますけれども、計画の中で施設サービス、それから居住

系サービスの必要量を見込んでおりますけれども、施設サービスにつきましては、介護老人福祉施設、

介護老人保健施設、それから介護療養型医療施設の３つの施設系につきましては、給付費につきまし

ての給付費を見込んでおります。また、居宅サービスにつきましては、介護保険本来の目的でもあり

ますように、高齢者の在宅生活をということで、できるだけ可能な限り自由をさせるということで、

ある程度のサービスの利用を見込んでいるところでございます。計画につきましては、居宅サービス

の計画の数値が１０９.７％で、平成２２年度予算では１０８％を見込んでおりました。実績では１０

１％というふうになっております。それから、施設サービスの計画数値につきましては、１０４％で

平成２２年度予算でも同数値で見込んでおりましたが、実績では１０２％というふうになっておりま

す。今回の補正につきまして、居宅サービスの方が５千万円の減と施設サービス費が１千５００万円

の増をお願いしておりますが、居宅サービス費につきましては先ほど申し上げましたように伸び率が

低くなっているというものでございます。理由といたしましては、現在地域包括支援センターが様々

な事業を組み合わせながら介護予防を行っているということでの成果が居宅サービスの伸びが抑えら

れているという要因の一つじゃないかなというふうに思います。 

 それから、また施設サービスの方につきましては、かなり高齢になっての介護の受動化、予防には

困難な面もありますので、そういった意味では当初は前年度並みを見込んでおりましたけれども、２％

の伸びの実績の結果になったということで今回補正増をお願いしているところでございます。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） 地域包括支援センターの成果、そのようなことを言われましたけれども、地域

包括支援センター、保健師さんとか主に高齢者に対応するような形で運営されていると思いますけれ

ども、成果というのは、先ほど私のスマイルプロデューサーについて質疑しましたときに、町のスタ

ンスから外にどんどん向かっていきたいというようなことを言われました。包括支援センターでは、

保健師さんが外に向かってどんどんやられている成果なのかという、そういうふうに受け止めていい

のかということをお伺いしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長岩尾昭德君。 

○福祉部長（岩尾昭德君） 質疑にお答えいたします。 
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 先ほど申し上げましたように、現在地域包括支援センターにつきましては、そういった介護予防の

方々のそういった面にかなり力を入れてやってきております。あらゆるいろんな事業で取り組んでお

りますけれども、全般いろんなこれまでの取り組みの中で介護予防支援関係につきまして委託事業の

中でも成果につきまして検証いたしましたところ、県内でもかなり予防費の抑制が図られているとい

うことで実績が出ております。そういった面では、かなり今回のそういった面での事業取り組みにつ

きましては成果が現れているというふうに考えております。今後そういった面でも地域の方々のため

にも、そういった面で地域に浸透した形の取り組みを今後さらに充実していきたいというふうな形で

考えております。 

○議 長（大田黒英生君） ほかにありませんか。 

 手嶋靖君。 

○１１番（手嶋靖君） 議案第１２号ですけれども、工業用水道事業の補正予算です。今回の補正予

算の中で営業収益で使用水量が増加したということで水道料金が２５０万円上がっておりますけれど

も、その反面、原水路、これは動力費と思いますけれども、動力費が１５０万円減額されております。

電気料の値下げかなと思いましたけれども、その整合性はどうかなと思いますのでお聞きしたいと思

います。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 手嶋議員の質疑にお答えいたします。 

 まず、収入関係ですけれども、一番中核工業団地の関係の水道使用料につきましては、一番少なかっ

たときを考えますと若干回復している状況でございます。そのために一応２５０万円という形で増額

しております。 

 それから、原水費ということで減額をしておりますけれども、支出の方を減額しておりますけれど

も、これにつきましては一応工業用水道関係は４千トンの供給能力がありますけれども、今３千トン

というぐらいで、一応１号、２号、３号ポンプとありますけれども、２号ポンプについては１号ポン

プまで一応圧送する形になっております。それで、一番電気を食うといいますか、そのあたりの関係

がありまして、１号と３号である程度の使用水量を賄えるもんですから、２号については一番電気を

食うという形で、その分については間引き運転といいますか、最低限度の運転をしながら機械、ポン

プ関係に故障が生じないような感じで電気料を少なくしているという形でございます。 

○１１番（手嶋靖君） はい、わかりました。終わります。 

○議 長（大田黒英生君） ほかにありませんか。 

 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 議案第１０号、農業集落排水特別会計補正予算について質疑いたします。 

 補正予算によりますと１千１３万２千円を減額するということであります。この農業集落排水は、

当初私はこれに反対した経緯がありまして、本当に採算は合うのかという形で心配しておりました。

そして今、人口が増えれば使用料も増えていいんですけれども、この農業集落排水をほどこした地域

は人口は年々減っているということで、将来ちょっと不安になる部分はあるんです。今回の補正予算
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で減額されたということは、事業自体が縮小を既に始めたのではないかなということになってしまい

ますと、今後の初期投資、いろんな投資をやっておりますので、その返済に支障を来すということが

考えられます。この歳入あたりを見てみますとですね、例えば７ページの歳入の分担金使用料という

のは、ここでは増えてはおります。しかしながら、全体が減っているところを見ますれば、これは努

力によって経費が減ったという形だったならわかるんですけれども、この７ページの分担金あたりを

見ますればですね、補正額は補正前の額と同等ぐらいの額が上がってきているということは、これは

努力されたからこれだけの数字が出たのかなと。いや、最初の積算自体が甘かったのではないかなと

いうふうにもこれは取られるわけです。ですから、今後の、もちろん生活自体が向上して環境にも配

慮するためにこの集落排水をやったわけですけれども、返済とか、そういったことを考えれば、全体

の事業費が縮小するということは、将来に及ぼす影響というのもこれからの計画というのも変わって

きはしないかなと、そういうふうに感じます。その点について、お伺いしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 永田議員の質疑にお答えいたします。 

 農業集落排水事業につきまして、減額関係になっておりますけれども、これにつきましては事業費

の、例えば入札残とかですね、そういう関係と、あと維持管理につきまして、まず当初の見込みから

するとそれほど急激に水量が増えるわけではありませんので、そのあたりも考えながら運転の状況を

やっていた関係で光熱水費とかですね、そのあたりが減っているということで、別に縮小したという

形ではありません。その関係で、一応、もう１つは使用関係については、例えば杉水とかですね、こ

のあたりは供用開始して水洗化率、つなぐのがもう５０％超えておりますので、まだ１年経っており

ませんけれども、そういう形で使用料とかそういう形の分は増えておりますので、その関係で一般会

計繰入金を減額しているというような状況でございます。将来的にということになりますと非常に、

当然人口等は減ってきますので、そのあたりについてはちょっと心配している部分もあるというよう

な状況でございます。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 これで、議案第１号から議案第１２号までの議案質疑を終わります。 

 しばらく休憩いたします。１１時２５分から開会します。 

午前１１時１２分 休憩 

                    △ 

午前１１時２５分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 これから、議案第１号から第１２号までの１２件についての討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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 これから、採決を行います。 

 まず、議案第１号、大津町児童生徒訪問支援事業基金条例の制定についてを採決します。この採決

は起立によって行います。議案第１号は、原案のとおり決定することに賛成の方のご起立をお願いし

ます。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２号、矢護川地区簡易水道組合の解散についてを採決します。この採決は起立によっ

て行います。議案第２号は、原案のとおり決定することに賛成の方のご起立をお願いします。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号、矢護川地区簡易水道組合の解散に伴う財産処分についてを採決します。この採

決は起立によって行います。議案第３号は、原案のとおり決定することに賛成の方のご起立をお願い

します。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４号、平成２２年度大津町一般会計補正予算（第５号）についてを採決します。この

採決は起立によって行います。議案第４号は、原案のとおり決定することに賛成の方のご起立願いま

す。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５号、平成２２年度大津町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）についてを採決

します。この採決は起立によって行います。議案第５号は、原案のとおり決定することに賛成の方の

ご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立多数です。したがって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６号、平成２２年度大津町老人保健特別会計補正予算（第２号）についてから、議案

第８号、平成２２年度大津町公共下水道特別会計補正予算（第４号）についてまでの３件を一括して

採決します。この採決は簡易表決によって行います。議案第６号から議案第８号までの３件は、原案

のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第６号から議案第８号までの３件

は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第９号、平成２２年度大津町介護保険特別会計補正予算（第５号）についてを採決しま

す。この採決は起立によって行います。議案第９号は、原案のとおり決定することに賛成の方のご起

立願います。 
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〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第９号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１０号、平成２２年度大津町農業集落排水特別会計補正予算（第５号）についてから、

議案第１２号、平成２２年度大津町工業用水道事業会計補正予算（第２号）についてまでの３件を一

括して採決します。この採決は簡易表決によって行います。議案第１０号から議案第１２号までの３

件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１０号から議案第１２号までの

３件は、原案のとおり可決されました。 

 引き続き、議案質疑を行います。 

 議案第１３号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１４号を議題とします。質疑ありませんか。 

 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 議案第１４号について質疑いたします。 

 １４号につきましては、説明資料も付けられております。説明資料を見てみますれば、改正前と改

正後というと、大きくやはり変化しているところでありますけれども、このことによって、今までよ

りもよりよい防災行政無線が運用されるということを期待するところでありますけれども、このこと

について議席配付の専決処分という形で請負額が変更されております。１１８万８千６４０円減額と

いう形で、それはそれで安く上がったということでいいことかなと思ったりするんですが、問題点と

いたしまして、長の専決処分によりまして減額されましたと町長はよかろうということで印鑑を押さ

れる。ですが、この専決処分報告についての下段ですけれども、５つぐらいの箇条書きがしてありま

して、変更箇所、内容の変更あたりをしてあります。その金額が減することはもちろんいいことだろ

うと思うんですが、ただこの２億５千万円ほどのこの工事というものの変更というものは、これをま

ず議会で認める前に設計書なり何なり説明があって、その議会が了承するわけですね。そして、ゴー

サインという形で始められる。しかしながら、その仕様とか、そういったものが変更されるというこ

とであるならば、その当初に議会が認めたものとその内容が変わってきたということは、我々は認め

たわけじゃないということになりはしないかなと思うんです。ただ、これだけの無線局、いろんな基

地あたりを見てみますれば、この町内全体ですから変更が出るのはやっぱり致し方ないと、もう実際

それを設置しなければわからないという状況も出てくるかと思います。ですから、今回この条例改正

という形でされておりますが、この当初の議会が認めたその設計内容ですね、それとこの条例に述べ

られているこういった局の数とかいうものは合致しているのか。それとも、変更があったのか。以上、

質疑いたします。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長德永保則君。 
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○総務部長（德永保則君） 永田議員のご質疑にお答えさせていただきます。 

 議席配付という形で専決処分を行った報告をさせていただいております。その内容については、一

応急施を要したという形でご理解をいただきたいと思います。今、永田議員言われましたように、実

際的大津町全町域をカバーするような関係で、その設置場所については既存のコンクリート柱でござ

いますけれども、その関係の工事という形で行わせていただいております。２０年を経過したという

形で基礎工事等についても状況を見て判断をせざるを得なかったというのが一番の問題でございます。 

 それと、一つは全体の地域のカバーをするという形でいつも住民の方からも意見が上がっておりま

す難聴地区の解消という形で、やはり公平公正に皆さんに情報を伝達するという形で、個別受信機に

ついても新たなデジタル放送の対応という形で対応をさせていただいているような状況でございます。

条例に基づいたところの変更という形で今回上げさせていただきましたので、また金額は減額になっ

ておりますけれども、その辺の理由についてはですね、ご理解いただきたいと思います。我々として

も安心安全なまちづくりという形で早期に完成することを目的にやっておりますので、その辺は住民

の安心安全なまちづくりの協力という形でやっておりますので、よろしくお願いいたしたいと思いま

す。 

○議 長（大田黒英生君） 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 再度質疑いたします。 

 質疑の仕方が少々悪かったかなと反省しておりますけれども、お聞きしたいのはですね、減額になっ

ておりますけれども、もう全体像でこの議会が認めた１００％のうちの基本的なものは何ら設計変更

とか、仕様変更とかはしてありませんよと。枝葉末節的な部分、やってみなければわからないとか、

そういった部分の変更、全体からするならほんの数％の変更なんだよということなんですよ。ですか

ら、この金額で落札された業者がおって、それで変更が認められるならば、別の安い機器を持ってき

て入れ換えるとか、そういったことがちょっと恐ろしいんですよね。もう了解をいただいている。し

かしながら、長の専決処分というのは非常に特別な権限でありますから、そういったものを悪用した

のではないかという心配からこの質問は出ているんです。ですから、もう大まかなところは何ら変更

はしていないと。実際のところなんですよというような、この専決処分の下の方の箇条書きでは、ちょっ

と私じゃわかりませんので、ここのところのその大まかな変更であったのか、それとも軽易なもので

あったのか、そこのところを再度質疑いたします。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長德永保則君。 

○総務部長（德永保則君） 永田議員の再質疑にお答えさせていただきます。 

 まず、議会での最初、当初に承認をいただいたという形で仕様書に基づいて積算をしているわけで

す。それに基づいて全体的、大まかなこと、要するに基本的なことについてはですね、変更はあって

おりません。ただ今言ったように、その状況を見ての確認をしますので、その関係で不具合が生じた

分だけを今回専決処分という形でお願いしているような状況でございます。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１５号を議題とします。質疑ありませんか。 

 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） 議案第１５号の特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例について質疑いたします。特に外部評価委員会についてお尋ねしたいと思い

ます。 

 条例は、その根拠として地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正を上げられています。平

成２０年、この法律自体は平成２０年４月１日に施行になっています。本条例が平成２３年度になっ

た経緯について、まずお伺いしたいと思います。 

 また、改正の概要についてどのように把握されているのか、何をどう評価するのか、そのことも同

時にお伺いしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 金田議員の質疑にお答えしたいと思います。 

 まず、点検評価の趣旨、目的でございます。法律の改正も含めたところでございますけれども、平

成１９年の６月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部が改正されております。そして、

平成２０年４月から施行されたということでございます。 

 まずお詫びしなければいけないのはですね、もうほとんどの自治体７０％、熊本県の中ではもう既

にこの外部評価制度は実施されております。大津町がちょっと遅れていたということでございます。

その中でですね、法改正の目的でございます。教育委員会の責任体制の明確化の一つとして、教育委

員会の点検評価が位置づけられました。教育委員会がその権限に属する事務の管理及び執行の状況に

ついて点検評価することにより、効果的な教育行政の推進に資するとともに、住民への説明責任を果

たすことを目的としております。ここの点検評価の客観性を確保するために、教育に関し学識経験を

有するものの知見の活用を図るということにもなっております。委員会では、広い観点からの知見の

活用を図るため、担当課が行った点検評価について５名の外部評価委員から様々なご意見、ご助言を

いただき、そのご意見等を集約しながら、教育委員会の点検評価を行って次年度に生かしていくとい

うことでございます。例えば平成２３年度から設置いたしますので、平成２２年度の大津町教育基本

方針に基づいたものについてですね、主要なものから教育委員会に諮って検討していくということに

なると思います。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） 私も若干、法の改正の内容を見たわけですけれども、いわゆる教育委員会の評

価をするということでなっていると思います。教育というのはそれを受けている児童生徒であったり、

保護者の意思、意向を尊重するという、そういうことが必要だと思います。その辺のところを担保す

るというのが必要だと思いますけれども、例えば同時に法の改正の概要で教育委員の数の弾力化、そ

れから保護者の選任を義務化するということも確かあったような気がしますけれども、そういうこと

も含めて検討されているのか、お伺いしたいと思います。 
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○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 今回大津町平成２３年度、初めてということで、様々なところで実施され

ております課題、問題点もですね、今現在調査しております。要は、前年度の事業に対して専門家の

様々なご意見をいただいてですね、次の年度に生かしていくというのが一番の目的でございます。そ

の中で、どういったメンバーを選ぶのかというところでございますけれども、今、５人の方を予定し

ておりますけれども、なるべくなら町外の方から大きい方に考えたいということで考えております。

大学の教授、それから弁護士、あと町外から教育関係者、校長先生上がり、それから企業連、大津町

には企業の連絡協議会がございますので、その企業連の代表の方、それから女性の会というのもあり

ますので、大津町の方から女性の会、そういった保護者の目も必要でございますので、そういった部

分ということで女性の会の代表、そういった方々を基本にですね、まだ教育委員会の方とも相談をし

ながら選任をしていきたいというふうに考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） 私、数の弾力化というのは、教育委員会の数の弾力化、それから教育委員の保

護者の選任義務というのがこの法律でうたわれていると思いますけれども、そのことも含めて考えら

れているのかということをお伺いしたところですけれども。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 大津町の教育委員の中には、当然保護者の代表の方も入っていただいてお

ります。数については、今のところ５名ということで考えておりますし、今後その辺の数についても

検討が必要ということで考えていきたいと思っております。 

○議 長（大田黒英生君） ほかにありませんか。 

 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 今回のこの教育委員会の外部評価制度、以前質問をしたことがありましたけ

ど、そこでですね、実施の根拠が法律によってということになっておりますが、点検評価を行い、そ

の結果を議会に報告をするというふうになっているようですけど、そうでありますならば、ほかの町

の条例とか規則をなんか定めなくてもいいのかなと、法律で決まっているから委員だけ選びますと、

それだけでよそも運営されているのかどうか、ちょっと、そこがですね、はっきりしないんですけど、

確認をしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 荒木議員の質疑にお答えしたいと思います。 

 当然、荒木議員が考えていらっしゃるとおりですね、何らかの法的なものが必要ということで、大

津町でも他市町村を調べさせていただいて大津町教育委員会外部評価委員会設置要綱なるものをです

ね、今、案をつくっているところでございます。 

 もう１つが、この中身につきましてはですね、その結果を報告書を作成し、議会に提出するととも

に公表しなければならないとなっておりますので、平成２３年度に行った内容については報告書を作

成してですね、議会の方に提出するということを考えております。 
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○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 議会に報告し、また住民に対して説明責任を果たすということですけど、以

前聞いたかと思いますけど、教育委員会の会議録、その内容についてインターネット等で公開するべ

きだと思いますけれども、その計画はございますか。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 荒木議員が一般質問で多分教育委員会の中身についてホームページで公開

してくれというようなことでございましたので、何回か教育委員会で議論をいたしまして、もう既に

１月の分からもうホームページの方に要点筆記ではございますけれども、公開を始めたところでござ

います。公開をしております、委員会の中身については。当然、今回のこの中身につきましても、議

会の方にも報告書を作成して提出するわけでございますので、その中身についても、当然ホームペー

ジで登用をしていきたいというふうに考えております。 

○議 長（大田黒英生君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） ほかになしと認めます。 

 次に、議案第１６号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１７号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１８号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１９号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第２０号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 しばらく休憩いたします。午後１時から開会します。 

午前１１時５３分 休憩 

                    △ 

午後 １時００分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、議案第２１号を議題とします。質疑ありませんか。 
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 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 平成２３年度一般会計予算について質疑を行います。 

 最初に、歳入の１３ページです。町税の固定資産税が１億５千万円前年度比増え、説明書では償却

資産の減免制度が廃止をされたことによって増額となったということですけど、何らかの制度の廃止

によってその減免制度がなくなったということだと思いますので、その説明をお聞きしたいと思いま

す。 

 それから、１９ページの児童福祉負担金で保育所の保育料負担金が計上されておりますが、年齢別

の子どもさんの人数の見込み、また併せて階層別ですね、１０段階ほどあるかと思いますけれども、

階層によって保育料が変わってきますので、その世帯数についてお尋ねをいたします。 

 次に、歳出の８８ページです。人権対策費の補助金で団体活動助成金が２９５万予算化されており

ますが、先ほど可決をされました平成２２年度補正ではかなり大幅に減額補正がなされておりますが、

予算を見ますと前年度と同額が計上されております。これは相矛盾することではなかろうかというこ

とで、なぜそうなったのか経過をお尋ねします。 

 それから、８８ページの１３委託料、地域福祉推進事業委託金、ふるさと雇用で６９０万円、人権

対策になぜふるさと雇用で６９０万円、国の助成制度で雇い入れた人に委託をするというのはどうも

理解ができませんのでご説明を求めます。 

 次に、８９ページと９０ページの両方の目にわたりまして、非常勤の職員報酬が計上されておりま

す。人権教育啓発で２人、それから啓発福祉センター、いわゆる隣保館で６人ですね、両方で約１千

万円、これはいわゆる同和対策事業が法律がなくなったにもかかわらず、いつまでも特定の人たちを

雇い続けるための予算ではなかろうかと思うわけですけど、もしそうでありますなら、今、職のない

人たちがたくさんおられるわけです。働きたいけど働けない、働く場所がない。そういう意味で、非

常に人権を守るどころか多大な不公平を生み出すということになりかねませんので、この非常勤職員

の給料条件、それから年齢は何歳から何歳までぐらいの人なのか、またこういう措置をいつまで続け

るのか、お尋ねをしたいと思います。 

 ９６ページの大津保育園費がございます。こちらは保母さんの非常勤職員が非常に多くなっており

ます。常勤換算で何人分なのか。給料条件について、併せてお尋ねをします。 

 次に、１５０ページ、消防施設費についてお尋ねをします。１９の負担金補助及び交付金で、ホー

ス格納庫補助、各種施設整備費補助ということで、町から補助が出されております。確か消防のホー

スは何年かに１回買い換えるんだろうと思います、劣化しますので。格納庫もそうですが、全額補助

では確かないはずです。この補助以外のお金は、その地域の消防団が割り振って確か負担をしている

ようであります。しかし、例えば美咲野団地あたりでは、消防団は確かございません。そうでありま

すならば、消防団のあるところ、ないところということで、その自己負担が著しく不公平になってい

るのではなかろうかと思われますので、その内容をお尋ねいたします。 

 それから最後ですが、１７３ページの社会教育費の１９負担金補助及び交付金の中で、地域障害施

設等建設補助金、改修補助金、備品、用地購入とありますが、この中で特に施設建設補助ですね、４
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番、それと用地の購入と、この２つについては特に地域住民にとっては必要不可欠な地域の集会所で

ありますが、金額が非常に高うございます。それに対して一定の補助は出されていると思いますが、

これまた自治会が何百世帯とあるところは財政も確かにあるかもしれませんが、小さい自治体は一つ

集会所を建て替えよう、あるいは狭いから土地を購入しようとした場合、非常に多大な負担金が地元

に発生をするわけです。それをずっとほおっておいてよろしいのかどうかと思うわけですけど、まず

補助の事業費がいくらで、補助がいくらでというのを説明していただいて、近隣の自治体との比較が

なされているのかどうかをお尋ねをしたいと思います。例えば菊陽町あたりでは土地の購入はすべて

役場が購入をし、１０年間にわたって地代を払えば、払い終わればその後は地元の財産に移行すると

いうようなふうになっております。こういう制度を比較検討がなされているのかどうか、お尋ねをし

たいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長德永保則君。 

○総務部長（德永保則君） 荒木議員さんの質疑にお答えします。ちょっと多岐にわたっておりますの

で、中身についてまた不足な点がありましたらよろしくお願いいたしたいと思います。 

 まず、１３ページの固定資産税の件でございます。説明資料の中に土地についての評価減による減

額、償却資産については企業への減免制度廃止による増額という表現をしてやりますけれども、これ

につきましては、企業立地等に対する優遇措置でありまして、農村地域工業等導入促進法に基づきま

す大津台地、本田技研、室工業団地、中核工業団地に立地しました企業に対して、固定資産税の減免

措置をしております。この法律に基づく第１０条の規定によりまして、減免分を交付税措置すること

が平成２１年の１２月でなくなりましたので、平成２２年度からは新たな減免は行っていない状況で

ございます。今後は、３年間のみの固定資産税の不均一課税を行うもので、このため償却資産を中心

に課税を行うことができるようになったために増額をしているような状況でございます。 

 続きまして、８８ページでございます。補助金の中の団体活動助成金２９５万円でございます。先

ほど議決をお願いしました平成２２年度補正予算で２３０万円という形になっております。団体活動

助成金につきましては、ご存じのようにあらゆる差別の解消、地域住民の人権意識の向上、文化福祉

面の向上とともに、人権のまちづくりを推進することを目的に団体に助成をするものであります。平

成２２年度活動実績により助成金の変更申請をされた結果、助成金は先ほど言いましたように２３０

万円となっております。平成２３年度当初におきましても団体活動に必要な事業計画等に基づき精査

を行ない２９５万円の助成金をお願いいたしております。 

 それから、節１３の委託料の地域福祉推進事業委託ふるさと雇用の関係でございます。この事業に

つきましては、ご存じのとおり熊本県ふるさと雇用再生特別基金を活用しました事業でございまして、

平成２１年度の１０月から取り組みをさせていただいておりますけれども、平成２３年度で終了予定

になっております。南杉水人権のまちづくり協議会に委託をして行っている事業でございまして、地

域住民と共同した福祉と人権のまちづくりを推進しております。これまで組織の整備、住民ニーズ調

査、地域交流を促進するイベントの開催、南杉水人権フェスタなどを、それから地域広報誌のかわら

版の発行、それから地域ひとり暮らしの高齢者世帯の訪問活動、地域支え合いを進める南杉水おれん
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じ隊の結成などの活動をされております。主に人件費が３人で６４８万円ぐらいで、あとは需用費に

なっております。 

 それから、８９ページから９０ページにかけましての報酬関係の非常勤職員の関係でございます。

まず、８９ページの非常勤職員２人の内訳でございますけれども、１人が地域人権教育指導員といい

まして、熊本県地域人権教育指導員の設置費補助事業実施要綱に伴う人権教育のために設置をしたも

のでございます。町条例には特別職という位置づけをさせていただいております。ちなみに、報酬月

額は１４万４千円となっております。勤務時間は月曜から金曜で、午前８時半から午後３時１５分の

５時間４５分という形でお願いしております。それからもう１人、人権教育推進という形で人権教育

推進のために講演、研修会等の企画立案、資料の作成、団体企業の研修、学校、講座の指導助言など

をしていただいております人を報酬月額１４万円で雇っております。勤務時間については、先ほど言

いました人権教育の指導員と同じになります。 

 それから、９０ページの人権啓発福祉センターの運営費の中の非常勤職員４人の内訳でございます。

まず、町の事務補助員という方で１人、それから指導員という方で２人、これは熊本県地方改善対策

事業に伴います隣保館運営費等の中の補助金の交付要綱の中の対象経費に含まれている部分で配置基

準がありますけれども、その方でお願いをしている状況でございます。隣保館における地域交流促進

事業、継続的相談事業等に従事するもので、すべて５時間４５分の勤務になっております。 

 それから、児童館が人権啓発福祉センターに包括されておりますので、児童館に１人、児童厚生員

として位置づけをさせていただいております。これについても、給料、報酬それに時間等の勤務につ

いて同じでございます。すべて年齢については６０歳未満で、公募により求人を行って採用させてい

ただいております。それから、一番最後に言われましたこの事業の関係の同体事業の関係でございま

すけれども、いつまで続けるのかというご質問なんですけれども、これにつきましては大津町でもこ

れまで同和問題の解決を重要な課題と位置づけまして、本年度始まります振興総合計画の中でも振興

総合計画の後期計画においても未来を開くふるさとづくり中で、人権を尊重する社会の実現として人

権啓発福祉センターを中核に、地域福祉の向上や住民交流の拠点としての役割を再認識し、すべての

人の人権が尊重されるまちづくりへと発展させていくために、各種団体活動の助成を行い、連携をし、

人権意識を高めるための取り組みを推進することといたしております。しかし、言われるようにこの

問題は我々自身の問題として取り組まなければならないものだと考えております。取り組むためには、

住民の意識を十二分に取り組みながら、差別のない社会の実現に向けて熱意を持って取り組むことだ

と考えているような次第でございます。 

 １５０ページ、消防施設費の関係の消防関係の補助金でホース格納庫補助金の補助以外の負担金の

件でございますけれども、議員ご存じのように消防施設等の整備補助金交付要綱というのが町でつくっ

てございます。ホースの格納庫等の消防関係の施設については、一応消防団長名で町の補助金の申請

を行っていますが、地元の負担分については各分団が支払っているような状況でございます。ちなみ

に、ホース格納庫の場合、町が１万３千円の補助をいたしまして地元消防が４千円から８千円の負担

をお願いいたしているような状況でございます。また、近隣市町でも同様の要綱で対応されています



 89

が、防火水槽、消火栓などの大型工事等につきましても地元負担をお願いしているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 荒木議員の質疑にお答えいたします。 

 まず、１９ページの児童福祉負担金の関係だと思います。年齢別の幼児数見込みはどうなっている

のかということだろうと思います。まず、大津保育園とそれ以外と分けております。現在、一番３月

１日現在で今整理を行っておりまして、最新のデータで申し上げたいと思っております。大津保育園

でございます。０歳児が４人、それから１歳児が１６人、２歳児が２３人、３歳児が３０人、４歳児

が２４名、５歳児以上２３、合計の１２０でございます。それから、大津保育園以外でござます。０

歳児３６、１歳児１３６、２歳児１４５、３歳児１３７、４歳児１５１、５歳児以上１３６、７４１

でございます、合計の。これはあくまでも３月１日現在でございますので、これからもまだ申し込み

によっては変わってくるということでございます。４月１日現在で合計の８６１名の方は入所できる

状況にあるということでご理解いただきたいと思っております。それから、階層別の世帯数調べでご

ざいますけれども、階層別の世帯数につきましては、税の確定を待たないと出ませんので、今現在手

元にありますのは平成２２年度の階層別の児童数についてはわかっております。これについては、３

歳未満と３歳以上で分かれますので、それで第１階層から第１１階層までございます。これについて

は、読むと非常に時間がかかりますので、よろしければ後で配付したいと思いますので、よろしゅう

ございますか。それでは、これについてはほかの保育料の算出の方法も含めたところでですね、後で

配付したいというふうに考えます。 

 続きまして、９６ページの非常勤職員の関係でございます、大津保育園の。大津保育園におきまし

ては、先ほど申した１２０名のそれぞれ０歳から５歳までの方々のための保育士、それから障害児の

ための保育士、軽度障害児のための保育士、それから休日事業、休日の預かりですね、それから一時

預かりのための保育士、それから延長保育のための保育士と、それぞれ事業ごとに整理をする必要が

ございます、調整する必要がございます。その中で、今現在でございますけれども、１２９名の子ど

もさんを預かっております。その１２９名の子どもさんの中で、これ面積基準と使途の基準がござい

ますけれども、０歳児は３人に１の保育士が必要でございます。それから１歳から２歳児は６人に１

人、３歳児につきましては２０人に１人、４歳児以上は３０人に１人という基準がございますので、

それで換算をいたしますと１９.１人が必要になってきます、今の事業すべて、１２９名です。その１

９.１人に対して現在保育士がですね、正職員が８、それから非常勤の保育士が１５、それから非常勤

の延長保育士が１、２３名います。２３名いますけれども、非常勤の保育士に関しましては、常勤換

算をしなければいけません、先ほど議員さんがおっしゃったとおり。それでいきますと１５人ですけ

れども、１１.２５人になります。１１.２５。それ全体計算しますと２０.２５ということで、１９.

１必要ですので、約１人は余分というか、その調整の関係がございますので、人間は途中で打ち切る

ことはできませんので、今現在２３名入れていただいているという状況でございます。今のあれでよ
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ろしゅうございますか。 

 それと、給与条件でございます。給与条件につきましては、現在月給でございます。月給で、１日

の勤務時間が７時間１５分としております。そして勤務時間は週２９時間、休みが週休３日でござい

ます。３日の休みで、週２９時間と、１３万２千円をお支払いしております。ちなみに菊陽町は日給

でございます。菊陽町は日給で１日７千２００円、勤務時間が７時間４５分となっております。週休

２日でございます。それと、菊池市でございます。菊池市は大津町と同じように月給でございます。

勤務時間が７時間３０分でございます。大津町よりも１５分長うございます。勤務時間は週２９時間、

週休も３日、月給が１４万１００円でございます。阿蘇市は月給でございます。勤務時間は７時間４

５分、菊池市が１５分大津町よりも長い、阿蘇市は３０分長うございます。週休は３日、週３０時間

でございます。１３万６千円というふうに聞いております。 

 以上でございます。 

 それから、１７３ページの補助金の関係です。公民館とか、備品とか、用地に関する補助金につい

てのお尋ねだったと思います。まず、補助金の４、５、６、７についての計算基礎、いくらに対して

いくらかということだったですね。事業費に対して。 

○１５番（荒木俊彦君） ４と７です。 

○教育部長（松永髙春君） ４と７ですか。まず、地域生涯学習施設等建設補助金でございます。それ

から、公民館の建設に伴う補助金でございまして、平成２３年度が美咲野と多々良区が予定されてお

ります。美咲野につきましては約１千８７５万円、これ概算でございます。多々良区においても概算

で１千７３３万５千円でいただいております。それの３分の１でございます。両方とも５００万円を

オーバーしますので、一応限度額の５００万円、２つで１千万円ということになるかと思います。 

 それと、用地につきまして、美咲野が駐車場用地関係ですね、集会所の、その分で、これ３分の２

の補助になっております。用地費が３８１万４千５００円の３分の２で２５４万３千円。それから、

美咲野がもう１カ所ございまして、これは先ほどのやつが１丁目でございます。３丁目の用地につき

ましてが４５０万４千円の３分の２で３００万２千６６６円。それから、多々良区の公民館の用地が

１６２万２千円の３分の２で１０８万１千３３３円ということでございます。合わせて６６２万６千

円ということでございます。 

 大津町は建築及び改修は５００万円を上限に３分の１を補助、備品については４０万円を上限に３

分の１を補助、備品については４０万円を上限に３分の１の補助をしております。用地購入につきま

しては４００平米以内で事業費の３分の２の補助を行っております。 

 それから、各隣接の市町でございますけれども、菊池市と合志市と菊陽町を調べておりますけれど

も、生涯学習施設との建築、改修、備品、用地等の補助を実施しております、同じように。ただ中身

が違います。建築及び改修につきましては５００万円から３００万円、備品につきましては５０万円

から２０万円、補助率は３分の１がほとんどでございます。一部２分の１、３分の２の自治体もござ

います。用地につきましては、菊陽町が融資及び公有地の賃貸により実施しており、大津町は３分の

２の補助によって行っております。ただ、菊池市が新築の場合の上限が３００万円でございます。改
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修で上限が２００万円、備品購入が上限が５０万円で、用地については取扱いがありません。合志に

つきましては新築等で上限が５００万円、３分の１の補助でございます。改修で上限が５０万円、３

分の１の補助でございます。備品購入は上限が２０万円でございます。用地については、取扱いはあ

りません。菊陽町でございますけれども、菊陽町は新築等で上限が５００万円、改修で２００万円が

上限でございます。備品購入については、実施しておりません。用地につきましては、融資及び公有

地の賃貸により実施しており、金融機関により行ない、新築の場合上限１千２００万円、増改築にお

いては上限２００万円の融資により、１０年及び５年の返還とされているようでございます。 

 以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 再度お尋ねをします。 

 人権対策費の中の団体助成金ですが、前年度は６５万円決算で実績は下がったと。しかし、また増

やして予算を組んだということですけど、確認しますけど、相変わらず日当を出した予算なのか、日

当額はいくらか、お尋ねいたします。 

 それから、８９、９０ページの非常勤職員は公募だとさっきおっしゃっておりましたが、募集は６

０歳以下だとおっしゃっていましたけど、辞めなければ募集はせんわけですね。ずっと変わらないと

私は思うんですけど、その点はいかがなんでしょうか。何年とか交代した形跡があるのかどうか、お

尋ねをしたいと思います。 

 それから、消防の補助金のことですが、消防団がこの負担金を負担すると。しかし、消防団という

のは確か自前でお金はないんですよね、地域消防団は。結局その消防団を抱える自治会が払っている、

うちの部落ではそうですよね、毎年消防団に３０万円自治会の会費から消防団に金を払って、消防団

がその自治会のお金で負担金を払っているということで、これまた大きな自治会、小さな自治会、非

常な不公平になっているのが実態ではなかろうかと思うんですけど、そこの考えをお尋ねしたいと思

います。 

 それともう１点、地域福祉推進事業ですね、これは８８ページ、南杉水人権協議会に委託をしてい

るということですが、人権を守るという名目で委託がなされているということであれば、全町的にこ

ういう人が配置をされて人権を守るというのであれば整合性があるかと思いますけど、なぜここだけ

３人もの人が配置をされるのか、お尋ねをしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長德永保則君。 

○総務部長（德永保則君） まず再質疑の団体活動助成金の話でございます。活動助成金の中には、報

酬、需用費、それに役務費、使用料、活動費という形の考えで支出を行っております。 

 それから、８０、９０ページの非常勤職員の件でございますけれども、１名については昨年の１０

月より交代をさせております。先ほど言いましたように、一応年齢的には６０歳未満で公募今回もさ

せていただいておりますので、３月広報で周知をしているような状況でございます。 

 それから、消防費関係の負担金でございます。荒木議員が言われるその消防費関係で普通交付税の

中での需用費というのは見てありますけれども、当然消防団という形で地元負担を今お願いしている
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わけですけれども、究極はその各自治会での負担という形になっている実情はあるようでございます。

その辺については、各市町村の連携もありますので、十分協議研究をさせていただきたいということ

で思っております。 

 それから、南杉水の人権のまちづくり協議会の件でございますけれども、ふるさと雇用につきまし

ては、ほかの町部局におきましてもまちづくり推進協議会という形で商工関係の方にも委託をしてい

るような状況でございます。地域福祉を進めるという形でこの分野としては介護福祉を重点的にモデ

ル地区としてですね、南杉水地区を設定させていただいております。多くのボランティアの方たちが

協力しながらまちづくりを進めるという形で、それに合致したものという形で当局としては申請をし

て県の受託をいただいたという形でございます。９地区の全体の地域に福祉推進を挙げておりますけ

れども、南杉水３地区が合同でまちづくりを進めるという形で行っております。先ほど言いました人

件費関係では、自主的に取り組んでおります地域というか、南杉水区の方々をですね、一応委嘱をお

願いして事業を実施させていただいているというような状況でございます。 

 以上です。 

○１５番（荒木俊彦君） 活動費、日当はいくらですか。 

○総務部長（德永保則君） 全体の金額で１０２万円になっております。 

○１５番（荒木俊彦君） １日とか半日とか。 

○総務部長（德永保則君） 活動費という形で日当という形でしてありますので、１日日当２千２００

円が正当だろうと私は思っております。 

○１５番（荒木俊彦君） １日２千２００円。 

○総務部長（德永保則君） はい。職員同様、非常勤職員という形の。 

○１５番（荒木俊彦君） いやいや、団体助成金の中の活動費ですよ。 

○総務部長（德永保則君） 全体で一応１０２万円になっております。２３０万円の内訳としましては。 

○１５番（荒木俊彦君） じゃ後で確かめます。 

○議 長（大田黒英生君） ほかにありませんか。 

 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 質疑いたします。 

 １点だけです。給与明細を見て質疑いたします。１９８、１９９ページですね。これは私が毎回お

聞きすることではありますが、共済費の問題です。１９８ページの特別職の場合は、本年度は議員の

この共済の中身、例えば議員年金、そういった形が変わりまして、かなりの前年度と比べればアップ

をされております。去年と比べれば５３９％という形で、これは改革の一環だというふうに理解して

おりますが、全体の、例えば一般職あたりの共済費とかも見てみますれば、前年度の常勤が１８８人

に対して平成２３年度は１８６人と２名減という形で、非常勤も３名減らされて経費の削減に努めら

れているというふうに感じます。そして、１人当たりの単価自体もはじいてみれば安くなってきてい

るというのがうかがわれますけれども、この共済費あたりは人数が減って、また給料も若干ながら下

げているにもかかわらず上げてきているんですね。この共済会というのは、どうも不明朗に私は思う
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んですよ。要するに自分たちの運営を守るためには、どんどんもう請求金額のアップをされて各自治

体にその数字を出してくるということで、どうも安易な運営がされているんじゃないかなと。この共

済会自体も、例えば職員の数とか、いろんなものを減らして努力しているよとかいうのだったならわ

かるんです。この経済状況下で皆さん非常に収入も減して苦しんでおられる方が多い中、のうのうと

このアップした比率を出してこられているということです。これはですね、本当に人をばかにした計

算の仕方ではないかなと思うんですね。これには、確固とした理由づけが必要です。それこそ全町民

の方々が聞いても、ああそのとおりだねと言われるような内容であるならばそれはいいんですが、た

だ単にこの数字を出されても、どうもここは一回ひっくり返してもう一回いいのばっかり集めてここ

はつくりかえんといかんかなと思うぐらいふざけた数字と私は思います。この根拠をですね、ぜひお

聞きしたい。根拠がなければ予算の請求はしてはならないという根拠で私はこのことについて質疑を

いたします。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長德永保則君。 

○総務部長（德永保則君） １９９ページ関係の給与費明細の総合的なご質疑だと思っております。例

年、昨年も永田議員の方からも質疑・質問等があったような状況でございます。６月については給与

関係でほとんど共済費関係を扱わせていただくわけですけれども、年度当初という形で先ほどおっしゃ

りました人数の変化はあっておりますけれども共済費が上がっているという形でございます。共済組

合という形で私たちが運営する上部団体がありますけれども、その中での比率という形で全国的な状

況を含んだところで職員数についても、要するに町村合併なんかをいたしまして減するという状況で

ございまして、共済費の運営について負担金というのがおのずと上がってくるというのは否めない事

実でございます。先ほど議員が言われました議員共済年金についても、言葉はちょっと悪いんですけ

れども破綻という形で今回また新年度にも予算計上、４千万円以上計上させていただいているような

わけですけれども、そういう関係で共済組合の運営という形で私どもは一応理解しておりますので、

議員一番指摘されました理由付けという形ですけれども、一応全体の職員の減に伴う負担金の増とい

うのが否めない事実という形で私たちは対応をしているような状況でございます。 

 以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 再度質疑いたします。 

 この共済会の中の運営状況というのはですね、ぜひ資料あたりの提示をなされて議員各位に、私だ

けではなくてですね、理解を求められた方がいいと思うんですよ。言葉ではですね、そう言われます

けれども、総務部長はそこの職員でもなんでもないわけでありまして、内部事情をその１から１０ま

で知っているかと言われたならば、クエスチョンマークがつくと思うんですよ。ですから、そこの確

固たる根拠をぜひですね、把握、この際ですからしときたいと思うんですよ。こういったところを明

確にしないと、例えば１９９ページの給与費、一般職の総括として４千７２２万２千円という減額に

なっているんですね。その横に大きく黒字が出るというのは、これは誰が見てもおかしいと思うんで

すよ。ですから、この△マークは町として努力された部分ですよね、言うならば。この共済会の請求
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してきたこの比率、いろんなものがどうしても今の時代とか、流れにそぐわない感じがするんですね。

もちろん皆様方の将来のそういった共済年金とか、そういったものに関わってくるんですけれども、

これはあくまでも町税ですから、町税で施されていると。こうなるとですね、公務員イコール全体の

奉仕者でなくて、特別な存在になってしまいますよ。そういったところをきちんとしとかないと、こ

の中でも私は本当ならばつきたいのは職員手当てが給与とさほど変わらないぐらい、５億何千万円も

手当てを出すなんて会社、考えられませんもんね、はっきりいって。こういったところもですね、実

は公務員は大問題があるんです。しかしながら、そういった制度を戦後ずっとつくり上げてきたんで

すね、この日本というのは。実際ちょっと辛口になりますけれども、もうアメリカではですね、１０

万の自治体が職員は６名で運営されているところなんかがもう出てきているんですよ。もう、これは

言うならば自治体のそういった住民の意思がそうだからやったんだよと返すぐらいです。ですから、

ほとんどをもう民営化してしまうんですね。それとか委託するんですよ。そういった時代がもう来る

かもしれませんね。こういったやり過ぎな点をやっていると、必ずぶり返しというのが世の中は来ま

す。ですから、この共済費についてはですね、今後どういった方法で、資料を請求しても向こうの有

利なことしか言ってこないと思うんですよ。そういったところを探るような何か資料の出させ方とい

うのは何かないでしょうか。再度質疑いたします。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長德永保則君。 

○総務部長（德永保則君） 永田議員の再質疑にお答えいたします。 

 言われるとおり根拠の資料というのは、大変私たちも重要だと思っております。しかし、言われる

ように共済組合という形での運営でございますし、町の町長も評議員という形で町村会関係入ってお

りますので、その辺の精査についてはですね、十分町村会等とも打ち合わせをさせていただきたいと

思っております。資料についての提出もですね、考えさせていただきたいと思っております。 

 それから、一応常日ごろ言われています我々も全体の奉仕者という形で一部の奉仕者ではありませ

んし、住民の負託に答えるという形である程度の給料、それに職員手当等をもらうわけですので、そ

の辺については住民サービスに事欠かないようにですね、頑張るように職員一同頑張りたいという形

で思っております。 

 以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） ほかにありませんか。 

 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） １点だけお伺いいたします。 

 ９４ページ、児童福祉総務費の委託料についてお尋ねしたいと思います。地域子育て支援拠点事業

委託、昨年度は１千７４６万１千円、大幅に減額されております。逆に新規で地域サポーター事業委

託という形で上程されていますけれども、恐らく両方合わせた金額で昨年度とマッチした形で予算計

上されているのかなと思いますけれども、それでも額的に６００万円近く減額されていますけれども、

それで従来の事業がやれるのかどうか、そのことについてお伺いしたいと思います。 

 それから、平成２２年度予算で計上されていました養育支援訪問事業、これが４万５千円、子育ち
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食育応援事業、これはふるさと雇用だったと思いますけれども１０６万７千円、子育てシンポジウム

事業委託１７０万円、産後うつ予防プログラム事業委託６０万円、それから食育生活習慣啓発巡回事

業委託８０万円、最後に子育てセミナー事業委託４５万円、ことごとく平成２３年度、新年度事業か

ら消えておりますけれども、どういう経緯なのかということと、決して不必要じゃないという事業だ

と思います。他の事業でやるということなのか、それとも全くやらないのか。また、なくなった事業

についてその成果、検証されているのかどうか、そのことをお伺いしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 金田議員の質疑にお答えしたいと思います。 

 まず、地域子育て支援拠点事業の縮小、そして地域サポーター事業の新規の分でございますけれど

も、今大津町の中では一番議員もご承知のとおり待機児童対策というのが子育て支援の一番の問題で

ございます。そのような中で、全体的なバランスを取る必要もあるし、国・県の考え方も変わってき

ております。地域子育て支援拠点事業につきましては、それぞれＮＰＯみんなのおうち、それから美

咲野でされております広場型のＮＰＯアポリさん、それから同じ広場型で白川・杉水・いちご保育園

で今まで実施して、いろんな事業、それから相談に乗ってきていただいたところでございますけれど

も、この事業がこれもソフト交付金でございまして、これが従来３分の２の補助からソフト交付金化

されまして２分の１に補助金が削減されました。３分の２から２分の１というのは非常に大きな金額

でございまして、そのこともございます。それと、それに代わって補助金が削減されたということで、

地域サポーター事業をこの新規に各保育園の方とも話し合いをしましてですね、まず待機児童対策を

頑張ってくださいということをお願いして、この地域拠点事業につきましては若干その見直しをさせ

てくださいという相談をさせていただきました。当然、今子育て支援センターで充実した事業をやっ

ておりますけれども、そこを中心としてですね、あと各園と連携を図っていきたいというふうなこと

を考えておりまして、その拠点の支援を止めていただくということじゃなくて、もともと保育園の事

業の中にはそういった地域の方々のいろんな相談に乗るという基本的な事業もございますので、それ

を地域サポーター事業の方で交付金の方で対応させていただいて続けていきたいということで了承を

いただいたところでございます。 

 それと、あと子育て応援事業でございますけれども、これにつきましては熊本県の地域子育て応援

事業補助金交付要綱によって平成２２年度実施しております。地域の実情に応じた創意工夫のある事

業を新規に子育て支援活動を行う市町村に対して１０分の１０補助されるというものでございます。

これにつきましては１年限りということでございましたけれども、また継続されるようでございます。

この説明が３月１６日に説明がなされるということで、その中でですね、また新たに町としてやるよ

うな、継続する、または新たなものを取り組む場合についてはですね、その説明会を受けて検討して

補正で対応していきたいというふうに考えております。 

 子育て応援事業でございますか。それぞれ実績が今出てきておりまして、例えば産後うつ予防プロ

グラムというような事業、それから食育生活習慣啓発巡回指導事業、大きなやつで子育て、これはシ

ンポジウムですけれども、そういった心の絆創膏というようなキャンペーンをいたしましてですね、
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ＣＤもつくって文化ホールで映画あたりもやりましてたくさんの方に来ていただいております。それ

から、子育て関連のハンドブックを作成したり、要支援児童対策ということで、今、１人ＳＳＷとい

うか、スクールソーシャルワーカーみたい方もこの事業で来ていただいております。それぞれ非常に

効果が上がっているやつもありますし、単発でイベント的なものもございます。これについては、議

員ご指摘のようにですね、十分精査をしてこの子育て応援事業を県が続けていただくならですね、ど

んどん大津町としては手を挙げて、１０分の１０でございますので、やっていきたいなというふうに

考えております。検証についても、十分検証していきたいということで考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） 補助というのは非常に市町村にとって大事ということで、理由はわからんでも

ないと思います。できれば当初予算で、時期的な問題、３月１６日説明会ということで当初予算には

間に合わなかったということですけれども、十分検証していけばやっぱり産後うつというのは非常に

問題もありますし、一般財源でも対応せにゃいかんのかななんて、そういう思いもありましたので、

あえて質疑をいたしました。今後は補助が十分ついて積極的にされていくものだろうと考えておりま

す。 

 以上です。 

○議 長（大田黒英生君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） ほかになしと認めます。 

 しばらく休憩いたします。２時１５分より開会いたします。 

午後２時０３分 休憩 

                    △ 

午後２時１６分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、議案第２２号を議題とします。質疑ありませんか。 

 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 国民健康保険特別会計予算について質疑を行います。 

 今回、条例の改正で国保税が値上げをされると。一方で、町も法定外の繰り入れを１億１千万円繰

り入れるという、今までになかった決断をなされたことについては敬意を表するところでありますが、

しかしながら国保税がなぜこれほどどんどん上がっていくのかというのを考えていかないと、これか

ら先も、まさに国民皆保険制度を続けることができないと思われます。説明資料では、年収が３００

万円の４人家族で国保税だけでも３８万６千円、年収に占める割合が約１３％、１.６カ月、やがて２

カ月分ぐらいの年収分が国保税だけで消えてしまう。国保加入世帯はそのほかにも国民年金保険料が

１カ月１万５千円ほどございますので、これではまさに払いきれない人たちが、さらに滞納者が増え

るのではないかと非常に危惧をするものであります。そこでお尋ねをしますが、国民健康保険制度は

社会保険のように事業主負担、２分の１の負担がございません。そこで、国民健康保険は社会保障制
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度として発足をし、当初は国保会計全体の５０％を国が国庫負担として出してきたわけですが、今や

それが２０数％に減らされているということが最大の原因であろうかと思いますけど、現在その国庫

負担の国保会計に占める割合についてお尋ねをいたします。 

 それから、法定外繰入１億１千万円の決断がなされましたが、全国の地方自治体の７割は既に法定

外の繰り入れを行っているそうでありますが、県内の自治体ではこの法定外の繰り入れの状況をお尋

ねをいたします。 

 そして、滞納者がまた値上げによって増えてくるのではないかと思われます。滞納率は出されてま

いりますが、世帯数でどのくらい滞納世帯があるのか、この点についてお尋ねをしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長岩尾昭德君。 

○福祉部長（岩尾昭德君） 荒木議員の質疑にお答えいたします。 

 まず、国保税が上がる理由等につきましてでございますけれども、今回予算編成また国保税条例改

正等につきましてはご説明させていただいておりますけれども、議案説明資料の中にもございました

ように、国保の加入者の年齢が高いというようなことで、医療費水準が高いというようなことをまず

上げられています。年齢が高くなれば有病率も高くなりまして、医療水準も高くなるというようなこ

とで保険税の影響が考えられています。それから、所得水準が低い方によりまして、保険料軽減世帯

の割合がそういったことに影響するというふうなことを考えております。 

 それから保険税の収納率が、現在、議員おっしゃいましたように全国的に低下しているというよう

なことで、平成１１年度につきましては収納率が９１.４％ございましたけれども、全国平均という形

では平成２１年度は８８.０％というような形で、非常に過去最低といような状況もございます。また、

そのほか各都道府県内での市町村格差ということで１人当たりの保険料、それから医療費、所得収納

率というようなことが各県によってそれぞれ構造的問題があるというようなことで影響しているとい

うふうなことが考えられます。 

 それから、国庫負担の割合でございますけれども、議員おっしゃいましたように現在の国民健康保

険につきましては昭和３０年に施行されまして昭和３６年に国民皆保険体制というのが確立されてお

ります。それから、給付につきましては昭和３８年から世帯主７割給付から昭和４３年には完全７割

給付の実施ということで、昭和４８年から高額療養制度が始まっております。国の補助金につきまし

ては、昭和２８年２０％、昭和３７年に２５％、昭和４１年に７割給付実施に伴う措置といたしまし

て４０％に引き上げられております。５９年１０月から従来の医療費ベースから保険給付費ベースに

変更されまして、療養給付費ベースの４０％とされております。平成１７年度に三位一体改革により

まして定率国庫負担金が４０％から３４％に引き下げられております。また、国の財政調整交付金に

つきましても１０％から９％に引き下げられておりますが、代わりに都道府県財政調整交付金が設け

られておりまして、給付費の７％の措置がなされております。 

 以上のような国庫負担による制度が改正されてきておりますけれども、やはり全国の国保保険者の

現状にもありますように、やはり経済的な影響による被保険者の所得状況やまたは自治体だけの努力

では解決できない法的な面もありますので、今後制度維持のためには何らかの制度見直しが必要では
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ないかなというふうに考えております。 

 それから、一般会計からの法定外繰入の状況でございますけれども、まず県内の自治体の状況でご

ざいますけれども、平成２１年度で申し上げますと主な自治体では保険料の緩和を図るためにが御船

町とあさぎり町の２町ということです。それから、単年度決算補てん分が熊本市と上天草市の２市、

累積赤字補てんが熊本市と宇土市の２市、その他保険事業等に充てたものが１０市町で計１５市町ご

ざいます。平成２２年度の菊池管内での法定外繰入につきましては菊池市が１億円予定されていると

いう状況を聞いております。 

 それから、世帯数の割合でございますけれども、現在平成２２年度で国保の被保険者世帯数が３千

９６２世帯ございまして、そのうち８７２世帯ということで割合につきましては２２％という状況に

なっております。 

 以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） いずれにせよ最大の原因が国の国庫負担がどんどん削られてきたと。特に三

位一体改革によって削られ、医療給付が本人が３割負担ということで７割の４０％ぐらいと。ですか

ら、医療全体からすれば、もう３割ぐらいしか国は負担をしていないということで、ここが国保税が

これほど高騰する最大の原因だと思うわけです。これは、もうみんなで声を上げて国が保障してくれ

ないと、自治体の力ではどうしようもないというところまできているんではなかろうかと私は思いま

す。滞納世帯の収納率が９２％を維持しているようですが、世帯数では７８％ですかね、８割を切っ

ていると。保険料が払えないと保険証がもらえない、医者にかかる金がない、全国的には過酷なとり

たて、あるいは年金まで差し押さえて死亡に至るケースも出てきているようでありますので、大変だ

とは思いますけれども、やはり一般会計からの法定外の繰り入れを続けて、併せて国に対して予算を

増やすように力を合わせていかないといけないと思うためであります。 

 今年は１億１千万円繰り入れましたけれども、このままでいけば来年度も法定外の繰り入れをやら

ないとまた値上げということになるのではなかろうかと思います。町長はそこまで見込んで今度提案

されているのかどうか、ちょっとお尋ねをしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長岩尾昭德君。 

○福祉部長（岩尾昭德君） 質疑にお答えいたします。 

 本年度の予算編成につきましては、これまでご説明申し上げましたように保険税の税率改正の見直

しと、それから法定外の繰り入れということで、今後の保険財政運営の安定継続に努めたいというふ

うに考えているところでございますけれども、保険制度からしますと法の範囲内で財源措置すること

が本来基本的なことでありますけれども、被保険者の様々な状況から国保、それから社会保険等の保

険者間の異同、そういった状況を見ますと、国保加入以外の方も社会保険の離脱、加入なども多いと

いうことで、保険制度全体を考えましたときに総合補助的な社会保障としての保険制度の維持という

面から、やはりこういった面の厳しい状況ございますので今回繰り入れをお願いするところでござい

ますけれども、今後はそういった面でやはり極力医療費の抑制に向けて保険事業、それから食育活動
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の総合的な取り組みをさらに進めながら、医療費の抑制を図りながら国保の運営状況を段階的に改善

を図っていきたいというふうに思っております。状況によっては、他の対策も考えながら国保財政の

安定運営に今後努めたいというふうに考えているところです。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第２３号及び議案第２４号の２件を一括して議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第２５号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第２６号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第２７号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第２８号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 

     日程第２ 委員会付託 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第２ 委員会付託を行います。会議規則第３９条第１項の規定により、

議案第１３号から議案第２８号までをお手元に配付しました議案委員会付託表（案）のとおり所管の

委員会に付託します。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日は、これで散会します。 

午後２時３０分 散会 
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一  般  質  問 

 

８番 月 尾 純一朗 君     ｐ110～ｐ122 

 

     １．九州新幹線全線開通に伴うまちづくり戦略は 

(1)九州新幹線の全線開通をチャンスととらえ、大津町の新たな、まちづくりの考えは

あるか。 

(2)多くの観光客を九州から、全国から呼び込む考えはあるか。 

      

２．大津町森林施業計画を問う 

(1)国際森林年の本年、森林の持続可能な管理、保全および開発を進め、森林、林業の

再生、発展に向けた取り組みを問う。 

(2)緑の雇用としての、人材の確保・育成の考えはないか。 

(3)公共建築物や進出する企業等への大津町の木材を利用推進する考えはないか。 

      

３．更なる循環型社会の実現とは 

(1)大津町の資源ゴミ、生ゴミ、プラスチックゴミの回収の実態を問う。 

(2)大人への環境教育の必要性を問う。 

(3)環境保全課の人員体制を問う。 

 

１２番 永 田 和 彦 君     ｐ122～ｐ133 

 

     １．施政方針と振興総合計画について 

(1)農業を取り巻く環境が、高齢化、農家戸数の減少、耕作放棄地の増大など生産力の

弱体化が進み年々厳しさを増し、更にＴＰＰ問題も加わり農業改革は不可欠な状況

となった。 

 平成２５年度完了予定の迫井手地区圃場整備事業や今後の基盤整備は、ＴＰＰ問

題を機に全国農業協同組合中央会（ＪＡ全中）が発表した水田経営の大規模化を柱

にした国内農業の体質強化策と同調しているのか。 

 既成概念農業に大きな方向転換が求められる時代である。 

 

     ２．グローバルな視点での人権とは 

(1)人権のまちづくり、男女共同参画都市宣言など理想社会の実現を定義付けることは

重要であるが、そこに潜む危険性の存在を認識し同時理解を求めつつ進行させない

と大変な事態を招くことになりかねない。 
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 純真な理解だけで世界各国の人々と接するにはあまりにも危険であり、衝撃的で

記憶にいまだ新しい日本人留学生射殺事件や様々な無差別犯罪などの現実を忘れて

はならない。 

 

９番 坂 本 典 光 君     ｐ133～ｐ141 

 

     １．臨時財政対策債 

(1)町の基準財政収入額よりも需要額の方が大きいとき、その差額を交付税として国は

町に支給する。 

 国は、お金が足りないので、一部は町が臨時財政対策債として借金することにな

る。 

 国は、何年かに分けて町に支給するとしている。しかし、毎年、対策債を発行す

ると残高は雪だるま式に増える。 

①２３年度発行する分は何年にわたって支払われるのか？ 

②２２年度末の残高はいくらか？ 

③現在の国の財政事情から見て、本当に支給されると思うか。 

 

     ２．人口問題を問う 

(1)大津町振興総合計画によれば、町の人口は平成３０年に３３,２１０人となると予想

されている。 

 美咲野団地や子育てにやさしい町づくりが寄与していると思われる。もう、人口

が減少しだしたら既存の公共施設は余ることになる。今までの借金は少ない人口で

払うことになる。 

 将来的に、人口を増やす施策が必要ではないか。 

 

     ３．学校問題を問う 

(1)大津東小学校や大津南小学校の生徒数は減少している。対策としては、 

①農振地域を一部解除でも、家を建てられるようにして人口増、児童増をはかる。 

②大津小、室小などに集約するなどが考えられるが、町長、教育委員会は、どのよ

うに考えているか。 

 

１５番 荒 木 俊 彦 君     ｐ141～ｐ149 

 

     １．ねんりんピックとカライモのブランド拡大 

(1)全国から来町されるねんりんピックの機会は、町の特産品ＰＲに力を入れるチャン
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スではないか。例えば、カライモを参加者へのお土産、宅配希望者に送料サービス、

また、カライモの箱のデザインの工夫、生産者へ箱代を援助するなど考えて、ブラ

ンド力アップを。 

 

     ２．保育料の引き下げを 

(1)熊本市、合志市より非常に高い、特に中低所得家庭に高い保育料の引き下げが必要。 

 

     ３．地域集会所補助低すぎる 

(1)地域間格差を埋めるために、自治集会所の整備は、町全体の責任として援助を増や

す必要があると考えられる。 

 

７番 新 開 則 明 君     ｐ149～ｐ160 

 

     １．肥後大津駅前広場・南口駅舎の整備を問う 

(1)駅前広場および南口駅舎の整備により、どのように町をアピールし、来客をいかに

して呼び込めるか伺う。 

(2)点灯式ワンタッチパネルによる駅からの交通アクセス・町の観光スポット宿泊施設

等が一目で分かる掲示板が必要ではないか伺う。 

(3)町には、地域通貨「水・水」が発行されているが、大津町のおいしい水を提供する、

親しみのある水飲み場の設置は考えられないか伺う。 

 

     ２．文化財の管理と保存を問う 

(1)町には石造物、木造数が数多く点在しているが、町指定でない文化財の管理と保存

の現状を伺う。 

(2)これからも有形・無形の文化財保護として、町指定・県指定・国指定となるにはど

のような規定と課題があるのか伺う。 

(3)歴史・文化伝承館が開設されるが、町民に理解しやすい文化財の展示法と取替展示

の周期があるのか伺う。 

 

     ３．ごみの資源化を問う 

(1)容器リサイクル法にあるプラスチックとほとんどのプラスチック製品を資源として

収集するとあるが、各家庭にも徹底した指導と協力を呼びかける必要があるのでは

ないか伺う。 

(2)現在、町における資源ごみ回収の実績高はどうなっているか伺う。 

(3)資源物を不法に収集されているのを見かけるが、不法収集されにくくする方法は考
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えられるのか伺う。 

 

１番 金 田 俊 二 君     ｐ165～ｐ175 

 

     １．町長施政方針と振興総合計画後期基本計画について 

(1)施政方針で「今後の将来のビジョンの中で『今後やるべきこと』をしっかりと見極

め・・・。」とあり、「振興総合計画に沿って、事業の優先順位をつけながら・・・。」

とあるが、現段階で何を優先的にどのように実現したいのか。 

 

     ２．緊急雇用創出事業・ふるさと雇用再生特例交付金事業の成果と今後の施策について 

(1)２年を経過し、その成果をどのように把握しているか。 

(2)３年間の期限付き交付金事業であるが、国の動向として継続される可能性はあるの

か。 

(3)ふるさと雇用の場合、交付の条件として３年経過後も引き続き雇用することとなっ

ていたが、企業・法人以外の団体の場合、引き続きの雇用が困難なケースが考えら

れると思うが、町として支援する考えはあるのか。 

 

     ３．障がい者の社会参加・就労支援の現状と取り組みについて 

(1)予算上でも、訓練等給付や社会参加促進事業などで対応されているが、具体的に社

会参加や就労の実績はどのように上がっているのか。 

(2)障がいに応じたキメ細かな対応、あるいは就労支援を行っている学校・施設・ＮＰ

Ｏ法人との連携はどのようになされているのか。 

(3)企業に対する啓発・ＰＲなど、どのように行っているのか。 

 

１１番 手 嶋 靖  君     ｐ175～ｐ184 

 

     １．耐震の予防と防災対策について 

(1)公的施設と耐震対策の現状を踏まえて、今後、どのように対処されるのか。 

(2)私的、老朽住宅、耐震の現状を見て行政指導を取り組まれるのか。 

(3)道の駅の防災拠点化体制の構築が進められていると聞くが、自治体としてどのよう

な連携のもとに防災体制を充実されるのか。 

 

     ２．県営迫井手地区圃場整備事業実施において非農用地（農地改善地）の今後の処理に

ついて 

(1)企業誘致に伴う、土地利用条件及び売却条件について。 
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(2)給排水の適正条件（特に排水について） 

(3)隣接地との合意は可能なのか。 

 

     ３．旧若草学園跡地（遊休地）の運動公園化について 

(1)引水区は、住宅増に伴い町民の健康増進及び親と子の地域コミュニケーションの場

として、拠点整備、活用を図ることが肝要と思われる。 

(2)自然災害時の緊急避難場所として、多面的機能活用が不可欠と思われる。 

 

２番 府 内  博 君     ｐ184～ｐ189 

 

     １．農業委員の役員選任について問う 

(1)現在、農業委員に１人の女性の役員さんが頑張っておられる。大津町は男女共同参

画宣言都市にふさわしく、あらゆる分野で男女が対等なパートナーとして、参画で

きる町づくりを目指すということで、学識経験者や団体推薦からの女性の役員を登

用する考えはないか問う。 

 

     ２．地下水保全について問う 

(1)熊本県は水の都、緑と清らかな地下水に恵まれた、自然豊かな森の都として、大き

く成長してきた。大津町も地下水湧水に恵まれた町で毎日の生活や産業活動、農業

生産などを支える重要な資源でもあります。上水道をはじめとして、工業や農業な

どに地下水が利用されて恩恵を受けている。 

 しかし、地下資源にも限界があり、守り続けていくためにも、地下水保全条例だっ

たり、地下水採取届出などの義務づける制度の考えはないか問う。 

 

５番 鈴 木 ムツヨ さん     ｐ189～ｐ198 

 

     １．大津町振興総合計画について 

(1)前期５年間の計画は、どのような検証であったのか。 

 

     ２．消防団員減少について 

(1)機能別消防団員制度への取り組みを。 

 

     ３．ウェブ図書館導入の取り組みについて 

(1)多忙な住民のために、インターネットを介して、いつでも貸し出し、返却が出来る

取り組みを。 
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議 事 日 程（第３号） 平成２３年３月２２日（火） 午前１０時 開議 

 

日程第１ 一般質問 

 

               午前１０時００分 開議 

○議 長（大田黒英生君） おはようございます。これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は議席に配付のとおりです。 

 今回の一般質問者は９名ですので、本日が１番から５番まで、明日の２３日が６番から９番の順で

行います。 

 

日程第１ 一般質問 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第１ 一般質問を行います。 

 順番に発言を許します。 

 月尾純一朗君。 

○８番（月尾純一朗君） おはようございます。公明党の月尾純一朗が一般質問をさせていただきます。 

 まずはじめに、今回の東日本大震災でお亡くなりになられました皆さんのご冥福をお祈り申し上げ

ますとともに、被災され厳しい避難所での生活を強いられている皆様に対して心からお見舞い申し上

げます。 

 厳しい寒さの中、燃料の灯油もガソリンもなく、食料も物資も届かない避難所や集落があると聞い

ております。被災された皆さんのつらさはいかばかりかと思うと涙がにじんでまいります。 

 今こそ政府は、一人の命を大切にし、一刻も早い緊急支援、一日も早い復興へとスピードある的確

な対応をしていただきたいと思っております。 

 抽象論ではなく、常に現場から出発し、どこまでも一人のために行動する。これは私の一貫した政

治姿勢であります。作家の童門冬二氏は、政治家にとって最も大事な要件として、論語の中の「恕の

精神」をあげています。「恕」というのは如き心と書きますが、自分の心の如く人の心を推し量るとい

う意味であり、人の痛み、苦しみを我がことのように感じ、その苦しみを消し去るために力を尽くす

人こそが真の政治家であるといっています。 

 大津町の桜は、つぼみが真っ赤に色づき始め、開花の時を待っています。東北の桜はいつ咲くので

しょうか。 

 本日は、１、九州新幹線全線開通に伴うまちづくり戦略は。 

 ２、大津町森林施業計画を問う。 

 ３、更なる循環型社会の実現とはの３項目について町長の施政方針に基づきお尋ねいたします。 

 まず、第１番目、九州新幹線全線開通に伴うまちづくり戦略についてお尋ねいたします。 

 東日本の大震災により、すべての開通に伴うイベントは中止となりましたが、九州新幹線は３月１
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２日全線開通しました。福岡、鹿児島はもとより関西だって日帰り可能な圏内となってきました。町

長は施政方針の中で、このチャンスをどう生かしていくのかが今後のまちづくりを進めていく上で重

要であると認識しています、としています。どう生かしていくのかお示しいただきたいと思います。 

 町長は、肥後大津駅の南口の建設、阿蘇トロッコ列車との連結等をあげておられます。それはそれ

でいいでしょう、一定の成果はあるかもしれません。しかし、はたしてチャンスとして生かしたと言

えるだけの結果が得られるのか。また、おもてなしの心で人を呼び込むとしておられます。どういう

ことなのか詳しく教えていただきたいと思います。 

 さて、私はこのときが来ることを信じて、これまでさまざまな提案をしてまいりました。それは、

このときにチャンスとして生かしていける、そう信じているからであります。私は、全県的にあるい

は、全国的に大津町をアピールしていける斬新的な強烈的な取り組みをしていかないとチャンスを生

かすことはできないと思っております。 

 本日は、その中から３点取り上げて新幹線全線開通に伴うチャンスとしていく考えがあるか町長に

お尋ねいたします。 

 １点目は、日本一の桜の名所づくりであります。今、大津町は県内では有数の桜の名所とまではい

かなくても、徐々にではありますが知られるようになってきました。特に、本田技研南通りの桜のト

ンネルは圧巻です。晴れわたったスカイブルーに薄紅色の山桜の花びらが見事にはえて、見にこられ

た多くの人々が口々に賛嘆して帰られます。 

 また、三吉原北出口線や中核工業団地前も立派な桜の名所です。昭和園や日吉神社や大松山もあり

ます。大津町は加藤清正の時代から桜の多い所だった。それは、桜の馬場とか桜山という地名からも

うかがい知れるところです。 

 私は、大津町を日本一の桜の名所にしていく要素は十分にあると思っています。例えば、３２５号

線から、あるいは空港の入り口から、三吉原線、中核工業団地を通って二重峠まで桜の並木が実現し

たら、これは日本一の桜の名所になるのではないでしょうか。将来は、桜並木の中を全国から集まっ

た多くの人が走り抜ける桜々マラソンだって実現するかもしれません。そういう何かがないと、全国

から人を集めることはできないのではないでしょうか。 

 私も年を重ねて生活にゆとりが出てきたら、新幹線で全国の桜の名所を見に行きたいと思っており

ます。 

 ２点目は、これも過去の一般質問でお聞きしていますが、スポーツの森に県営野球場の誘致であり

ます。現在、県営の野球場が移転を計画していると聞いています。大津町が適地であるとの多くの声

を聞きます。地理的に恵まれ交通の要衝である、しかもＪＲ豊肥本線の線上にあります。スポーツの

森駅の設置と同時に野球場の誘致は考えられないでしょうか。野球とサッカーは、昔から少年たちの

夢であります。その２大スポーツの拠点を同時に備えている町なんてそんなにあるものではありませ

ん。しかも両方とも県内トップレベルの施設となるわけです。大津町に野球場が実現すれば、高校野

球をはじめ本田技研等の社会人野球、プロ野球も来るはずです。全国に大津町の名が知られるように

なります。県内はもとより、新幹線を利用して全九州、全国から多くの人に来てもらうことができま
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す。また、野球がないときはいろいろな集会やイベントに提供することもできます。大津町の集客と

税収アップに大きくつながると思います。 

 ３点目は、私が繰り返し提案しているグリーンツーリズムによる集客です。グリーンツーリズムと

は、農村や漁村での長期滞在型休暇のことで、自然派志向の都市住民が農家などにホームステイして

農作業を体験したり、その地域の歴史や文化や自然に親しむ余暇活動を言います。 

 私は、これに子どもたちへの修学旅行向けの仕組みを考えてもいいのではないかと思っています。 

 大津町には、どこにも負けない交通の便があります。新幹線開通で関西からも３、４時間でこられ

ます。そして、豊かな自然があります。矢護山や陽の原キャンプ場、環境の森があります。輝く水と

緑があります。世界のホンダや太陽光発電のホンダソルテックなどの企業があり、スポーツの森の立

派なサッカー場があり、ビジネスホテルや旅館、民宿などの宿泊施設があり、上井手や江藤屋敷、梅

の造花などの歴史と文化があり、またツツジや桜もあり、からいもフェスティバルなどのイベントも

あります。いろいろとあげていきましたが、修学旅行型グリーンツーリズムを考えていく上で、容易

に企画が組める要素を持っていると思いますがいかがでしょうか。 

 前回質問したときに、矢護川の農家でもそのような取り組みを検討しているというお話もありまし

たし、町も検討していくとの答弁をいただいております。その後、どのような検討をなされたのかお

尋ねいたします。 

 以上３点、私が考えた新幹線全線開通に伴う、これをチャンスととらえた取り組みをあげて質問い

たしました。家入町長のお考えをお尋ねいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） おはようございます。 

 答弁する前に、今回の東日本一帯で発生しました地震及び大津波、そしてまた福島原発の事故によ

ります被災地の皆さんに対しまして、深くお見舞を申し上げますとともに一日も早い災害復旧と復興

を望んでいるところでございます。また、日中問わず復興支援にあたられている関係者の皆さんのご

苦労やご尽力に対しまして、深く敬意を表するところでもあります。大津町議会をはじめ多くの住民

の方々から災害義援金及び支援物資をいただき感謝を申し上げ、今後とも元気な日本への復興へのご

理解とご協力をお願い申し上げます。 

 月尾議員の一般質問でございます。議員おっしゃるとおり、本当に大津町にはすばらしいものがあ

ります。今、議員おっしゃるとおり、すべてのものが大津町の宝であり、今後についてもそれを生か

していかなくちゃならないというふうに思っておるところでございますけれども、過去いろんな形で

大津町の参勤交代の宿場町として栄えてまいりまして、そして、熊本県東部での経済、文化の中心と

して栄えてき、その後、本田技研工場をはじめとする各企業の進出で企業の宿場町として現在栄えて

おるところでもあります。 

 それは、大津町の発展に寄与できるものとしては、もちろんこの恵まれた地域を生かされた先人た

ちの知恵と、そして汗によって今日がなされますとともに、大津の地域的にはＪＲ肥後大津駅をはじ

め、あるいは阿蘇熊本空港、あるいは高速道路の熊本インターチェンジが近く、また町中に国道５７



 113

号や３２５号が走っております。そのように交通アクセスの有利性が生かされた産業の町として、あ

るいは企業や商業や農業、畜産などの農・工・商のバランスの良い発展をしてまいってきております。

新幹線が走りまして、議員が言われるように３時間以内に熊本へやってこられ、また阿蘇熊本空港の

玄関口としての位置づけをされておる肥後ＪＲ大津駅でございます。そういう中におきまして、今後

の新たな戦略に対し、挑戦をしていくチャンスというふうに思っております。 

 そういう意味におきまして、今日においては議員がおっしゃるように南駅広場の問題や南駅舎関連

等の事業を進めさせていただいております。 

 また、阿蘇トロッコ列車や、今後についてもビジネスホテルのレンタカーの活用関連等で大津町発、

大津に帰ってくるそういうようなシステムを願っているところでもあります。ご質問の中にあります

ように、我々今振興計画に基づいて進めておる事業がまち交事業関連等で、それなりの財政的な負担

を強いられながら次世代の皆さんに喜んでいただけるような振興計画でやらせていただいているとい

うような状況でございますので、そういう意味におきまして駅南、あるいは交流センター、あるいは

防災公園関連等の事業をさせていただいております。そういう意味におきまして、議員が言われる桜

の名所、これにつきましては、もうおっしゃるとおりすばらしい本田の南をはじめ多くの所に桜の名

所となるべきすばらしい景観があるのは確かでございます。しかし、大津町は歴史的にツツジの町と

いうような形で今、ツツジの花が咲こうとしておりますけれども、このツツジの町をどう生かすかと

いうことで、まちづくり交付金事業の後期の事業にも取り入れていかなくてはなりませんけれども、

昭和園、あるいは大松山、日吉神社をつなぐツツジの公園関係とともに、大津町の歴史・文化が残る

神社仏閣が上井手沿いに残っておりますので、今はそちらのほうを整備をさせていただいております。

もちろん、桜については、新たに桜祭りをするというようなことは、今後の検討事項におきたいと、

もちろんやらなくちゃならないということで、一部本田のほうからすばらしい桜並木でありますので、

祭りはいかがかなというような問い合わせがありまして、今、祭りをやっておりますので、今回につ

きましても警察とご相談しながら歩行者天国だけと、本田の駐車場をお借りし、それをを用意すると

いうぐらいに、今させていただいております、本年につきましては。 

 今後、大津町のＪＲ駅あるいは多くの町外の皆さんがお見えになられたときには、それぞれのイベ

ントをすることによって、大津町に滞在され、そして観光の源になるというふうに思っておりますの

で、それぞれの整備については、今後検討をしていかなくちゃならない、あるいはイベントをやって

いかなくては客を呼び込むことはできないというふうに思っております。そういう意味におきまして、

現在の整備を済んだ後に、いろいろと考えていかなくてはならない祭りのイベントではないかなとい

うふうに思っております。 

 もう一つの野球場の建設でございますけれども、そういう話を聞いて藤崎台球場の使用の問題が非

常にあるということで移転というような話も聞いております。そういう中で、本田技研の野球部の皆

さんとも相談しましたところ、できれば社会人野球をはじめとする高校野球の大会が開かれ、あるい

はプロのキャンプもあるんじゃないかなというような話で、１年間空けることなく活用できるという

ような話をされております。そういう意味におきまして、県のほうにも検討情報をお伺いし、そして
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費用についてどれぐらいかかるだろうかというような形も検討させていただいております。それなり

の費用がかかるわけでございますし、議員おっしゃるように運動公園の近くに駅ができるのが確かに

一番いいわけでございますし、今の段階では利用客の皆さんが少ないということでＪＲも心配されて

おりますけれども、今後そういうスポーツの全体ができれば、駅の建設も可能になってくるんじゃな

いかなと思います。そういう意味におきまして、野球場をはじめあるいはサッカー場、あのスポーツ

の森が整備されることは本当にすばらしい会場になるというふうに思っております。現在でもスポー

ツの森におきましては、九州大会、あるいは西日本大会というそれぞれのスポーツ関係者、大津町の

スポーツ関係者の皆さんによりまして、開催がされております。先日もバスケット大会があっており

ますし、大津町の商店街には宿泊されるお客の方々があられて、二、三の店が貸し切りでにぎわって

おると聞いております。まさしくそういうスポーツにおける観光、あるいはスポーツにおける産業お

こしにつながってくるものと確信はしておりますけれども、先ほど申したように、これもまたそれな

りの金がかかりますので、東側の土地につくれれば本当にすばらしいものになるんじゃないかなと思

いますので、検討はさせていただいておりますけれども、補助事業絡みの関係もございますので、そ

ちらのほうについても十分検討を進めていかなくちゃならないんじゃないかなというふうに思ってお

ります。また、議員おっしゃるように、修学旅行関係の農家の宿泊関係等につきましてでございます

けれども、本当に大津町の自然、そして郷土料理のおいしさ、そういうものが生かされる中で、子ど

もたちが大津に来てよかったなと言われるような、そういう修学旅行も組めるような場所でもあるわ

けであります、大津町については。そういう意味におきまして、やはり大津町においては、矢護山の

自然、紅葉の時期もありますし、それから南のほうの俵山をする岩戸の里周辺も、そして江藤家やあ

るいは白川関連の開発を進めると、本当に大津町において修学旅行の可能な地域であるし、企業もあ

るし、そういう形の学習コースもしっかりと取れるものというふうには思っております。そういう意

味におきまして、まずは農家の皆さんの郷土料理関連等についてのＰＲをしっかりやりたいというよ

うな思いで、今回町中に交流センターをつくらせていただいております。その中で郷土料理をおこす

ために老人会の皆さん、あるいは商工会の婦人部の皆さん、あるいは農協の婦人部、あるいは食育関

係それぞれの方々にその施設をうまく利用しながら、そしてそこで大津町の郷土料理のうまさをＰＲ

をしていければなと、ともに、そこには若者や高齢者がそこで茶話会のできるようなすばらしい施設

になっていければなという思いで、今回交流センターをつくらせていただいておるというようなこと

でございます。 

 将来に向かって議員のおっしゃるそういう宝物をしっかりと今後生かしていけるようにするために、

今１段階で地域の周辺、大津の顔、大津町の中央街の周辺整備をしっかりとやりながら、お客様が降

りてこられて、本当にすばらしい町であるというようなコンパクトな都市づくり、まちづくりを今やっ

ておりますので、議員おっしゃるように今後その施設が無駄にならないようにイベント関連等につい

ては、関係団体ともしっかりとご協力しながらやらせていただきたいというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 月尾純一朗君。 

○８番（月尾純一朗君） 新幹線が運んでくるのは、人ばかりではないわけです。新幹線は夢を運んで
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きます。町長をはじめ皆さんが胸に「夢」のバッジを付けていらっしゃいますが、そういう意味だろ

うと思いますけれども、せっかく付けていらっしゃるわけですので、町民にも、また来られる方にも

夢を与えて、夢を土産として持って帰れるような、そういう仕組みをですね、考えていただきたいな

と思います。 

 次の質問に移ります。大津町森林施業計画を問うであります。今年は、国連が定めた国際森林年で

す。国際森林年については、国連総会議決で現在と将来の世代の利益となるようにすべての種類の森

林の持続可能な管理、保全及び持続可能な開発を強化するため、あらゆるレベルでの啓発に焦点を絞っ

た協調的取り組みを行うべきであると定めております。森林・林業・木材産業の再生発展に向けた取

り組みを推進するためのまたとないチャンスと言われております。 

 日本の森林面積は、国土面積の３分の２を占めており、先進国の中ではフィンランドに次ぐ規模で

世界でも有数の森林国です。しかし、この豊かな森林を活用する日本の林業は、長期的な停滞傾向に

あったと思います。平成２１年度の森林林業白書によりますと、１９５０年代には９０％を超えてい

た木材自給率も１９６４年の木材の輸入全面自由化によりわずか５年で外材の供給量が国産材を上回っ

てしまいました。その後、自給率は低下し続け、ついに２０００年には過去最低の１８.２％を記録い

たしました。自給率の低下とともに林業就業者の減少と高齢化も急速に進んでいます。１９６５年に

は２６万人の就業者も、２００５年には約４万６千人に減少しています。しかし、長期間不振が続い

てきた林業にも変化の兆しが見えてきたと言われています。一つは、世界の森林減少が続く中で日本

の森林資源が充実してきたという点です。戦後植林した人工林資源が利用可能な段階に入ってきてい

ます。人工林面積の３５％が木材に利用可能で、１０年後には６割に届く見込みとなっています。ま

た、一つは世界的な木材需要の増加、森林ナショナリズムの高まりなどを背景として、外材の日本へ

の供給量が軒並み減少傾向であり、環境問題という点からも国産材への期待が高まっているというこ

とです。更には住宅メーカーや合板業界が国際材へとシフトしていることもあげられています。こう

いう国産材に対する期待が高まる中、政府は国際森林年の本年を森林・林業再生プラン元年と位置づ

け１０年後木材自給率５０％以上を目指して多方面にわたる施策の推進を計画しています。 

 さて、大津町は、面積の５０％以上が森林だと思いますが、国際森林年の本年、どのような森林施

業計画のもとに持続可能な管理保全及び森林林業の再生発展に向けた取り組みをしていこうとしてい

るのか伺います。 

 次に、今、多くの若者が働く場がなく、人生設計も含めて、今後の生活に大きな不安を抱えて暮ら

しています。広大な森林を生かした雇用の場を町としてつくっていく考えはないかお尋ねいたします。

次に、今回大津小学校の分離校に大量のスギ・ヒノキ材が使われます。大変すばらしいことだと思い

ます。何がすばらしいか。木の持つぬくもり・やさしさ・やわらかさ・かおり、これらは子どもたち

に無言の愛情となって広がり、教育的にいろいろな効果を醸し出していくと思います。 

 私は、先日翔陽高校の卒業式に参加しました。そこで、久しぶりに「蛍の光」を歌いました。「蛍の

光窓の雪、書（ふみ）読む月日重ねつつ、何時しか年もすぎの戸を、開けてぞ今朝は別れ行く」昔か

ら、学舎は杉の戸であり杉の壁だったわけです。いつの間にか多くの学校で冷たい感じのコンクリー
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ト造りになってしまったことが残念です。今後も公共施設、あるいは大津町に進出する企業等に積極

的に町のスギ、ヒノキを使っていく、あるいは使っていただく、そういう考えはあるかお尋ねいたし

ます。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 大津町での森林活用についてのご質問でございますけれども、議員おっしゃ

るように本当に海外から外材が入ってこない、あるいは今後について東南アジア関連等につく状況を

見ますと、これからの木材利用というのは、どんどんと増加してくるんじゃないかなというふうに思っ

ております。 

 そういう中におきまして、議員おっしゃるように大津町の地域における森林についても人工林が戦

後植えた先輩たちの力によって今活用できるような段階にきております。昔は大変林業経営が成り立っ

ておりましたけれども、その後なかなか厳しい経営を強いられて、林業から心が離れておるというよ

うな状況、そしてともに外材で活用する中におきまして、国も山の整備関連等についてはなかなか事

業推進がされていなかったというふうに思っておりますけれども、ここ何年か農業とともに同じよう

に林業政策が見直されておるというふうに思っております。そういう意味におきましての、国におい

て平成２１年１２月に、林業経営の森林・林業再生プランというものを策定しておられます。そうい

う中におきまして、森林の施業の集約化というような形で今言ったような整備関係がされ、人材育成

関係等についても補助が今歩き出しておるというような状況でありますので、大津町においてもその

ような国の補助の関連にのっとりまして、森林組合関連とも十分連携をとって大津町の森林に認証を

取りまして、その認証を取得した上でそれぞれの補助事業の対象になるというふうに聞いております。

そういうような認証木材の生産を今後しっかりと利用しながら、そして大津町のヒノキ、このブラン

ドを実際すばらしい小国杉に負けないような、すばらしい大津町の杉でありますので、ヒノキでもあ

りますので、これをやはり宝物を地域住民の皆さん、あるいは企業の皆さんで大津町に住んでいただ

ける方の活用を考えていかなくちゃならないというふうにも今、検討をさせていただいておるところ

でもあります。もちろん、製材とかそういうものについて金がかかるというような話も聞いておりま

すけれども、間伐関連等で利用もできるんじゃないかなという思いもしておりますし、いろんな検討

を今させていただいております。ひいてはこの宝物が中国関連等に大きく販売できればすばらしい収

入になるんじゃないかなというふうに思います。まずは、地元のほうで活用できるような方向を今検

討させていただいておるところであります。雇用とかいろんな形については、今やっておることにつ

いて、担当部長のほうからご説明をさせます。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） おはようございます。月尾議員の質問の中で現状を申し上げます。 

 まず、平成２２年１１月に林業森林の再生プラン推進本部が設置されております。その検討委員会

の中で最終とりまとめが発表されておりますので、その一部を説明いたします。 

 まず、森林林業再生プランでございますが、木材などの森林資源を最大限に活用することを通して、

雇用の拡大にも貢献すると、また我が国の社会構造を２１世紀にふさわしく環境に負荷の少ない持続



 117

的なものに転換していくものでございます。その中で、我が国が国全体の成長をさせる分野として大

いに期待されておりますが、その具体的な内容が６項目あります。まず、１、国の森林林業計画基本

計画の林業施業計画制度を見直して行う。２番目、すべての森林所有者に対する責務の明確化など仕

組みを整備する。３番目、施業集約化、林道・作業道の整備、機械化の推進など、その条件の整備を

行うなど。それから、４番目でございますが、持続的な森林経営を行う森林組合、林業事業主体を育

成する。それから、５番目でございます。木材自給率５０％を達成するために、国産木材の利用の拡

大を図る。それから最後の６番目でございますが、指導者となる現場の技術者、それから技能者の育

成などです。 

 最初の質問でございますけれども、林業の再生、あるいは発展に向けた取り組みについて、森林の

再生プランの明確化される町の役割に基づき、その森林整備計画を見直すとともに施業の集約化、作

業道の整備、高生産性林業機械の導入、人材の育成に取り組んでまいりたいというふうなことをうたっ

ております。昨年９月に、真木の牧野組合でございますけれども、所有地１７０ヘクタールについて、

森林施業計画を策定しております。造林関係補助金を活用しながら間伐、造林、作業道の整備に着手

されております。地域の活性化も視野に入れて山林原野の再生に頑張っておられるところでございま

す。今後さらにこのような取り組みが町及び森林組合の役割として、明確に位置づけられる予定でご

ざいます。引き続き山林の集約化に取り組んでまいりたいと思っているところです。 

 次に、人材の確保育成についてでございますが、現場での作業の担い手となる技術者、技能者の育

成が行われることになります。また、間伐や作業道の整備が最重点に行われることにより、林業関係

だけでなく土木事業、運送業、加工・流通業などの雇用にもつながるものと思います。 

 大津町の現状についてでございますが、町内の認定農業者は、２事業所になっております。林業の

担い手となる事業主体でございますので、平成２１年度に国・県の補助事業を活用して高性能林業機

械の導入を助成しておるところです。平成２３年度にも導入の予算をお願いしておるところです。ま

た、ふるさと雇用再生特別資金事業でございますが、町内のＮＰＯ法人に里山保全事業を委託してお

ります。作業員二人の方の人件費を支出して里山保全事業の人材育成を行っているところでございま

す。 

 それから、大津町の木材の利用推進についてでございますが、昨年の１０月に公共建築物等におけ

る木材の利用の促進に関する法律が施行されております。国または地方公共団体が整備するすべての

建築物及び民間事業者等が整備する公益的施設について、可能な限り低層建築物の木造化、高層建築

物は内装の木質化を促進することになっております。大津町では、先ほど大津小学校のことが出まし

たけれども、分離校の建設や交流センター等にも町有林の木材を使用する方針を決めております。す

でに天然乾燥により小学校建設用の木材を準備しております。今後も町の公共施設、あるいはできる

限り町の木材を使用したいというふうに考えておるところでございます。大津町に家を建てる人や、

企業も大津町の木材を使用していただきたいと思います。そのためには、質の良い木材の安定供給が

不可欠となりますので、これも先ほど出ました森林認証を取得する計画でございます。既に森林組合

が市場製材工場段階の流通の認証を取得しておりますので、森林認証取得後に大津町の認証木材とし
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て流通することになります。自信を持って大津町産の木材を使ってくださいと言えるようになるので

はないかと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 月尾純一朗君。 

○８番（月尾純一朗君） １点だけお尋ねしたいと思います。今回の大震災で東北地方のほうで、また

関東地方のほうで、学校が壊れた所がたくさんあります。私たちは大津小学校の分離校の問題で、学

校の視察に東北地方に何回か行かせていただいたことを覚えております。その学校が仙台ございます

ので、どうなっているのかというのは、まだ確認はできておりませんけれども、たくさんの学校が壊

れたことはニュース等で知っているわけでございますが、先ほどから出ています大津小学校の分離校

に大津町の木材を使う、大体３千万円ぐらいだと思いますけれども、こういう大津町の木材を東北の

ほうで学校を新築したいという話があったときに提供する考えがあるかどうか、３千万円ですので、

例えば３校分おくっても１億円です。そういうことが大津町として考えていかれるかどうかお尋ねし

たいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 大津の木材の活用でございますけれども、それについてはまた県や国とも何

らかの補助事業をいただかないと、我々もいきなり出すということになるといかがなものかというふ

うに思っておりますので、その辺は国・県との十分な連携をとりながら、大津の木材活用については

しっかりとＰＲをさせていただきたいというふうには思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 月尾純一朗君。 

○８番（月尾純一朗君） 同じ日本の国土から生まれたスギ・ヒノキでございますので、国民として（つ

かい）あっていけたらなと思っております。 

 ３問目の質問に移ります。更なる循環型社会の実現について質問いたします。循環型社会形成推進

基本法によれば、循環型社会とは製品等が廃棄物となることが抑制され、並びに製品等が循環資源と

なった場合においては、これについて適正に循環的な事業が行われることが促進され及び循環的な利

用が行われない循環資源については、適正な処分が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境

への負荷ができる限り低減される社会をいうとあります。何かわかったような、わからんような文章

ですけれども、要するに天然資源を無駄遣いせずに再生利用できるものは徹底的に再利用をしなさい

という意味だと思います。環境への負荷を減らすため、自然界から採取する資源をできるだけ少なく

し、それを有効に使うことによって廃棄されるものを最小限に抑える社会のことであります。従来の

大量生産、大量消費、大量廃棄に替わる今後目指すべき社会像と言われております。 

 さて、そういう観点に立ったときに大津町はごみ回収の実態はどうかについてお尋ねいたします。

大津町はごみカレンダーによって管理されています。曜日ごとに生ごみ、不燃物、資源ごみ、プラス

チック類と振り分けられています。その中で、大津町は循環型社会化が進んでいると言える状況であ

るかどうか。生ゴミが減量の方向へ進んでいるか、資源物がきちんと分別されて、再利用の方向へ進

んでいるかなど、大津町のごみ回収の実態をお示しいただきたいと思います。 

 次に、大人への環境教育についてお尋ねいたします。 
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 環境教育というと幅は広いと思いますが、ここでは循環型社会形成という観点からお尋ねいたしま

す。 

 今、大津南小学校に代表されるように子どもたちへの環境教育は大変進んでいると思います。とこ

ろが、現実に目を向けると町中ごみだらけ、資源ごみの再利用化もあまり進んでいない。森林地帯へ

の不法投棄は後は絶たない。せっかく小学校で環境教育を受けた子どもたちが成年になると、空き缶

を車からほうり投げ、たばこは窓からポイ捨て、コンビニや信号で止まったら、その場に運転席から

灰皿をひっくり返す。さらに、大人になったら今までの大人と同じことを繰り返すという状況であり

ます。結局、生まれた時から骨身というか、血肉にしみ込ませないと身についていかない。それぞれ

の家庭の中で生まれた時から当たり前のように循環型社会づくりを教えていく、そのためにはまず大

人への環境教育が必要となります。 

 熊本市では「エコツアー」なるものを実施しています。年間５００人以上の人が応募しています。

今、その人たちが核になってごみ処理の分別化が進んでいます。大津町で進めていく考えはないかお

尋ねいたします。 

 次に、環境保全課の人員体制についてお尋ねいたします。現在、環境保全課が所管する仕事は多岐

にわたっています。生活ごみに関すること、し尿処理に関すること、犬猫に関すること、河川の汚染

やにおいに関すること、環境の森に関すること、工業用水に関すること、不法投棄に関すること、そ

の他犬猫の死骸処理から蜂の巣の処理など、他の部課では扱わないものがすべて環境保全課へときて

いるというのが実態ではないかと思います。今、環境問題は社会的に大きく取り上げられ、再認識さ

れつつあります。大津町も瀬田裏原野への産業廃棄物の不法投棄事件があり、どこの自治体よりも敏

感でなければならないと思っています。大津町は過去取得していた環境ＩＳＯ１４００１も返上して

います。大津町には多くの企業があります。畜産農家があります。広大な森林があります。河川があ

ります。商店街や飲食業があります。住宅地があります。この大津町にあって広範多岐にわたる環境

問題をすべてやりこなしていける体制にあるかどうかお尋ねいたします。 

 結局、環境、環境と言ってもできるところまでやっていけばいいんだと、それ以上どぎゃんすっか

と、そのような考えはないかお尋ねいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 月尾議員の循環型環境問題に対するごみの取り扱いについてでございますけ

れども、これにつきましては、今回大体大津町のごみについては、燃やすごみが大体８割以上を占め

ておるような状況でございまして、残りが自然ごみというような形で処理させていただいております。

自然ごみ関連等についても、２市２町でつくっております環境保全組合のほうへ持ち込んでいただい

ておりますけれども、これにつきましての金額的にも鉄くずとかいろんなもの合わせますと、現在状

況が状況でございますので、大変高く売れておるということで、全体で１千２００万円以上の金額が

上がっておると聞いておりますが、大津町におきまして一緒になりまして進めておりますけれども、

今回、容器包装リサイクル法が制定されますことによって、プラスチック関連等の分別の収集につい

て、本年の４月からスタートすることになっております。もちろんプラスチックだけではなく、一般
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ごみの事業系のごみにつきまして、紙類につきまして東部清掃工場の焼却場での処分を禁止するとい

うような方向でやっておりますので、自然ごみのほうへ回していただくというような形をとらせてい

ただいておりますので、大津町についてもそのように取り組みをさせていただいております。もちろ

んこの２市２町関連等につきましてもしっかりとごみの再資源化とか、ごみの減量化についてやらせ

ていただいております。その中で大津町についてもここのところ、減量化については住民の皆さんの

ご理解とご協力によりまして、増加の傾向にはなっておりませんし、減少の傾向にあるいうふうに結

果が出てきております。そういう意味におきまして、今後についてもしっかりとごみの減量化につい

ては、どういう形でやっていくかと、今現在やっている我々の町からの補助事業関連がございますの

で、そういうような事業関連等の補助をしっかりとどのようにやっていくかをまた検討しなくてはな

らない。しかし、やっぱり一番大切なのは、今、子ども会関連等で各種団体が一生懸命やっておられ

るその辺の住民のその力によりまして、やれるものを我々としては大津町も「水・水」というボラン

ティアの制度もございますし、あるいは集める中での支援助成というものも、今後しっかりと検討し

ていく必要があるというふうに思っております。その支援事業よりもごみ焼却処分のほうが高くつい

ておるような今の現状でございますので、支援関係をしっかりとりながら減量に努めていくというふ

うに基本的に考えておりますので、住民の皆さんの今後の子ども会をはじめとする、あるいは南小と

か、あるいは商工婦人部とか、あるいは各種団体の方やっておられます、その輪を広めるためにはど

うするかということを今後とも検討しながら住民の力によって減らしていきたい。そういうごみ減量

の認識を広めるためにも、ごみ環境循環型社会についての講習をしっかりとやっていかなくちゃなら

ないというふうに思っております。それにおきまして、親の教育については、そういう意味において

子ども会を通したり、ある老人会、いろんな形の中で今後ともしっかりとご協力をお願いしていくと

いうようなことをとっていきたいというふうに思っております。職員については、議員おっしゃるよ

うに大変あそこは現場のほうでやっていく仕事が多くて、そしてまた公害の関連の苦情関係等も出て

きておりますし、大変がご迷惑を住民の皆さんの窓口での対応もただ十分なサービスができてないか

と思いますけれども、電話の番とかいろんな形については、隣の課の職員がフォローをしておるよう

な状況でございます。あとの人員についても今頑張っていただいておりますけれども、行革がらみの

中で、今後とも検討をしていく方向になるかと思いますけれども、現状のところで頑張っていただけ

ればなというふうに思っております。内容について、また詳しいことについては、担当部長のほうか

らご説明をさせます。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 月尾議員の質問の家庭ごみの回収実績についてご説明申し上げます。平成

２１年度の実績をもとに説明いたします。まず全体の回収量ですが、５千７２６トンで、これは町民

１人当たりに換算しますと１８４キロとなっております。内訳としまして、燃やすごみの回収量が４

千９６６トンで全体の８６.７％となっております。生ごみにつきましては、生ごみとその他の燃やす

ごみを同じ袋で回収しておりまして、回収後はそのまま焼却処分されますので、生ごみだけの回収量

を正確には把握できておりません。一般的に燃やすごみの３割程度が生ごみであると言われておりま
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す。これを計算しますと、ごみ全体の２６％程度が生ごみであると推察されます。 

 次に、資源ごみですけれども、回収量は６１０トンで全体の中の１０.７％となっております。内訳

といたしましては、一番回収量が多いのが空き缶、空き瓶で、次に回収量が多いのが廃プラスチック

類、以下、新聞、折り込みチラシ、布類、段ボール、牛乳パック、ペットボトル、白色トレー、発泡

スチロールの順となっております。 

 次に、不燃、埋め立てごみですけれども、回収量が全体で約１４５トンでごみ全体の２.５％となっ

ており、乾電池と蛍光管の回収量が約５トンで、ごみ全体の０.１％となっております。以上が、平成

２１年度の回収実績ですけれども、燃やすごみが非常に多いというのが現状です。また、ごみの量は

重さで表しますが、先ほど申しましたように燃やすごみの３割程度が水分を含んだ重たい生ごみであ

ることも一因となっております。また、燃やすごみの中には資源物となる紙や布類、プラスチック類

が含まれている場合も見受けられますので、今後は更に分別の啓発を徹底していく必要があると考え

ております。資源物につきましては、ごみ全体の１割程度と少ない状況ですが、これは自治会や子ど

も会など町に登録いただいておる再生資源集団回収団体の皆さんに資源物の集団回収に取り組んでい

ただいていることが大きな理由になります。平成２１年度の実績では、６７団体により５３３トンの

資源物を回収されています。回収された資源物は菊池環境保全組合で処分を行いませんので、組合の

負担金がその分安くなります。平成２１年度では、約１千５００万円程度の負担金が軽減されたこと

になり、リサイクルの推進とあわせて町の負担軽減にも大きく貢献していただいているところです。

以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 月尾純一朗君。 

○８番（月尾純一朗君） 大人への環境教育の件ですけれども、昨年石坂グループと日本製紙が３：７

の割合で熊本新港の所にエコポート九州という会社をつくられました。先日、私は行ってきまして社

長といろいろお話をしてきたんですけれども、現在たくさんの見学客があると、遠くはインドからも

韓国からも、県内では山鹿市議会の委員会等も見に来ていただいていると、この社長が言われるのは、

何しろ見ていただきたいと、しっかりどういうものだということをですね、理解をしていただいて輪

を広げていただきたいということを必死におっしゃっていました。ここは、今まで北九州に持っていっ

たプラスチックごみをここに持ち込みまして再生をしている。例えば、ハンガーをつくったりとか、

そういうものにつくり変えていくという。それから木材チップですね、今ストーブなんかにも使われ

ておりますけれども、そういうものとか機密文書を新聞紙とか再生紙とかにつくり変えていくと、そ

ういうことを中心にやられている会社です。 

 ぜひ、近くでもありますし、こういうものを見ていきたいと、今、町長がお話があったように６０

団体の資源回収大体が大津町にありますけれども、その人たちにまず見ていただきたいなと思います

し、ほかのいろんな教育関係とか環境関係とかの人たちにですね、こういうものを見ていただきたい。

また、小学校の今水俣に行っている研修もですね、こういうところもひとつ研修先に加えていただけ

ればなというふうに思っております。それについてお尋ねいたしたいと思います。 

 それから、人員体制の件ですけれども、大津町は現在３名です。菊陽町は５名です。菊池市は１０
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名です。菊陽町と大津町の面積を比べると約３倍ぐらいはあると思います。また、森林も広くありま

す。真木から二重峠に行く菊池赤水線ですか、これを通りますといたる所に不法投棄のものがありま

す。これは大津町だろうかと本当にもう唖然とするぐらいあります。そういうものを管理していく上

で、本当に３名で電話番ぐらいをしていて、それで済むと思っていらっしゃるのかどうか、この２点

について、もう一度お尋ねしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 親の教育とともに大人の教育ということで、まずは見ることが一番というこ

とで、議員おっしゃるようにエコポート九州関係でもいろいろと研究されておられて、そういう材料

で家庭の暖房機とか、いろんなものをつくっておられますけれども、なかなか金額的にまだまだ高こ

うございまして、しかし議員おっしゃるように、このような形の流れで環境のごみの活用、循環型に

なっておるということは確かに必要だというふうに思います。今、住民の皆さんがしっかりご協力し

ておられますので、そういう団体の方々をまず研修にでも行って見ていただくようなことについて、

今後また検討をさせていただきたいというふうに思っております。 

 職員の問題ございますが、本当によく頑張っておると私も思っておりますけれども、今いっておる

中で言われるように、民間であるいはそれなりの方、例えば団体とかそういう「水・水」もあるし、

あるいはそういう形の方で動いていただく、町としても軽トラを用意しておりますので、自由に使っ

ていただくというようなことも考えておりますので、職員が多くの仕事をもっておる役場職員でござ

いますので、職員だけではやっぱりできていかない、そういう意味においても共同の参加をお願いし

ながら、そして職員でなくても、あるいは民間の人でできるもの、あるいは委託的なことで委託業者

のほうである程度できるものというものをしっかりと今後検討しながら職員の利活用をしっかりと考

えていきたいというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 月尾純一朗君。 

○８番（月尾純一朗君） 終わります。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。１１時２０分より開会いたします。 

午前１１時１０分 休憩 

                    △ 

午前１１時２１分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 通告書に従いまして、一般質問を行います。 

 一般質問に先立ちまして、３月１１日に発生いたしました東北地方の太平洋沖地震により、多くの

方々の尊い命が失われたことに深い哀悼の意をささげます。そしてまた、同時に被災されました皆様

方に心よりお見舞いを申し上げます。そして皆様方の安全と被害が最小にとどめられますこと、そし

て１日も早い復興をご祈念申し上げます。また、福島の原発問題が沈静化していませんので、何とも

言えませんが、日本国内、これは日本は世界とつながっておりますので経済的な打撃、これは相当な
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ものがあると考えております。 

 まず、東北地方は日本のものづくりの重要な拠点であったということであります。ここが打撃を受

けたことによりまして、日本の主要な大企業の工場の操業が止まっております。例えば、我が町の本

田技研工業様、そしてＴＯＹＯＴＡや、大手電機ＳＯＮＹ、いろんな工場がたくさんありまして、こ

れらが全く動けない状況になりました。ここでつくられた部品がほかの工場で製品をつくるために使

われたりしておりますので、この打撃の余波はですね、相当なものに上がるものと考えられます。こ

れに加えまして、停電によって首都圏にある工場も操業がままならないということであります。部品

もない、電気も安定しない、さらには広告も打てない、買い換えに対応するための売り出しもできま

せん。つまり、物が全く売れない状況になる可能性さえ出ております。消費はかなり冷え込んでおり

ます。部品につきましては、メーカーの努力によって代替部品あたりで間に合わせるというような方

策がとられているとお聞きします。今、テレビを点けますれば広告ですね、ＡＣ広告機構ですか、あ

ればかり流れております。テレビ局も大企業も批判を恐れて、そういった広告を打てない状況だとお

聞きしております。こうなると問題なのは、企業が耐えられなくなりまして、大量の解雇が発生する

可能性さえあるということです。その解雇が進めば更に消費は冷え込みます。日本の経済がデフレで

景気が下向きだったころに、この震災でありますから希望が見えないときに更なる赤字国債を発行し

ても人は動かないだろうと考えられます。更に言えば、この赤字国債は誰が受け手になるのか、買う

のかという問題もあります。復興のために国債を発行するのか、それとも最近また出てきました復興

のための新たなる税を設けるという考え方も出てきております。今回の地震は、阪神淡路大震災のと

きの倍以上の規模とお聞きし、そしてまた面積も広範囲に及んでいるために社会資本の整備あたりだ

けでも２０兆円は下らないだろうという話さえ出ている次第であります。 

 問題は山積みでありますが、その中でも今回質問を最初にいたしますのは、この町長が１年間の自

分の町政の姿勢だよという形で、毎年３月定例議会において施政方針、そして今回は新興総合計画の

後期計画も新たに提案されております。この施政方針は、全体に及んでおりますので、その中を詳細

に書いてあるのが、振興総合計画ではなかろうかと思います。この施政方針の中でも、今回は私は農

業問題について取り上げたいと思います。それは、太平洋連携協定ＴＰＰの参加問題について国が揺

れているからであります。今回の施政方針、お聞きしますれば、このＴＰＰどこ吹く風のごとく、そ

れについて述べられたことはありませんでした。ＴＰＰについては、いろんな話がありまして政府あ

たりの公表した試算が、例えば国内総生産ＧＤＰを７兆円増やすとか、農水省は逆に農業に４兆円Ｇ

ＤＰに８兆円の打撃となるというふうで皆様、町長知ってのとおりそれこそ無責任なお役所仕事と言

わざるを得ないと、はっきりした公式の数字、おおよその日本のこれからの取り組みがどれを信じて

いいかわからないという状況であります。しかしながら、大津町は大津町できちんと農業政策を進め

ていかなければならないと考えます。 

 今回、この農業問題をするにあたって最近のこの農業について新聞で見受けました。全国農業協同

組合中央会、ＪＡ全中が水田経営の大規模化を柱にした国内農業の強化策を提案しまして、現在の１

農家あたりの耕作面積の約１０倍以上に当たる平均２０～３０ヘクタールの水田を集約することが適
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当と明記してきたことです。これはこのＪＡ全中がこういったことを発表するというのは、非常に注

目していいのか、それとも今までやれたのにやらなかったのか、いろんなことが考えられます。しか

しながら、今回やはり経済のグローバル化を考えたときには、何らかの行動を起こさなくてはならな

いという姿勢がこれには表れていると思います。ということで、私は農業を取り巻く環境が現在高齢

化、農家戸数の減少、耕作放棄地の増大など生産力の弱体化が進みまして、年々厳しさを増している

ということを通告に示しました。平成２５年度完了予定の迫井手地区圃場整備事業や、今後の基盤整

備はＴＰＰ問題を機にこのＪＡ全中が発表した水田経営の大規模化を柱にした国内農業の体質強化策、

これと我が町の農業政策は同調しているか。私は、ここは注目すべき点だろうと考えております。今

までの農業、かなり高度化されてきた点もあるかもしれませんが、その今までの農業の既成概念を全

くくつがえすような規模であります。そういったものをこのＪＡが打ち出してきたということであり

ます。ということは、このＪＡの方策というのがかなり今後影響をこの日本の農業に与えるものと私

は考えております。ですから、せっかく今まで圃場整備をしたにもかかわらず、更なるそういった農

地の集約、そしてまた整備のあり方が問われることになりはしないかと、現在進行形で行われている

圃場整備事業も方向転換を求められる可能性さえ出てきたと私は考えております。ですから、そうい

うことを考えますれば、町長に対しましては何らかのそういったものに対して方策を示していただき

たかったというものであります。私は、国の生命線は食糧問題だとやはり思っております。食糧問題

が悪化した国というものは必ずといっていいほど暴動が起きております。食べ物がなくなったならば、

必ず暴動は起きます。いろんな世界的な天候不順、いろんなものに農業はさらされます。ですから、

そういったものを見越した町の方針、そして施策が求められていると思います。私は、農業従事者で

はありませんので、農業のことは詳しくはわかりません。しかしながら、町長に示していただきたい

姿勢というものがあります。それは、ＴＰＰ問題がどうであれ食料自給は国の自主権によって守られ

るものでありまして、我が町農業は必ず守ってみせるというような気概が今町長には求められている

と私は考えます。ですから、この１番目の問題は、きちんと戦略的に農業を考えられて基盤整備に当

たらないと中途半端な理解で進められたならば、更なる税金投入が必要になってくると思います。で

すから、今後を見越した明確な理由を示していただきたい。今のままでいいのか、それとも我が大津

町はほかの自治体に先駆けて進んだそういった農業経営に取り組むというような姿勢が必要ではない

かと私は考えますので、町長にこの点について質問をいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 振興計画に基づく大津町の農業政策についてのご質問でございます。おっしゃ

るように今まで大津町については圃場整備、水田地域の圃場整備をはじめ、あるいは担い手関連等の

集落営農組織関連等で今１７ございます。そしてまた、大型機械化とかいろんな形の中で、そういう

組織の中で現在まで歩んできております。もちろん、それでいいのかというわけではございませんの

で、今、国の示す方向の中で認定農業者というものをしっかりと教育しながら担い手育成に努めてお

るというような状況であります。もちろん大津町につきましても、そのような担い手の育成とともに

集落関係の組織を法人化に進めていきたいというような形で、１７の集落営農組織の協議会も今、立
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ち上がって検討をされております。そういう中で、私たちは国の今やる、あるいは全農のやるそんな

二重も三重もというようなことは、この地域では考えられない状況であります。もちろん大津町の農

業、水田とそれに伴う畑作のからいもを特産とする、そしてまた根の物の野菜関係で今しっかりと営

農を続けておられると、もちろん酪農関係もございますけれども、しかしそういうやり方の中でやっ

ぱり農地の集約というものが必要になってきます。これについてはやっぱり農業経営の中でのコスト

減というものと、議員がご心配されます高齢者、後継者の問題、そういうものを検討しますとどうし

ても営農できるような集約農地をつくらなくてはならないというようなことで、今、迫井手地区の圃

場整備につきましては、やはり５反ものの圃場を計画をしながら進めさせていただいております。そ

の圃場整備推進についても、いろんな課題事項がありますけれども、今あそこの中にある集落営農組

織の中の二つの組織をやはり法人化組織にもっていきたいというふうに検討をしているところでもあ

ります。ほかにもありますけれども、そういう組織づくりとともに大津町に合ったような農業をやっ

ていかなくちゃならない。そのためには我々町の農業、今の状況がどうであるかというようなことを

十分反省しながら、これでやっていけるというような我々は自信を持っているというか、農協さんと

もお話しする中で、やはり今のものをしっかりと推進をしていくもうかる農業、それは何であるかと

いうような形になると、野菜関連を中心とした都市型の農業をしっかりとやっていく必要があるとい

うふうに考えております。そういう意味におきまして、今後について営農関係の推進を進める中で矢

護川関係についても圃場整備を今お願いをしているところであります。しかし、５反ものとかいろん

なものを長方形のものにつくるのもどうかなというような形で、棚しきな圃場、長い長い長方形の、

そしてそこの自然に合った景観を生かしながら、そしてあそこの矢護山ととも鞍岳、そしてあの木を

植えておるすばらしい植栽の中での観光にも生きていけるような農業を進めていかなくちゃならない。

そういうことで、今後地元の皆さんともそういう形で十分説明をさせていただいておりますし、圃場

の形についてもこういう形ではいかがかなというようなことで宿題というか、お話をしていただけれ

ばなというふうに思っております。というのは、迫井手地区については、たぶん非農用地をお願いし

て負担を減らすために工場誘致でもという考えでありますけれども、申しわけないけれども矢護川に

工業用地というのはいかがなものかというふうな思いがありますので、観光を生かしたそのような産

業で土地利用ができればなというような、あの地域の全体を考えながら農業を進めておると、そうい

う意味においてあそこの水田の米も今、道の駅で２キロや５キロの袋で販売をされておるグループが

ありますので、そういうグループの皆さんの今後の活躍支援をしっかり考えていかなくちゃならない

という思いもあります。そういう意味におきまして、今後の農業経営関連等については、ＴＰＰの問

題もございますけれども、これについては国は日本の開国というような形で言われておりますけれど

も、まだまだそれに開国に見合うような農業の強い足腰が現在あるのかどうかというのも疑問に思っ

ておりますので、今後国のそのような強い農業をつくる補助関連等の事業を見ながら、我々もそれに

のっとりながら足腰の強いものをつくっていかなくちゃならないというふうに思っております。地理

的にはそのような状況の農業でございますので、今はしっかりした大津の特産、そういうものを生か

し、そして近隣の土地の皆さん方に本当にいい品物であるというような新鮮な安全な安心農業につな
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がっていけるよう、農協あるいは関係の皆さんとしっかりと取り組んでやっていきたいというふうに

思っております。 

 全国の農業についてもいろいろ言われておりますけれども、もしよければ担当部長のほうからご説

明をさせていただきたいというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 町長の答弁をいただきまして、町長いわく観光や、工業地帯というのは非常

に難しいだろうと、観光とかそういったものに組み合わせたらどうかなと、先ほど一般質問でもあり

ましたけれども、そういった形で組み合わすことができて活性化につながれば、これに越したことは

ありません。それは町独自の農業のあり方というのが新たなるものとして形として、大津町発のそう

いった取り組みというのを考えることは、これは想像力の世界ですから町長の特性として、それはリー

ダーとしてですね、そういったものは進めていただきたいと思います。私は、この食糧自給率、ＴＰ

Ｐよりも私はこれを絶対死守せんといかんと思ってるわけです。そのときにですね、考えるのがやっ

ぱり給食ですね。私は、学校給食のことを考えたときに、いまだにパンと米のどっちが主食かという

のは子どもたちはわかってないんじゃないですか。自分が小学校、中学生のときというのは、ずっと

パンでした。ご飯というのはですね、ちょっとあまり覚えがないんですね。最近ではずっと増やした

ということですが、私はこの農業問題を考えるときに全庁的に取り組むんであるならば、何でそういっ

た小学校、中学校といったですね、義務教育の期間中に町の米を使わないのかというのがですね、一

番こういった基本が抜けていると、そのあとの農業の施策もうまくいかないと私は思うんですよ。で

すから米のありがたみ、私はご飯のときに親から１粒も残すなといって育ちました。農家の方々が１

年かかってつくったお米に対して失礼だというふうに教わっております。ですから、米に対する思い

というのはあります。そして、自信を持って大津の米はおいしいと思います。ですから、そういった

国がＴＰＰを進めようが、どうしようがですね、高付加価値の農業生産というのは世界ではもう有名

です、日本というのは。ということは、大規模な水田経営とか、穀物というのは非常にこの山岳地帯

が多い日本では難しいと言われておりますが、そういったものは日本人が最適地を探して若者が取り

組む連中をやればいいんです。そして、世界各国で日本の農業を広める。ということは、やはりそう

いった若者を育てる土壌がこの町に必要ではないかなと思います。グローバル的に農業も考えなけれ

ば、ＴＰＰごときにですね、左右されとってはいかんと思います。隣の韓国あたりは、アメリカあた

りとやっぱり組んでいるのは、米は例外です。いうならＦＴＡだからです。２国間でやっているから

です。ＴＰＰには手を挙げておりません。ですから、非常に戦略的なんですね。ここで国家的な話を

しようと思っているわけではありませんが、わが自治体は有能なる町長の幹部をそろって我々の議員

のいろんな政策立案を持ってよそよりも、よその自治体よりも進んだ農業、そういったものに取り組

もうではありませんか。ですから、まずはそういった給食あたりを根本的に変える。そして意識を持

たせるんです。子どもたちに強き意識を持って農業の大切さを知っていただくということで、私は今

回はこの農業を私ははっきり言って農業をやったことありませんので、そこから先、深く広く言うこ

とができないんですね。しかしながら、やっぱり心配だということです。農業自給率を壊してはいけ
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ない、世界的な天候不順とかあった場合にやはり自国です。自国で自前で生産することがやっぱり必

要だと思いますので、そういったことについての町長の思いというものがあれば、それを最後の質問

にしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 議員のおっしゃるとおりに、やはり子どもの時から米というものの文化歴史

というか、そういうのをしっかりと教えておかなくちゃならないんじゃないかなという思いはしてお

ります。昔よく言われますように、病気した時にはおかゆのほうがパンよりも元気が出るというよう

なことを親たちからよく言われております。そういう意味におきまして、米の役割、あるいは農業の

役割、そういうものをしっかりと子どもたちに教える。そういう義務教育の中で農業についての勉強

はございませんので、やはり体験農業というような形で我々も白川中流地区におきまして、収穫祭と

かいろいろやらせていただいておりますけれども、そういう意味におきましてぜひ体験をしながら、

そしてすばらしい農業であると、ただおっしゃるように昔からつくる農業でなく、今からのもすごい

技術力というか、皆さん勉強してやっておられるように、農業の一つ一つについてもしっかりと仲間

が勉強しながら技術向上を努めていかれればなと、昨年お願いしております職員、経済産業省に行っ

ておる新エネルギー課でバイオの担当を係長として今頑張っております。そういうのにおきまして、

大体１年過ぎましたが、今後についても町の方向について検討をさせましょうというような渡辺課長

のほうからお話を聞いておりますので、そういうバイオ関連等の農業関係も今後取り入れていくとか、

企業誘致にもつながっていければなということで、今後ともしっかりとやっていきたいというふうに

思っておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） １問目の質問にいたしましては、町長は結構冒険といいますか、新たなる取

り組みというものはされる方だと私は思っておりますので、今まで３人の町長と議論しました。３人

目の方ですけれども、やっぱり自治体の代表者というのは石橋をたたきながら渡るのが、それは一番

最前と思います。しかしながら、そういったやっぱり野心ではないですけれども、我が町でこそでき

るというものをしっかり精査してですね、できることをやっていただき、世界に冠たる大津町になっ

てほしいなと思います。 

 次に移ります。２点目は、グローバルな視点での人権とはということで質問をしております。人権

に対するいろんな町の取り組み、人権のまちづくりや男女共同参画都市宣言という形で最近ではなさ

れました。また、その宣言の中にはやはり定義づけられた文言がずらっと並んでおりました。それを

私は否定するつもりはありません。しかしながら、非常にその宣言というものは広義であって重要で

はありますけれども、果たしてその理解だけで、世の中は動いているのかなと、私は１問目の質問で

経済の話をしました。経済の話というものはもう世界がグローバル化しているから、世界の方たちと

対峙して、我が日本が勝ち抜いていかなければならないと考えるからであります。この人権につきま

してもいろんな国があって、いろんな人々の考え方、そういったものに今から先、今までよりももっ

ともっとこれからが多く接すると、そういうふうに私は思うんです。ですから、男女共同参画都市宣
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言あたりを見てみますれば、これ批判ではないですけれども、古き良き時代みたいな感じがしまして、

新しい取り組みではない、今まで言い尽くされてきたものを集約して、そこに定義化したような感じ

が私はします。 

 私は、そういったものに、人権に対してたしかにあるべきだと思いますけれども、そういったとき

にですね、純粋無垢な気持ちでアメリカに交換留学として行った服部くんの射殺事件というのをどう

しても思いだしてしまうんです。あれは日本人のいいところを持っていったら、その世界では通用し

なかったんじゃなかったかなというふうに考えたりもします。その痛ましい事件というものを、私は

風化させてはいけないと、我々黄色人種と言われます。白人、黒人いろんな方々がおられます。それ

はひとつの一種のより分けです。しかしながら皆人間です。いろんな視点で考えなければ、私はこれ

から先この世の中を生きていく上で支障が生じないかなと思う部分であります。あの人権教育につい

て、私が思うのはその人権教育というものがですね、自己を守る担保にはなり得ないと思うからです。

全体の中の一部分だと私は感じるんです。やっぱり犯罪がなければ警察も刑務所も何もいらんわけで

すけれども実際あります。どこの国にもあります。私が今まで一番感じるのは、今まで読んだ経済本

やいろんな本の中で感じたのは、どこの国に行ってもいい人半分、悪い人半分と考えなさいというの

を、私はどちらかというとそちらを信じているんですよ、疑ってばかりもいません、かといって信じ

てばかりもいません。そこには、自分の経験や勉強によって判断しうる能力が必要だと考えるからで

す。ですから、人権教育がすべてだというのは、言ってらっしゃらないかもしれないけれども、そう

いうふうにとらえられるんですね。ですから、自己防衛もしなければならない。そういったものをで

すね、人権の中にも同時進行で進めていかないと、そういった事件に巻き込まれたり、さらされたり

するというふうに思うわけです。ですからこの質問は、今の人権のそういった取り組み、人権に対す

る取り組みですね、これというものは今後どの方向に向かうんだろうかなと、この都市宣言をしたか

ら、１００のうち８０ぐらいは結構できたねと、あとは結果だねとかいうんでしょうか。それとも、

まだまだ果てしない、いろんな状況が考えられ、まだまだより良きものにつくり上げていく必要があ

ると感じておられるのかどうかですね、ここにはやはりリーダーである町長、教育長という形にこの

点について質問をしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 教育長那須雪子さん。 

○教育長（那須雪子さん） 失礼いたします。永田議員のご質問にお答えいたします。グローバルな視

点での人権とは、というご質問でございます。先ほど議員みずからおっしゃいましたように、今や社

会情勢は国際化を加速させています。諸外国の事情や世界の動向を見極めていかなければ政治も経済

も立ちゆかなくなり、教育・文化・スポーツ等も世界に伍していけなくなると思います。このように、

グローバル化した時代においては、自己や自国への誇りを持つとともに、他国を理解し尊重すること

が重要であると考えます。世界各国を駆けめぐり、それぞれの国での体験を通して、兼高かおるさん

は「世界はみんな同じではなく違う者同士の集まりだ。その違いを知り、違いを尊重することが重要

だ」と言っています。この言葉に私は納得させられます。それぞれの国には特有の歴史や文化があり、

それらを踏まえた国民生活、生活習慣、そして国民感情があります。それらを理解し、認めることが
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その国の人々を尊重する土台となることを認識しておかなければならないと思います。もちろんその

前に、自国の歴史や文化も理解していなければ相互理解をはかることは難しいと思います。ただ、相

互理解だけで人権が守られるかと言えば万全ではないと思います。議員ご指摘のとおり純真な理解だ

けで世界各国の人々と接するには余りに危険であると述べられていますように、不安があります。そ

れは、相手次第で状況が変わることがあるからです。もし相手が人権意識の低い人だったり、または

経済的あるいは精神的に追い詰められていたり、規範意識が低かったりした場合は、こちらに落ち度

がなくても人権や生命を脅かされる危険性は十分にあり得ることだからです。 

 そこで、自他の尊重の意識を高めることと併せて、すべての教育活動を通して科学的、合理的判断

力、洞察力、危険予知能力、危険回避能力などを身につけておく必要があると考えています。これら

は、外国人に対してのみ必要ということではなく、すべての人に対して通じることだと思います。 

 ところで、このたびの東日本大震災は想像を絶する甚大な被害をもたらし、本当に胸を痛めます。

悲しみの中に一筋の光を見つけたのは、国内はもとより世界の多くの国々からの救助隊派遣や支援金

や支援物資が届けられていることであり、「日本頑張れ」の激励の声が寄せられていることであります。

外交で対立している中国やロシアからも積極的な支援があっています。これらは人道上見捨ててはお

けないという心情の高まりであり、人命尊重の意識が高度化されたものであると思います。真の平和

や幸福の希求は、人類共通の課題です。その実現の基盤には、世界中のすべての人々の人権が尊重さ

れ尊重する意識と、それに基づく行動が必要であります。２１世紀は、人権の世紀の言われるゆえん

はそこにあると私は思っております。そのことを再認識し、人権教育の充実・推進にさらに努めてま

いりたいと考えております。以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 大津町の人権問題につきまして、今まで解放同盟をはじめとする皆さんによ

りまして、それなりの人権についての問題についての課題は大分できてきておるというふうに思って

おります。しかし、そのような特定的な横断的な教育は、今まで進められてきておりましたけれども、

今後についてはやっぱりすべての人がかかわりある人権問題をやっていかなくちゃならないというふ

うに思っております。これからも、高齢者、あるいは子どもたちの虐待をはじめとするいろんな課題

事項が今後も起きてくることは間違いないというふうに思っております。そういうふうに議員心配さ

れるように、このように経済状況関連等になってまいりますと、なかなか人の粗を探すというか、そ

ういうようなことで人を助けるというか、自分が何をやってくれるかというのが薄れてきはしないか

なという思いがしますけれども、今回の東北の問題につきましては、本当に日本人の人権に対する思

いというか、そういうものをじかに感じておるところでもあります。もちろんリビア関係のあの中東、

あるいはそちらのほうの政権の中で、人権がどうであったかなというような疑問もあります。ある政

治家が同じ住民に対して、国民に対して銃を向けるというようなことで、今欧州や米国のほうでもそ

れを防ごうと頑張っておられますけれども、しかしやはりそこにはすばらしい人権意識をしっかりと

持っておれれば解決できる問題じゃないかなというような思いをしております。人権のまちづくりに

ついては、今後ともしっかりとやりながら住民の皆さんとともに困った人を助けるというか、困った
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人のためにやっていけるような大津町の町民であってほしいというような思いで我々が率先して、今

後とも教育実践をやっていかなくちゃならないというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 再度、教育長に質問いたします。教育長の答弁の中で兼高かおるさんの話が

出ました。私も小さい時に「兼高かおるの世界の旅」ですか、楽しみでした。そして、いろんな国に

回って兼高さん毅然とした態度、やさしい態度、いろんなものを見て日本の誇れる女性像というもの

を私は見てたのかもしれません。その方が、今言われたようにいろんな違いがあっての集合が地球な

んだということの理解を示されたと、それに教育長も共鳴をしておられるし、それを否定するもので

はないということは確かに立派なその解釈だろうと思います。しかしながら、その中で今度の東日本

の災害のことも出されました。そして、この中で目指すのはやはりこの国の形としての統制ができな

く、民主党政権の残念ながら指導力不足、そういったときに危機管理体制に対応する能力が欠如して

いるということを皆さんが新聞報道等テレビあたりでわかるわけです。そして、どうもいかん、自民

党さん協力してもらえんかというふうな形をしたならば、ああいった災害にもかかわらず、いやそれ

はできないと、自民党側は谷垣総裁は蹴るわけです。いまだに政争のごとされている。これこそ人権

無視もいいところですよね、選挙前ですから、私は民主党でも自民党でも何でもありませんから言え

るわけですけれども、そういったですね、多くの死者が出て、そういった時でもこの有り様なんです。

ですから政治家というものは、よほど姿勢を正さないと本当に政治不信は募るばかりだと思いますし、

それこそ最大の人権無視だと思います。再度質問したいのはですね、やっぱりここで出しました日本

人留学生射殺事件というものを改めて検証したときにですよ、このときには銃社会の問題というもの

もありました。しかしながら、こういうふうな事件に至ってその後の裁判の経過、その後の経緯とい

うものを見てみますれば、殺人罪というものを日本の刑法を当てはめて起訴したわけですが、そこの

アメリカのバトンルージュ郡っていう地方裁判所の陪審員ですね。向こうは陪審員が白人１０名、黒

人２人、これでですよ、何と私が歯がゆいのは全員一致で無罪の評決を下しているんですね、無罪な

んですよ。ですから、このとき思い出されるのがこういったところではですね、私も少々うろ覚えか

もしれませんが、確か１０数メートルに知らない人が近づいてきたならば構えなさいと、そして８メー

トルとか７メートルとかなったときには逃げなさいと、親は教えるそうです。じゃないと自分が自己

防衛できないと教えるそうです。だって子どもたちの横にずっと親がついているわけではありません。

ですから最近ではですよ、３歳児が連れ去られて殺されたというような痛ましい事件もありました。

それだけあの事件をとりましても平和に慣れた日本のそういったすきが生まれたのではないかなと私

は感じるわけです。ですから、教育にもそういったこの人権教育をする場合には、同時進行として自

己防衛的なものも含めていかないと、私は理解が子どもたちが解釈できないのかなと、私も５０過ぎ

ましたのでいろんなことを体験して、ここは危険だなとかいうような判断というものはどうにかでき

るふうにはなったかなと思います。ですから、人権を教育をするときには、そういった自己防衛も教

えなくてはならないし、最近では教育長も見られたかどうか知りませんが、「ＪＵＳＴＩＣＥ」、書店

では多く並んでいます。ハーバード大学のマイケル・サンデル教授というものが「白熱教室」という
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ものがやりまして、これが映像でＮＨＫとかでも出ました。全部録画してですね、まだ半分しか見て

いませんけれども、ここでは正義とは何だと、公正とは何だというものを教えるわけです。ですから、

すべてひっくるめたものはこの「ＪＵＳＴＩＣＥ」という形で世の中全体的なものというものを教え

ていってる。ですから、半分しか見ていませんけれども、非常にハーバード大学の学生たちが議論を

して、それにまた教授が問いかけて、そしてそこに公正さはあるのかと、人間として尊重はあるのか

と、正義はどこにあるのかというようなものを問いかけていくわけです。ですから、人権といったと

ころに求めたいのは、そういった人権というものの一つではなくて、全体的な人としての姿勢ですね、

これが本当のその人の中心である正義感や公正、道徳そういったものにつながるのではないかなと、

ですからあまり目立ってこの男女共同参画社会宣言とか、そういったものが間違いではないけれども、

それこそどなたか言いました真実にはちょっと遠いんではないかなと思う部分です。ですから、その

教育にですね、義務教育に最低でもそういった同時進行で、自己防衛なり正義なり公正なり道徳なり

というものをきちんと教えていかないと偏ってしまうのではないかなということです。そして、総合

的な判断ができるような大人になってほしいと思います。 

 ですから、ここのところの現在での取り組み、そしてまたこの議論によって今、教育長が感じられ

たことを私見でもいいですから、あったならばそのことを求めたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 教育長那須雪子さん。 

○教育長（那須雪子さん） お答えいたします。本当に議員が触れられましたように、アメリカで犠牲

になられた服部さん、本当に今も当時の報道等、お話聞く中で生々しく思いだしたところでございま

す。あの事件も結局は、日本とアメリカの文化の違いが現れてあのような無罪判決に至ったのではな

いかなという思いがしております。ちょうどあれはハロウインの日でしたよね。仮装して玄関に出た

ところ男性がいたと、「フリーズ」言ったと、「フリーズ」だったと思います。（「そうです」と呼ぶ者

あり）「フリーズ」というのは、静止、止まれということなのに服部さんは、それをとらえ違いをして

ですね、そこで静止しないで、来訪者のほうに近づいていったわけですよね。そこで先ほど言われま

したように、アメリカは銃社会ですから、護身用、自分を守るためには銃を使ってもよいというそう

いう文化がありますので、それで自分を守るために服部君に銃を向けたということで、結局陪審員が

無罪という評決をしたことにつながったんだろうというふうに思います。 

 日本は、銃社会ではありませんので、銃が多分、服部さん自身もですね、アメリカ社会の銃社会の

持つ意味とか、危険性とかそういうものがどれほど認識されていたのかということと、一つにはまた

「フリーズ」を取り違えたところの言葉の違い、言語能力、そういったところも絡んでくるんではな

いかなというふうに思います。もろもろ考えますと、やはり日本の国との自分の行った先の国の違い

をですね、やっぱりある程度、深くはなかなか理解していくというのは難しいかもしれませんけれど

も、基本的なことについては、やっぱり理解した上で他国に行かないと、何も文化を知らないでいき

ますとですね、自分の発した言葉が相手を傷つけたり、自分のとった行動が取り違えられたりして、

自分の命を危うくしたり、また逆に自分が相手の人権を侵すような行為をしてしまうことにもつなが

るんではないかなというふうに思いますので、文化の違いを知っておくということ、これはとても大
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切なことだというふうに思います。兼高さんがおっしゃいますように自分の国とは違うんだと、違う

ところが多いんだ、共通点ももちろんあるでしょうけれども、違いがあるということをしっかり認識

しなければならないということ、これはやっぱり教育の中でも指導していかなければならないところ

だと思います。 

 先ほどもちょっと触れましたけれども、やはり他国の文化の違いを知るのと同時にやっぱり自国の

文化、自分の国の文化というものを日本人としての文化というものをしっかりやっぱり認識しておか

なければですね、他国の文化を知る努力もなかなか力が入らないんじゃないかというふうに思います

ので、日本の文化の特色、良さ、そういったところもしっかり教育の中で徹底していかなければいけ

ないことではないかなというふうに思います。ただ単にその違いを知っておれば自己防衛ができるか、

危険回避ができるかというと、それはノーと言わざるを得ません。それで現在も教育活動の中におい

て、人権教育とのからみもおさえた上でですね、不審者対応、できるならば人は信じて生きていきた

いわけですけれども、こちらでも信じても裏切る人もたくさんおりますので、やはり危険に自分の身

をさらないために、自分の身を守るために心得ておかなければいけないことはあります。 

 小学校の場合ですと、わかりやすく覚えやすいようにということで「いかのおすし」という言葉で

指導している部分がございます。「いか」というのは、よく知らないのに声を掛けられたからというこ

とでついていかないということです。「の」というのは、１人で歩いているときなんかですね、「あな

た遠方まで歩いて行くんだったら、１人で歩いて行くんだったら危ないからこの車に乗りなさい」な

んか言われたときん、乗らないということですね、知らない人には誘われても車なんかには乗らない

ということです。「お」はですね、危険を察知したら大声を出しなさいということです。危ないと思っ

たときには大声を出せということ。「す」は、すぐ逃げなさいと、危ないなと思ったらとにかくその場

から離れて逃げなさいということです。「し」はとにかく周りの大人に知らせなさいと、そのことをで

すね。そういうことを教えておりますし、また「ＣＡＰプログラム」といいましてですね、砂川さん

とおっしゃいますか、砂に川と書いて砂川（すながわ）真澄さんか、砂川（さがわ）真澄さんか、ちょっ

と本当の呼び名を忘れましたけれども、私も過去に大津小学校におりますときに、その方々に来てい

ただきまして、実際に自分が危険な目に遭いそうになときにはどういう行動をとらなきゃならないの

か、具体的な場面を想定してですね、直接子どもたちに行動させるような、そういうプログラムを実

施しております。そういったもろもろの取り組みもやりながら、しかしやっぱり最終的には子どもた

ち自身がその場に直面したときに、これは科学的にまたは合理的に信じていいことなのか、これはお

かしいことだから、この口に乗ったらいけないことなのか、まだ自分で判断つかないから相談しなけ

ればならないことなのか、やっぱりそういう判断力がですね、しっかり身についていくような子ども

たちを今後も力を入れて育てていかなければいけないんじゃないかと考えております。以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 教育長は、長年学校関係で校長先生もしてこられたので、総合的に理解され

ておられるというふうに感じました。 

 私が今回この射殺事件を出しましたのは、そのあとの経緯というものを特に注視したからでありま
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す。無罪になったその後です。その後、陪審員がインタビューされた、そのとき陪審員の言葉の中か

ら出た言葉がですね、外国人がアメリカの制度に口出すのが不快だったと、こういった国なんですね。

こういった地域かもしれません。ですから、私はこのときにまだ覚えていますけれども、アメリカに

対する文化の不快感というのが非常に深まりました。あこがれる点もたくさんある、しかしながら人

権を考えたときに私が最終的に思った、今現時点で思っているその答えというものは、リーダーシッ

プを持った人を育てるということですね。ですから、ハーバード大学、これは世界のトップになる人

を育てるといいますけれども、そこの点です。リーダーというものは、すべてのものをきちんと判断

できる能力を持つということですから、それは人権というものはごく一部分だということです。総合

的な判断が求められるということですから、ですからリーダーを育てる教育、そういった形でぜひ今

後とも教育長には励んでいただきたいとそういうふうに思います。 

 終わります。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。午後は１時２０分から開会します。 

午後０時２１分 休憩 

                    △ 

午後１時２１分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ご連絡いたします。手嶋靖君より早退の届け出があっておりますのでご連絡いたします。 

 坂本典光君。 

○９番（坂本典光君） こんにちは。坂本典光が一般質問をいたします。まずは、このたびの東日本巨

大地震の被災者の皆様へ心からお見舞いを申し上げます。三陸海岸の釜石市、宮古市、大洗町はかつ

て行政視察でお世話になったところであります。あのときの穏やかな海岸が目に浮かびます。一日も

早い復興を願ってやみません。また、大きな津波を受けて福島の原子力発電所が危機に瀕しています。

復旧を誤れば放射性物質が大量に拡散します。日本の命運がかかっております。関係者の最善の努力

をお願いいたします。私たちもこの災害を機に一致団結して日本を復興させましょう。 

 さて、１問目に前回も少し触れましたが、臨時財政対策債という地方債についてであります。町の

基準財政需要額よりも収入額の方が多い場合は交付税不交付団体となり、少ない場合はその少ない分

を交付税交付金として支給されるわけでありますが、国の交付税特別会計の財源不足が発生しました。

それを国債でまかなっていたのですが、その方式をやめ、地方交付税の原資が不足した場合には交付

税が不足したまま地方公共団体に交付することにしました。不足する分は臨時財政対策債という地方

債を発行しなさいと、後払いで翌年度からの交付税交付金に含めて支払うというのが臨時財政対策債

であります。 

 総務省の高官の方は、国のお金が足りないのを地方自治体に自覚させるのに有効であると言ってお

りますが、その年度の発行額は、その後何年かの分割払いになるので、毎年発行すると残高は雪だる

ま式に増えることになります。 

 １、平成２３年度発行する７億円は、何年にわたって分割して国から支給されるのか。 
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 ２、平成２２年度の残高は幾らになるのか。 

 ３、現在の国の財政事情から見て、本当に今後分割して支払われると思うかお尋ねします。 

 １問目の質問終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 坂本議員の財政についてのご心配のご質問でございますけれども、臨時財政

対策債についてのお考えをご心配されております。我々も国の交付税不足分を臨時財政対策費で補っ

ていることに対する思いでございますけれども、私どもも大変心配しているところでもあります。財

政運営につきましても起債残高が増崇しないように注意をしているところでありますが、法人税収が

大きく落ち込むなど、大変厳しい財政状況の中で住民生活に影響が出ないよう、福祉や教育など必要

な事業の展開を行っていかなければならず、不足する財源を手当てとするためには、臨時財政対策債

を借り入れているところでございます。当然、健全な財政運営に努めていかなければならないと考え

ております。二、三年前は交付団体というようなことで臨時財政、借りるということができないとい

うか、これにつきましても借り入れても国がみてくれるかということは、みないというような状況で

ございますけれども、交付団体になればこのような基本的に国がみてくれるというようなことで、な

るだけ臨時財政対策債を借りながら運営をしっかりやっていたほうが便利がいいなというふうに我々

は思っておりますけれども、その内容につきましては担当部長のほうからご説明をさせていただきま

す。 

○議 長（大田黒英生君） 企画部長木村 誠君。 

○企画部長（木村 誠君） 坂本議員の臨時財政対策債に対するご質問にお答えいたします。 

 質問の１番目、平成２３年度に発行する分は何年にわたって支払われるのかということでございま

すが、これまで発行してまいりました臨時財政対策債の借入先は、国から借入先等を指定してまいっ

ております。政府資金を原則としておりまして、財務省が管理しております財政等融資特別会計等か

ら借り入れております。２０年償還となっておりますので、これまで同様に２０年にわたって支払っ

ていくことになるかと思われます。 

 また、交付税につきましては、利本償還という手法を用いて２０年にわたり処置される予定となっ

ております。 

 質問の２番目になりますが、平成２２年度末の残高は幾らかということでございますが、予算書の

２０８ページに地方債に関する調書にも記載いたしておりますが、一般会計の起債残高総額は約１０

５億円、うち臨時財政対策債が約３４億円となる見込みであります。 

 質問の３番目、国の財政事情からみて本当に支給されるかどうかということでございますが、臨時

財政対策債は地方財政法に基づく地方債の特例として起こす地方債であります。このように法律に定

められた地方債でありますので、元利償還額につきましても法律に基づいて対応されるものと考えて

おります。 

 また、臨時財政対策債は、質問の１番でもお答えいたしましたが、財務省が管理しております。財

政投融資特別会計等から借り入れておりますので、もし国が交付税等で支給しないということになり
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ますれば、逆に地方は国に対して借入金を返さないという事態も起こる可能性があるかと思います。

基本的には、最後まで国が面倒見てくれるものと思っております。 

 ただ、臨時財政対策債は、実際に借り入れなくても発行可能額が全額国税に算入されることになっ

ておりますので、借りるか借りないかは、あるいは発行額のうち幾ら借りるかということにつきまし

ては、その年の財政事情や将来の財政運営というものを十分考慮して決めていかなければならないと

いうふうに考えております。以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 坂本典光君。 

○９番（坂本典光君） ２問目に入ります。大津町振興総合計画によれば、当町の人口は、平成３０年

に３万３千２１０人になると予想されております。昭和３１年の町村合併以来、町の人口は減り続け、

昭和４０年代には１万５千人ほどになりましたが、本田技研の進出を契機に増加して、先月２月末で

３万１千６７０名となっております。誘致企業が増えたのはもちろん、美咲野団地の開発も人口増の

要因であると思います。これは西岡元町長の実績であり、２０年前の施策が今になって実を結んでい

るわけでございます。それから、家入町長が進められた子育てにやさしいまちづくりも現在の人口増

の要因の一つになっていると思います。もし、これから人口が減少しだしたら既存の公共施設は余る

ということになります。残された借金は少ない人口で払わなければなりません。将来的にもっと人口

を増やし続ける施策が必要だと思います。将来の明日、あさってではなく１０年先、２０年先の人口

をつくっていくそういう施策が必要だと思いますが、町長の考えをお伺いします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 坂本議員の人口に対する施設関係等の負担について、将来について禍根を残

さないようなことをということで、大変ご心配をされておるようでございます。我々も今人口が議員

おっしゃるように伸びてきておりますし、振興計画についても３万３千２００人というような計画を

させていただいております。これにつきましては、５年計画でございますけれども、美咲野団地関係

について、現在行われておる開発地域におきまして、学校建設の東側のほうにつきましてＪＲの持っ

ている、ＪＲと他２社の共同体の開発でございますけれども、これにつきましては、学校より西につ

いてはもう住宅メーカーが買い取っております。東側については、今ＪＲが開発しながら２年後には

開発が終わりますので、住宅会社のほうで用地を確保してしまうというような状況でございますので、

その多くの学校予定地だった所は民間の企業の関係で、今着々と東のほうとともに開発が進んでおり

ますけれども、この地域につきまして、議員がおっしゃるような開発要件も排水の問題、いろんな問

題がありましたけれども、そういう開発条件も整備されておりますので、学校ができれば５年後には、

あの地域はもう満杯になる可能性を見込んでおります。その見込む中で我々がやっぱり一番心配する

のは、今学校をつくっておりますけれども、この人たち、若い人たちがどんどん子どもたくさん生ん

でいただいて５年先、１０年は大丈夫だなと思いますけれども、やはり住宅地帯というのは今までの

過去の実績というか、それを振り返ってみると２０年、３０年後には子どもたちというか世代交代と

いうのが行われますので、減少するのはもう確かな状況というふうに思っております。もちろん、そ

のような状況で繰り返しの中ではありますけれども、大津町としましては、あの地域での学校建設に
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ついては、今ぜひ必要な施設ということでつくらせていただいております。 

 そういう、今後につきましては議員に心配されるように、人口は国民の人口も１億切るというよう

な話もしておられます。しかし、我々大津町は今コンパクトなまちづくりを今やっておりまして、本

当に住んでよかったというようなまちづくりをみんなで今、力を合わせてやっておりますので、近隣

の市町村の中で人口の減るというようなことについては、そう心配しなくてもいいような施策を今さ

せていただいておりますので、先ほども申しましたように第１段階で大津町の周辺というか、中心街

というか、そういうものをしっかり整備しながら商業・農業連携のもとにすばらしい郷土料理とかい

ろんなもので力強い町をつくっていこうというふうに今考えておりますので、そういう子育ての支援

とか福祉あるいは医療の関係にもしっかり取り組みをさせていただくためには、先立つものは金でご

ざいますので、その金をどういただけるかというようなことで十分今町内の企業のみなさんとも状況

を見ておりますけれども、これもこのような経済状況、そして東北の大震災をからんで景気が低下す

るというような状況はもう目に見えておるというような状況と、国からの交付税も今よりも厳しい配

分になるというのは、もう我々としても見えてきておりますので、そういう意味におきまして住民の

皆さんの知恵とともにしてしっかりとやっていきたいというふうに思っております。 

 そういう人口問題、政策につきましては、もう振興計画の後期計画の折にアンケート調査をやって

おりまして、そういう中におきまして現状維持及び現在の町民生活を優先と考えておられる方が大体

調査の中で５７％、半数以上を占めておるという結果が出ておりますので、そういう意味におきまし

ては、現在の状況をしっかりととらえながら、振興計画に基づきまして地域福祉や子育て支援の政策

などソフト関係を今後ともしっかりととらえていきたいと考えておりますし、そのような中でのまち

づくり交付金事業関連等についてもしっかりとやらせていただくということが大事ではないかなと思

います。 

 今、郡部というか大津町の集落についてもやはり利便性というか、下水道関連等の整備をさせてい

ただいておりますので、そういう意味におきまして高齢者の皆さんや、あるいは子どもさんたちが帰っ

て来られるような状況になってくれればなというようなことで、そういう形で集落の人口減にはしっ

かりと今後とも努めていかなくてはならないというふうに思っておりますので、生活環境整備を一番

に考えながら、集落についてはある程度自給自足のできるような生活態勢をとっていかなくちゃなら

ないんじゃないかなというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 坂本典光君。 

○９番（坂本典光君） 今、町長の力強い言葉、大変うれしく思います。ひとつですね、我々の参考に

なるのがお隣の菊陽町でございまして、２０年以上前から富永町長、今、菊陽町のほうでは表彰する

というふうなことで、そういう話題があっているらしいんですが、富永町長は２０年以上前に菊陽町

単独５万人計画というのを立てていらっしゃいますね。そして、それを着々と実行されてきたという

こと、中身についてはここでは述べませんけれども、昨日家入町長も一緒だったんですが、大津・菊

陽水道企業団の議会がありまして、これは給水人口の関係、これから大津・菊陽水道企業団が人口が

増えるのか、減るのか、給水人口の問題があるから、私は両企業長、副企業長、つまりその菊陽町長、
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後藤町長と大津の家入町長に人口問題で質問したわけでございます。今、大津町には今言ったような

のを平成３０年にはというふうに掲げております。しかし、私たちは菊陽がどうなるかというのはわ

からない、そういうとき聞くのが一番いいだろうと思いまして、後藤町長に「菊陽の１０年先の人口

はどういうふうに見てらっしゃいますか」というようなことを言ったら、１０年後には菊陽町は４万

７千人を予定していますと、こういう言葉でした。だから、これは先ほど私が言いました富永町長が

５万人計画を立てられたこの延長線上にあるわけでございます。それが、あと１０年後には多分完成

するかしないかわかりませんが、近くまでいくだろうということで、ほかの菊陽の議員さんに聞きま

したところ、４万７千はわからんけど、４万４、５千まではいくどなというふうな話でした。やっぱ

り人口が増えていきますと、その地域はやっぱり力強く発展するし、また町民も明るく力強くなって

くるものだと私はそういうふうに思っております。 

 また、平成２３年度にですね、大津町の投資的経費、これは投資ですから、投資的経費、新しい道

路をつくったりするような投資的経費が予算全体に占める割合が確か１５.５％と書いてあったと思う

んですが、これがこれから人口がポンと増えていくと、この投資的経費を増やすことができる。これ

も必要だ、あれも必要だということで増やすことができるということは、そういう建設に携わる人た

ちも潤ってくると、だからこれが人口が増えていかないと投資的経費も増えないと、だから目標をあ

る程度高く持って発展していく、国でいったら経済成長みたいなもんですね、やっぱり地方自治体に

おいては人口が増えていかないといけません。先ほど町長の力強い言葉があったんですけれども、私

は大津町も将来的には単独で５万人を目指すような計画が必要ではないかと思うんですが、家入町長

いかがですか。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 菊陽の方につきましては、おっしゃるように「光の森」がまだまだ伸びると

いうことで、やはりインフラ整備というか、区画整備事業が行われて、今どんどん発展しておるとい

うか、住民の皆さんが住み込んでおられますけれども、あそこにも大きな土地を町も買っておられて、

ここを総合的に何かやりたいということで菊陽町長も言っておられます。やはり大きくなればなるほ

ど、それなりの施設というものが必要になってくるというか、住民の要望が出てくるんじゃないかな

と思います。私個人としては、こういう先がみえないような状況ございますので、やはり共同でつく

るまちとしてはやはり５万以下が一番ベターではないかなと、できればもう少し伸びて三万五、六千

ぐらいのほうが地域住民の皆さんとともに一緒になって元気な大津町をつくっていくためにはそれぞ

れの顔が見える、そんな町であるんじゃないかなと、しかしそれが一番望ましいというふうに私も思っ

ておりますけれども、これは今後の住民の皆さんの意見をしっかり聞いていかなくちゃならないんで

すけれども、やはり合併していない小さな五、六千の町でもやはり住民とともに手をつないで走って

おられる元気な町もあると思えば、人口が多いのがどうかなというふうに思っておりますので、私と

しては住民とともに手を携え、顔が見える、そしてみんなでつくっていくような、そんな町、それが

大津町であってほしいなと、だから今、美咲野のことを言ったのは、あと四、五年でいっぱいになり

ますけれども、ほかのところを見ればやっぱりこの地域の町中の周辺がもうちょっと伸びるというよ
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うな形で、心配したのは先ほど言ったように、集落の方の対策でございますけれども、大変ご心配さ

れておりますけれども、できればそれぞれの地域の特徴を生かしたところでの生活が楽しくできるよ

うな幸せな生活ということは個人、我々、そして関係者、地域の皆さんと一体とみえるような高齢化

社会でありますので、今後その高齢化社会に備えるためには三万五、六千人が一番ベターではないか

なという個人的な思いをしておりますので、後期計画三万二千ちょっとございますので、一番いいん

じゃないかなというような思いをしております。 

○議 長（大田黒英生君） 坂本議員、もうちょっと大きい声で言ってください。傍聴の人がちょっと

聞こえませんので、お願いします。 

 坂本典光君。 

○９番（坂本典光君） 隣の町が大きくなれば、当然その隣である大津町には影響があるわけでござい

まして、やはりですね、これをよく前から私は言ってるんだけれども、やはり１万人も差がついてく

ると、警察とかいろんな公共施設が、九電とかですね、そういったものがあるいは学校もそうですね。

そちらのほうに移動していく可能性が大きいと、そうすると確かに規模としては３万何千でもいいけ

れども、そういうのがだんだんなくなっていくと町民として誇りもなくなるんじゃないかと私は若干

気がするんだけれども、それは今日は聞きません。 

 ３番目に入ります。大津東小学校は現在生徒数５６名、大津南小学校は生徒数２０８名、生徒数は

減少しております。もともと両校は水田地帯にあり、生産者米加が年々下落し、米作は振るわなくな

りました。当然後継者もなく農村人口は減少しています。それに伴って生徒数が減少しているのが実

態でしょう。先ほど述べましたように東小学校の生徒数は５６名であり、複式学級です。南小学校の

生徒の多くは、鍛冶村の新興住宅地に住んでいるようでございます。南小学校の周りは優良農地の農

振地域です。住宅開発はできません。１、難しいかもしれませんが、農振地域を一部解除して、家を

建てられるようにして人口を増やす、児童数を増やす、もしくは２番、大津小、室小などの大きな学

校に集約してスクールバスで送り迎えするかしかないのではないかと思いますが、町長、教育委員会

はどのように考えておられるかお尋ねいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 教育長那須雪子さん。 

○教育長（那須雪子さん） 坂本議員の学校問題を問うというご質問に対してお答えいたします。町内

の小学校の平成２８年度までの児童数の推移を見ますと、大津小学校は増加が続き１千１０２名とな

りますが、平成２５年度に分離しますので、過大規模校の解消ができます。室小は横ばい状態から平

成２７年度には３０名の増加となります。大津北小は８０名台で推移します。森川小は平成２５年度

から微増となります。しかし、大津南小は減少し続け、平成２８年度は現在より６４名減少し１４４

名となります。大津東小は現在５６名であり、４年と５年が複式学級となっていますが、平成２７年

度には４１名となり、２年と３年そして５年と６年が複式学級となる予定です。このように議員ご指

摘のとおり、大津南小と大津東小は減少してまいります。両校区の実態を見た場合、相当数の若い夫

婦世帯の転入がない限り児童数の増加は望めません。大型宅地開発が可能であるかどうか、またそれ

が地域に受け入れられるものであるかどうかなど、検討するにしましても実現までには相当の歳月が
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かかるものと思われます。 

 ところで、大津東小の場合は、平成２０年度時点では平成２４年度から複式学級が１学級見込まれ

ていました。しかし、転入児が出たために平成２２年度に複式学級が早まったわけでございます。平

成２０年度の大津町立小・中学校通学区域及び教育施設検討委員会におきまして、大津東小の今後の

方向性について、地域や保護者の意見を聞きたいとの申し出がありましたので、平成２０年１０月１

５日に校区の区長さん、ＰＴＡ役員さん方と学校教育課との意見交換会をもちました。これを受けて、

平成２２年２月２６日には第１回大津東小学校特別部会を開催しました。そして、この場で事前に保

護者へのアンケートがあっていたその結果が報告され、それを踏まえた意見交換がなされました。た

だ、その当時のＰＴＡ数が４７名中、アンケートの回答は１３名しか得られませんでした。保護者の

意見は、複式学級になっても現在の東小学校を存続させてほしい、複式は困る、しかし余りに減れば

統合も仕方がない。大津小の校区の見直しによって、東小の児童数を増やすことはできないのか。町

全校区の見直しによって東小の校区を広げることはできないのか。統合しなければならないなら、大

津南小が良いなどの多様な意見でした。この段階で検討は現在ストップしております。複式学級には

メリットもありますが、担任教師にとっても当該学年の児童にとっても、単式学級より負担を強いら

れているのは事実であります。 

 そこで、平成２７年度以降二つの複式学級になると見込まれる東小の今後の方向性について検討し、

結論を出す作業を加速させなければならないと認識しています。子どもたちにとってどのような選択

をしたほうがよいのか。保護者、地域の方々との話し合いを深め、通学区域及び学校施設検討委員会

に諮って、教育委員会としての結論を出し決定していきたいと考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 学校問題につきましての南小や東小の周辺の開発でございますけれども、平

成２１年６月２４日に農地法が改正されると同時に、関係法令も改正されました。この法律の改正に

伴い、平成２１年１２月から新たな農地制度がスタートしております。改正農地法とは、食料の安定

供給を図るための重要な生産基盤である農地について、転用規制の厳格化などにより、その確保を図

るとともに、農地の借り貸しにかかわる規制を見直し、農地の面的な利用集積を図る国の事業の創設

などにより、その有効利用を促進することを目指しております。以前の農地制度は三つの基本的な考

え方に則して整備されてきました。一つ、農地の効率的な利用、二つ目に優良農地の確保、三つに新

たな農地ニーズの対応でしたが、今度の新しい農地制度はこれまでの制度体系を維持し、農地の減少

をくい止め農地の確保を図り、農地を貸しやすく、借りやすくします。また、農地の効率的な利用を

図ります。これにより食糧の安定供給の確保を目指しています。このような状況の中、優良農地は現

状のまま土地利用型農業の推進を図り、住宅等の建設案件については、集落内に介在する農地への誘

致等を行い、農地の効率的な利用を図っていきたいと思います。 

 なお、そういうような状況ございますので、優良農地についての宅地利用については大変厳しいと

いうか、できないというような状況になっておりますので、新たな開発は周辺については今のところ

難しいというふうに考えております。 
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○議 長（大田黒英生君） 坂本典光君。 

○９番（坂本典光君） というふうな、私はこの改正農地法というのは、私も自分で勉強してみたんで

すが、今町長のおっしゃるとおり、大変難しいということはわかります。 

 そういうことでいきますならば、これは今後両校は先ほど申しましたようなスクールバスを利用す

るような方法しか残されてないんじゃないかなという気がしますが、教育長いかがでしょうか。 

○議 長（大田黒英生君） 教育長那須雪子さん。 

○教育長（那須雪子さん） それぞれの地元にとって学校が果たしている役割というのは、本当に大き

いものがあると思います。学校が地域住民の方々の活動の拠点であるし、心のよりどころでもあろう

かというふうにも思いますので、できるだけ地域にある学校は地域に残したいというのが本音でござ

います。 

 しかし、先ほど申し上げましたように東小学校につきましては、この後ですね、増加は見込めませ

んし、平成２８年度には４１名まで児童数が減少するということが、もう推計上見えています。こう

いう状況の中で、存続させるとなると、すべての学年複式になって学校で３学級でやっていかなきゃ

ならないということになります。確かに少人数の中で一人一人に目が届くという利点、またはお互い

に仲間を思いやって、そして助け合いながら、また異学年が一つのクラスをつくりますので、一つ上

のクラスといいますか、一つ上の学年の子どもたちが下学年の面倒を見るとか、また下学年の者が上

学年の人に対して敬意の念を持つとか、そういった心を育てる上でもプラスの面はあるわけですけれ

ども、何せ一人の担任が原則として２学年を見なければなりませんので、教師の負担はかなり大きゅ

うございます。しかも、直接指導を受けている学年があるときは半分は間接の指導ですから、直接先

生から指導を受けないで自分たちだけで与えられた課題を解決していかなければならないということ

になりますので、子どもたちの負担も非常に大きいわけです。 

 現在、町のほうで複式学級になっております東小学校のほうには、学習支援指導員を一人配置しま

して、間接の指導しか受けられない学年については、その間支援員が付いて補助的な立場での指導は

しておりますけれども、やはり担任が指導するほどには充実した指導は受けられないというのは実態

でございます。子どもたちに不利益を被らせることはやっぱり許されないのではないかなというふう

に考えますので、やはりどうしても地域の方々の理解を得なければできないことですけれども、やは

り複式を解消する方向でスクールバスを使って、少し遠方になると思いますけれども、いずれかの学

校との統合を考えていかなければならない時点にきているのではなかろうかと私自身は考えておりま

す。 

○議 長（大田黒英生君） 坂本典光君。 

○９番（坂本典光君） 一般に日本人はものをはっきり言いませんけれども、教育長はものをはっきり

言われて立派だと思います。 

 今度の震災で私ちょっと少し意気消沈しておりまして、声が小さくて申し訳ありませんでした。こ

れで終わります。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。２時１０分から開会いたします。 
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午後２時０１分 休憩 

                    △ 

午後２時１２分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ご連絡いたします。副町長が公務のため早退届が出ておりますので、報告しておきます。 

 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 私は、大津町民の皆さん並びに日本共産党を代表しまして、一般質問を行い

ます。 

 最初に史上最悪という大変な大震災、大津波、その上に収束が心配されます原発事故、被災された

皆さん方に心からお見舞いを申し上げ、日本の国力をあげて被災地の復興、救援にあたられることを

強く望むものであります。 

 また、原発の放射能によりまして、避難、退避、住み慣れたふるさとを去らざるを得ない人たちの

こと思いますと、本当に言葉にならないほど胸が痛む状況であります。 

 そういう状況ではありますが、今年の１０月には我が町でもねんりんピックが開催を予定がなされ

ております。全国からたくさんの人がおいでになって、大津町ではサッカーが行われる予定でありま

すが、こうした全国規模の大会ということで、我が町のとりわけ農産物のブランドの拡大にこれをぜ

ひこのねんりんピックを機にですね、ＰＲに力を入れる必要があるし、またそのチャンスではなかろ

うかと思うわけです。 

 今度の大震災でも、お米のありがたさ、大切さ、安全でおいしい食料はやはり日本の大地から生産

をするべきであるということがあらためて身にしみたのではなかろうかと思います。そこで、町の特

産品といえば、からいもだと思うわけでありますが、現在大津町のからいもの出荷状況、店頭を眺め

て見ますと、ＪＡが集出荷しております「ほりだし君」という銘柄、名前がつけられて販売されてお

ります。また、農協以外の甘藷農家の方々は「高系１４号」とか、あるいは「金時」とか、いろいろ

名前がついて販売がなされております。このからいもをねんりんピックに来られた方々に大いにＰＲ

をすると、このことでですね、例えば参加者へのおみやげとしてからいも使う。あるいはおいしいか

らいもをふるさとに送りたいという方に対して、宅配を希望される方に送料をサービスをすると、こ

ういったことも考えられるのではなかろうかと思います。 

 またからいもをそのまま素材として販売するだけではなく、加工食品として売り出せば確かに付加

価値が高まって農業の経営力にも大いに役立つとは思いますが、それもあわせましてですね、農協の

「ほりだし君」の段ボールの箱を見てみましたら、一色刷りの何ですかね、せっかくのおいしいから

いもがですね、イメージがちょっと難しいようなそういうデザインとなっております。この際ですね、

町、農家、ＪＡが協力をしてですね、からいものパッケージのデザインの工夫があってもいいのでは

なかろうかと思うわけであります。また、農協が一色刷りしているのは箱代が１００円前後するとい

うことで、それを価格を下げるためにそうなっているのではなかろうかと思います。そういう意味で

ですね、町の特産品としてデザインの工夫や箱代に財政援助があったらいいんではなかろうかと思い



 142

ます。インターネット等で調べますと、徳島の「鳴門金時」ですか、大津町のからいもの数倍の値段

で価格がついているわけです。そういう意味でブランド力をアップすることは農家の経営、また町が

この５年間の計画に立てておりますように、からいもの作付面積をこれから増やしていくと、生産量

をアップすると、こういうことにもかなう方法ではなかろうかと思いますので、町長の見解を求めた

いと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 荒木議員の大津町の農業の主体とするからいも特産でございますけれども、

これの販売を力を入れてやれというようなご支援でございますけれども、おっしゃるとおりに大津の

からいもは、「鳴門金時」にも負けないような品物であるのは確かでございまして、ただ宣伝がいまい

ち我々としては不足しておるんじゃないかなと今反省をしております。そういう意味におきまして、

おっしゃるようにデザイン関係、あるいは箱代、いろんな形での支援する前に、やはりＰＲというか、

そういうものをしっかりやっていきたいというふうに思っております。そういう意味におきまして、

今後駅前に建てます物産館というか、まだ名前は決めておりませんけれども、そういうところとか、

あるいはからいもの加工とか、いろんなものの料理のものの掘り起こしについては、町中につくりま

す交流センターの中で開発をお互い住民の皆さんの意見を聞きながらやっていく中におきまして、そ

の辺の材料代を提供するとか、あるいはＰＲ代を出してやるとか、そういうようなＰＲするためにも

今の農協さんと、それから各地区にあるからいも部会の別な団体もございます。あるいは個人的に箱

は３代目というような形でやられているところもありますけれども、やはり昔から１本にもっていき

たいということでの農協さんとも話をして進めておりまして、なかなかこの辺のところがうまくいっ

ていないということでございますけれども、こういう機会にしっかりとしたＰＲをやっていくために

は、しっかりこだわりを持ちながら、ご理解をしながらやっていく方法ができてくれれば大津町のか

らいもの箱デザインというのはこうだと、うちには３兄弟の「からいも君」がおりますので、やはり

それをしっかり活用しながら、やらせていく方法を今後の農協さんをはじめ甘藷部会の皆さんのご意

見を聞きながら検討を進めていきたいというふうに思っております。からいもについてはやはりねん

りんピックだけでなく、各からいもフェスティバルのときについても宅配便というようなものについ

ても十分自分たちで出しながら結構販売がなされておると聞いておりますので、いろんな形でイベン

トの折それぞれ宣伝なり、それぞれやっていただいておりますけれども、やはりもう一歩進んでいな

いのかなという思いもしておりますので、ちょっと値段が安いんじゃないかなという思いもしており

ます。２千円か２千５００円ぐらいに上げると、まだまだほんなもんじゃないかなというような思い

があるかもしれませんので、そういうところも兼ねたところで、今後関係者の皆さんとご相談をして

いきたいというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） からいものブランド力を上げるということで、これはもちろん農協あるいは

その他の甘藷の農家、そういう方々と知恵を出し合って確かにやっていく必要があるかと思います。

インターネットで新幹線の開通の欄を見ましたが、そこには「からいもの３兄弟」がぬいぐるみで出
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てきておりましたが、そのほかのを検索しますけど、「からいも３兄弟」は出てこないですね。ですか

ら、箱に「からいも３兄弟」を印刷をするとか、あるいは新幹線イベントで使われております「くま

モン」ですか。こちらは熊本ブランドになってしまいますけど、こういったものを大いに研究をする

と、それと農協と農協に属していない農家と分かれているみたいですけれども、町長もおっしゃって

おりますように「ほりだし君」というのは経済連のブランド名らしいですけど、できればそれが統一

して販売されればもっと大津町のですね、からいものＰＲに役立つのではなかろうかと、これは関係

者の皆さんと知恵を出しあって努力をするしかないと思いますので、そのことを願って、次の質問に

移りたいと思います。 

 第２問は、子育て日本一の町というキャッチフレーズは最近は非常にはやっているようです。ぜひ

そうあってほしいと思いますけど、子育て、それから少子化社会となるべく子どもさんの人数が増え

てほしいという願いがあるわけですけれども、また女性がですね、社会に進出をする男女共同参画社

会ということで、先に町が宣言をいたしましたけれども、女性がもっともっと社会的に活躍をするた

めにも欠かせないのが保育所であります。一貫して質問しておりますが保育料金が高いと、私みずか

ら３人の子どもを保育所で育てました。若い父親、母親にとってまだ収入もそんなに高くはないと、

そういう時期で、また昨今のこの経済情勢で収入は減る一方と、所得は下がると、そういう中にあっ

て大津町の保育料金が少なくともですね、県内の自治体に負けないぐらい支援をしているかどうか、

このことが問われていると思います。そこでまた再度、保育料金を調べてみましたら、熊本市、阿蘇

市は圧倒的に大津町より保育料は安い。ところが、合志市、菊池市に比べましても大津町の保育料金

が非常に高くなっているということを指摘をしたいと思います。とりわけですね、所得税がかかるか、

かからないかと、所得税がかかってもわずかな所得税がかかる世帯、３歳と例えば１歳の子どもさん

を預ける夫婦の場合、年収が３００～４００万円ぐらいの間、こういう世帯がですね。とりわけ高く

なっているわけです。もちろん所得税のかからない世帯も高くなっております。つまり大津町の保育

料金は他の自治体に比べて所得が低い人、また中ぐらいの所得の人、この人たちにとっては非常に高

く設定がなされております。 

 そこで、今言った子どもを２人保育所に預けている場合、計算をしてみました。年収が３００万円

ちょっとぐらいの家族の場合、２人預けますと大津町の保育料金は年間で２７万円になります。それ

から熊本市は１６万７千４００円、熊本市よりも１０万２千６００円も高く設定がなされております。

合志市は２１万６千円で、その差額は５万４千円大津町が高い。また、菊池市と比べてみましても菊

池が２３万４千円で、こちらも年間で３万６千円、大津町が高いという設定がなされております。少

なくとも大津町の財政力はですね、合志市や菊池市には絶対に負けない。まして掲げてある子育て日

本一、子育て支援日本一の町という看板にはちょっとそぐわないのではなかろうかと思いますけど、

この高い保育料について、私は引き下げるべきであると思いますけど、町長の見解を求めたいと思い

ます。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 議員おっしゃるように保育料の件でございますけれども、熊本市は合志市に
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しますと高い状況であるというふうには思っております。子育ての中の家庭においての社会の経済状

況及び出産後の社会復帰により保育入所の希望者は増加するばかりで、保育料の占める割合は会計の

重要な部分かと察しております。町としましても保育所については、子育て支援の重要事項であると

認識し、これまで毎年１億円程度の補助を行いながら、保育所の整備を行ってきました。しかしなが

ら、議会全員協議会でも説明しましたが、町の子育て支援の充実と美咲野団地の予想以上の契約増、

平成１９年度からの出生数も増加し、特にゼロ歳から２歳児の保育所希望が増加し、待機児童も増加

している状況でございます。転入者の増加により、子どもの数が増えることはありがたいことですが、

予想以上の増加により、保育所の整備、運営費はもちろん分離校建設や子どもの医療費の増加、健診

や予防事業等の経費も増加している状況でございます。 

 そのような状況でございますので、まずは待機児童対策最優先課題として、新年度も大津保育所の

増設をお願いしている状況でございます。荒木議員も心配されているとおり、この不景気の社会情勢

において所得の低い若者や失業者の子育ての中の家庭にとっては、保育料の支払いが厳しい状況であ

ることは認識しているところです。町としましても、今後も子育てに夢が持てる町として住民の皆さ

んが安心して子育てできる環境づくりの整備と支援策の充実に努めてまいりたいと考えておりますの

で、ご理解をいただきたいと思います。内容につきましては、担当部長のほうからご説明をさせてい

ただきます。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 荒木議員の質疑にお答えしたいと思います。町の保育料につきましては、

平成１９年４月に菊陽町との均衡を図り、同額による値下げを実施いたしました。平成２０年度には、

所得税の基準額の改正に伴い、保護者の負担軽減のために各層区分による所得税の額の見直しも行い、

相応の保育料設定になっておると思っております。議員さんご指摘のとおり菊池市、熊本市と比較し

ますと第４、５階層の住民税や所得税がかかる世帯について、以前から大津町が高い状況にありまし

た。平成２２年４月、合志市では保育料の改定がなされ大津町の第４、５階層においては３千円、大

津町の保育料が高い実態となっております。阿蘇市の保育料を見ましても、大津町と比較した場合、

保育料全体が高い料金の設置となっているのは議員さんご指摘のとおりでございます。 

 保育料は、それぞれの市町村が地域の実情や近隣市町村の状況を考慮して、各階層の金額を設定を

しておりますが、階層ごとの負担割合をどう考えるかという点において、熊本市や阿蘇市のような保

育料の設定が大津町でも設定できるのかということについてはですね、非常に厳しい状況がございま

す。 

 ただ、国のほうでは税制改正が行われるということを聞いております。税制改正が行われた場合に

つきましては、当然保育料についての影響が出てきます。その国の基準が改正されるということを聞

いておりますので、通達等がなされますので、この改正に伴いまして、来年度均衡の町村あたりとも

ですね、調整をしながら見直し検討をすることになると思っております。以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 保育料は１人３千円高くなれば、年間でそれだけで３万６千円高い保育料に
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なってしまうと、これは認識はあるようですので、一刻も早くせめてですね、合志市並みぐらいには

引き下げていただきたい。それで今、税制改正のお話がございましたが、今年度から所得税について

は、いわゆる扶養控除が一部廃止、来年からは町民税も廃止になるということで、要するに自動的に

所得税、住民税が値上がりをすると、所得は全く同じでも税金が増えるということであります。そう

しますと、これまた保育料も自動的に引き上がっていくという結果になってしまいます。所得税、扶

養控除３８万円が廃止されますと、５％で１万９千円、一番低いところでもですね、住民は３３万円、

これは１０％ですね、３万３千円上がるといわれている。現在第４階層であられるご家庭では、先ほ

どの２人保育した場合、月２万２千５００円が２万７千円になると、現在は２万２千５００円。それ

が４階層が一気に６階層に引き上がって２万２千５００円が３万６千円に引き上がってしまうと、年

間の差額にしますと、１６万２千円保育料が上がるということになってしまいます。私ちょっと試算

をしたんですが、この保育料が１６万円上がる、そのほかに所得税が増税１万９千円、住民税３万３

千円増税、合計しますと２１万４千円負担が増えるということになります。今問題なっております子

ども手当が１カ月１万３千円で年間にしますと、１５万６千円でありますが、それをはるかに上回る

保育料または所得税、住民税の負担増ということになってしまうわけであります。当然、これも予想

されて国も法律を扱うとは言っておりますが、少なくとも合志市並み程度には保育料の引き下げは図

るべきではなかろうかと思いますけれども、大まかな方針についてもう一度、町長にお尋ねをいたし

ます。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 相手は市でございまして、市の状況もあるかと思いますけれども、大津町は

菊陽と足並みをそろえて検討させていただいております。議員おっしゃるように保育料の安いのに越

したことはありませんけれども、今後について今おっしゃるように国の財源もないというような状況

の中で、それなりの国民の負担が多くなってくるのは確かだろうというふうに思います。もちろん、

先ほど申しましたように、働く人のための待機する児童の場所をまずはしっかりと確保したいという

ふうに思っております。昨日、俵山でのある会社の植樹に参加させていただきましたけれども、本当

に景気がいいのか悪いのかわかりませんけれども、赤ん坊や３歳、４歳、５歳児の子どもも一緒に若

い方が来て、しっかりを木を植えていただいておりまして、いろいろ話の中でやはり彼女たちは、景

気のいいというか、そういう所帯でありますので、自分たちでしっかりと子どもたちを預かっておら

れる。そういう所帯も大津町にも３割以上の方がおられるというような状況ございますので、しっか

りとその辺も検討しながら、議員のおっしゃる方向になっていけるように努力はしていきたいという

ふうに思っておりますので、まずは待機児童解消に向けて取り組みをさせていただきたいと思います

ので、そちらの保育料については、また今後の検討事項で考えさせていただきたいというふうに思っ

ております。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 都合の悪いときは、菊陽町と足並みをそろえると、菊陽町は先ほど人口増を

図っているとか言われましたが、光の森に町中に土地だけで約２２億円借金をして土地を確保して、
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これからまた箱物をつくらないかんということで、それでも十分やっていける財政であります。菊陽

町に負けるようなことはないと私は思いますので、ぜひ先駆けててですね、いいことはどんどん先駆

けてやっていただきたい。菊陽は中学校まで子どもさんの医療費を先駆けてやったじゃないですかね。

いいことはぜひ先にやっていただきますと思います。 

 それともう１点、どうも今の報道では何か子ども手当を廃止するような話も出ております。私ども

は子ども手当、今の１万３千円は最低守るべきだと思いますけれども、もし廃止されたらそれこそ若

い子育て世帯は、ますます大変な状況になると、このことを言っておきたいと思います。 

 次に３問目の質問に移ります。地域集会所の問題であります。いただいた資料によりますと大津町

には中央公民館、また合併前の各自治体、元の旧自治体ごとに公民館分館がございます。そのほかに、

今日問題にする各自治会でつくっている地域集会所、あるいは地域公民館が５６カ所あるそうです。

現在行政区が６５行政区ある、本来ならば６５カ所地域集会所があってよさそうなものですが、この

町の中心部あたりは、自分たちの集会所を持たないとこが非常にたくさんございます。何か集まりが

あるときは、例えばオークスプラザを借りればいいと、あるいは中央公民館を借りれば済むというこ

とです。しかし、周辺地域にとっては、地域の集会所なしにはコミュニティが図れない、なくてはな

らないそういう施設となっているわけです。 

 今年の新年度の予算の中でも、美咲野１丁目で新たに１千８００万円、建物１千８００万円かけて

地域集会所を建設すると、しかし補助金は５００万円しかないと、また平川の多々良地区では１，７

００万円かけて地域集会所を新築をすると、この多々良地区は２７戸しかないということで、美咲野

は１８０、やがて１９０世帯あるようです。そこでですね、とりわけこの小さい周辺の自治会にとっ

ては一つこうした集会所をつくりますと１戸当たり何十万円という負担になってしまうわけでありま

す。多々良で計算をしますと土地も含めますと四十七、八万円、１戸当たりですね、負担金が発生を

するということになってしまうわけです。借金をして、これから返していかれるということらしいで

すけれども、あまりにもちょっと負担が多すぎるのではなかろうか。一方で、この町の中心部は、自

分たちの集会所持たなくても近くに立派な施設がありますから、ほとんど負担は発生しないと。こう

いうまさに地域間格差が非常に拡大をしているわけです。そこで、こうした自治集会所の整備は、町

全体の責任としてですね、援助をもっと増やす必要があると考えられます。 

 現在，大津町では土地を購入した場合３分の２の補助があります。ところが建物を建てた場合は、

３分の１しか補助金が支出されないと、お隣の菊陽町ですね、菊陽町に足並みをそろえばですね、菊

陽町は土地は基本的に町が用意をします。また、町が買った土地の２割分を１０年間で払えばいいと

いうことですから、１千万円の土地を買えば広さにもよりますけど、２００万円を負担をすればいい

わけです。それを１０年間で返すわけですから。住民の負担はものすごく軽く、大津町と比べれば軽

くなります。しかし、大津町は土地は３分の２ではありますが、土地についてもこれは菊陽町のほう

が優れているなと、私は思うわけです。また、建築については同じ３分の１補助となっておりますが、

そのほかに昨今高齢化社会の中でバリアフリーですね、改造して段差をなくす。あるいは下水道を引

いて水洗化工事を行う。これも大津町にもありますけれども、こうしたほうにも建物について補助が
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出されております。そういう意味で菊陽町がこの点についても進んでいると言わざるを得ません。 

 そこで、町長にお尋ねをしますが、少なくともですね、建物が３分の１しか補助が出ないというの

が一番の私はネックだろうと思います。多々良地区では１千７３５万円の費用申請に対して５００万

円ですから、残りの１千２３５万円が２７軒で負担せないかんということになりますので、これを補

助額をもっと引き上げるべきだと思いますけどもいかがでしょうか。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 地域集会所の補助金についてでございますけれども、本当に地域集会所は大

津の地域生涯学習施設というような形で、地域の皆さんにしっかりとかわいがっていただいているし、

またその役割というのは、なくてはならないものというふうに自覚しております。 

 そういう施設でございますので、今議員のおっしゃるように大津町としても用地や建物改修、備品

等についての備品等の購入補助金交付要綱に基づきまして、地域のほうに支援を助成をやっておると

ころでもあります。県内におきましても、各自治体ごとに同様の補助が行われておりまして、自治体

間で若干の差はありますが、菊池管内の２市２町との比較においては同等以上の補助内容であると認

識しております。地区公民館等の設置は、地域の連帯感や地域福祉活動推進のために重要な施設であ

り、地域の伝統や活力を生かすべく、地域のご協力をお願いしているところでもあります。したがい

まして、財政的に厳しい状況でもご理解いただきながら現行での取り組みより支援をしてまいりたい

と考えているところでありますが、用地については、昔は各集落については用地はありましたわけで

ございますけれども、新興住宅関連等については、それぞれの自分たちの持ち家の面積しかありませ

んでしたので、地域の方が必要であるというようなことをであれば一定面積の中での用地の補助を３

分の２出すということで、まだ５年経っていないかと思いますけれども、そういうような形でやらせ

ていただいております。また、建物につきましては、それぞれの地域における活用状況等によって、

大きさがおのずと変ってまいりますので、大津町としては限度５００万円というようなことでお願い

をしているというような状況です。もちろんおっしゃるように、それぞれの施設管理関連等も地域に

ついては必要になってまいりますので、それなりの負担が強いられておるというのは我々としても自

覚はしておるわけでございますけれども、大変厳しい状況でやっぱりつくりたいというようなことで、

例えば多々良についても敷地がないということで、水道企業団の用地を分けてくれというようなお話

があっておりますので、企業団が買っております南の用地を８００平米近く売買するというようなこ

とにしておりますけれども、やはりそういう地域にはつくる場所というのが、今あるのがもう駐車場

もないし、小さな家だけ立っておるというような状況でありますので、そういう意味においてそうい

うところに３分の２の補助とか、いろんな形でやらせていただいております。中身について相当見積

書を見せていただきましたけれども、１千７００万円近くの設計金額が上がってきておりますけれど

も、やはりこれだけ必要であるかなとか、あるいは地域に自治会の活動の中でどうであるかなという

のは、やはり検討させていただいておるわけでございますけれども、多々良地区におきましては福祉

計画の実施を９つの地区の中の一つとして活用されておりますので、多分そういう意味において必要

であるんだなというふうに思っております。それぞれの地域において活用の仕方はあります。議員おっ
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しゃるように、この町中につきましては、近くにそれぞれの施設がございます。借料を出せば借りら

れる。あるいは総会とかいろんなのについては、地域の食堂というかお店がありますので、その辺で

組単位で動きますので、そういう形で店を活用されたり、いろいろされておるというようなことで、

利用の関係について若干の建物の格差はあるかと思いますけれども、大変これは重要な施設でありま

すので、今のところそれぞれの地域で１０年がかりでつくったり、いろいろされておるというような

状況の中で活用させていただいておるということで、今後についてもそのような現状のところで、ご

理解をいただければというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） この補助金、大津町にとっては最大の問題は建物の補助金なんですね。土地

は３分の２補助、それから土地の値段が菊陽町と比べれば安うございますから、ちょっと頑張れば地

区の集会所の土地を何とか手に入れられる可能性もあるわけです。しかし、建物に至ってはですね、

どこも単価はそう変わるものではないんですね。それなのに３分の１という限度が最大の問題だと思

うわけです。それから、大きい自治会、小さい自治会でものすごい格差が出てきます。例えば１千２

００万円の集会場をつくる。補助金は４００万円、地元負担金が８００万円、これが５０戸しかない

ところでは１戸あたり１６万円負担せないかん。しかし３００世帯あれば２万６千円です。大変な格

差があるわけです。平均的に、例えば１２０ぐらいの自治会であれば１戸当たり７万円弱と、これが

平均だとしますと、それより小さい例えば５０戸の世帯では１６万円ですから９万円も差があるわけ

ですから、地域間格差をなくすためにも公平なですね、補助の制度を見直す必要があると思うわけで

す。一律に例えば３分の２に増やせとは言いませんけど、例えば上限を上げて２分の１を補助すると

か、自治会の戸数の数によってですね、もう少し幅を持たせるとか、そういう必要があると思うわけ

です。更にこの地域集会所は、５６カ所ありますが、各種の補助金でつくったところは、ほとんど負

担なしでつくっているところもあります。しかし純粋な地域の集会所は丸々町の補助金だけしかあり

ませんので、大変な負担となってしまうわけです。単純にどんどん引き上げろとは申しませんけど、

少なくても自治会の規模によっての格差をもう少し縮める必要があると思うわけです。さらにですね、

大地震が今、収まっておりませんけれども、あそこの大津波が来なければ地震だけであったならばで

すね、真っ先に地域の集会所が避難所として利活用されるわけです。災害時の避難所としても、この

高齢化社会で避難所としてもですね、きちんと整備を図っていく必要があると思います。また、高齢

者のためには、バリアフリーも必要だと思います。先ほど地域福祉計画で公民館でデイケアみたいな

のをやるということをお話がありましたが、車いすでも入れるようなそういう集会所ですね、つくり

替えていくということも必要かと思うわけです。こうした避難所的な性格、それから高齢者社会に対

応するためにも必要だと思います。それからいったんつくってしまえばですね、少なくとも３０年は

もつわけです。この６年間で建てた建物に対する補助ですね、新築が３軒、今年度予算も入れてそう

ですけれども、町が補助したのは１千５００万円です、６年間でですよ、ですから建物に対しては１

年に３００万円ですよ、だから財政が厳しいから出せないというお金ではないと思うし、それ以上に

必要性があるかと思います。どうでしょうかね、この格差をもう少し緩和をして小さい自治体の負担



 149

も和らげるということは必要ではなかろうかと思いますけれども、ご検討の願える余地はないのかど

うかお尋ねをしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 議員おっしゃるように高齢化社会を迎えるというような形になると、近くの

集会所での見回りや介護関連等の推進をしていかなくちゃならないと、これまでおっしゃるようにそ

れぞれの５６カ所の施設が集会所が建っておりまして、いろんなバランス関係を考えたり、あるいは

つくられる希望関連等についてもおのずと違ってきております。これから先、議員おっしゃるように

つくればですね、もう古いところもございまして改修の要望も出てきております。改修要望について

も同じように５００万円の限度をしておりますけれども、そういうところに改修費用を使いながらやっ

ていただくと、今後の集会所の格差をなくすためには、やはりしっかりとした基本的なものをですね、

検討しなくちゃならないと、おっしゃるように小さな戸数の中で電気代、水道代、あるいは下水道代

を考えれば１軒に年に１万円近く払わなくちゃならない可能性も出てまいります。そういう意味にお

きまして、部落の集会所と我々の公民館が建っておる地域も、あるいは農業施設関連の施設もありま

す。そういう中で検討をここ二、三年させていただいておりますけれども、いろいろな課題が今なか

なか一本にはならないというようなこともありますけれども、しかしやはり今後つくっていくという

ような形になれば何らかの方向性が見えてくるんじゃないかなと思います。そういう意味におきまし

て、議員一生懸命言われておられるところについても、今後の負担の割合も大変厳しくなると思いま

すけれども、そういう意味におきまして、全体的に再度見直しながらまた地域の皆さんともご相談し

ながら今後の検討事項ということでやらせていただければなと思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） ５６カ所の地域集会所の一覧表をいただきましたけれども、一つの集落に２

カ所、集会所とあるいは農業研修センターとか、いろいろ名目が違って、複数そういう集会場持って

いるところもございます。これからはそういった農業の補助金でつくるというのはなかなか難しいと

思いますけれども、やっぱり町全体を整理し直して、そこの地域にはどういうものが必要かというの

が整理をして、それと同時にですね、今言ったように小さい自治会が多大な負担を被ることが、少し

でも緩和をしてほしいと、私はそのことを強く要望いたしまして、今回の質問を終わりたいと思いま

す。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。午後３時１５分より開会いたします。 

午後３時０４分 休憩 

                    △ 

午後３時１５分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 新開則明君。 

○７番（新開則明君） こんにちは。最初に東日本大震災に遭われました皆様方に心よりお見舞申し上

げますとともに、一日も早く正常な生活ができることをお祈り申し上げます。福島第一原子力発電所
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につきましては、世界が注目しております。日本だからこそ解決できたというよういい解決方法がで

きることを願っております。 

 私は、大震災の起こる少し前に、茨城県の水戸にあります水戸偕楽園に梅の造花を贈呈してきまし

たけれども、災害で今のところ水戸駅周辺は非常に交通も混雑して災害がひどかったということです

けれども、幸いにして水戸の偕楽園は高台にありますので難を逃れたかと思っております。梅の造花

が心の糧になればと思っているところです。 

 さて、今日は７番議員、新開則明が通告順に従いまして一般質問を行います。 

 本日は次の３点について質問します。まず１問目、肥後大津駅前広場・南口駅舎の整備を問う。２

問目、文化財管理と保存を問う。３問目、ごみの資源化を問うを質問します。まず１問目の肥後大津

駅前広場・南口駅舎の整備を問うでございますが、近年全国の市町における駅周辺の整備は、利便性

と環境にも考慮され、すごくきれいになっているのが第一印象のようです。市や町の玄関口のように

感じられるようになってきました。駅にはいくつかの機能がありますが、交通の拠点、商業の中核、

そして地域の交流の場ともなっているようです。肥後大津駅につきましては、朝夕の通学・通勤には

多くの学生さんと人々が利用されているのは便利がよいこととともに経済性に富んでいることだと思っ

ております。今後も多くの人の利用があればと思っている次第です。 

 さて、新幹線につきましては、やっと全線開通の運びとなりましたが、平成１３年４月九州新幹線

鹿児島ルートの全線フル規格化が認可され、博多・鹿児島中央間全線の事業が本格化し、平成１６年

３月には、新八代・鹿児島中央間が部分開業され、熊本は取り残された形でしたけれども、つい最近

３月１２日開業されております。開業に合わせて「九州は一つ」という合い言葉で一丸となって九州

に客を呼び込もうと特に商業関係者が気勢をあげてアピールに努めておられます。宿泊施設や観光ス

ポット、特産品をマスコミを通じて九州の紹介が行われております。何とかして大津にも客の足を伸

ばしてもらいたいものですが、新幹線で人々が熊本駅に着いたら豊肥線に乗り換えてみようと客の心

境をとらえなければなりません。せっかく豊肥線に乗り換えた人々が阿蘇や別府に直行すれば大津は

単なる通過地点にしかなりません。何か大津町にも魅力あるものがあるのではないでしょうか。空港

へのアクセスのよさもあり、宿泊施設、特産品、観光スポット、買い物の利便等を全面的に強調し、

商工会とも一体となって大津をアピールして熊本方面からの客、阿蘇方面からの客、菊池方面からの

客、益城方面からの客を呼び込み活気ある町になればと思っております。駅前広場及び南口駅舎の整

備により、どのように町をアピールし、来客をいかにして呼び込むがお伺いしたいと思います。また、

駅には行きたい所に移動する人、町の観光スポットを見てみようとする人、宿泊施設を探す人などさ

まざまな人があると思いますが、どのような手順で自分の思っている所に行けるか不安な人が多いか

と思います。総合案内を設けて常駐すればよい方法かもしれませんが、人件費を考えますとできるだ

け費用軽減を図らなければなりません。 

 また、電子機器の発達でテレビ画面でアクセスする方法も考えられますが、高齢者には自分の探し

たい所、いきたい所をアクセスするのは厳しいのかと思います。この方式はいいものになると、高額

で後の経費がかかると聞いております。子どもから高齢者まで一目でわかる大津駅を起点として点灯
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式の案内板がよいのではないかと思います。点灯式により、自分で探そうとしている内容を交通アク

セス、町の観光スポット、宿泊施設の欄を案内板の欄から選びワンタッチパネルで点灯させれば大体

の方向と距離が判断できるものと思います。詳細についての距離、所要時間、交通料金、宿泊料金等

はどこの町にもあるＡ４サイズの案内書で理解していただければ、案内板を掲示する時、ある程度の

大きい点灯式掲示板を設置すれば、後にあまり必要な予算はタッチしたボタンに点灯する電気代で済

むのではないでしょうか。来町者から大津駅に着いたら、交通アクセス、観光スポット、宿泊施設が

一目でわかったと、わかりやすかったと言える点灯式ワンタッチパネルが必要ではないかお伺いしま

す。 

 また、大津町は「水だ、水だ」と町長は言っておられるようですが、確かに飲み水は豊富な地下水

が沸き出ております。自然の恵みに感謝しているところでありますが、熊本市や福岡市から来たお客

さんが私の家に来て、水を飲まれると何となくおいしい口当たりもいいと何回となく耳にしておりま

す。自分でも県外の地へ行ってそこの地の水を飲むと、何となく好んで飲める水ではありません。他

の市町から帰って、我が家の水を飲むとおいしいと感じることがたびたびあります。飲み水は人間の

寿命を左右すると聞いておりますが、質の良いおいしい水を飲みなさいということかもしれません。

水は１日当たり１人で大体１リッターから３リッターは何らかの形で摂取しているものと思われます。

熊本駅においてもつい先日、新幹線の開通前３月１０日ごろ水飲み場が開設されたと耳にしておりま

す。熊本市が熊本駅で水を飲ませるのであれば、上流である大津の水はまだ自然界に近く清水である

という感じがしております。ただ、水の中に含まれている消毒液のにおいは取り除いて提供しなけれ

ばなりません。水飲み場にもさまざまな形式がありますが、足踏み式公園型、手水鉢型、噴水型、滝

型、流水型、清水寺型と数多くありますが、大津駅に着いたら水を飲んでみたくなる雰囲気の水飲み

場の設置ができればと思います。節水と衛生面を考えると清水型が適しているかと思える次第です。

大津は「水・水」の地域通貨もあることながら、町の玄関となる駅舎において、おいしい水を提供で

きないものかと思う次第です。町長にお伺いしたいと思います。１問目の質問を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 新開議員の大津駅関連につきます開発というか、来客の呼び込みについての

の整備状況についての議員の思い、しっかりと今お伺いしております。もう議員ご承知のとおり大津

町の肥後大津駅の北側の仕組みの駅舎、あるいは改札がその辺のところで南側のアクセスがしにくい

状況にあるのに加えて、駅舎周辺にはもちろん交通広場がないために、学生関連等の送り迎えや、あ

るいは路線バスの乗降関係の自家用による送迎など、大変不便な思いをしておられるわけでございま

す。そういう状況の中で、あれが大津町の顔であるかというのは、大変弱い印象もっておりますので、

今駅南の開発について、駅広場におけるバスロータリー、あるいは駅南口機能を持つ観光交流施設な

どを整理しながら町の顔にふさわしいものにしていきたいと、そういう意味におきまして、そのセン

ターでのＰＲというか、大津の特産なり、いろんなものをそこをから発信できるように二、三年前か

ら商工会のほうともご相談しながら新たな法人組織なり、あるいはＮＰＯ法人を立ち上げながらそう

いう発信をお願いしたいなというふうに思っております。また、大津町における安心・安全の印象を
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強くするために、駅前交番の設置関連についても二、三年前から警察のほうにご相談をさせていただ

いておりますので、お話によると３番目ぐらいになっておるというような状況でございますので、ぜ

ひ今大津署管内におきましては西原の問題、あるいは菊陽、合志における光の森周辺の駅の交番の問

題、いろいろ出ておりますけれども、大津町としてもぜひＪＲの駅、あるいは空港周辺の空港の玄関

口というようなことで、交番の一つをつくっていただければ、きっとすばらしい大津町の顔になって

くるんじゃないかということで、今進めていこうというておりますので一、二年以内にはぜひお願い

をしたいなというふうに思っております。いろいろな形で職員のほうにも、いろいろな形で指導して

おりますので、その件についてましては担当部長のほうからご説明をさせていただきます。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 観光振興政策の面で九州新幹線全線開業に伴う熊本県の新幹線プロジェク

ト事業や、イベントに参画し、大阪等でのＰＲに取り組んできたところであります。また、「ねんりん

ピック２０１１熊本」の交流大会では、全国から多くの選手、役員関係者等が訪れることが予想され

ます。大津町をＰＲする絶好の機会ととらえており、具体的には次のようなこと考えております。ま

ず、飛行機、バスやＪＲを利用して来町された方をはじめ、ＪＲ肥後大津駅を利用する方たちを対象

にニーズを調査、把握するとともに、特産品等の展示、販売、観光情報の発信を積極的に行う予定で

す。 

 また、点灯式ワンタッチパネルにおける駅からの交通アクセス、町の観光スポット、宿泊施設等が

一目でわかる掲示板の設置についてですが、現時点では大型モニターとパソコンを利用しました観光

情報等の提供を考えているところです。なお、観光等の情報提供につきましては、対面式を基本にし

ながらパンフレット等による情報提供についても充実していかなければなりません。 

 次に、議員ご要望の水飲み場の屋外への設置についてでございますが、整備を進めております箇所、

バスロータリーの面積は広くはなくスペースが限られているため、仮に設置すると歩行者や自転車通

行の支障になる恐れがあります。現在のところ設置する予定にはなっておりません。議員ご紹介の熊

本駅の新幹線駅前広場は、面積がかなり広くスペースが豊富にあることから、熊本市が熊本駅周辺に

おける親水空間整備の一環として設置されたものと思われます。 

○議 長（大田黒英生君） 新開則明君。 

○７番（新開則明君） 水飲み場ですけれども、これは非常によその公園辺りにもありますけれども、

せっかく水は豊富にあるし、非常においしい水があるということで、町長、経費はあまりかかりませ

んので、ぜひどこかにですね、やはり大津に来たらいい水が飲めたというような雰囲気の水飲み場を

ですね、設置していただけないものかと思っておりますけれども、それと交通アクセスへのタッチパ

ネルですけれども、これはあまり後の経費がかからんと聞いております。ですから、維持していくた

めには、やはり老人から子どもまでわかりやすいタッチパネルがあれば思っておるところです。さっ

きテレビ画面のモニターを言われましたけれども、なかなか経費的にもかかるということを１回調べ

たらありましたのでもう１回その辺を町長にお願いしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 
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○町 長（家入 勲君） 安いものをつくるとかえって悪いことされる可能性もありますので、十分な

検討しながら屋外か、あるいは屋内かと、あるいは屋外でつくればやっぱり大津町の水であれば横に

水車をつくりながらとか、いろんなその辺の附帯工事と合わせたところでの景観的なものをしっかり

と取り組まなくては、あの駅南の広場関連等については、いかがなものかと思いますので、これにつ

いてはまた担当のほうと十分相談しながら設置するかどうか検討させていただきたいというふうに思っ

ております。 

○議 長（大田黒英生君） 新開則明君。 

○７番（新開則明君） 十分検討されて、大津の水を紹介するような形で、おいしい水を飲ませていた

だくようなことができればと思っていますので、どうかひとつ検討をよろしくお願いします。 

 では、２問目に移ります。文化財につきましては歴史上、芸術上、学術上、鑑賞上の観点から、価

値の高い有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観、伝統的建造物など６種類が指

定の有無にかかわらず文化財に該当するようですが、大津町におきましても国の重要文化財江藤家住

宅、阿蘇北向き谷原始林、県指定の天神森の椋、無田原遺跡などがあり、町指定として無形文化財の

大林の牛舞いはじめ、考古、古文、彫刻、建造物と１２件が指定してあるようです。指定されている

文化財につきましては、日常の管理とともに十分な保存がなされているものと思われますが、大津町

の木造物、石像物の文化財を調べてみますと、木造文化財が護川地区が円満寺１１面観音をはじめ３

２件、平真木地区が古城の薬師如来はじめ２７件、大津地区が引水の地蔵菩薩はじめ２４件、陣内地

区が下森の薬師如来はじめ６１件、瀬田地区が瀬田の１１面観音をはじめ１３件、錦野地区が外牧の

不動明王をはじめ７３件となっており、木造文化財が２３０件あるようですが、一方、石像物につき

ましては護川地区が矢護川の題目塔はじめ１０２件、平真木地区が古城の地蔵菩薩をはじめ６８件、

大津地区が引水の聖観の像はじめ１２９件、陣内地区が下森の一字一石塔史跡等はじめ９２件、瀬田

地区が龍頭観音像等はじめ３８件、錦野地区が外牧の明神鳥居はじめ８０件で、石造物文化財が５０

９件あります。そのほか銅、その他の素材のつくりがありまして、矢護川の円満寺誕生仏をはじめ８

件ありますが、合計で７４７件の文化財があるようです。これに加えまして、木造・石造物だけでこ

れだけあり、その他の有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観、伝統的建造物を

合わせるとかなりな数があるものと思われます。 

 これらの文化財の中には、大切に保存管理され優れているものもあるものや、管理状態が悪く風化

して価値を失いつつあるものもあるのではないでしょうか。一般的に考えてみますと、家屋の中で管

理されている物件は風化しにくく、木造物においてはシロアリや一般害虫で被害が発生しないと価値

があるのではないかと思われます。屋外に存在する物件は、風化や破損が発生するのではないかと思

われます。また、管理している人や団体のやり方でも状態が変わってくるのではないでしょうか。後

世に伝えるべき文化財として、町には木造物、石造物の貴重な文化財と有形・無形を問わず数多く点

在していますが、町指定でない文化財の管理と保存の現状をお伺いします。 

 また、これらの文化財の中にはそれぞれの時代があるものと思われますが、町の歴史を知るために

も後世に理解していただくためにも文化財保護委員さんはじめ、歴史の有識者及び一般住民の情報提
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供の協力が大切だと思います。町の文化財の中には、これは価値があるものと評価できるものがある

のではないでしょうか。これからも有形・無形の文化財として町指定、県指定、国指定となるにはど

のような規定と課題があるのかお伺いします。 

 また、町の中央部に歴史文化伝承館が開設されることは町の文化財を知る上でも身近に感じられる

ことと思います。護川の旧校舎にたくさんの文化祭が展示されておりますが、多くの住民には展示場

所も理解されていないような気がしております。この歴史文化伝統館が開設されると、町民をはじめ、

外部からの来町者にも大津の歴史と文化がわかってもらえるものと思います。町民や来町者に理解し

やすい文化財の展示法とたくさんの文化財がありますので、展示の取り替え展示方法の周期があるの

ではないかと思いますので、お伺いしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 大津町の文化財の管理状況と今後のＰＲというか、町民の皆さんに知っても

らうような対策についてでございますけれども、議員おっしゃるように今お聞きしましては、私も把

握していなかったものですから、こんなにたくさんあるんだなと、さすがを大津町であるというよう

な思いをしておりますけれども、この文化財につきましての調査をしっかりやらせていただきまして、

その保存の計画関連等については、資料を作成しながら、もちろん町の歴史文化財保護委員さんの意

見をお伺いしながらやっていかなくちゃならないんじゃないかなというふうに思っております。議員

の内容質問等については、今言ったような形の中でやらせていただきますけれども、現在の状況なり

方法について、また担当部長のほうからご説明をさせます。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 新開議員の質疑にお答えいたします。先ほど議員さんがおっしゃったよう

に町内における未指定の文化財建造物は各地に点在しており、それらはおおむね町の歴史を物語るも

のとして大切なものと考えております。これらには、町屋敷、公共施設、農家、商家、武家屋敷、神

社仏閣、標識などがございます。また、これらの建造物は、その所有者及びその所在する地域の住民

が総じて、その保護管理に積極的、協力的であり、その保存に献身的なお世話をされていると認めら

れております。しかしながらその数は多くにあがり行政的支援をするためには、相当規模の財政的な

ケアを必要とし、その枠組みに入るためには大津町の歴史的立地、特色を重視し、文化財としての町

の歴史とのかかわりの重要性を考慮して、町の支援を差しのべる優先順位を付ける必要があると考え

ます。そのためにも歴史研究の観点から、それらの多くの文化財を普段から観察検討することによっ

てその価値を何度も再認識し効用することにより、明確な位置づけを繰り返しとともに、その意味合

いを地域に返すことによって、更にその立地する地域の住民がその文化財建造物を地域の精神的支柱

として愛護し、保護していくこと、またその方向が見えることが未指定の文化財として適切な管理で

あり、最適な保護であり、更には将来の町指定があった場合にその後も町の支援に支えられた地域の

手厚い文化財保護が保証されるための重要な段階と考えております。 

 それから、２番目の質問でございますけれども、町指定、県指定、国指定となるにはどのような規

定と課題があるかということでございますけれども、町文化財の指定に当たっては、やはりいくつか
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の要件があると考えます。まずは大津町管内にある大津町の歴史、特色を踏まえた文化財としての価

値を有する歴史的建造物であること、当該歴史的文化財が学術上相当に高い水準にあることが、町内

外の専門家から広く認められていること、当該文化財の所有者及びその所在する地域の住民が総じて

指定と、その後の保護管理に積極的、協力的であると認めることができることが重要な要件です。し

かも、その前提として、その文化財、特に歴史的な建造物などを主として考えますが、大津町振興総

合計画に基づくまちづくりにあって、一般公開利用など有効に活用できるものであればさらに望まし

いと考えられます。なお、国・県の指定は基本的には町指定の文化財を対象としたものであり、それ

は町を超えたより広い視野からの文化財的価値から、その町の領域より遥かに広い地域の中で、その

歴史文化的価値を認められるものに限られます。町が推薦するからというわけでなく、県・国からの

求めによって、町指定がなされ、その上でほどなく段階を挙げられるといった事例も少なくないと考

えていいと思われます。総じて町指定の文化財として重要であるかといって、そのまま県・国へと段

階をのぼり得るものはかなり少なく限定されるものであり、その価値判断は町内の学識だけでは左右

できない問題であると考えます。 

 それから、歴史文化伝承館の関連ですけれども、当館は基本的に町内にある文化財地域や町の伝統

工芸を伝承するための教室・講座等を開催するいわば教室的な運営をする施設と考えております。し

たがって展示に寄与する空間がかなり限定されるために、展示は教室講座の学習に当たって、その効

果を助けるにたるための参考資料を主体とし、また伝統工芸の伝承のためには参考となるものを小規

模な範囲で展示する形式をとらざるを得ません。そのために展示はそのときに実施されている教室、

講座の内容に伴って実施することが適当と考えられ、教室、講座の開催の期間に合わせて、その内容

に合ったもの、相応しいものを展示していくことがその内容になります。であれば展示外は教室の期

間に開催に合わせて実施するものと考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 新開則明君。 

○７番（新開則明君） 先ほど申しましたように石像物と木造物だけでも７４７件ありますので、今現

在指定されているのは大津町は大林の牛舞いほか１２件であります。数のある割には非常に指定も少

ないし、管理状態の悪いものも見かけております。何か町に指定すべきものが見えてきてはおらんか

と思う次第です。もう少し指定のほうも考えて検討されて増やしていく、保存をしかし町のほうが助

けていくような形はできないものかと思うところです。ですから、管理するにあたりましてもう少し

指定して、町と行政が主体となって保存していくようなものがありはしないかと思っているところで

す。その点が１点です。 

 それから、伝承館ですけれども非常に町の中心で見るには歩いてきて見学しやすい場所にあるなと

思っております。ここで展示するには非常に限られた数になると思います。護川のを全部持って来た

らあの何倍もの建物が要るわけですから、やはり、さっき言われたように、学校の勉強とかに役立つ

とか、展示すると言われましたけれども中にはですね、やはり昔の価値のある品が眠っていると思い

ます。そのような品をどのような方法でですね、学校の勉強になるのもそれは一番大事ですけれども、

大津町の歴史を知る上で必要な品物は展示できんものかと思う次第です。その点についてお考えをお
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願いします。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 新開議員の再質問にお答えします。先ほど申したようにですね、今度は歴

史文化伝承館ということで考えておりますけれども、まずそこを中心に歴史・文化を考えていきたい

というような拠点にしたいということが１点でございます。その利用のほうについては、今議員さん

のほうがご指摘があったようにですね、町の文化財保護委員さん方も一緒になってですね。場所は一

番いい場所にございますので、ただ先ほどから言っておりますように、すべてのものを展示すること

はできません。図書館あたりとも連携を図りながらですね、定期的に中身を入れ替えるとか、もしく

は学校で計画しながらですね、その間は講座などにふさわしいものを展示するとか、もしくはもちろ

ん梅の造花あたりもですね、伝統工芸ということ継承していかなければいけませんので、そういった

ものについてもどうするのか、展示をどうするのかといったものも含めてですね、それから先ほどか

ら議員さんの指摘があっているように、指定につきましてもいろいろ重要なものがございますので、

文化財保護委員さん方と協議をしながら、その方向についてもですね、この歴史文化伝承館を中心に

ですね、今後ご検討していきたいというふうに考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 新開則明君。 

○７番（新開則明君） 町の指定の文化財になるには保護委員さんの検討がまず一番大事だと思います

けれども、最終的には教育委員会ですかね、検討されるかと思いますけれども、その辺のときに教育

委員会からは、どのような、指定するかせんかというときには教育委員会としての判断は５人でされ

るわけですか、今の。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 新開議員さんの再々質問にお答えいたします。大津町の文化財保護条例の

第５条、第６条というのがございまして、その中でですね、文化財を町指定文化財に指定するにあた

りまして、いろいろな調査研究をするということになってきます。実は、大津町の梅の造花につきま

しては、今指定の段階に来ております。文化財の保護委員さんの意見を聞きながらですね、そして最

終的に教育委員会が決定するということでございますけれども、その際にですね、指定の理由、それ

からずっと現状あたりを調べましてですね、梅の造花につきましては、その梅の造花に詳しい学識の

ある先生の評価をいただいて、その評価も参考にしながら最終的に町教育委員さん５名で決定をして

いくということでございます。 

○議 長（大田黒英生君） 新開則明君。 

○７番（新開則明君） ３問目に移ります。ごみの減量化を問うでございますが、先ほど月尾議員さん

の質問と少しあっているところもあるかと思いますけれども、資源ごみの中には古紙、鉄くず、アル

ミニウム、ビン、ペットボトル、布、段ボールなどがありますが、これらのものを種類ごとに分別し

て回収する分別回収が行われておりますが、容器包装リサイクル法もすなわち容器包装に係る分別収

集及び再商品化の促進等に関する法律でありまして、この法律は家庭から出るごみの容積比で６０％

は容器包装廃棄物であると、何とかこの容器廃棄物をリサイクルして促進していこうということであ
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りますけれども、この法律は消費者・市町村・事業者にそれぞれにごみの減量とリサイクルの責務を

負わせてあります。各家庭におかれましては、分別冊子が配布されており、追加された品については、

今月の３月１５日、一般配布物のとき資料が配られておりますけれども、４月１日から実施されると

いうことですけれども、追加された部分は住民には今から浸透して理解していただければなりません

が、現在のところ燃えるごみと一緒に出しておられるのをよく見かけております。この容器包装のこ

れをリサイクルすると、プラスのリサイクル法には三つのリサイクルの方法があるようですが、マテ

リアルリサイクル、これはプラスチックの原料化とプラスチック製品化する方法ですけれども、次の

ケミカルリサイクル減量化、高炉還元材、ガス化による化学工業原料、それから油の変化させる方法、

それからサーマルリサイクルはセメント原燃料化し、ごみ発電などがあるようです。廃プラスチック

の有効利用でございますが、１９８０年が廃プラの総排出量が５５７万トン、有効利用が１４４万ト

ンで有効利用率が２６％、２０００年が９９７万トンの総排出量に対し、有効利用が４９４万トンで

５０％、２００８年が総排出量が９９８万トンに対し、有効利用が７８５万トンで、大変有効利用が

パーセントが上がってきているようです。このプラスチックの再利用の伸びが伸びておりますけれど

も、私たちの自治体でもしっかりとした取り組みをして、環境面にも対応していくべきだと思います。

町長の施政方針にもありました容器リサイクル法にあるプラスチックとほとんどのプラスチック製品

も資源として収集するとありますが、各家庭に徹底した指導と協力を呼びかける必要があるのではな

いでしょうか。呼びかける方法と指導の方法をお伺いします。 

 また、資源ごみの中には古紙、鉄くず、アルミニウム、ビン、布、ペットボトル、段ボールなどが

ありますけれども、中でも古紙、ビン、アルミニウム等は町内においても区や自治会ごとに定期的に

回収されているようですが、中には子ども会が中心になって回収しているところもあるようです。い

ずれにしましても、大切な資源ごみであることは間違いありません。回収を促進していかなければな

らないと思っております。平成２１年度のリサイクル協会の統計によりますと、品目別にリサイクル

量、回収率が示されており、スチール缶８９.１％、ガラスビン６５％、ペットボトル７７.９％、紙

器・容器包装１４.２％、プラスチック５８.１％、アルミ缶９３.４％、紙パック４２.６％、段ボー

ル９５.６％となっております。やはり、アルミ缶や段ボールはリサイクル回収率が非常に高いようで

す。また、アルミ缶リサイクル協会よりますと、平成１７年度で１年間に消費されるアルミ缶の量は

約３０万１千トン、そのうちリサイクルされた量は、２７万６千トンということで、残りの２万５千

トンは焼却や埋め立て、または海外に輸出されたものと推測されております。大変貴重な資源ごみで

あるようですが、そこで大津町における資源ごみの回収実績高はどうなっているかお伺いしたいと思

います。また、ごみの回収日に合わせ早朝より資源ごみを行政が委託した業者でない業者が回収して

いるのを見かけます。収集所には「持ち去りは違反です」という看板ははってありますけれども無視

されているようです。不法収集されにくくするには何か考えられないかお伺いしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 新開議員のごみの資源化ということでご質問でございますけれども、まさに

今回菊池環境保全組合におきましても更なる循環型社会の推進のために、平成２３年４月からのほと
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んどのプラスチック製品について、再資源化のための中間処理が行われることになりました。これに

伴いまして、大津町でもプラスチック類の拡大品目の分別回収を平成２３年の４月からスタートいた

します。新開議員のご質問のプラスチック類の収集品目の拡大についての各家庭への周知方法につい

てでございますが、菊池環境保全組合において、住民周知用のカラー版の大型チラシを作成し、３月

１５日に全戸に配布しております。また、町におきましても、平成２３年度のごみ分別カレンダーを

全戸配布したところでありますが、カレンダーの中で今回の品目追加についての説明も記載し、周知

しているところでございます。今後につきましても、町のホームページや広報紙、分別説明会等によ

り、住民の皆さんに少しでも早く浸透するように周知の徹底を図ってまいります。 

 次に、資源物の不法回収への対応についてでございますが、不法回収は全国でも多発しており、大

きな問題となっております。大津町でも資源物を持ち去る行為の目撃情報が年に数回程度町に寄せら

れている状況です。不法回収に対する対策としましては、大津町廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽

に関する条例の一部を平成１７年４月１日に改正し、不法回収に対する禁止命令や２０万円以下の処

罰規則、規定等を設けております。今後につきましては、警察と連携をとりながら不法回収を目撃し

た際の住民等からの迅速かつ具体的な内容の通報をいただけるように、広報紙やホームページで周知

を図るとともに、ごみ収集のパトロールの実施についても検討を行いながら、資源物の不法回収の防

止に努めてまいります。議員ご質問の資源ごみの回収実績のほかについて、詳細について主管部長に

説明をさせます。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 新開議員の質問にお答えいたします。まず、ほとんどのプラスチック類を

資源物として収集開始する処置について詳細を説明いたします。循環型社会の推進への取り組みとし

まして、容器包装リサイクル法に基づき、まずプラスチック製容器包装の識別マークが付いているプ

ラスチック製の容器包装について、平成１７年度に資源物として分別収集を開始しました。更に平成

１９年度には買い物時のレシートやポリバケツなど、容器包装以外のプラスチック類で１２品目につ

いて新たに分別し品目として追加し、プラスチック類の再資源化に取り組んできました。そして、今

回平成２３年４月から更に品目を拡大して、ほとんどのプラスチック類を資源物として収集すること

になりました。プラスチック製品につきましては、焼却する際に発熱量が大きく焼却炉が高温になる

ため炉を傷めやすい性質を持っておりますが、菊池環境保全組合の焼却施設である東部清掃工場の焼

却炉についても、同様に炉の傷みが目立ってきている状況です。これを踏まえて、プラスチック類は

極力燃やさずに再資源化させることが焼却炉の延命につながることが、今回の品質拡大処置に行うに

至った大きな理由になります。 

 次に、家庭から出る資源物の回収実績について説明いたします。月尾議員の質問に重なる部分があ

ると思います。資源物全体についての回収量は約６１０トンでごみ全体の約１０.７％となっており約

１千７００万円の処理費用がかかっております、内訳といたしましては、一番回収量が多いのが空き

缶、空き瓶で回収量が資源物の３５.４％を占めております。 

 次に、回収量が多いのは廃プラスチック類で２４.８％、以下、新聞折り込みチラシの回収量が１７.
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６％、布類、段ボール、牛乳パックの回収量が１５.１％、ペットボトルの回収量が６.４％、白色ト

レー、発泡スチロールの回収量が０.６％になっております。資源物につきましては、ごみ全体の１割

程度と少ない状況ですが、これは自治会や子ども会などにより資源物の集団回収に取り組んでいただ

いていることが大きな理由だと考えられます。 

 集団回収の実績を紹介しますと、平成２１年度は６７団体により約５３３トンの資源物を回収され

ています。平成２１年度では約１千５００万円程度の組合の負担金が軽減されたことになり、町の負

担軽減に大きく貢献していただいているところです。 

 最後に資源物の不法回収の防止対策につきましては、先ほど町長からも説明ありましたが、不法収

集を取り締まる目的で一部改正された条例について、条例では町が指定する日時、場所に分別して出

された廃棄物のうち、古紙、ガラスビン、缶等、再利用の対象となるものについては、町長が指定す

る者以外の者はこれを収集し、または運搬してはならない。としており、これに違反した場合、町は

持ち去り行為をやめるように命ずることができるとしております。更に禁止命令に従わなかった場合

には２０万円以下の罰金を処するとして、罰則規定も設けております。これにつきましては、町と大

津警察署の連名でこの条例の内容を一部記載した警告板を作成し、ごみ一時保管中に掲載し、資源物

の不法回収の防止に努めているところです。以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 新開則明君。 

○７番（新開則明君） 確かにこの間の配布物で、これを種類ごとにいただいておりますけれども、や

はり堅いほうのプラスチックを集めると非常に場所をとる品物が多く出てきます。バケツにしろ植木

鉢にしろ、非常に袋の中に詰めるにも場所をとります。ですから、これを普通はこのままでいいのか、

大きいやつは割って袋に入れるのか、その辺をお伺いしたいと思います。 

 それから回収する方法ですけれども、今までペットボトルの上に貼ってありましたプラスチックの

紙がですね、薄い紙、あれとは別に出さにゃんのか、袋も違うのか、その辺を資源ごみには変わりあ

りませんけれども、今度は家庭においては今度は迷うと思います。ですから、その辺のところをどう

考えられているのかお伺いします。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 議員質問にお答えいたします。非常に議員ご指摘のように家庭によっては

迷う分があると思います。その辺りにつきましては、町のほうも一応全戸配布でごみカレンダー等を

出しておりますけれども、今ご指摘のありました件についても、町の回覧とかですね、その辺りにつ

いて詳しく説明できるような資料をつくって再度配布したいと思います。よろしくお願いします。 

○議 長（大田黒英生君） 新開則明君。 

○７番（新開則明君） ぜひ、ある程度書いていただかないと、さっき言いました大きいのは一つ入れ

たら袋いっぱいなる品物も出てくるわけです。これは割らにゃんとじゃないかなと、昨日も言ってお

られました。３０円の袋に一つで入らんとも出てきます。ですから、その辺の検討をしてですね、組

長さんあたりに聞きに行っている人もいるんですよ、カレンダーをもらってどうしたらいいか。です

から、家庭にそういう説明書をやるのと一緒にですね、組長さんに話す方法はないか、お伺いしたい
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と思います。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） お答えいたします。区長、組長さんに説明する方法を考えてみたいと思い

ます。 

○７番（新開則明君） わかりました。終わります。 

○議 長（大田黒英生君） これで本日の一般質問は終わりました。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日は、これで散会といたします。 

午後４時０８分 散会 
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議 事 日 程（第４号） 平成２３年３月２３日（水） 午前１０時 開議 

 

日程第１ 一般質問 

 

               午前１０時００分 開議 

○議 長（大田黒英生君） おはようございます。これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は議席に配付のとおりです。 

 

日程第１ 一般質問 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第１ 一般質問を行います。順番に発言を許します。 

 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） おはようございます。まずもって、今回の東日本大震災における被災者に対し

て、心からお見舞い申し上げますとともに、亡くなられた皆さんに哀悼の意を表します。連日のテレ

ビ報道、新聞を見るにつけ、自然に対する人間の無力さ、人間がコントロールさえできない原子力発

電により、さらに災害を増幅させている現状、被災者の言葉で訓練のときは消防車が避難勧告して回っ

たが、今回の地震と津波は、そんな余裕さえなかった。あるいは、こんなときは普段用意していたリュッ

クだけ持っていけばいい、ほかに何もいらないという父の号令で車に乗り高台に避難したところ、２、

３分も経たないうちに津波が轟音とともに町をのみ込んだ。父に感謝しています。まさに危機管理意

識が命を救った現実など、心は痛みますが多くの悲惨な現状と多くの命を代償に、私たちに教えてく

れることが数多く出てくるのではないかと思いますが、今はただ１日も早い復興を望んで止みません。

さらに、必死に避難所生活を強いられている皆さんに少しでも役に立ちたいとタオル、毛布、食料、

ティッシュなどの日用品、現金などを送り、時期が来ればボランティアの１人として現地に駆けつけ

たいという気持ちになるのは私一人ではない、多くの人が思っていることだと思います。 

 それでは、１番議員、金田俊二が通告に従って一般質問を行います。 

 まず、町長の施政方針と振興総合計画の後期基本計画についてですが、施政方針の中で町長は次の

ように言われました。依然として厳しい状況の中ではありますが、長期的財政計画に基づき、今後の

大津町の将来ビジョンの中で、今やるべきことをしっかりと見極め、新しい時代に向けたまちづくり

のために皆さん方とともに全力で創り上げてまいります。また、行政財政改革大綱と後期改革プラン

に基づき、健全財政の運営に努めるとともに、振興総合計画に沿って事業の優先順位を付けながら、

長期的視野に立ち、将来に誇れるまちづくりを行ってまいりますというふうに言われました。施政方

針は全体的に後期基本計画を要約したものを並列的に述べられた感じがしてなりません。どれもこれ

も確かに重要だと感じるものです。しかし、町長が町長としてどこに力点を置いて、どのように実現

していくのか、そのことを通して我々議員も、町の職員も、町民の皆さんもそれぞれの立場で町の発

展のために全力を尽くすことができるのではないかと考えるものです。そういう視点で、今一度町長
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のまちづくりに対するお考えとその戦術についてお尋ねするものでございます。 

 １問目の質問を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） おはようございます。金田議員の大津町の施政方針と振興総合後期計画等に

ついてのご質問でございますけれども、まずは東北大震災における経済状況の不況の影響などで税収

が落ち込むことが見込まれておりますので、財政運営を強く強いられてくると思います。我々自治体

の自己責任や自己決定が求められてまいります。その意味におきまして、まちづくり基本条例の４つ

の原則であります住民自治、情報共有、産学協同の下、町と地域の自立により新しい時代に対応でき

るまちづくりに町民のご理解とご協力、そして積極的な参加が必要であると思っております。町民の

皆さんに参画を求めながら、郷土のまちづくりを推進していくために振興計画の目標である住民の満

足度を高めるために、成果の指数・指標を含めた進行状況や達成度の検証を行ない、計画が推進され

るように振興管理を行っていきたいと考えております。議会議員、金田議員の施策方針と振興総合計

画についてのご質問にお答えいたしますと、施策方針で今後の将来のビジョンの中で今やることをしっ

かりと見極め、振興総合計画に沿って事業の優先順位を付けながらと述べたところでございますが、

私の施策方針、つまり将来ビジョンは、振興総合計画基本構想にも示しておりますように、みんなで

つくろう元気大津、人と自然にやさしい心かよいあうまちということでございまして、元気な大津を

つくることこそ、そしてみんなが共に助け合う心温かいまちであふれた、そんなまちづくりを基本と

しています。この施策方針の下、これまでまちづくり交付金事業をはじめとしたまちづくり基本条例

の制定や地域福祉計画などを進めてきたところであります。施策方針と振興総合計画に現段階で何を

優先的に、どのように実現したいかとのご質問でございますが、現段階では施策方針でも述べました

ように、待機児童を早急に解決することやまちづくり交付金事業の最終年度として、まちづくり交流

センターの整備や本田技研３２５線の整備、肥後大津駅南口の整備、子育て健康広場、そして大津小

学校の分離校整備などを優先的に取り組んでいかなければならないものと考えています。今後の事業

の優先順位については、当然住民の生命財産に関わるものは最優先されるものですが、先ほど申し上

げました振興総合計画基本構想に沿った元気な大津をつくる事業、みんながともに助け合うまちづく

りに資する事業などを優先的に取り組んでいかなければならないものと考えております。具体的に何

をやりたいのかということについては、先ほども申し上げましたとおり、元気な大津をつくりたいと

いう私の思いで、元気な大津といってもなかなかぴんと来ないかもしれませんが、私が考えている元

気な大津とは、たくさんの人たちが大津町を訪れるとともに、大津町で学び、働き、買い物をして、

そして大津町を愛し、健康で長生きしながらみんなで助け合って、これからもずっと大津町に住んで

いただける状態を想像しています。そのために、必要な事業とは現在取り組んでいます地域福祉や子

育て支援、また町民の健康づくりにも取り組んでいかなければなりません。そのためには、スポーツ

の振興、あるいは町民の健康と、訪れるお客に対するもてなしやスポーツの大会会場等で活性を図り

ながら、たくさんの人たちが働くためには農業や商業の活性化、また企業誘致も進めていかなければ

なりません。さらにたくさんの人たちが訪れるようになるためには、大津町が育んできた歴史や文化
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を活かした観光などにも取り組んでいきたいと考えています。 

 このようにトータルとしてまちづくりを行っていくことが元気な大津をつくることでありますが、

財政状況等も十分考慮しなければなりません。後期基本計画は事業の方向性を示したものですから、

その方向性に従い、事業の優先順位を付けながら将来のビジョンの中で今やることをしっかりと見極

めていきたいと考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） 先日、３月１１日、ちょうど地震があった日ですけれども、中学校の卒業式が

ありました。私は、大津中学校に出席したわけですが、校長先生はその祝辞の中で卒業生に向けてこ

んなことを言われました。どんなよい考えを持っていても実践力がなければ何もならない。そのため

には、コミュニケーション能力や意欲、すなわち志、目標を据えて努力することが重要であるという

ふうに話されました。まさに志がある者、何かを成し遂げようとする者にとって、その実践力はもっ

とも大事なものであるということだと思います。改めて、今町長の言われたまちづくりの思いを実現

できるよう、町職員はもちろん、我々議員、そして町民の皆さんが一丸となってまちづくりへ邁進で

きるよう、その体制を整えていただきたいと思うわけです。今回改めて町長の施政方針についてご質

問したわけですけれども、特に施政方針の冒頭で述べられた九州新幹線全線開業をチャンスとして、

また肥後大津駅を阿蘇熊本空港の玄関口として、大津町の顔としておもてなしの心で大津町に人を呼

び込むためのまちづくりを進めていくと言われました。確かにハード面で駅南の駅舎とその周辺整備

は行われておりますが、例えばホテルルートインに課せられる入湯税、恐らく入湯税はホテルルート

インのみ掛けられていると思いますけれども、平成２３年度予算は平成２２年度と同額になっていま

す。人を呼び込むまちづくりを考えるならば、多少なりともホテルの利用者の増を見込んで、その意

気込みとしてあられてもよいのではないかと思ったところです。答弁は求めませんが、そのことを申

し上げて次の質問に移りたいと思います。 

 緊急雇用創出事業とふるさと雇用再生特例交付金事業についてですが、大津町では平成２２年度に

おいて緊急雇用創出基金事業において地域包括支援センターにおける相談体制の強化、町立幼稚園小

中学校の環境整備、タウンマネージャー配置事業、防犯交通指導、雇用対策相談員の配置など、１３

事業で３４人の雇用を創出しています。ふるさと雇用再生特例交付金事業については、大菊土地改良

区における水田湛水事業、それから社会福祉法人等での通勤生活支援事業、幼稚園への教育向上支援、

それからまちづくり推進協議会、里山保全推進、福祉と人権のまちづくりなど、１０事業に対して１

６名の雇用を行っております。不景気と格差社会において、国が打ち出した緊急雇用対策で大津町で

も効果は上げてきたと思っているところですが、雇用のみならず大津町のまちづくりという観点から

も大きな効果が上がっているのではないかと思います。 

 そこで、町長、教育長にお尋ねしますが、２年を経過し、その成果をどのように考えられているの

か。個々の事業に対して、一つ一つじゃなくて包括的に述べていただければと思います。 

 それから、３年間の期限付きでありますけれども、国の動向として継続される可能性はあるのか。

とりわけふるさと雇用の場合、交付の条件として３年経過後も引き続き雇用することとなっていたと
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思いますが、幼稚園、あるいは社会福祉法人等は厳しいながらも何とか雇用できるという状況だとい

うふうに聞いております。一方で、ＮＰＯ法人や任意の団体等においては大変困難なところが多いか

と思われます。町として支援する考えがあるのか、お尋ねいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 緊急雇用創出事業のふるさと雇用再生特別交付金事業等の成果についてのご

質問でございますけれども、もう議員いろいろとおっしゃるように、まちについても工業や商業の多

様な産業の集積を活かして均等ある発展を図りながら、農工商併進の活力あるまちづくりを推進して

まいっております。そういう意味におきまして、雇用関係を進めるために、平成２１年７月には大津

町の無料職業紹介所を開設しながら、休職者の皆さんの就労に対して個別相談事業を行い、企業等に

対しての紹介事業を行っておりまして、これはまさしく自治体、ハローワークでございますが、その

ような中で熊本県の緊急雇用創出事業及びふるさと雇用再生特別交付金などを財源とした雇用の創出

に積極的に取り組んでまいりました。雇用創出という観点から一定の成果を上げつつあると考えてお

りますが、失業中の方がすべて雇用されるものではないことから、根本的な雇用拡充のための社会整

備等が必要であることも認識を深めてまいっております。今後は、国が打ち出した雇用戦略基本方針

２０１１の具体化、あるいは実施を注視しながら、より一層の雇用拡充に企業や事業所等にご協力を

いただくように町としても雇用促進に努めている所存でございます。現状については担当部長の方か

ら説明させますけれども、議員おっしゃるようにやはり雇用できる事業所もあるし、そうでないとこ

ろもありますけれども、３年間の間雇用されて、地域住民の皆さんのそれぞれのところでサービス関

係が行き届いておるというふうに思っております。もちろん、我々町としてもそういう事業が今後ずっ

と続けていただければなという思いをしておりますけれども、なかなか厳しい状況であるのは確かで

ございますけれども、新たな事業というか、いろんな形で今やらせていただいております中でも、福

祉関係とかそういう関係については継続的に雇用する人材を派遣されておりますので、見込みがある

んじゃないかなと。またそういうつもりで役場も入りましてお話、交渉しておりますので、行ってい

く方向じゃないかなと思います。しかし、商工会の方にもお願いする、あるいは道路パトロール関連

等の防犯隊とか、いろんな形でやっておりますけれども、こういう形を継続できるような施策が我々

町としても考えていかなきゃならないんじゃないかなと思っております。商工会の方ともご相談して

はおりますけれども、今後つくる場所、交流センターをはじめとする駅前の、そういう起点について

の新たな組織の中でそういう方々の経験を生かしながら継続して雇用できるかどうかというのをそう

いう方向で進めていければなというような雇用の創出についても、今後関係機関の皆さんとご相談を

しながらやっていかなくちゃならないというふうには考えております。 

 詳しい内容については、担当部長の方からご説明をさせていただきます。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） おはようございます。 

 議員の質問の緊急雇用創出事業並びにふるさと雇用再生特別基金事業を行った事業効果につきまし

て、各課が実施しました結果をそれぞれまとめたものを把握しているところでございます。緊急雇用
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創出事業の効果は、直営で実施しました事業につきまして、全体的には住民サービスの向上を目指し

た点では評価できるものと思っております。ただ議員のご承知のとおり、緊急雇用創出事業は、離職

を余儀なくされて失業された方が希望する仕事に就くための就職あるいは求職活動が行えるように短

時間の勤務形態を取るつなぎの仕事と位置づけて実施してまいりました。町が直接雇用する委託事業

として実施するなどで仕事に従事していただきました人数は、平成２２年度は３５名となっておりま

す。緊急雇用は、中高年齢層の就職を促すことが目的とされたものですが、昨今の求人には若年層に

おいても厳しいものがあり、緊急雇用で雇用した人の中には２０代の方もおられます。ふるさと雇用

再生特別基金事業では、平成２１年度から平成２３年度までの３年間で町が事業委託を行った事業所

に雇用された方が平成２４年度からは受託者が職員として引き続き雇用するという制度のものです。

事業開始時点で受託者との協議が整い、事業実施を行っているところと認識しております。この事業

に従事している方は１６名となっております。 

 特にふるさと雇用再生特別基金事業のそれぞれの事業について成果の一部を紹介します。町内の３

つの福祉施設でそれぞれに事業展開が行われており、その１つとしまして知的障害者施設の通勤支援

及び地域交流支援事業の取り組みでございます。生活支援を配置し、利用者の安全確保と地域団体と

の交流を活発に行ない、相互理解を深め、そのコーディネーターを実施することにより知的障害者の

地域における社会参加を支援することを目的として実施されております。生活支援に配置したことに

より、施設内でのイベント、ボランティア活動、住民や他団体との交流などを進められており、利用

者の地域への社会参加が積極的に進められております。 

 続きまして、３年間の期限付き交付事業である国の動向として継続される可能性はあるのか。ふる

さと雇用の場合、交付の条件として３年経過後も引き続き雇用することになっていましたが、企業法

人以外の団体の場合、引き続き雇用が困難なケースが考えられると思います。町として支援する考え

はあるのかの質問に関連がございますので、一括してお答えさせていただきます。緊急雇用創出事業

につきましては、平成２３年度に終了します。ふるさと雇用再生特別基金事業は、事業開始時点で受

託者の協議が整い、事業実施を行っているところと認識しておりますので、特別な支援等はこれまで

協議検討を行っておりません。ただ議員ご承知のとおり、国は２０１１年度における主要政策として

雇用をつなぐ、つくる、守るの三本柱による政策を展開することとしております。 

 次に、雇用をつくる政策としまして、地域雇用開発促進法に基づく地域雇用創造事業を活用して、

地域の実勢及び創意工夫を生かした雇用創造の推進、また地域社会雇用創造事業の着実な実施を通じ、

ＮＰＯ法人や社会企業化といった社会的企業における雇用・人材育成の推進に取り組みたいと考えて

います。もしこの事業が厚生労働省から認定されますと、可能性としては大きなものが期待できると

考えます。 

○議 長（大田黒英生君） 教育長那須雪子さん。 

○教育長（那須雪子さん） 金田議員のご質問にお答えいたします。 

 教育委員会におきましても、緊急雇用創出基金事業及びふるさと雇用再生特例交付金事業に取り組

んでおります。緊急雇用創出基金事業につきましては、町立幼稚園・小中学校環境整備事業としまし
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て、それぞれの園・学校の除草、校庭・園庭の樹木等の剪定を行うほか、校舎内外の環境整備を図る

ために６名雇用しております。また、教育支援事業としまして、通常学級に在籍している子が個別に

支援、見守りを要する児童生徒を支援するために、生活支援補助員を小中学校へ９名配置しています。

さらに学校ＩＣＴ等環境整備事業としまして、学校ＩＣＴ等環境整備に伴うパソコンや電子黒板等の

情報機器の整備事業等を行います補助員を１名雇用しています。そして、機器・ソフトウエアの設定

やウェブ教材の紹介等を行ない、教職員のＩＣＴ活用事業の支援を行っているところでございます。

いずれも現場では大変好評であり、それぞれの目的が達成されたと受け止めています。特に教育環境

が整い、落ち着いて学校生活を送っている児童生徒の姿から、この事業の成果を実感しているところ

でございます。 

 次に、ふるさと雇用再生特例交付金事業につきましては、幼児教育向上支援事業として私立幼稚園

で特別に配慮が必要な幼児に対して個別の支援をするため、新たに職員を雇用するものです。現在、

私立幼稚園２園に各１名ずつ雇用してもらっています。いずれの園からも集団生活の中で個人の能力

にあった支援・指導を行うことができたという成果をいただいているところでございます。交付金事

業終了後も、引き続き雇用していただくようにお話は整っておりますので、今後も個別の幼児支援に

努めていただくものと思います。 

 緊急雇用創出基金事業につきましては、平成２３年度で終了となりますので、学校環境整備事業に

ついては、保護者の協力、地域ボランティアの方々の協力をいただけるような啓発を行ってまいりた

いと思っております。 

 また、教育支援事業の生活支援補助員につきましては、現在各学校に配置しております学習支援指

導員や特別支援補助員の配置基準を含め、各学校の実態を確実に把握し、どのように対応すべきかを

平成２３年度中に検討し、平成２４年度からの具体的支援を考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） 今、お話を聞いたわけですけれども、緊急雇用、話によると４０歳から６０歳

についてがほぼ対象であるというふうに最初お伺いしていたところですけれども、今の話によると２

０代の人もいますというご説明がありました。今の雇用の実態を象徴的に表しているのではないかと

いうふうに感じたところです。全般的に見て緊急雇用についても、ふるさと雇用についても、かなり

の効果が上がっているというふうに感じました。とりわけ福祉関係については、今後も町長のお話で

は支援していくと。また、国の予算の可能性を秘めているというようなこともお伺いして、ぜひ継続

してできればなと思っているところです。とりわけふるさと雇用における事業におきましては、町の

基本計画とマッチしている事業がほとんどであると思っているところです。ゆくゆくは雇用のための

委託ということではなく、例えば南杉水における地域福祉の活動は、将来的には資金面でも自立して

いきたいという考えをお持ちのようです。そのために、社協との連携、社協の活動拠点を地域に置い

ていく、そして今の協議会とともに地域の福祉を担う、いわゆる地域社協などの考えも出てくるので

はないかと思います。ほかにも大津町まちづくり推進協議会やスポーツタウン推進事業においても、
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自立という面で町がコーディネートしていくことは大変重要であると思うわけですが、再度その辺の

展望、そのお考えをお聞きしたいと思います。今、住民ができること、住民ができることは住民でと

いう考えが徐々にできつつあると思います。そのために、町が的確な支援、お金であったり、物であっ

たり、知恵であったり、その都度必要な援助をしていく必要があると思いますので、その辺のところ

をお伺いしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 金田議員のこれからの支援状況を確かめておられるようでございますけれど

も、もちろん大津町における地域福祉関連で申しますと、やはり９つの地域福祉の地域がございまし

て、それぞれ地域での目配りというか、そういうものでしっかりとやっておられる、それをしっかり

と広げていきたいなというふうに思っております。まだまだ人材育成の関係で、その地域において大

変苦労をされておるのは確かでございます。しかし、素晴らしいのは南杉水地区の人権協議会の皆さ

んがそれぞれの団体と手を結びながらしっかりと地域を支えながら、いろんな面について頑張ってお

られることについては、本当に感謝を申し上げ、そしてそういう地域の活動、これが大津町全体に広

がっていけるように今後地域での皆さんの活動が大津町全体に発信できる、そのようなチャンスもや

はりつくってやらなくちゃいけないというふうに思っておりますし、また協議会の方ともしっかりと

相談しながら、今後についてその力をますます伸ばしていただきたいというふうに思っております。

そういう地域づくりが本当の、先ほど申した我々の基本構想というか、自治体のあり方ではないかと

いうふうに思っております。そういう意味におきまして、お互い自治体あるいは地域、そして地域住

民の皆さんと一緒になったまちづくり、そういうものをしかりとやっていきたいなというふうに思っ

ておりますので、今後については議員心配されますように、そういう人たちの法人組織というか、そ

ういうような方向に持っていきながら、今、町が管理をしておる、そういうものをしっかりと、指定

管理関連等でもやっていただけるような形になっていければ、ますます我々のまちづくりに元気が出

てくるというふうに思っておりますので、今後についてはその目標に向かった歩きをお互い話し合い

ながら進めていきたいというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） 地域の福祉の担い手として地域を大事にしていくということだろうと思います。

南杉水地域には、当初から人権をテーマにして日常的に闘っておられる解放同盟があります。そういっ

た意見も聞きながら話を進めていくべきだということを申し上げたいと思います。 

 次の質問に移りたいと思います。次の障害者の社会参加、就労支援について質問を行いたいと思い

ます。私は、現在養豚業を営む会社で仕事をさせてもらっています。仕事を通じて就労を目指す障害

者の皆さんを応援するＮＰＯ法人就労支援センタースマイルという法人とつながりを持つことができ

ました。堆肥を利用した循環型農業でニンニクを作付けする際にスマイルの利用者に種をほぐす作業

を依頼し、その後の植え付けもお願いしたところです。就労移行支援事業の実践的訓練期間というこ

とで、多い人でわずか数千円という報酬だったのですが、法人を運営する理事長からは利用者の皆さ

んは生き生きと作業していましたし、ニンニクをほぐしたときのお金はいつ出るのですかと期待感あ
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ふれる表情で言われたと聞いております。改めて障害者の皆さんの働く意欲や思いということについ

て接することができました。また、作付けの際は昼に弁当を用意したところですが、法人では１食１

００円で提供しているということを後で知り、弁当の分を報酬に回したほうがよかったとお互いに話

をすることができました。制度の内容、あるいは法人の運営について、私自身が無知であったことが

悔やまれてなりません。そこでお尋ねしますが、予算上でも訓練等給付や社会参加促進事業などで対

応されておりますが、具体的に社会参加や就労の実績はどのように上がっているのか。それから、障

害に応じたきめ細かな対応、あるいは就労支援を行っている学校、施設、ＮＰＯ法人との連携はどの

ようになされているのか。それから、企業に対する啓発ＰＲなどどのように行っているのか、お伺い

したいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 金田議員の今言われました会社については、大変素晴らしい雇用をされてお

るなと感心し、企業としては就労の場を確保するような内容が盛り込んであります。障害者自立支援

法については。現実は本当に厳しいものがありまして、障害者の病気というか、その程度にもよりま

すが、自立していくにはそれなりの課題がありまして、障害のある人が働くことに喜びを持ち、社会

で活動に参加することが社会的に求められている中において、企業の果たす適切な就労の場を確保す

る社会的責任があるというふうに思っておりますけれども、大きい会社、トヨタやホンダさんはその

雇用、障害者の雇用を新たな健常者とともに別会社をつくりながらやっておられますけれども、中小

企業につきましては大変会社経営のための雇用を雇うということは非常に厳しい状況であるのは確か

でございます。そういう厳しい中でも、障害者、身体障害者的な方、あるいは自閉症的な障害者、こ

ういうようなそれぞれの障害者の病気というか、そういう状況によってなかなか就労の方向は厳しい

ものがあるようでございます。しかし、やはり我々としては障害者が求める働きたい、そして健常者

とともに同じ生活をしたいというふうな世の中を我々はつくっていく責任があるというふうに思って

おります。そういう中でそれぞれの大津町にある自閉的な施設をはじめとする皆さんともご相談をし

たり、いろいろやっておりますけれども、今まで例えば障害施設における就労、議員おっしゃるよう

に、そこで働いてよくできる子どもは１万円以上とか、あるいはそうでない人は５、６千円というよ

うなことで支払いのできるような仕事があればいいんですけれども、このような景気の悪いときには

なかなか厳しい状況にあります。いろんな形で企業の方ともそういう形のお話を聞いておりますので、

障害者にできる仕事をしっかりとつくっていただきたいというふうにお願いはしておるところでござ

います。現在のそういうような厳しい中におきましてのやはり障害者自立支援法に基づきましての障

害のある方の就労等により自立した地域生活と社会参加の促進ができるように、福祉制度等を活用し

ながら町におきましても取り組みを進めております。障害のある方の雇用につきましては、今申し上

げましたように、一定の基準により企業や国、地方公共団体等は法的雇用率により障害者の方を雇用

しなければならないとされております。我々の地方公共団体は２.１％以上ということで、大津町にお

いては２.４％を雇用しているところです。特に働く意欲のある障害者の方が、その能力や適性に応じ

た力を発揮できるように就労のための環境整備が重要であると考えております。就労に向けての就労
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移行に伴う措置費や雇用の定着化を図るための事業所支援のための国の制度等があり、これらの活用

とともに関係機関や事業所と連携しまして、さらに障害者の方の社会参加と自立がより一層進みます

よう力を入れていきたいと考えておりますが、現状につきましては担当部長の方からご説明をさせて

いただきたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長岩尾昭德君。 

○福祉部長（岩尾昭德君） おはようございます。金田議員のご質問の中で、現状につきましてご説明

申し上げます。 

 まずはじめの一番目の予算上でも訓練等給付や社会参加促進事業などで対応されているが、具体的

に社会参加や就労の実績はどのように上がっているかについてでございますが、現在、障害者に対し

ましての就労等につきましては厳しい状況でございますが、障害者自立支援法に基づきまして、福祉

サービスを大津町でも実施しております。また、菊池管内におきましても、平成１９年度から菊池圏

域地域自立支援協議会を立ち上げまして、関係市町の障害福祉に関するシステムづくりの協議などに

取り組んでいるところでございます。大津町での予算で実施している障害福祉サービスといたしまし

ては、自立した日常生活、または社会生活ができるよう一定期間身体機能または生活能力の向上のた

めに必要な訓練等給付事業といたしまして、毎月５０名前後の方が年間約５８０件の利用をされてお

ります。その中で実際に雇用契約をされ、就労されている方は９名の方です。また、福祉施設等で通

所で作業されている方が２０名程度です。そのほか福祉施設やＮＰＯ法人等で今後の就労に向けた就

労移行支援事業を利用されている方が８名です。 

 次に、地域生活支援事業の中の社会参加促進事業を利用し、車の改造をされた方が１名でございま

す。 

 次に、２番目の障害に応じたきめ細かな対応、あるいは就労支援を行っている学校、施設、ＮＰＯ

法人との連携はどのようにされているかにつきましてでございますが、大津町障害者相談支援センター

や健康福祉課、福祉係に就労等の相談があった場合には、障害の状況、健康状態、家庭の状況等を把

握し、相談者に合った就労事業所、福祉サービスを検討し、相談員がハローワークや福祉施設、町の

担当者と協議を行いながら対応しております。大津町障害者相談支援センターの平成２１年度の実績

といたしましては、１５名の登録者に対し４１回の支援を行い、授産施設に３名、就労移行支援事業

所に１１名をつないでおります。また平成２３年の大津養護学校の卒業生の進路状況は、２７名の卒

業生の中で５名が就職され、６名の方が就労移行支援事業を利用される予定でございます。町等への

相談者や養護学校の在校生はハローワーク、事業所、福祉施設等の関係機関と連携が取れております

が、相談をされていない方についても町の広報誌、ホームページをお知らせするとともに、町の保健

師、関係医療機関、福祉施設等と連携を取り、今後も就労支援に向けての情報の提供を積極的に行っ

てまいりたいと考えております。 

 そのほかの対応といたしまして、町と社会福祉協議会、障害者福祉施設４園では毎年交流を行ない、

情報交換の場を設けております。またＮＰＯ法人設立等の準備時にも意見の交換を行っておりますが、

今後は交流会等への参加をしていただき、意見交換、情報の共有化を行ない、法人等のスキルアップ
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を図っていきたいと考えております。 

 最後に、３番目の企業に対する啓発、ＰＲなどをどのように行っているかについてでございますが、

企業に対する啓発ＰＲにつきましては、現在町の企業連絡協議会等で障害者の方の雇用や就労支援事

業所との連携をお願いしているところでございます。今後もハローワーク、障害者支援拠点事業所等

と連携を取り、町としても障害者雇用制度等の情報提供、支援、ＰＲ方法等を関係部署と協議しなが

ら、障害者の方が住み慣れた地域や社会参加並びに就労により安心して過ごしていただけるよう取り

組んでまいりたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） 日本では高齢者も障害者も失業者等も福祉を受けることより働くことを希望す

る人が多いというふうに私は受け止めています。福祉が何となく使いづらい、気が引ける、そういっ

た部分もあるかと思います。そしてそのことで、国等は自立支援という形で行われている。国民に自

立を求めるのであれば、国が働いたら普通に暮らせる社会を用意することが前提にならなければなら

ないと思うわけですが、現実はそうなっておりません。その中にあって、今回のＮＰＯ法人スマイル

も、それから施設も、自立支援法に基づいて、その枠内でひたむきな努力をされているというふうに

感じました。町としてはそれに応えるべきだと考えます。私は岩尾部長とこの一般質問の中で話を、

打ち合わせ等も行ってきたわけですけれども、決して町の対応として満足しているわけではないとい

う言葉をいただきました。企業連絡協議会等に雇用の促進をお願いしているというふうな話もされま

したけれども、スマイルが就労の実施を受け入れている企業、商店などの一覧表には企業連絡協議会

の構成会社、企業はほとんどない、全くないと言っても差し支えないかと思います。もっともっとそ

の辺のところもやっていく必要があるだろうと思います。今回の議案の中でも、学校教育の現場でス

マイルプロデューサーによる児童生徒訪問支援事業が提案されております。町のいわゆる待つ姿勢か

らどんどん外に向かって活動していく姿勢が映し出されております。福祉の分野でももっと施設やＮ

ＰＯ法人、そして企業と積極的に話をし、情報の交換をし、障害者のニーズの把握などに努める必要

があるかと思います。地域福祉の会議の中で、コーディネートされている先生、確かお名前は佐伯先

生とおっしゃったと思いますけれども、参加した勉強会の中で、ワークショップの中で、参加した住

民の皆さんに対して、今は住民参加、参画と言われていますけれども、一方では行政参加が今一番重

要なときだと思いませんかという訴えをされました。まさに外に向かって町自身がそういうニーズを

掘り下げていくという、そういうことは大事な時期ではないかと思います。そこで、町には相談員で

あったり、担当職員であったり、保健師等が配置されておりますけれども、そういったきめ細かな対

応をという面で、人的な配置、増員等についてお考えがあるのかどうか、町長にお伺いしたいと思い

ます。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 職員関係等については、もう保健婦関係についてしっかりと地域を回り、そ

して議員心配されておる企業連に入っていない地域、既存の企業やあるいはそういう福祉関係の施設

の関係については入っておられませんので、そういうところに保健婦なり社協の関係の皆さんがしっ
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かりと連携を取っていかなくちゃならないというふうに思っております。保健婦については、今のと

ころ大津町としては人員をしっかりと対応しなくちゃならないというふうに自覚はしておりますけれ

ども、今後については行革関連等についてしっかりと地域福祉、そういう意味において保健婦のさら

なる確保をやっぱりやっていかなくちゃならない。しかしその前に、やはり民生員をはじめ区長さん、

それぞれのボランティア的な方々の活動支援をしっかりとやりながら、そういう障害者の自立関連等

についても行っていけるようなこと、そういうシステムとかいろんなものがまだまだ一般的に広がっ

ていないというようなところも自覚しておりますので、そういうＰＲをしっかりと取りながら、すべ

ての町民が幸せに暮らせるような社会になっていくために、住民の皆さんの力をしっかりとまたお借

りできればなというふうに考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） 何度かスマイルの方にお邪魔してお伺いしたんですけれども、大津町でも５社

ほど、うちの養豚業も含めてインテリア関係、それから廃棄物関係、グループホーム関係、それから

ホテル、ビジネスホテル関係、実習を受ける企業があります。これも理事長以下職員の皆さんが自分

の足で開拓されたというような状況です。町が率先してそういった企業の連携や施設との連携、そう

いったものを立ち上げて障害者の皆さんの意向に従ったまちづくりができるようお願いして、一般質

問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。１１時１０分より開会いたします。 

午前１０時５６分 休憩 

                    △ 

午前１１時１０分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 手嶋靖君。 

○１１番（手嶋靖君） こんにちは。１１番議員の手嶋靖が通告に従いまして３項目について質問

を行いたいと思います。 

 １項目は耐震の予防と対策について、防災対策について、それから２項目は県営迫井手区圃場整備

事業における農用地の処理について、３項目が旧若草学園跡地の運動公園化について行いたいと思い

ます。 

 まず質問を行う前に、先刻ニュージーランド地震で富山外国語専門学校の生徒が被災に遭われ、多

数の方々が亡くなりました。３月１１日に発生しました国内観測史最大の地震でありますマグニチュー

ド９強の巨大な地震が発生しました。津波の直撃を受けられまして、多数の死傷者と、また同時に東

京電力の福島原子力発電所の爆発など、被害の拡大に伴い、避難を余儀なくされた方々に対しまして、

心よりお見舞いを申し上げます。亡くなられた方々に対しても、衷心より哀悼の意を表したいと思い

ます。 

 さて、第１項目の入りますが、耐震予防と防災対策についてでございます。ご承知かと思いますが、

地球表面の地盤はいくつかのプレートに分かれておりまして、地震はプレート同士がぶつかる境界で
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多く発生すると言われております。特に日本列島は４つのプレートがぶつかる境界線にあり、日本国

土の面積は世界陸地の約０.２５％にあたりますが、この上でマグニチュード４以上の地震だけでも世

界の地震の１０％以上、マグニチュード６以上の地震では２０％以上が日本国その周辺で発生してい

るとのことです。世界一の地震発生国と言われております。近年では、阪神淡路大震災、それから以

降新潟県の中越地震、それから能登半島地震など、今回は東北地方、太平洋沖を震源とする巨大地震

マグニチュード９という激震によりまして、大津波が発生し、岩手・宮城は破壊的な被害を受け、他

の県も広域的に被害を受けたわけでございます。身近な我が町はどのようになっているかと申します

と、既にご承知のとおり、大津町を中心とした活断層が走っていることはご承知のとおりかと思いま

す。防災対策の一環として、地震防災のマップ、それから交通マップ等が配付されていますが、それ

ぞれのマップの中では避難箇所、体制づくりは表示されておりますけれども、自主防災組織並びに危

機管理意識というのはまだまだ乏しい実態と思います。地震は３０年周期でやってくると言われてお

りますが、既存の建物の過半数は終戦前後に建築され、既に老朽化しているもの、現建築基準に適合

したものが数多く見受けられます。地震発生にあたっていかに人命を救うかが大事でありますが、依

然予防体制が実施されている今日でもございます。いかに全壊から人命を守るかと考えますと、本町

内の建築物には全壊に耐えることができるのかということも懸念しているところでもございます。ま

た、有事の際は避難場所は公共施設に殺到する。日ごろ不特定多数の来訪者がある中で、安心・安全

と言えるのか、行政の責任は大きいと思います。先般、議員全員協議会でも公的な施設については強

度の実態を表明されました。耐震補強か、それとも解除すべきを検討されましたけれども、その後ど

のように進められているのか、今後の見通しについて伺いたいと思います。 

 それから２点目が個人住宅の耐震は、既存建物の倒壊危機を防ぐためにも人命を救うということが

優先されますので、耐震の補強が急務でもあります。行政情報、実態調査の把握は十分できているの

か。あくまでも実態調査でございますので、本人の了解も必要でございますが、そういうことによっ

て専門業者による委託調査を町の助成に基づいて耐震対策をしていく必要がありゃせんかなというふ

うに思いますし、今後の振興管理、事業推進も示されるものと思われます。今後、布田川断層、それ

から日奈久断層との動きによっては大きな影響の数字が持続されますので、町全体の予防対策などを

どうされるのかということを伺いたいと思います。 

 ３点目が道の駅防火拠点としての体制を構築し、連携を進めていかれる考えはあるのかということ

でございます。これは、道の駅防災拠点化に向けてはですね、他の自治体も活発に動きがありまして、

現在全国でも約４３カ所も設定されているというふうに聞きます。これも中越地震から生かされた避

難所や情報発信、ライフラインの確保などの被災地周辺の道の駅が有効に機能していたことによって、

国も設備用備品などを防火の拠点化を進めるということの方向で動いているようでございます。今後

も拡大していかれるんではないかなと思います。防火拠点化は、道の駅には避難施設や情報提供、そ

れから施設に対する緊急時の備品備蓄倉庫、それから非常用のトイレ、自家発電機、それから非常用

の電源装置、貯水槽、井戸、水などが整備されているということでございます。また、各自治体も災

害時に管内の道の駅と災害拠点協力協定、これを結ぶところも増えているということでございます。
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いざというときに店舗や倉庫から食料、水、野菜など救援物資を提供し、利用客や周辺の住民への災

害情報等を発信する役目を持っているなど、協力体制が構築されていると聞きます。日本列島の活動

は、動きを見てみますと大規模地震はいつ発生してもおかしくないような状況でございますし、今後

発生が予測されるわけですが、やはり地震に「備えあれば憂いなし」ということわざもございますよ

うに、平常の構えが大事でもあります。よって、今後行政の事前予防体制の構築、被害拡大を防止す

るためにも、唯一の防災対策、危機管理として耐震対策の振興管理ができるように対処すべきと思い

ます。特に本町の道の駅も主要道路も交差点に、身近な場所にある道の駅ですので、連携強化を図り

ながら、今後協定あたりできればいいんじゃないかなと思うわけでございますが、その点について町

長、３点についての所見を伺いたいと思います。 

 １回目の質問を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 議員のご質問の公共施設の耐震対策についてでございますけれども、災害の

折に指定している避難場所である学校施設や社会教育施設などについては、国の基準に基づき建築年

次や耐震診断等の調査を進めて、補強工事などを計画的に実施してきたところであります。ただ、役

場庁舎の耐震化の取り組みについては、議会も説明をしてきましたが、現段階では震度６ぐらいでだ

めだというふうな結果が出ております。今後につきましては、どのような形を取るかと、大変世界各

国、あるいは国内における地震災害等が出ておりますので、住民の生活を守る防災本部としての機能

を果たすためには、庁舎のあり方については今後検討をしていかなくちゃならないというふうに考え

ております。状況については、また後ほど部長の方から説明させますけれども、２番目の私的な住宅

関連等についての指導についてでございますけれども、平成２１年度に１００％の国庫補助事業によ

り大津町建築物耐震改修促進計画を策定いたしました。大津町の耐震化の状況は、昭和５６年の建築

基準法の改正を踏まえて昭和５６年６月１日以降に建設された建築物を新耐震基準建築物、これ以前

に建築された建築物を旧耐震基準建築基準に分類され、平成２１年度現在で本町の住宅総数は９千７

３棟で、耐震性を有する住宅は５千９４７棟であり、耐震化率は６５.５％となっており、国が求めて

いる基準、平成２７年度で９０％となっており、当町もこれに準ずるものとしています。当町の目標

に向けるには年２４６棟の耐震化が必要になっております。このことを踏まえまして、この耐震化促

進計画により耐震化マップを作成し、全戸に配布を行って啓発に努めております。内容等については、

また担当部長の方から説明をさせます。 

 あと道の駅でございますけれども、道の駅の本来の３つの機能の情報や休息地域の連携施設として

大津の道の駅との協定関連等には今のところ結んでおりませんけれども、大津町防災協議会の会員の

中で頑張っておられますので、今後につきまして議員ご指摘のように道の駅とも十分相談をしながら、

その対策の中でご協力できるように指導をしていきたいというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長德永保則君。 

○総務部長（德永保則君） 手嶋議員の質問の中で公共施設関係のご質問がございましたので、その状

況等について答弁させていただきたいと思います。 
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 町の防災関係という形で振興計画の中にもいろいろうたっておりますけれども、各議員さん、委員

さんの中でこの震災対策等についてのいろんな議論があっているのは承知いたしております。まず公

共施設の状況でございますけれども、建築年次などの調査を実施しまして、耐震診断等の調査を進め

て整備を実施してきたところでございます。役場本庁舎につきましては、昭和４４年１０月に完成い

たしまして、平成８年３月に庁舎の東側部分を増築しております。防災の拠点施設となっているよう

な状況でございます。現行の耐震基準につきましては、昭和５６年に法律が改正されまして、改正以

前の建物でございます。平成１８年度におきまして耐震診断を実施させていただきました結果につい

ては、議会の方の全員協議会にも報告をさせていただいているような状況でございます。言われる耐

震性の問題ですけれども、気象庁の耐震会という形で震度５弱、大地震に対策を震度６強への補強案

が報告されております。現庁舎の補強及び改修の場合は、費用といたしまして約６億５千万円、現庁

舎の東側の部分を残しまして旧庁舎部分を改築した場合は約９億円、新たに現庁舎以上の規模を有し

ます庁舎を建設するとしますと約１２億円の経費が必要と報告いたしております。新築の場合につき

ましては用地の関係もありますが、建設費用だけでも約２０億円程度の予算が必要ではないかと考え

ております。 

 以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 手嶋議員の個人住宅に対する行政指導関係についてご説明申し上げます。 

 国においては、平成１８年１月に法が改正されまして、建築物の所有者等に対する耐震化の努力義

務や指導等の拡充が行われ、住宅や多数のものが利用する一定規模以上の建築物の耐震化を目標とし

て耐震化率を現状の約７５％から平成２７年度までに９０％にすることを示しております。町も先ほ

ど町長の方からありましたように平成２２年３月に大津町建築物耐震改修促進計画を策定するととも

に、防災マップを作成し民間への耐震化の呼びかけ、耐震診断、耐震改修について町民への周知を図っ

たところです。民間住宅等に関しては国の補助制度がありまして、耐震改修費用に対する補助率は県

が緊急輸送道路として指定している国道５７号、国道３２５号沿線については国、市町村で合計３分

の２が補助されますが、町においては該当する建物はほとんどありません。またそれ以外の地域につ

いては、改修費用の約２３％を国・市町村で補助する制度になっておりますが、補助率が少ないのが

現状です。さらにこの補助制度は、新築建物に対しては該当しませんので、耐震診断、改修に取り組

んでもらえるかどうか疑問があります。しかし、住民の安全を守ることに関しては行政の責務となっ

ておりますので、今後も継続して耐震に対する周知などを図っていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 手嶋靖君。 

○１１番（手嶋靖君） ただいま町長それから所管の部長から詳細に説明を受けたわけですが、やは

り一番心配されますのは、どうしてもこういう天災時には公共施設にやっぱりよりどころとして殺到

するんじゃないかなと思います。そういう中で、そこが拠点地にならなければ何もなりませんので、

その辺を十分考慮していただくということが大事だろうと思います。役場に行けば大丈夫だというよ
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うなそういう施設もつくり上げていく必要があると思います。先般、協議会でも数値を出されました

が、耐震といいますか、安心できる数値じゃないわけなんですね。２階が一番悪いということで０.

１５ですか、それと０.１８の数字が出ておりましたけれども、到底これは耐震には耐えられない状況

でもありますので、やはり今後、もちろん補助等がありませんので何ですけれども、一般財源の持ち

込み、それから基金等にたよることになると思いますけれども、今後そういう計画を立てていかれる

のかですね、建設のための基金を積み立てていこうじゃないかというようなことのひとつの指標はな

いかなということをひとつ伺いたいと思います。 

 それから、住宅関係ですけれども、これは先般の総合審議会の中で上西川原さん、この委員の方が、

これはもう当然地震に精通された方なんですが、その方が言われておりましたけれども、震度６発生

した場合には上井手から南の方は５千戸ほどは全半壊する可能性は十分あるというようなことも言わ

れておりました。確かに地震構造的にはそういう形にもなりますので、できるだけ早くその体制を構

築するようお願いしたいというふうに思います。 

 そこで、どういうふうに今後この庁舎をつくるために計画があるのかをお聞きしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 議員ご心配のように、庁舎は先ほど言いました防災本部であるし、そして大

津町への町民の皆さんが日ごろから役場においでいただいておりますので、生命を守るため、そして

またその後の防災関連等の町の復旧についても大切な場所であるが庁舎であるというふうに認識はし

ております。ただいまの、今後どうするかというような形になりますと、やはり財源的な問題もあり

ますし、場所の問題もありますし、いろんな問題が絡んでまいりますけれども、今後については財政

的に今学校の分離関連等をやる、あれがいろんな形でやっておりますけれども、公共施設関連等の基

金を積み立てるように方向で財源を確保しながら、あるいは住民の皆さんの意見を十分聞き、そして

またもし急ぐというような形になれば、大津町の今の住民の窓口、あるいは防災関係の総務課、そう

いう関係のところについては新たな南にあるセンターの改修関係も考えられるんじゃないかなという

ような思いをしておりますけれども、いろんな案があると思いますけれども、まだその辺については

十分議会の方ともご相談しながら、そして住民の皆さんの意見をしっかり取り入れながら検討してい

く重大な案件であるというふうに思っておりますので、今後についてはまずは公共施設の基金を積み

立てていけるような財政運営をやっぱりしっかりやっていかなくちゃならないというふうに思ってお

りますので、今後については十分議会、住民の皆さんとご相談しながら検討を進めていきたいという

ふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 手嶋靖君。 

○１１番（手嶋靖君） もう質疑はありませんけれども、やはり長期計画でも構わないんですけれど

も、やはりぴしゃっとした位置づけといいますか、町民の方にも示す必要があるんじゃないかなと思

います。やはり安心安全ということを確保するためには、やはり大津の庁舎がちゃんとこうその整備

をしていかないと、全体的な整備もできませんのでよろしくお願いしておきたいと思います。 

 １問目の質問を終わります。 
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 ２問目に入ります。県営迫井手の圃場整備場に係る非農地の処理についてということでございます。

今回は、圃場整備についてはですね、賛否両論がかなりあったかと思いますが、もう１９５０年代に

なると思いますけれども、当時白川の大水害がありましたときに、もうその沿線であります岩坂、中

島一体が水害で水没といいますか、一瞬にして砂地になってしまったわけでございます。その当時、

私も学生でありましたので、その排土作業、住宅の排土作業、それから圃場整備の作業等も従事した

経緯がございます。排土につきましても、当時は１０アール区画ということで圃場整備がされたわけ

ですが、その砂地にペナントを多いながら漏水を防ぐという方法でやられたと思います。岩坂の高台

の畑から全部トロッコで土を下ろして、それも赤土、土手の土でしたけれども、下ろして、そして所

有農家が個々に努力されたことで肥沃化されまして、美田ができたわけでございます。その後も白川

の増水等もかなりありまして心配されましたけれども、井手区の農家の努力によりまして今日に至っ

たようなわけでございます。その後、用排水路がもう５０年以上なりますので補修ということが当然

出てまいっておりましたので、それと米麦の耕作の中でいかに生産コストを下げるかということが課

題にもなっておったわけでございます。機械化も大型化してまいりましたし、道路等も狭くなったと

いうことで、また圃場内の効率的な農作業ということを考えまして、農道の拡幅、用排水路等の整備

を余儀なくされたということで今回の再度の圃場整備のきっかけになったんじゃないかと思います。

既に就農者の高齢化が進んでおりましたので、当初も計画では造成費負担が国・県・町、補助以外は

全部受益者負担で実施するということで計画されておりました。今後、特に米麦の下落等も予想され

る中で、負担支出というのは難しいんじゃないかなということでございましたので、そのときは私も

一般質問等で見直しをということでお願いしたわけですけれども、その後、計画変更されまして非農

地を造成しようと、そして個人負担の軽減に努めようということで変更されたところでございます。

そういうことで、順調に同意も整備されまして、今日に至っております。今、第１回の整備として岩

坂地区が非農用地も造成も大体県道側に拡幅されまして、近年中、第２の工区、中島区は造成中でも

ありますが、現在の経済の低迷の続く中で、今後非農用地の処分料が難しい環境にあるんじゃないか

なというふうに思います。その圃場整備を完了すると同時に、処分造成と精算というのが待っており

ますので、やはり事前に準備することが必要ではなかろうかと考えます。事前の企業の誘致をやっぱ

り今から推進していかなければ、また町がいつまでも持ち込むというふうな形になるんではないかな

と思いました。 

 そういうことで、圃場整備の進捗に従いまして、非農用地の処分、要件についての基本的な考え方

をお尋ねしたいと思います。 

 それから、そこに提示しておりますようにですね、３項目について出しておりますが、土地利用の

条件ですね、これは誘致企業等の業種的に制限はないのかということと非農用地の売却の条件と、そ

れから２点目としましては給排水の適正な条件、特に排水の条件等はあるのかということ。それから

３点目は隣接地との合意は可能かということをですね、お尋ねしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 県営の迫井手土地区画整理事業の状況等についてのご質問とともに、非農用
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地等の今後の取扱いについての手嶋議員のご心配の質問でございますけれども、平成２０年度から県

営の圃場整備事業として事業着手がされております。埋蔵文化財の調査や工事関係の現在のところ、

地元のご理解を得て概ね計画どおりの進歩を見ているところでもあります。圃場整備地区内に受益者

の皆さんからの減歩という形で非農用地を造成する計画でございまして、この非農用地は圃場整備事

業の地元負担軽減を目的に企業用地として売却をしようとする計画とともに、地域のミニ体育館的な

ものの公共施設用地というものをお願いしながら、南部地区の地域振興につなげたいと思っておりま

す。企業誘致の状況でございますが、昨今の国内経済状況や東北地方太平洋沖地震等をかんがみます

と大変厳しいという認識は持っておりますが、必ず誘致を実現しなくてはならない、そういう約束を

しておりますので、我々としては今後企業誘致に力を入れながら軽減負担をやっていきたいというふ

うに思っております。あと、排水とかいろんな条件等も内部的にはいろんな問題の状況報告は、担当

部長の方からご説明をさせていただきます。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 手嶋議員の質問にお答えいたします。 

 まず、１番目の企業誘致に伴う土地利用条件及び売却条件についてですが、圃場整備によりまして

新たに創設された用地でございまして、通常創設非農用地と言われておりまして、迫井手土地改良区

がまず所有することになります。お尋ねの条件でございますが、どのような誘致企業が適当であるか、

近くに集落がございますので、その辺の配慮は必要かと思います。ただ非農用地とされますけれども、

農振法や農地法の許可手続きなどは必要とされております。また県から土地改良法の運用上、土地改

良区から一旦町が用地を買い上げ、それから企業さんに売却するということの指導も受けております。

いずれにしましても、農地法人等の企業が立地できないとかいうことでございますが、雇用促進につ

ながる企業誘致に期待しているところでございます。 

 ２番目の給排水の適正条件についてでございますが、まず上水道は大津菊陽水道企業団からの給水

になると考えております。排水につきましては、公共下水道への接続を予定しているところです。下

水道への接続には、進出される企業さんによりますが、生活排水以外に工場排水などがある場合は、

特定施設としての一定の除外施設などの設置をお願いしなくてはならない場合があります。基本的に

は、全国で行われております規制とほとんど変わりはありませんので、企業さんにもご理解は得られ

るものと思います。 

 ３番目の隣接地との合意の件でございますが、周辺地域のほとんどは農地でございまして、事前換

地の段階で農家の方には説明をしておりますし、また土地改良区の総会時にも同様の説明をしてきて

います。今後、企業さんとか工場とかがある程度具体化しましたら、早急に地元の説明会などを行い

ましてご協力をいただくことにしております。 

○議 長（大田黒英生君） 手嶋靖君。 

○１１番（手嶋靖君） 詳細に説明いただきまして、ありがとうございます。大体内容等はわかりま

したけれども確認のためにお尋ねしたいと思いますが、３ヘクタールの非農地は一括処分するのか、

それとも分割処分ができるのか、これをひとつお尋ねをしたい。 
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 それから、売却要件ということを出しておりましたけれども、これはあくまでも地元負担の軽減の

ための目的ですから、最低限負担相当分は確保しなきゃならないということでよろしいでしょうか。 

 それと、圃場整備事業の換地を含めてですね、完了するのはいつになるのか。 

 この３点をちょっとお尋ねしたい。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 最初の３ヘクタールについて、分割しての売却をされるのかというか、そ

こら辺の質問だったと思いますが、通常はもうそのまま３ヘクタールのままの方が、これは企業のど

ういうところが来られるかわかりませんが、一括の方がいいんではないかなというふうに担当課とし

ては思っているところでございます。だから絶対ということではありませんが、好ましいのではない

かなというふうに思っております。 

 それから、負担金というか、農家の方の軽減関係の負担でございますが、それ相応の事業費の割り

出し等がございますので、ある程度の金額等は、これは１０アール当たりいくらならいくらとか、そ

ういうことは逆算して出てくるのではないかと思いますけれども、今の段階ではどうのこうのという

のはわかりません。 

 ３番目、すみません、何だったですかね。面工事の完成は、あくまでも平成２３年度中に終わりま

すが、外溝の排水路関係等の完了整備、あるいは清算事務、換地登記事務は、平成２５年度を目標と

しているところでございます。 

○議 長（大田黒英生君） 手嶋靖君。 

○１１番（手嶋靖君） 大体この圃場整備事業の内容等はわかってまいりました。やはり日ごろです

ね、そういう非農地についての売却については、将来やはり町が買い込んでですね、いつまでも売れ

ないような状態になると財務負担もかさみますので、できるだけやはり全員でですね、情報を収集し

ながら早急に売却できるように努力をしていかなきゃならないんじゃないかなというふうに思いまし

た。 

 以上、これで終わります。 

 次に、３項目目であります旧若草学園跡地ですね、遊休地とありますが、それを運動公園化できな

いかということでございます。この旧若草学園の跡地の利用につきましては、先般再度質問もしてま

いりましたが、その必要性についてはですね、ご承知のように本町の公園も数多くありますけれども、

その憩いの場としてはありますけれども、身近な利用させるだけといいますか、新興住宅地も増加し

てまいっておりますし、地域住民が安心してですね、安全に使える公園には乏しいというふうに思い

ます。最近は特に児童が道路にボール遊びというのが頻繁にやっておりますし、飛び出し、車輌とし

ても通行の際に危険を強いられているというふうな状況でもあろうと思います。特に引水区でござい

ますので、元引水というのは準農村地帯でございましたし、８６戸の形成でした。しかし、今は引水

区の南だけでも４６０戸ですか、それから南区を含めますと５００近くになると思います。９００近

くのやはり戸数に増えてまいっております。これは、引水区の地積がちょっと広いということもあり

ましてそういう数字になっておると思いますが、そういうこともありまして、住民の今後の健康増進、
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それから区民の交流の場、児童のスポーツ、親しみやすい場所という形でございますし、それから自

然災害等の避難場所としての防災機能を含めた多目的な活用、それと防犯を考慮した開放的な住民参

加の簡易の運動公園も設置していただく町長の考えはないかを伺いたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 手嶋議員の若草学園跡地の運動公園化ということでございますけれども、も

う再三質問をされております。これにつきましては、やはり引水地区の皆さんや老人会のグラウンド

ゴルフの練習あるいは大会、地域の子どもたちの遊び場としてのご利用をされていますが、管理面に

おいても草刈りなどの除草作業等をボランティア的に実施していただいておりますことは、感謝を申

し上げたいというふうに思っております。平成２２年１０月に阿蘇地域を含めた熊本地方法務局阿蘇

大津出張所が用地の一部に移転新築されましたので、議員に再びご質問をいただいておるのではない

かと思いますが、現在の残りの用地付近も道路や排水なども整備をしてきております。平成２０年１

２月議会の一般質問でもお答えしましたが、法務局の整備も済み、民間活用なども含めて利用価値も

変化しておりますが、現時点での整備は難しいところでございます。そういう状況をご理解いただき

ながら、現在地域の皆さんの手づくりにより頑張っておられますので、健康づくりなどの地域コミュ

ニティの活動等に有効に活用していただきたいというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 手嶋靖君。 

○１１番（手嶋靖君） ただいま町長の方から答弁がありましたけれども、再三このことは出してお

ります。というのが、当初は大津小学校の校庭をお借りしてグラウンドゴルフあたりもしておったん

ですけれども、野球とかなんかがですね、やっぱり祭日、日曜あたりありますので、でも何度か交差

して危ないと、意見ということもありまして、ちょうど学園跡地があるということで、そっちの方が

安全だろうということでですね、まずグラウンドゴルフ化ということであそこを跡地ですから、もう

コンクリートの破片ですね、それあたりでほとんど運動する場でもなかったわけですけれども、みん

なが協力してあそこを除草しながら、ダンプ７台ぐらい入れたと思いますがね、山砂を敷きまして、

そして整地して今日に至っておりますが、何とか運動できるような状態になっておりますし、年に２

回除草剤を振りながら管理しておるところでもございます。できれば、やはりあれだけの面積を今近

くに運動公園をつくってくれというような状態であれば、これはもう当然財政的に無理ですけれども、

今空いておりますので、やはりみんながそこで運動するにしても、まずトイレがないわけですね。で

すから、ちょっとやっぱり敬遠されることもございますし、２段に分かれておりますし、下の方は砂

利が入っていますので駐車場に使っておるわけですが、せめてトイレ、それから木立ですね、木陰、

それからベンチぐらいは設定していただくなら使いやすいんじゃないかなというふうに思いました。

特に今、天災等の避難場所としても大事な空白地帯でありますので、十分活用できる、ヘリポートが

着陸もできるというふうな場所でございます。これを今後十分熟慮いただきまして、再度これについ

てはやはり一つの検討資料としてですね、今後とも考えていただくならと思います。そうしないと、

後でまた陳情等が上がる可能性も十分ありますので、その点は率先してですね、町の方から方向付け

を今後はしていただくということが肝要と思いますので、よろしくお願い申し上げて、質問を終わり
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たいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。午後は１時から再開します。 

午前１１時５７分 休憩 

                    △ 

午後 １時００分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 府内博君。 

○２番（府内博君） こんにちは。２番議員、府内博が一般質問をいたします。今日は２問質問さ

せていただきます。その前に、東日本大震災で被害に遭われた皆さん方に対して、心からお見舞いを

申し上げます。被害で亡くなられた方、お悔やみを申し上げます。その中で、災害が起きたとき、自

衛隊、機動隊の方々、そしてレスキュー隊の方々、熊本からも日赤病院の医師であります方々が２３

名出動されたと聞いております。中で現地で救護活動にあたられた熊本日赤病院の医師の方が声を掛

けるだけで涙ぐむ人もいて、心のつながりの大切さを感じたと語られたことに感銘を受けたわけでご

ざいます。今後の心のケアが大事になってくると思います。私たちに何ができるか、国民一人一人が

考え、１日も早い復興をお祈り申し上げます。 

 それから、この３月定例議会を最後に退職されます農業委員会の事務局長、服部局長さんが最後の

議会でございます。私と同僚議員の月尾副議長は同級生ということで、最後のはなむけに質問をさせ

ていただきます。 

 農業委員会の役員改選について問う。大津町農業委員会の役員２３名、男性２２名、女性１名と役

員構成の中に頑張っておられます。政府は２０１０年３月策定に新食料農業農村基本計画に女性農業

委員の登用目標設定と実現のための普及啓発などの実施を掲げた。農水省も女性委員が１人もいない

農業委員会の解消と、２０１５年までに１委員会当たり２人以上の選出を求めている。そこで、大津

町は男女共同参画宣言都市にふさわしく、あらゆる分野で男女が対等なパートナーとして参画できる

町をつくることを宣言している。菊池管内でも女性の農業委員の数は菊池市４名、合志市２名、菊陽

町２名と、大津町も複数の女性委員の選出を期待するものであります。農業委員の存在は、食育など

食と農の連携や婚活を通じた後継者確保、グリーンツーリズムによる消費者との交流など、女性の得

意分野の活動を促し、地域の活性化に役立つと思われ、違った目線からの発想も地域農業の振興を図っ

ていくためにも期待されると思います。今や農業も２００９年１２月に施行された改正農地法により、

借り貸し規制の大幅な緩和、農村基本制定後１０年間だけでも我が国の農業施策はめまぐるしく動き、

担い手対策、品目横断的経営安定対策、水田畑作経営所得安定対策は、認定農業者数を全国で２４万

８千５５７人、大津町では１６１人、集落営農数も全国で１万３千５７７戸に、大津町では１７戸に

増大している。農地関係でも農地法改正が法人形態に参加を後押しし、法人経営体数は２０１０年２

月現在２万２千となり、５年間で１７％も増えている。農業経営の６次産業も進み、農産物の加工に

取り組む農業経営体数が５年間で４２.９％増加、こうした一つの動きが農業改革の道筋である一方で、

農業者数も減少や高齢化の振興など、我が国の農業が依然深刻な状況にあることは変わりない。その
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攻めにこそ、これまでの農政や農業ばかり合わせるのではなく、近年では景気の低迷により食の低価

格志向など、消費者の食に対する意識の変化も大きく影響していると思う。食料農業問題は国家的問

題で、国民一人一人が身近に感じ、真剣に考えてほしい。また、工業生産と違って農業の体質強化を

短期間で実現することは容易ではないことも十分理解してほしい。これから遊休農地解消や農業に新

規参入する企業への支援体制など、新規就農、担い手対策等、新しい農業へのパートナーと地域の農

地利用の促進と農業再生を図るために、今後農業委員会の果たす役割は大きいと思いますし、そのた

めにも女性の視点を生かした政策提言や女性登用の環境づくりも大切と考えます。町長のお考えをお

聞きしたいと思います。 

 １問目、終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 府内議員の農業委員会の役員選任についての女性の登用についてのご質問で

ございますけれども、町では男女共同参画の推進のために住民と行政が連携し、男女参画の視点に立

ち、まちづくり、子育て支援、防災や観光、環境などの様々な分野で男女が共に対等な立場で参画し、

協働による元気なまちづくりを推進しております。女性の農業委員会委員選挙への立候補も可能です

ので、大いに立候補者として名乗りを上げていただきたいと思います。また、選任委員につきまして

は、各関係団体や議会に対してもお願いをしていきたいと思います。特に議会推薦の学識経験者関係

もありますので、議会のご理解とご協力をお願いしたいと思います。農業委員会関係の詳しい内容に

ついては、女性職員のリーダーでもあって頑張ってこられた局長から説明をさせていただきます。 

○議 長（大田黒英生君） 農業委員会事務局長服部次子さん。 

○農業委員会事務局長（服部次子さん） こんにちは。府内議員さんの質問にお答えします。 

 農業委員会は、農地等の利用者の調整、自作農の創設維持、その他農業全般にわたる問題を農業者

の総意と自主努力によって総合的に解決していくことを目的とした農業及び農業者に一般的利益を代

表する機関として、農業委員会等に関する法律に基づき原則として市町村ごとに設置されている行政

委員会です。農業委員会は、直接農業者から選挙される委員と一定の要件を備えた農業協同組合、農

業共済組合、土地改良区、市町村議会がそれぞれ推薦し、市長村長が選任する委員からなっている合

議体です。大津町の農業委員は２３名で、選挙による委員の数は条例により１７名、委員は全員男性

のみです。選任による委員の数は、農業団体ごとに推薦した理事または組合員ということで、菊池地

域農業協同組合より１名、農業共済組合より１名、土地改良区より１名の３名で、いずれも男性です。

また、市町村の議会が推薦する学識経験者３名ということで男性２名と女性１名の選任より成り立っ

ております。熊本県内の農業委員は１千２９人です。女性農業委員７７名、そのうち１０名が選挙に

よる委員です。あと６７名の方が選任による農業委員です。この６７名のうち農業団体よりの推薦が

２名いらっしゃいます。あとは皆さん、議会の推選による委員さんです。６５名です。大津町におい

ても、平成１１年７月２０日から平成１４年７月１９日までの議会の推薦による女性農業委員は２名

です。また、平成１４年７月２０日から平成１７年７月１９日までの議会の推薦による女性農業委員

さんも２名で、この１名は農業委員会の会長をされておりました。平成１７年７月２０日から平成２
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０年７月１９日までと、現在の農業委員であります平成２０年７月２０日からは１名の女性農業委員

となっております。現在の農業委員の任期が平成２３年７月１９日、今年３年間の任期満了になりま

す。７月上旬には選挙が実施される予定です。平成２３年１月３１日現在の農業委員会の選挙人名簿

登録者数は２千５６９名となっております。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議 長（大田黒英生君） 府内博君。 

○２番（府内博君） ２０１１年３月９日、全国女性農業委員ネットワークが発足し、女性が農業委

員会にチャレンジしようとする積極性が不可欠であり、また選挙人としての選出拡大については、女

性が立候補しやすい環境づくりと女性自身が農業委員に立候補する熱意がこれまた欠かせないと思い

ます。いずれにせよ、女性農業委員を増やすためには、地域と周囲の理解と協力、そして女性のやる

気が必要であると思います。そういったことで、一人でも多くの女性の農業委員さんが誕生されます

ことを希望して、第２問目に入りたいと思います。 

 地下水保全について問う。熊本は水の都、緑の清らかな地下水に恵まれた自然豊かな森の都として

大きく成長してきた。水は生命の源であり、私たち人間がもとより、地球上のあらゆる生物にとって

欠かすことのできない宝である。大津町も地下水湧水に恵まれた町で、毎日の生活や産業活動、農業

生産などを支える重要な資源でもあり、上水道をはじめ工業、農業などに地下水が利用されている。

工業では豊かな地下水のお陰で本田技研や多くの企業が進出し、用途に地下水が利用されて恩恵を受

けている。熊本地域の地下水の豊富な要因として、阿蘇外輪山西側の山麓台地から白川中流域、菊池

大地、託麻台地、江津湖へと地下水が形成されると思われる。この地下水を守っていくために、水田

涵養事業や植林事業など、多くの企業や団体が参加し、地下水保全対策が進められている。そんな中、

地下水資源も限界があり、守り続けていくためにも地下水保全条例だったり、地下水摂取届などを義

務づける制度を法制化を含めて検討する必要があると思うが、町としての考えを聞きたい。 

 それと、今、全国で水資源林買収の様々な憶測や疑心暗鬼を呼び起こしている。林野庁が昨年１２

月９日、外国資本による森林買収の全国調査結果をはじめて発表した。国土交通省と連帯し、都道府

県を通じての調査だが、それによると２００６年から２００９年間で北海道で２９件、神戸市で１件

の３０件、計５７４ヘクタールが確認された。国の６７％を占める森林面積約２千５００万ヘクター

ルに比べれば極めてわずかだが、この数字は実態を表していない向きも多い。林野庁の調査で海外の

企業、個人による森林買収、２０１０年１１月末現在、全国３０件のうち２９件を占める北海道、そ

の中でも外資による土地取得が多く、北海道ニセコ町は資源林の保全などに危機感を募らせている。

森林買収の届け出基準の厳格化や水質、水資源の開発規制など、独自の条例制定を目指している。世

界的な水源不足を見越して外資系によるビジネスチャンスとして水源を買収しようという計画の中、

大津町も地下水湧水に恵まれた町で、こうしたことにならないためにも関係課と連携し、早く地下水

保全条例や地下水治水届けの義務づけを町として検討する考えはないか問う。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 地下水保全についてお尋ねでございますけれども、議員のご指摘どおり地下
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水は熊本地域１００万人にとって最も重要で、かつ貴重な資源で、この地下水を将来にわたり豊かで

良質な状態で守っていくために、地域住民や地下水利用者、行政機関との連携で広域的・総合的に効

率的な保全対策を講じる必要があると認識しております。さらに、議員ご指摘のように、外資系の資

源地、あるいは回収の情報については、大変危惧しているところでもあります。また、地下水管理関

係の法制定の情報もあり、期待しているところでもあります。 

 さて、地下水保全条例等での最終規制の件でございますが、熊本県では地下水の適切な採取及び合

理的な使用の確保を目的として、昭和５３年に熊本県地下水条例を制定され、平成２年に地下水の汚

染防止を目的とした熊本県地下水水質保全条例も制定されております。平成１２年にこの２つの条例

は熊本県地下水保全条例として統合され、地下水の保全対策を推進されております。地下水採取など

の規制となりますと、地下水の所有権の問題がありまして、現行の法制度では地下水の管理に関する

法制度は、民法上、地下水は土地所有者に所属し、土地所有者がその土地の上下にある水の所有権を

有しているとの解釈が一般的であります。そこで条例等での規則は難しいところもありますが、現行

の法制度では不十分でありますので、今後は国の法制度に向けた情報収集や熊本県の地下水保全条例

の改正内容、熊本市などの地下水保全条例を参考にしながら検討していきたいと思います。 

 また、熊本地域の１１市町村では、共有している地下水が水量低下と水質悪化の問題が顕著化して

いますので、広域的な地下水保全対策の充実強化としまして、熊本地下水管理機構を新組織として設

立する計画を今検討しております。自治体が地下水流域のどの位置にあるかで地下水管理に関する対

応方針が異なり、自治体の利害関係が一致しない可能性もありますが、同じ地下水を共有している観

点から、地下水管理に整合性を持たせ、協力体制を構築することが重要であると思います。そういう

意味で、今後の１１関係の町村で、県の指導で今後進めてまいると思います。県の地下水保全条例の

見直し内容と地下水管理機構につきまして、担当部長の方から詳しく説明をさせていただきます。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 府内議員の質問にお答えいたします。 

 まず、熊本県の地下水保全条例の見直しの内容について説明いたします。県では近年の地下水低下

や硝酸性窒素等による水質汚濁等も増加傾向にあることを受けて、さらなる取り組みの強化を図るた

めに、平成２４年４月施行の予定で地下水保全条例の改正を検討されております。この概要としまし

ては、地下水採取の適正管理として、大津町を含む熊本地域１１市町村を重点地域として指定し、現

在でも届け出義務のある揚水設備の突出抗が口径２.８センチを超えるものについては、新たに水量測

定機設置の義務化を予定されております。さらに揚水設備の突出抗が直径５センチを超えるものにつ

いては、許可制度の導入を検討されております。 

 次に、設立予定の仮称熊本地域地下水管理機構の概要について説明いたします。熊本地域の地下水

保全対策につきましては、平成２０年８月に大津町を含む１１市町村で地下水総合保全管理計画を策

定して、平成３６年度までに地下水料の確保や水質の改善を図る計画を立てております。その計画に

基づき、新たな推進組織として現在ある熊本地域地下水保全対策会議などの３つの組織を統合し、財

団法人熊本地下水基金を母体に、公益財団法人を設立し、より広域、重点的な効果が期待できる対策
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を推進するように、平成２４年度を目標に設立準備されております。財団職員としては、当面、県と

熊本市から専門職員を派遣予定であり、財団運営費は市町村からの負担金により賄われる予定となっ

ております。 

 次に、この財団の取り組む予定の事業ですが、地下水の保全及び利用に係る現状把握や評価、硝酸

性窒素対策の推進、地下水の涵養対策、地下水採取料の適正化対策などになっております。財源とし

ては、水道事業者が負担金として採取料の１トン当たり０.３円を基準単価として負担し、また民間企

業等の採取者にも寄附金の納入も要請することになっており、大津町も平成２４年度に必要な予算を

予定する必要があります。 

 以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 府内博君。 

○２番（府内博君） これは、熊本の南阿蘇で阿蘇の湧水を買い取ろうとする動きということで、昨

年の６月１４日提供されたところですけれども、平成２２年５月に長崎の業者が南阿蘇村を訪問し、

次のような趣旨を述べたと。中国向けに大量の阿蘇の水を輸出したい。ついては、水源を買い取り、

隣接地に工場を建設したい。地元の雇用は１１０人程度見込んでおり、物件になりそうな水源をおし

えてもらえないか。なお、水のくみ上げは２４時間体制でしたい。南阿蘇村は訪問者の趣旨を聞くだ

けにとどめた。南阿蘇村に豊かな湧水があるが、大量に汲み上げた場合、枯渇する恐れがある。南阿

蘇村では、合併前の白水村のときから地下水保全条例を制定し、このような事例が出ないような事前

の許可制を取っている。今回、南阿蘇村で水源を見つけるようなことができなければ、ほかの市町村

に求める可能性もあるということで、そういったことが大津町ではなかったかどうかをお聞きしたい

と思います。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 府内議員の質問にお答えいたします。 

 今のところ、大津町でそういう情報は入っておりません。議員が言われましたように、南阿蘇村の

件に関しては、一応うちの方の環境保全課の方に情報としては伝わっております。南阿蘇村は、以前

から、白水村のときからという形で、それがそのまま南阿蘇村に引き継がれているということで理解

しているところです。 

○議 長（大田黒英生君） 府内博君。 

○２番（府内博君） とにかくいろんな外資系の不動産会社がこういったことで日本を回っていると

いうことの情報を得ながら、自民党は外国による水資源林の購入問題に対して、昨年１１月に法案を

２つ議員立法として衆議院に提出しています。対策法案は否決されましたけれども、まだ議論はされ

ていないということでございますけれども、その法案に対して、水源涵養林などの保安林の所有者の

届け出を義務づける森林法改正と所有者だけと言って勝手に地下水を無制限に取水できないような規

制を特別立法として提出したそうです。そういうことで、いろんなことがあっても早いうちに国・県・

市町村が一体となって法案に対しても積極的に取り組んでいただきたいと思います。 

 以上、終わります。 
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○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。１時４０分より開会いたします。 

午後１時２９分 休憩 

                    △ 

午後１時４１分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 鈴木ムツヨさん。 

○５番（鈴木ムツヨさん） 皆さん、こんにちは。５番議員、鈴木ムツヨが町民の皆様を代表して一般

質問を３問行います。 

 １問目、大津町振興総合計画について、２問目、消防団員減少について、３問目、ウェブ図書館導

入の取り組みについてを行います。 

 ３月１１日に発生しました東日本大震災は、誰もが予想できない災害が次々に起こりました。まだ

福島第一原発事故は、安全性が回復したとは言い切れないと本日の新聞にありました。死者、行方不

明者は約２万３千人で、日本では関東大震災に次ぐ２番目の被害規模となりました。お亡くなりにな

られた皆様のご冥福をお祈りいたしますとともに、被災された方々に１日も早い復旧を心からお祈り

申し上げます。大津町は、いち早く救援物資を届けられましたことに、少しほっとしているところで

す。 

 それでは、１問目の質問、大津町振興総合計画について。前期５年間の計画はどのような検証であっ

たのか。この質問は昨年の３月にしましたので２回目になります。そのときの国の予算で、土地改良

事業費マイナス６３.１％とあり、迫井手地区整備補助が心配されていました。また、答弁で上井手、

下井手等の整備関係が大きく響いてくると思うとあり、財政については基金等を出しても約７億円程

度不足で、一般財源を充当しなければいけないと言われていました。同僚議員の質問の中で、迫井手

地区圃場整備は、面工事が平成２３年度で完了し、付帯工事が平成２５年に完了すると答弁されてい

ました。前期振興総合計画と成果と結果はどのようになったのでしょうか。また、財政運営の見通し

についてもどうなっているのか、町長にお尋ねいたします。 

 １回目の質問を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 大津町の振興総合計画の検証でございますけれども、議員の言われるような

形については、十分関係機関ともご相談しながら事業を推進しておるところでありまして、評価関連

等にいたしまして、担当職員はじめ審査委員会の評価につきましては、大体７０％というような評価

をいただいているところであります。その辺の詳しい内容については、担当部長の方からご説明をさ

せます。 

○議 長（大田黒英生君） 企画部長木村 誠君。 

○企画部長（木村 誠君） 鈴木議員のご質問にお答えいたします。 

 前期５カ年の計画はどのような検証であったのかということでございますが、第１段階といたしま

して担当課による自己評価を行っております。その内容は、前期基本計画に記載されました主要な事
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業５０５の事業につきまして自己評価の結果、十分な成果またはある程度成果があったものが４０４

事業、成果が不十分であったものが５０事業、未着手の事業が５１事業でした。また、進捗状況につ

きましては、計画どおりを１００％、概ね計画どおりを７５％、遅れているものを５０％、着手のみ

を２５％、未着手を０％として加重平均して進捗率を計算しましたところ、全体として７０％程度の

進捗率でありました。もちろん自己評価でありますので、評価が甘い分もあるかと思いますが、以上

のような結果となっております。第２段階といたしまして、振興総合計画策定審議会に自己評価した

ものを施策体系ごとに３２に分けまして各部課長の説明を行っております。その後、審議会委員さん

に評価をしていただいております。評価の結果につきましては、進捗率につきましては７０％程度、

今後の方向性といたしましては今後とも積極的に拡大して推進するとしたものが３６％、前期計画と

同様の内容で継続としたものが５６％、内容を見直すとしたものが７％という結果でありました。さ

らに、この評価を通じて委員さんから各分野におけるご意見をちょうだいし、前期基本計画に対する

意見として中間答申としてまとめ、町長にご報告いただいております。それらを踏まえて、後期基本

計画策定作業に入ったという経緯でございます。また、前期基本計画の３２の施策を満足度と重要度

についてお尋ねしました住民アンケートも実施いたしております。その結果は、今後とも現在の水準

を維持するため着実に取り組みを推進していく必要がある分野は、児童福祉と次世代育成支援の充実

や町民の健康づくりと地域医療の充実などでした。また、従来の施策の取り組み、方向の改善を検討

する必要がある分野は、商業の振興や観光の振興、土地利用と都市計画などの推進でありました。一

方、施策の重要性についてさらに認識してもらえる取り組みを進める必要がある分野は、スポーツレ

クリエーションの振興や生涯学習の振興等でした。さらに従来の施策の取り組み方向について改善を

検討する必要がある分野としては、公共交通の維持や道路網の整備でした。 

 このように、前期基本計画では自己評価を実現するとともに、審議会を通じた外部評価や町民アン

ケートを実施しながら検証したところです。また、今後の財政状況についてお尋ねでありますが、現

在の厳しい財政の危機を乗り越えていくことは容易なことではないというふうに認識しております。

あらゆる角度から現在の財政構造を見直すこと、すなわち行財政改革に真正面から取り組んでいくよ

りほかはないものと考えております。同時に、このようなときだからこそ金を使わなければまちづく

りはできないという発想も乗り越えていかなければならないと考えております。また、踏み込んだ改

革を行っていく際にしましては、多くの町民の方々のご理解とご協力をいただくことが不可欠であり

まして、こういった意味でも町民総力戦でこの財政危機に立ち向かっていきたいというふうに考えて

おります。 

○議 長（大田黒英生君） 鈴木ムツヨさん。 

○５番（鈴木ムツヨさん） ただいまの答弁の中で、未着手が５１、継続が５６というふうなことでし

たので、それが同じものなのかどうかということと、遅れというものの５０という部分では、今年平

成２３年度の継続の中に入っているものかどうか。 

 それと、財政が整わないと何も土台がないとぐらつくわけです。平成２３年度で７億円が不足する

のではないかと昨年の３月の質問の中で言われていました。かなり基金が減ってきていますし、分離
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校も立てていますので、一般会計がちょっと増えてきているかなというふうな思いもしています。今

言われました行財政改革を行っていきたいというふうなことで言われましたが、具体的にはどういう

ことに取り組まれるのかということとですね、指定管理者制度が今なされて、その部分では平成２３

年度のすぎなみ園がマイナス１億５千万円ぐらいありましたね。そういうことを言われているのかど

うかですよね。それと、福祉はやっぱり皆さんが大事にしていただきたいというふうなアンケートの

中で出てきたのかなという思いもしていますが、値上げをするという部分は、保険料値上げをすると

いう部分では総合計画の中に折り込んであったのかどうかですね。健康保険は平成１８年に上げられ

て、また５年して今年上げるというようなことでなっています。介護保険は国の施策の中で３年して

見直して上がるというようなことで、それは致し方がないところなのかもしれませんが、国民健康保

険は町の方でまたいろいろ変えられる分もあると思いますので、振興総合計画がそういうことも盛り

込んだものであったのかどうかということと、今後もそれが引き続いていくのかどうかをお尋ねいた

します。 

○議 長（大田黒英生君） 企画部長木村 誠君。 

○企画部長（木村 誠君） 鈴木議員のご質問にお答えいたします。 

 振興総合計画につきましては、方向性を示したものというふうにご理解いただきたいと思います。

当然、目標値等も定めておりまして、それに極力向かうべき、努力するべきものとは理解いたしてお

りますが、方向性を示しておると。先ほどお尋ねになりました現在０という数値がどういうものかと

いうことに関しましては、ここに資料を持ち合わせておりませんので申しわけございません。行革に

伴う取り組み等について、今後もどうしていくのかというようなことだと思いますが、住民の視点で

見たときに税金の使い道が適正であるか、あるいは優先度によって必要な事業に税金が使われ、それ

ぞれそれによって十分な行政サービスができているかということが課題でありますので、それを行革

によって点検していくものであります。そのような形で今後進めてまいりますので、また個別にその

例えば国民健康保険料の見直し等が発生するのかというようなものは、それぞれの事業の中で随時精

査をしていくべきものというふうに考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 鈴木ムツヨさん。 

○５番（鈴木ムツヨさん） 検証をされたということでは、きちんと一つ一つが検証されていったのだ

ろうというふうに思いましたので質問させていただいたのですが、方向性の中にですね、やはり見込

まれたものがあるわけですから、例えば福祉であれば人数も増えていっているし、健康保険であれば

子ども医療費が小学校６年生まではただになったというようなことも、無料になったということで上

がっていっているということはありますが、パーセントということではきちんとそれは検証されていっ

てあるというふうな思いがしています。そういう中では、きちんとした方向性をそこで出していただ

いとかないといかんとじゃないかなというふうな、何のための振興総合計画なのかなというふうな思

いもします。行き当たりばったりでですね、お金がなくなったよと、だから上げなくちゃいけません

よということになるのかどうかという部分では、それは違うんじゃないかなという思いはしています

が、それはどういうふうな形で検証なされたのかどうか。それと、また国民健康保険は今度上げられ
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たにしても法定外繰入が１億１千万円でしたかね、全く値上げをした部分で賄いきれてないので、そ

ういう部分ではまた不安が、また来年もというふうな不安も私たちも思いますし、きちんと説明責任

をということでは書いてありました。説明をしていく、きちんと住民に説明をしていくということで

は書いてありましたので、どういうふうな形で値上げ等になった場合にご説明をされていくのかを検

証された中で方向性は出されたのではないかというふうに思いますので、お尋ねします。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長岩尾昭德君。 

○福祉部長（岩尾昭德君） 鈴木議員のご質問にお答えします。 

 国民健康保険税につきましては、これまでご説明申し上げましたように、昨年度におきましても所

得関係の、経済関係の影響で税収の減少とか、そういった面でかなりこの国民健康保険運営につきま

しても影響がございまして、年度途中におきましても補正等でお願いをしております。今後２３年度

におきましても、そういった経過の中でいろいろ検証いたしました結果、やはり税率の改正も今回お

願いしております。また、一気に値上げということにつきまして、やはり被保険者の方に大きな負担

になりますこともございまして、やはり法定外繰入等も合わせまして財源的には手当てをお願いして

いるところでございます。それ以後につきましては、現状ではやはりそういった税収の確保に努めな

がら、また医療費抑制につきましてはいろんな保健指導、特定保健指導、そういった面でのいろいろ

な生活習慣病を含めまして町民の皆様方の健康に対します取り組みをより進めながら医療費抑制に努

めてまいりたいと思いますし、保健医療関係全般につきましても、いろんな取り組みをしてまいりた

いと思います。特に住民の方々にそういった面でのいろいろなデータを下に地域でのご説明やいろん

なことをしながら、ご理解いただきながら、そういった健康づくりに努めてまいりたいと思います。

そういったことにつきまして、今回の計画の中にも福祉保健医療の充実ということで項目的に記載を

しておりますので、それに従って来年度につきましても取り組んでまいりたいというふうに思ってお

ります。 

○議 長（大田黒英生君） 鈴木ムツヨさん。 

○５番（鈴木ムツヨさん） なかなか保険料等はですね、上がるというのがかなりの負担になるところ

もございますので、しっかり慎重にということであるかと、値上げに対してはですね。それと説明責

任はきちんとしていかないと、やっぱり不信感が募るのではないかというふうな思いをしていますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

 ２問目の質問に移ります。消防団員減少について。機能別消防団員制度への取り組みを。戦後、地

域防災力の主たる役割を担ってきた消防団は、地域住民の安全安心づくりに、また地域づくりに貢献

してこられました。地域住民により構成された公共機関として活動し、地域防災体制の中核的存在で

す。しかし、地域の都市化や住民層のサラリーマン化、核家族化により、地域コミュニティの衰退が

指摘され、その影響により消防団もその構成員たる消防団員の確保が困難となりました。全国に３千

を超える消防団は、１９５２年の２０９万人をピークに、近年は団員の高齢化による退団と若い世代、

新しい住民層からの入団者減少による現在では８９万人程度に低迷していると言われています。また、

団員の高齢化が拍車を掛けていると言われています。そこで、総務省消防庁が２００５年１月、消防
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団員の活動環境理整備についてという通知を出し、減少している消防団員の現状を１００万人規模に

回復されるとともに、サラリーマン増加により消防団活動に参加しにくい住民層にも個々人の事情に

対し、より配慮した参加の機会を広げるため、特定の活動にのみ参加することとされる機能別消防団

員制度を設置することを新たな団員獲得に向けた施策として打ち出しました。機能別消防団員制度は、

より多くの団員獲得を図るとともに、様々な職業上の技術をもって消防団活動に貢献できる。職種の

新設により既存の消防団制度をより臨機応変な対応力を付与する制度とすることを目的として判定さ

れる。特に、近年水害や大地震などの災害の大規模化は、社会の職業構成に占めるサラリーマン層、

いわゆるサラリーマン団員の増加、または地方分権の推進により新たな地域協働の可能性が広がって

きた中で、こうした地域の環境変化に対応することが期待されています。こうした状況の中、先進的

な事例として、愛媛県松山市消防団では、日ごろ地域への郵便物配達の業務により、地域の状況に長

けた郵便局員との連携を図り、郵便局員が消防団員を兼任する郵政消防団員という部隊を創設してい

る。さらに、市内に在住、通学する大学生を対象として大学生消防団員の制度を設け、消火活動はし

ないが、主に負傷者への応急処置や外国人への通訳を担う要因として任用する道を開いている。これ

により、消防団活動に多様な参加の機会と方法を拡大し、これまで獲得困難とされた若い世代の参加

の機会を開くこととなった。機能別消防団員の類型。機能別消防団員、消防団危機管理アドバイザー、

これは消防機関だけでは対応困難な災害などに対して、専門技術を有する事業所や大学等の知識と経

験を取り入れるため、これらの教員ないし職員を消防団員に迎える制度。指導者団員。これは、訓練

指導者に適したものを団員の指導を担当する団員として採用する制度。職団員ＯＢ団員。これは、消

防士、消防団員のＯＢを採用し、特定の災害任務だけに従事させる制度。サラリーマン団員の増加に

より、昼・夜活動できないケースが多くなり、災害時の要員確保が難しい消防団員も増えていること

から、引退した人を対象として採用する制度。大規模災害団員。大規模災害のみに任務を特定した団

員を採用する制度。大規模災害時に現有団員だけでは十分でない消防団員において期待されている。

大規模災害対応団員。大規模災害時に際し、防災関連民間ストックである事業所の重機及び特殊車両

の活用により、倒壊家屋、土砂崩れに伴う生き埋め被災者の救出に対応する。勤務地団員。一定の危

険物を取り扱う事業所にあっては、消防法において自衛消防組織の設置を義務づけている。こうした

企業を中心に、一般の事業所まで波及し、勤務者を対象とした制度。ほかに、情報収集団員や予防広

報団員の制度があります。大津町の消防団の現状はどうなっていますか。また、地域における自主防

災組織の整備が振興総合計画にうたわれていますが、現在はどうなっていますか。東日本大震災の死

者不明者は、先ほど言いました２万３千人と報道されています。想定を超える津波で防災の拠点とな

るはずの市町村役場が岩手、宮城両県で１０カ所大きな被害を受けました。なくなったところもあり

ます。防災に対する見直しも必要かもしれません。機能別消防団制度への取り組みを町長にお尋ねい

たします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 大津町消防団の機能別消防団制度への取り組みについてのご質問でございま

すけれども、消防団関係についてのご質問につきましては、後ほど詳しく部長の方から説明させます
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けれども、消防団においては町には住民の生命財産を守り、安心・安全なまちづくりを支援する組織

として、伝統・歴史ある６３０人の消防団員が活動をされています。消防団員は、ご承知のように、

日ごろは自分の仕事に従事しながら、いざ緊急災害が発生した場合には、業務を離れて消防団活動に

勤務していただいております。また地域でのリーダーとなる活動もやられて、常々感謝をしていると

ころであります。内容について、部長の方から説明をさせます。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長德永保則君。 

○総務部長（德永保則君） 鈴木議員さんの一般質問の中で、機能別消防団員という形ですけれども、

まず大津町消防団の現状について答弁をさせていただいた後、質問に答えさせていただきたいと思い

ます。 

 まず、大津町消防団の条例定員はご存じのように６３０人となっております。実団員数も同数でご

ざいます。今、消防団長を中心に町内に８分団及び役場の本部で組織されているような状況でござい

ます。団員の年齢別の状況でございますけれども、２０歳以下につきましては８名、２１歳から２５

歳まで８７人、２６歳から３０歳までが１６２人、３１歳から３５歳までが１５４人、３６歳から４

０際までが１２０人、４１歳から４５歳までが８９人、４６歳以上で１０人で、平均年齢は３２.８歳

となっております。なお、職業別につきましては、会社員の方々４３７名、自営業者ほかの方が１０

２名、公務員９２名などとなっております。会社等に勤務されている方が全体の割合の８４％となっ

ているような状況でございます。なお、近隣の消防団の状況でございますけれども、菊陽町が３１５

人、平均年齢が３１.８歳となります。合志市が６３２人、平均年齢は３１.５歳です。菊池市は１千

３８４人、平均年齢が３１.９歳となっておりまして、地域住民の安全安心のために日夜活動をされて

いるような状況でございます。昨年につきましては、火災、台風等の災害待機、飛行機事故、行方不

明者の捜索、火災予防活動、町防災訓練など様々な面で活躍していただいております。また、熊本県

消防操法大会においては、ポンプ車の部で準優勝、小型ポンプの部で３位入賞と、大津町消防団の素

晴らしい活躍を県下一円に示すことができました。町では地域防災の観点から、住民と一体となった

防災の取り組みが必要と感じまして、毎年防災訓練を実施させていただいております。また、地域の

自主防災組織の充実、研修会等の実施や防災士の養成などを図るとともに、女性消防団員の募集につ

きまして、本年の３月大津町広報誌に募集広告を行わせて参加していただくように強化を図っていき

たいという形で思っております。 

 また、町には自主防災組織が現在５１地区ほど結成されておるような状況でございます。この組織

については、消防団ＯＢや地域の役員などで組織されておりまして、地域での防災訓練、防災活動な

どを消防団と連携して活動され、緊急時にも対応されております。そして、嘱託員や民生委員・児童

委員さんとの連携など、高齢者の安否確認などの災害時に対応する情報の共有化なども進められてお

ります。質問の中で議員が言われました機能別消防団員制度ですけれども、中身についてちょっと重

複するところがあるかもしれませんけれどもご容赦願いたいと思います。機能別消防団員制度につき

ましては、議員が言われましたように地域の消防力の主たる役割を担ってきた消防団の活動の中で、

都市化やサラリーマン化、核家族化により地域コミュニティの衰退が指摘されまして、その影響で消
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防団員の年齢の高齢化や人員確保が厳しい状況で、新しい住民の入団者も減少しまして、団員数が全

国的に減少しているような状況でございます。そこで、議員言われましたように、消防庁より消防団

員の活動、環境整備を図るため能力や事情に応じた特定の活動のみに参加することができる消防団員

である機能別消防団員制度を設置することを打ち出してきました。その職務につきましては、昼夜を

限定した活動や特定の災害種別のみ活動し、消防団活動を補完する役割を期待されています。その類

型につきましては、地域性や住民の特性、事情、能力にかんがみまして、各消防団がその地域に適し

た機能別分団及び機能団員制度の設置が必要であります。任命する対象としまして、役割、階級、被

服、任用の要件、処遇等については、各消防団が設定することになっております。なお、身分につき

ましては、現消防団員と変わらず非常勤の特別職地方公務員となっております。機能別消防団の必要

性という形で今現在６３０名の定員を有しております。その中にも職を持って待遇的に職部別するこ

とは可能と思いますけれども、新しく制度という形ですので、現段階では多くの活動を消防団に６３

０名していただいておりますし、女性消防団も新たな試みでやっております。これに消防団として安

否確認という形で認知症のサポーター研修も行わせて、地域と一体となった消防団活動をするという

取り組みをされておりますので、機能別消防団のあり方等については、今後消防団とも十分協議させ

ていただきたいなと現時点では感じております。 

 以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 鈴木ムツヨさん。 

○５番（鈴木ムツヨさん） 消防団員の方とやっぱり話し合いはしておかなければならないという思い

もしております。それと、平均が３２.８歳で大津町は若いなというような思いもしていますが、なか

なか４５歳以上になった場合にですね、まだお若いと思うんですが、なかなか止めるに止められない

というような意見もちょっとお聞きしたりもしていますので、そういう部分では機能別にですね、そ

ちらの方に回っていただくような形ができれば、ＯＢもあるということですので、そういうのもあり

かなというような思いもしているところです。 

 それと、企業という部分では、松山が取り組まれている郵便局員さんという部分ではですね、地域

をすべて知り尽くしている人たちの集まりですので、とてもこれはいいなというような思いもしたと

ころです。それとまた学生が声掛けを、先ほど同僚議員が声掛けるだけでも涙ぐまれたというような

ところで言われていましたが、そういう人たちもいるのではないかというふうな思いもしたところで

す。皆さん、宮城も岩手も今回の災害のところは自分たちのところはこういうふうな形で亡くなると

いう思いは誰もなさってなかっただろうというふうな思いがしています。大津町でもこの耐震化、建

物がですね、どうなるかまだわからないというような、あまり危機感ばっかり持ってもいけないんで

すが、それは常に少しは考えとかないといかん。今回の事件をもってですね、そう思ったところでし

た。消防団員さんとの今、定員割れをしているわけではありませんので、早急にという部分ではない

とは思いますが、４５歳以上でなかなか止められないという話も聞きましたので、そういうところで

は少し考えていただいてもいいのかなという思いもしていますので、前向きに検討していただきます

ようにお願いします。 
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 では、３問目に移ります。ウェブ図書館導入の取り組みについて。多忙な住民のためにインターネッ

トを介していつでも貸し出し、返却ができる取り組みを。現在、大津町の図書館の蔵書数は１５万冊

で、一人当たりの貸し出し冊数は約７.３冊、町内利用者への貸し出しは２２万冊とありました。町内

の登録者は１万４千人で、利用者は５千８００人、人口の１９％となっています。図書館大好きな人

がいる割には足を運んでいない人が大勢おられることに驚きです。多忙も原因の一つになっていると

思われます。ウェブ図書館は、インターネット上で電子書籍を提供するサービスです。現代人の活字

離れが指摘される中、電子書籍の普及が大変注目されています。電子書籍とは、既存の書籍をデジタ

ル化し、パソコンや電子書籍リーダーなどで読めるようにしたものです。ｉＰａｄやガラパゴス等の

登場を受けて、今後国民のニーズが飛躍的に高まると予想されています。現在、紙媒体での書籍は約

８０万タイトル出版されているのに対して、電子書籍はおおよそ１５万タイトルがインターネット上

に配信されていると言われています。そうした中で、東京都千代田区の区立図書館がいち早く電子書

籍の存在に着目し、平成１９年１１月、インターネットを使って電子図書を貸し出し、ウェブ図書館

をスタートさせました。その数約４千７００タイトル、平成２２年１０月現在で、政治、経済、文学、

語学などで様々なジャンルの電子図書を提供しています。利用者はインターネットを介して２４時間、

３６５日いつでも貸し出し、返却ができるため、わざわざ図書館に出向いていく必要がありません。

千代田区立図書館の利用者の登録と利用ログインのパスワード設定さえ行えば、千代田区の在住者、

または在勤者、在学者なら誰でも利用が可能です。ウェブ図書館の大きな利点は、オンライン図書を

収納するはずの箱物やスペースを確保する必要がなく、従来の図書館よりも比較的小規模のスペース

で設置が可能です。現在の図書館にウェブ図書館を導入すれば、利便性が向上いたします。しかも図

書の盗難、破損、未返却等の損害額も０に抑えられます。導入効果として、利用者の方にとっては病

気やけが、障害を持っておられるため外出困難な方たちや高齢者の方々、なかなか来館時間が取れず

多忙な方でも気軽に利用できるのではないでしょうか。電子図書は、文字の拡大、縮小機能や児童読

み上げ機能、児童めくり機能、音声動画再生機能等を搭載しているために、視覚障害者の方でも利用

できます。図書館側としては、図書の収納が不要なので、書籍スペースを大幅に節約できますし、図

書の貸し出し、返却等、人の手を借りなくても済みます。ウェブ図書館の導入推進について、町長に

お尋ねいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 大津図書館にウェブ図書を活用してはということで、議員おっしゃるように

いろいろと担当の方からお話聞きますと、本当に経費的にも、利用についても素晴らしいシステムで

あるというふうに聞いております。しかし、この図書の始まりが、今、議員言われます千代田区で始

まっておりますけれども、まだまだ全国的には広がっておりませんけれども、将来的にはそのように

広がっていくんじゃないかなというふうに思っておりますけれども、この取り組みに対しましての自

治体によるシステムの違いがありまして、諸問題が山積みしているようなもので、今後の普及状況を

見ながら考えたいと思います。現状のところについては、担当部長の方からご説明をさせます。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 
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○教育部長（松永髙春君） 鈴木議員の質問にお答えしたいと思います。 

 現在、インターネット等で電子書籍が出版社、書店等により多く販売されております。電子書籍は、

主に従来の冊子本をデジタル化したもので、パソコンや、対応しておればｉＰａｄ、ｉＰｈｏｎｅな

ど閲覧することができます。アメリカではほとんどすべての公共図書館で電子書籍のダウンロード貸

し出しサービスが提供されております。先ほど議員の方から詳しく千代田区の話とかありましたので、

その辺の内容については省きますけれども、確かにメリット、デメリットがあるようでございます。

鎌倉市ではですね、総務省の平成２２年度新ＩＣＴ利活用サービス創出支援事業でモニター登録制に

より試行している段階ということで、ほかにも数市においてサービスの提供を行っておりますが、提

供しているコンテンツは少数であるというふうに聞いております。なお、国立国会図書館では、所蔵

する明治・大正・昭和前期、刊行図書のデジタル画像を収録する近代デジタルライブラリーを提供し

ており、現在の収録数は約３９万冊で、そのうち約１７万冊を提供されております。電子書籍ダウン

ロード貸し出しサービスを取り込むにあたっては、販売されている電子書籍のコンテンツが少数、利

用者が限定される、ウェブ図書館の取り組みが初期の段階であること、費用効果の推測や解決しなけ

ればならない諸問題が山積していると専門家の中では言われております。現在の大津図書館は９時に

開館し、土日曜も平日と同じ開館時間、水曜日は午後８時までの夜間開館、夏休み期間中は休館日を

設けず、町民誰もが自由に利用できる図書館を目指しております。また、年間の開館日数、それから

週当たりの開館時間は、県下でも単独施設としてはトップでございます。当分の間は、この既存のサー

ビスの充実に努めていきたいと考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 鈴木ムツヨさん。 

○５番（鈴木ムツヨさん） 今、図書館の役割を言われましたが、今本当に図書館のあり方といい部分

では、とても頑張っていらっしゃいますし、ボランティアさんも養成していただいています。そうい

う部分では、大津町の図書館、私たちの図書館になったなというような思いがしているところです。

ただ、利用者が１９％という部分ではですね、まだまだ図書館が自分の物になってない人が多いなと

いう思いがしているところです。それと、あまり新しいのにはですね、それなりのいろんなものが附

帯してくるかなというような思いもするんですが、視覚障害者の方もですね、これは使えるなという

ようなこともありますので、そういう部分では取り組みが前向きになされてもいいのかなというよう

な思いもします。 

 それと、インターネットでひらいましたので根拠がはっきりはわかりませんが、初期が５００万円

ぐらいで年間が１９０万円ぐらい、その千代田区の図書館の部分の費用ですね。それがそういうふう

な金額が出ていました。高いか、安いかという部分ではですね、利用がどれぐらい今後見込めるかど

うかという部分で随分変わってくるかというような思いもしていますし、若い人たちがｉＰｈｏｎｅ、

ｉＰａｄ、そういうので結構携帯本ですかね、それで結構読まれているという部分も聞いていますの

で、大津町がこれをすれば、若い人たちがまた利用が多くなるのではないかなというふうな思いもし

ています。本当に図書館はとてもいいところだというふうな思いもしていますが、まだお年寄りがで

すね、あそこは図書館はお金がいるのかというようなこともたまに言われる人たちがおられるという
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ふうなことも聞いていますので、足を向けたことがないというようなことであるならですね、何か招

待をですね、何かおかしいんですが、お年寄りのサロンとかいうのがありますが、そういう人たちを

図書館にご案内するというような取り組みもされてですね、してみるのもいいのではないかなという

ふうな思いもしているところです。本当にいろんなものが図書館には置いてありますので、１５万冊

というのはとても私たちが生きている間では見てしまいきらんなと思ってしまうところがありますが、

ぜひ視覚障害者の方がこれが使えるということで、ぜひ考えていただければなというような思いもし

ているところですので、多分だめと言われるかどうかという部分では、少しでも考える余地かあるの

かどうか。例えば、今言いましたように初期が５００万円で年間が１９０万円という部分でですね、

金額に対して今いろんな懸念が考えられるにしても、今、千代田区がはじめてですね、ほかにそこが

問題を抱えていることではないと思いますし、ほかのところも徐々にではありますが取り組まれてい

ますし、国会図書館も始めたということであればですね、最初から懸念を心配することはないのでは

ないかというような思いもしますので、もう一度答弁をお願いします。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 鈴木議員の再質問にお答えいたします。 

 図書館ができてから１５万冊と、目標の冊数に達したわけです。今後につきましては、先ほどから

議員さんも言っていらっしゃる、たくさんの方に利用していただく図書館を目指さなければいけない

ということで、いろんなことを今考えております。その中で、まず来館できない人への対応として、

移動図書館車やボランティア等を利用した読書活動や学校図書館との連携が非常に重要ということで

考えております。それから、町内のイベント、先ほど言った地域、会社、学校、施設などへ移動図書

館を運行して広報活動をしていきたいというふうなことも考えております。いろんな事業として、図

書館がどこにあるか知らない方もいらっしゃるかもしれません。そのような住民への広報活動、それ

から各種講座等の開催であるとか、いろんな図書館というのを利用しながらたくさん方に来ていただ

けるようなことを催していきたい。ボランティアの育成をしながらお話会等の開催をするとか、そう

いった家庭読書の推進もやっていきたいというようなことを、仕掛けを今担当の方では考えているよ

うでございます。このようなことをいたしまして利用率を上げていきたいというのが今最大限の課題

でございます。当然、ウェブ図書館というのも魅力的なことというのは十分認識しております。必ず

近い将来検討する時期が来ると思いますので、その間、少し勉強させていただいてですね、将来に備

えたいというふうに考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 鈴木ムツヨさん。 

○５番（鈴木ムツヨさん） 将来に向けて考えていただけるということで、ちょっとほっとしたかなと

いう思いをしております。ぜひ検討は少しずつやっていただければいいなというふうな思いはしてお

ります。 

 これで終わります。 

○議 長（大田黒英生君） これで、一般質問は終わりました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 
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 本日は、これで散会します。 

午後２時３３分 散会 
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議 事 日 程（第５号） 平成２３年３月２４日（木） 午後１時 開議 

                                   

日程第１ 諸般の報告 

日程第２ 各常任委員会の審査報告について      質疑、討論、表決 

日程第３ 委員会の閉会中の継続審査申出書について  議決 

日程第４ 委員会の閉会中の継続調査申出書について  議決 

日程第５ 議案第２９号 平成２２年度大津町一般会計補正予算（第６号）について 

              上程、提案理由の説明、質疑、討論、表決 

 

                  午後１時００分 開議 

 

○議 長（大田黒英生君） これから、本日の会議を開きます。 

 

     日程第１ 諸般の報告 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第１ 諸般の報告をします。本日の議事日程並びに報告内容及び平成

２２年第４回大津町議会臨時会、平成２２年第５回大津町議会定例会の会議録は、議席に配付のとお

りです。 

 

     日程第２ 各常任委員会の審査報告について 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第２、各常任委員会の審査報告についてを議題とします。委員会審査

報告書は、議席に配付のとおりです。これから、各常任委員会における審査の経過並びに結果につい

て、各委員長の報告を求めます。経済建設常任委員長坂本典光君。 

○経済建設常任委員長（坂本典光君） こんにちは。ただいまから、経済建設常任委員会に付託されま

した案件について、委員会での審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。 

 当委員会に付託されました案件は、議案第１３号関連、議案第１９号、議案第２１号関連、議案第

２３号、議案第２４号、議案第２６号、議案第２８号、継続審議の陳情第５号の８件です。 

 当委員会は、審議に先立って１４日と１５日に関係する３０カ所の現地調査を行ない、１６日と１

７日に委員会Ｂ室で執行部より説明を求めながら審議を行いました。以下、その審議経過の概要と結

果を要約してご報告申し上げます。 

 議案第１３号関連は、大津町振興総合計画基本計画の策定についてであります。 

 農業委員会関係では質疑ありませんでした。 

 経済部農政課関係では、委員より、エコファーマーの内容はどのようなものかとの質疑に対し、執

行部より化学肥料、農薬を５０％提言する営農に対し、町経由で県が認定する制度である。安全安心
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なものづくりに寄与している証となるとの答弁がありました。委員より、甘藷の生産面積を増やすよ

うにしているが、見通しはどうかとの質疑に対して、執行部より、昨年度完成した甘藷貯蔵施設によ

り、冷蔵長期保管が可能になり、併せてフォークリフトなどの機械利用による省力化が図られるため、

早や掘り甘藷の生産量を増やす方向でＪＡや生産者部会と打ち合わせをしながら営農計画を立ててい

きたいとの答弁がありました。 

 商業観光課関係では、委員より、旅行パックの優遇とは具体的にはどのようなものかとの質疑に対

して、執行部より、唐芋フェスティバルで滞在型のイベントとしてホテルや旅館に宿泊し、唐芋掘り

体験を行うパックを考えている。飲食店でのクーポン券利用等も考えている。また、ビジネス客に対

してもクーポン券、宿泊パックとするとの答弁がありました。 

 土木環境保全課関係では、委員より、４の２の１自然環境の保全と活用で、生活指標としている太

陽光発電システム設置率が１０％となっている。太陽光発電システムは、これからもっと大切になっ

てくるので、補助率を上げてでも取り組むべきとの質疑に対して、執行部より、国は１０年で設置率

が２０％という目標を定めているので、町は５年で１０％という成果指標にしている。来年度は国の

補助が下がるという情報もあるので、国の動向を見ながら検討するとの答弁がありました。 

 都市計画課関係では、委員より社会資本整備総合交付金とはどういうものかとの質疑に対して、執

行部より、まち交、下水道、道路、住宅の整備を一つにまとめ一本化した補助事業となる。具体的な

ことはこれからとなるとの答弁がありました。委員より、平成２３年度でまち交事業が終わる。それ

に代わって社会資本整備総合交付金になったと認識しているが、まち交区域外でも道路整備は可能な

のかとの質疑に対して、執行部より、可能だとの答弁がありました。 

 採決の結果、議案第１３号関連は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第１９号は、大津菊陽水道企業団規約の一部変更についてであります。委員より、矢護

川簡易水道の大津菊陽水道企業団への経営統合後は、水道料金は一緒かとの質疑に対して、執行部よ

り、企業団と同じだとの答弁がありました。 

 採決の結果、議案第１９号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２１号関連は、平成２３年度一般会計予算についてであります。 

 農業委員会関係では質疑ありませんでした。 

 経済部農政課関係では、委員より、法人化して採算は採れているのかとの質疑に対して、執行部よ

り、陣内ランドホルダーは黒字になっている。新規作物の取り組み、飼料用米の取り組み、パン加工

などの経営の多角化も挑戦されている。あぐり大津については、１７の集落営農組織の経営事務のバッ

クアップや大型機械による防除耕耘作業などを支援されているとの答弁がありました。 

 商業観光課関係では、委員より、里山保全事業の委託先のＮＰＯはどういう事業を行っているのか

との質疑に対し、執行部より、荒廃した竹林の伐採、その竹を利用して竹炭、竹酢液の生産をしてい

る。ふるさと雇用再生特別基金事業で２人分の人件費を支出しているが、平成２３年度で事業が終わ

るので事業拡大して収益を上げ、継続して雇用できるよう話をしているとの答弁がありました。 

 土木部環境保全課関係では、委員より、グリーンリサイクルの粉砕処理手数料の内容は何かとの質
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疑に対して、執行部より、樹木等を粉砕する施設に支払う手数料である。町の施設や環境美化の日に

出る樹木等の処理の手数料であるとの答弁がありました。委員より、粉砕車で粉砕した後の処理はど

うしているかとの質疑に対して、執行部より、粉砕車で処理後、そのままリサイクルセンターに運ん

でいるとの答弁がありました。 

 道路整備課関係では、委員より、グラウンド東通りは難航していると聞いているが、工事するのか

との質疑に対して、執行部より、北側の３名の地権者との契約が終わっているので、本年度工事する

と答弁がありました。 

 都市計画課関係では、委員より、ビジターセンターへの人の配置はどうするのかとの質疑に対して、

執行部より、観光案内人として臨時職員を配置予定。駅員配置については、現在ＪＲ九州と協議中で

あるとの答弁がありました。委員より、調整池はどこにつくるのかとの質疑に対して、執行部より、

年禰神社を移転させ調整池をつくる予定である。年禰神社の内子さんたちには口頭で話をしていると

の答弁がありました。委員より、壊してつくりなおすのか、補償金では建たないだろうとの質疑に対

して、執行部より、町としては解体すれば補償金を支払う。補償金で足りない分は、氏子からの寄附

と思うとの答弁がありました。委員より、平川天神団地はいつ建設されたか。シロアリ駆除はしてい

るのかとの質疑に対して、執行部より、平川天神団地は、昭和６０年から昭和６３年に建設した木造

建て住宅である。シロアリ駆除はしていない。大津町には公営住宅は８３２戸あり、すべてを予防駆

除するのは財政的に難しいとの答弁がありました。 

 下水道課関係では、委員より、都市下水路費の委託料の前年度比８０万円増の理由は何かとの質疑

に対して、執行部より、昨年は調整池３.１ヘクタールの半分を除草したが、平成２３年度は適正な維

持管理を行うため全体の除草を実施するものだとの答弁がありました。 

 採決の結果、議案第２１号関連は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２３号、平成２３年度大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務委託特別会計予算に

ついてであります。質疑ありませんでした。 

 採決の結果、議案第２３号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２４号、平成２３年度大津町公共下水道特別会計予算についてであります。委員より、

使用料の徴収はどのようにしているか。また徴収率はどれぐらいかとの質疑に対して、執行部より、

直接徴収は下水道課職員が徴収し１００％である。その他は大津菊陽水道企業団に委託しているのが

９７％ぐらいの徴収率であるとの答弁がありました。 

 採決の結果、議案第２４号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２６号、平成２３年度大津町農業集落排水特別会計予算についてであります。委員よ

り、矢護川錦野地区は供用開始しているが、接続率はどの程度か。また、接続促進はどうしているの

かとの質疑に対して、執行部より、矢護川地区は９２％、錦野地区は６６％、また下水道課職員が各

家庭を訪問し、使用料や排水設備工事の説明をしながら接続のお願いをしているとの答弁がありまし

た。 

 採決の結果、議案第２６号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 
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 次に、議案第２８号、平成２３年度大津町工業用水事業会計予算についてであります。 

 採決の結果、議案第２８号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、継続審議となっておりました陳情第５号、中小業者への仕事確保を求める陳情書についてで

あります。委員より、町内の中小企業者に対してはこういった制度をつくっていただいて、町民のた

めにもなるということで中小企業の育成をお願いしたい。委員より、中小業者には仕事がない状況で、

この制度によって仕事も増えて住民にも企業にもよい制度と思われる。委員より、需要もあると思う。

山鹿市みたいに大津町の林業育成、地元材を使っての助成制度も検討してよいのではないか。委員よ

り、地元の業者の仕事確保の拡大と町民にも喜ばれ、わずかな予算で大きな経済効果が得られると思

われる。少なくとも１０倍の効果が得られるなどの意見があり、採決の結果、陳情第５号は、全員賛

成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 当委員会に付託されました案件は以上です。議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同

いただきますようお願い申し上げまして、経済建設常任委員会の報告を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 文教厚生常任委員長鈴木ムツヨさん。 

○文教厚生常任委員長（鈴木ムツヨさん） 皆さん、こんにちは。文教厚生常任委員会における審査の

経過並びに結果について報告いたします。 

 当委員会に付託されました案件は、議案第１３号関連、議案第１５号、議案第１６号、議案第２１

号関連、議案第２２号、議案第２５号、議案第２７号の７件です。当委員会は、審議に先立ち、３月

１４日午前１０より１１カ所の現地調査を行ない、３月１５日から３月１７日までの３日間、委員会

Ｃ室において執行部の説明を求めながら審議を行いました。その経過と結果について主なものを要約

してご報告申し上げます。 

 まず、議案第１３号関連は、大津町振興総合計画基本計画の策定についてです。 

 健康福祉課関係。委員より、民生委員は国からの委任ということで無報酬だが、町として何らかの

報酬を検討したらどうですかという質疑に対し、執行部より、１人当たり県から５万８千２００円の

活動助成があり、町からは約９万３千円の活動費を助成しています。民生委員は無報酬を基本として

いますと答弁がありました。 

 保険医療課関係。委員より、高齢者の生きがいと健康づくりについてですが、この充実は介護予防

につながると考えます。高齢者が日常生活を楽しむことが人を元気にするので、このような施策をし

ていただきたいとの質疑に対し、執行部よりご承知のようにたくさんの高齢者の方がグラウンドゴル

フなどを楽しんでおられますので、今後も高齢者の皆さんの生きがいづくりを支援するために全庁的

な取り組みが必要だと考えていますと答弁がありました。委員より、こども医療について、現在小学

６年生まで無料化ですが、中学３年生まで拡大することは検討していますか。また、中学３年生まで

拡大した場合、扶助費はどれぐらい増えるのですかとの質疑に対して、執行部より、菊陽町と菊池市

が入院２千円です。財政的な面もあり、今後検討してまいります。仮に中学３年生まで拡大した場合、

約１千４００円程度増える見込みですとの答弁がありました。 

 子育て支援課関係。委員より、前期の子育て支援をした結果、成果はどうですか。また、保護者の
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責任や役割について問題意識の検証はできていますか。目標値を達成した形が公表できるようなプロ

グラムの検討はできないものでしょうかという質疑があり、執行部より、前期においての子育て支援

の施策の展開が人口増にも寄与し、子育てに関する不安や負担解消などの効果もあり、成果と思いま

す。毎年、次世代育成支援行動計画委員会には課題解決に向けて進捗状況を報告しています。今後も

継続した進行管理については十分に行っていきたいと思いますと答弁がありました。（委員より、保育

サービスの充実について、待機児童対策は潜在的待機児童を含めた解消となっていますかと質疑があ

り、執行部より、保育所の整備に伴い定員が増えることにより、保育所を限定しなければ入所可能な

状況にあります。ただし、今後の転入者等による増加者については検討していきたいと答弁がありま

した。） 

 学校教育課関係。委員より、教育費、教育総務費、事務局費の学校等環境整備作業員と学校生活補

助金の仕事と中学校費の特色ある学校づくり補助金について説明をお願いしますと質疑があり、執行

部より環境整備作業員と生活支援補助金は、緊急雇用事業により雇用するもので、環境整備作業員は

４月から９月の６カ月未満の期間に６人予定しています。仕事は、学校と町立幼稚園の除草や剪定、 

校舎内の美化作業を行ってもらっています。生活支援補助員は、学校の普通学級に在籍し、生活の支

援を必要とする児童生徒の補助をお願いするもので、９月から２月の６カ月未満の期間に９人を予定

しています。特色ある学校づくりの補助金については、中学校が独自のテーマを打ち出し、それに基

づいた研究推進を行うための補助金で、平成２３年度は大津北中学校を予定していますと答弁があり

ました。 

 生涯学習課関係。委員より、文化財の指導者はどのようになっているのか。また、文化関係団体と

の連携についてお尋ねしますとの質疑があり、執行部より、指導者養成については講座開催等により

徐々に行っていますが、文化関係団体との連携はこれから取り組む課題と考えていますと答弁があり

ました。委員より、スポーツ基盤の整備の中でスポーツの連携で高校生の技術を小中学校で活用する

ことはできないでしょうかと質疑があり、執行部より、現在町内スポーツ団体と学校部活動の先生と

話し合いを行っていますと答弁がありました。 

 図書館関係。委員より、図書館の開館時間と住民の利用希望に添った扱いになっていますか。図書

館の有効活用と充実とは、多くの方々の利便性が上がることではないでしょうか。図書館の役割を考

えるならば、住民ニーズに沿った開館時間を検討してもよいと思われますがいかがでしょうかと質疑

があり、執行部より、開館時間に伴う時間帯など統計によれば土曜、日曜、水曜の利用が多く、水曜

日の夜間の開館時間も多く利用いただいています。大津図書館の開館時間については、単独施設にお

いては県内一位であります。また、９時には並んで開館を待っておられますので、９時の開館は続け

ていく必要があります。なお、蔵書数、利用者数の増加に伴い、利用者のモラルの低下が目立つよう

になり、汚れ、破れ、紛失など見られます。検索してもあるべきところに資料がないということも多

く、月に１回館内整理を設けることとし、４月に周知し、５月の第１金曜日から実施します。返す場

所がわからない方にはコーナーを３カ所設けていますので、その場所に返却していただくようにして

います。また、図書の配置等を知っていただくためにボランティアを対象に勉強会を行いましたが、
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一般向けも開催する予定ですと答弁がありました。 

 議案第１３号関連は、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第１５号は、特別の職員等で非常勤のものの報償及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例についてです。さしたる質疑もなく、採決の結果、全員賛成で可決すべきものと決しました。 

 議案第１６号は、大津町嘱託員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてで

す。採決の結果、全員賛成で可決すべきものと決しました。 

 議案第２２号、平成２３年度大津町国民健康保険特別会計予算についてです。 

 委員より、財政安定化支援事業繰入金の内容はどんなものですかと質疑があり、執行部より、所得

水準の低い世帯が多いことや病床数関係、高齢者割合関係などを算定し、法定内で一般会計から繰り

入れを行うものですと答弁がありました。委員より、予算総額で平成２２年度から８.１％の増額となっ

ており、法定外繰入が１億１千万円となっていますが、将来どうなるか推計はされていますか。来年

度も国保税率の改正はあるのでしょうかとの質疑に対し、執行部より、国保特別会計は原則独立採算

であり、厚生労働省によれば法定外繰入は行うべきではないとされています。しかし、全国的に赤字

市町村が半数を超えております。平成２３年度は１億１千万円の法定外繰入を行ない、医療費の抑制

を図りながら税収の増を目指していきますと答弁がありました。 

 採決の結果、議案第２２号は、全員賛成で可決すべきものと決しました。 

 議案第２５号、平成２３年度大津町介護保険特別会計について。委員より、なぜ介護保険料が前年

と比べて下がるのですか。今後このように保険料が下がり給付が増えれば、将来は危ないのではない

ですかとの質疑に対して、執行部より、介護保険料は所得段階で違います。段階の高い方の人数が減

り、低い方の人数が増えていることによるものです。介護保険は、３年ごとに介護保険計画を立て、

サービスの給付と保険料を見ていきます。今後の介護予防の展開で給付をいかに抑えるかが課題です。

また、医療にも言えることですが、終末期医療などこれからの医療のあり方などの国民のコンセンサ

スが必要だと思いますと答弁がありました。委員より、虐待相談について現状の説明をお願いします

との質疑に対し、執行部より、本年度は延べ相談件数３８件で、そのうち身体的虐待相談２６件、心

理的虐待相談８件、経済的虐待相談１件、その他の相談３件です。同居家族からの虐待ということで、

認知症や経済的な問題での年金使用などが原因とする事例が多くあります。家族関係の改善が困難な

場合は、老人ホームに入所保護になるケースがありましたとの答弁がありました。 

 採決の結果、議案第２５号は、全員賛成で可決すべきものと決しました。 

 議案第２７号、平成２３年度大津町後期高齢者医療特別会計予算について、委員より、後期高齢者

医療制度は、今後どうなるのでしょうかとの質疑に対し、執行部より、平成２４年度末で終了する予

定ですが、１年延長になる可能性もありますと答弁がありました。 

 採決の結果、議案第２７号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第２１号関連。平成２３年度大津町一般会計予算について。健康福祉課関係。委員より、障害

者福祉費の障害程度認定区分調査について委託したものは効率がいいとか、知識が豊富等の優位性が

ありますかとの質疑に対して、執行部より、これまでは担当職員と臨時看護師が訪問して作成してい
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ました。担当職員は３年ごとに異動し、臨時看護師は１日５時間３０分の勤務と厳しい面がありまし

た。金額面ではあまり変わりませんが、社会福祉法人に委託することにより、資格を持った専門の職

員が調査を行うことで対象者の状況を詳しく確認できることになります。相談支援事業も委託するこ

とで事業効果が出てきましたと答弁がありました。委員より、社会福祉総務費のふるさと雇用対策事

業委託の説明をしてください。また予防費、予防接種自己救済措置事業負担金は事例がありますかと

の質疑に対し、執行部より、ふるさと雇用対策事業は、現在３施設で平成２１年度から２３年での３

年間、６名の雇用をお願いしております。地域交流や新事業の実施等の効果が出ていると思います。

終了後にも継続して雇用をお願いしていきます。また、予防の接種事故救済処置事業については、実

際事故が発生しており、国・県・町で当事者へ負担金を支払っています。対象者は現在高校生で大津

町に一時期住んでおられたとき、日本脳炎の予防接種を受けられ、それが原因で急性散在性脳脊髄炎

と判断され、下肢が麻痺し車いすを利用していますと答弁がありました。委員より、子宮頚がん予防

ワクチン接種について詳しく説明してくださいという質疑に対して、執行部より、対象者は中学１年

生から高校１年生までの女子で、３回接種します。１回当たり接種費用１万５千９００円、自己負担

金３千円、接種率は６０％で計上しています。このワクチンで予防できる割合は６０％から７０％で

すので、二十歳からの子宮がん検診が重要となりますと答弁がありました。 

 保健医療課関係。委員より、国民健康保険特別会計操出金について、法定外繰入金を１億１千万円

計上されていますが、その根拠と町民への説明はどうするのですかとの質疑があり、執行部より、平

成２３年度の単年度収支が２億円赤字になりますので、前年度繰越金を５千万円、保険税税率改正に

よる増額４千万円と法定外繰入金１億１千万円を見込んでいます。また、町民への説明については、

社会保険から国保に加入する人が年間約１千５００人ほどおられます。誰でも国保に加入する可能性

があり、国民皆保険制度を維持するため医療費の抑制対策や歳入面の確保に努めること等によりご理

解を得たいと考えておりますと答弁がありました。 

 子育て支援課関係。委員より、放課後保育児童の要望が強くなっているようだが、どのような予算

と今後の計画はどのように考えていますかとの質疑に対して、執行部より、人数、開所日数、長期休

みの開所時間、障害児童の受け入れ状況により補助金を算定しています。現時点での大規模クラブを

将来的には１クラブ４０人程度の分割をしていく方向で計画しています。分離校には学童を２クラブ

予定していますと答弁がありました。 

 大津保育園関係。委員より、保育園の増設する園舎は何年間の支払いになりますか。１年にどのく

らいの金額ですか。空調関係整備はありますかとの質疑に対して、執行部より、５年の６０回払いで

計画しています。年に６８０万円ぐらいの支払いになると思います。完成したら、すぐに入所できる

ように空調、給排水、電気の設備に加えて備品関係も一緒に工事に入れていますとの答弁がありまし

た。 

 学校教育課関係。委員より、教育委員の報酬についてですが、職責の重さからすると安くありませ

んかとの質疑に対して、執行部より、教育委員報酬については年額で支払い、会議や行事への出席に

は費用弁償を１人年４０回程度分支払っています。それ以外にも出席いただく場合もありますので、
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ボランティアでやってもらっていることもたくさんあります。報酬枠については、近隣ほぼ同程度と

の答弁がありました。委員より、子どもたちの携帯電話の普及はどうなっていますか。いじめ等につ

ながるようなことはあっていませんかとの質疑に対して、執行部より、携帯電話については、情報教

育の一環として教育しています。中学校においては、両校とも原則持ち込み禁止です。危険が及ぶサ

イトにアクセスした場合は、県から情報が入ってくるようになっていますとの答弁がありました。 

 大津幼稚園。委員より、陣内幼稚園は南側だけでなくどこからも出入りができるので、車等で連れ

ていかれたらわからないのではありませんかとの質疑に対して、執行部より、南側は鎖をしています

が、小学生、町民の通行があるので常時占めておくのは厳しいと思います。職員を配置して安全を見

守っていくようにしますとの答弁がありました。 

 給食センター関係。委員より、日本の歴史的な代表の食事はおにぎりと漬け物だと思いますが、食

の教育についてどう考えられますとの質疑に対して、執行部より、食の教育に力を入れています。伝

統ある食文化の継承や食の流通生産者とのつながりを学習に取り入れ、学校給食が生きた教材として

活用されるよう取り組んでいます。給食センターでは、毎月給食だよりや毎週の配膳表を学校に配付

しています。配付されたものを学校教育だけでなく家庭教育でも役立てることが大切だと思っていま

すとの答弁がありました。 

 生涯学習課関係。委員より、文化振興費の中で委託料及び文化遺産育成補助金を比較した場合、そ

れぞれの金額が適正なのかお尋ねします。特に梅の造花については、小中学校への指導等も増え、自

己負担で材料費を用意し、伝統を継承していくための経費等も増えてきていますので検討をお願いし

ますとの質疑に対して、執行部より、委託料は清掃管理について地元自治会に保存協力という形で安

価にてお願いし、ご理解をいただいております。補助金は講座等の開催により講師謝金を充てる等を

含めて、今後団体と相談しながら検討をさせていただきたいと考えますと答弁がありました。委員、

生涯学習の充実の中で、学校支援地域本部事業、放課後子ども教室の内容についてお尋ねしますとの

質疑に対して、執行部より、現在学校支援は護川、室、大津北小、放課後は大津南小、東小で実施し

ています。今後は、大津小、大津中、大津北中まで広げていく予定です。事業目的は、コーディネー

ターが学校の要望に応じて地域ボランティアと取り決めますので、学校の授業との重複はないと思い

ます。また、講師等については謝金を支払っていますと答弁がありました。 

 公民館関係。委員より、公民館講座で住民ニーズをどのような方法で収集するかを尋ねますとの質

疑に対して、執行部より、講座実績と目標設定の中で費用対効果を含めて何らかの方法を模索してい

きたいと考えています。来館者、生涯学習シート等のアンケートにより開催講座を決定していきたい

と思いますと答弁がありました。委員より、公民館活動の推進の中で公民館利用状況についてお尋ね

しますの質疑に対して、執行部より、大きく分けて地区以外の利用者があり、収入があるのは杉水と

陣内公民館分館と地域住民のみ利用、瀬田、錦野、平川分館となっております。今後は、払い下げや

管理委託も含めて地元との話し合いを進めていきますとの答弁がありました。 

 議案第２１号関連は、採決の結果、全員賛成で可決すべきものと決しました。 

 以上で、文教厚生常任委員会の委員会報告を終わります。 
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○議 長（大田黒英生君） 総務常任委員長大塚龍一郎君。 

○総務常任委員長（大塚龍一郎君） こんにちは。ただいまから、総務常任委員会の委員長報告を行い

ます。 

 当委員会に付託されました案件は、議案第１３号関連、議案第１４号、議案第１７号、議案第１８

号、議案第２０号、議案第２１号関連の６件並びに請願第４号継続審査、陳情第６号継続審査であり

ます。 

 当委員会は、審議に先立ち３月１４日に現地調査を行ない、１５日及び１６日に委員会室において

執行部に説明を求めながら議案の審議を行いました。 

 以下、審議の主な経過と結果についてご報告いたします。 

 議案第１３号関連、大津町振興総合計画基本計画の策定について。 

 総務課関係。委員より、男女共同参画の成果指標に女性の区長が３人とあるが、目標は達成できる

のですかとの質疑があり、執行部より今回男女共同参画都市宣言を行ない推進をしていく中で、各審

議会委員の女性登用率や女性区長数を成果目標にしました。行政区の区長さんの改選がありますが、

その中で美咲野区から女性区長が誕生する予定ですが、そこからスタートし、その輪を広げたいとの

答弁がありました。委員より、現在役場の女性管理職は何人いますか。まずは役場から、女性管理職

の登用を進めて成果目標に掲げるぐらいになっていただきたいとの質疑に対して、執行部より部長、

課長、審議員の中で２人です。依然として女性管理職や役職の登用は職員の実務経験、年数、能力な

どが検討されますが、町の人材育成基本方針、職員の人事評価に基づいて進めていくべきだと考えて

いますとの答弁でありました。委員より、住宅用火災警報機の設置率はどのくらいですかとの質疑に

対し、執行部より、大津町の現状は４０％ぐらいと認識している。設置期限が６月１日ですので、行

事等でＰＲし、設置の推進をやっていくとの答弁でありました。 

 人権推進課関係。委員より、南杉水オレンジ隊の参加者の偏りはないかとの質疑に対して、執行部

より、地域の区長、民生員、ＰＴＡ及び地区住民などのボランティアの方々の参加をいただき、現在

３５人で活動しています。参加にあたっては、偏りがないよう事務局の南杉水人権のまちづくり協議

会が調整をしています。住民の皆さんや地域と協働して地域福祉を推進し、明るく住みよいまちづく

りを目指して取り組んでいきたいと考えているとの答弁がありました。 

 住民課関係。委員より、暴力団関係について入居者はいませんか。また、準構成員はわかりますか

との質疑に対し、執行部より現在暴力団員の入居者はいません。町では暴力団員の排除に係る条例を

設置しています。また、申込時などに県警に名簿を依頼し、該当者がいないかどうかを回答いただい

ております。準構成員についての確認までは記載がありませんので、今後に警察に確認するとの答弁

でございました。 

 福祉課関係。委員より、収納組合設立の考えはないのかの質疑に対し、執行部より、来年度から菊

池地域では４市町で併任事例を発令し、共に連携し徴収に取り組むことを検討しています。また、県

職員の町への派遣もお願いしており、連携した取り組みをしていきたいとの答弁でございました。 

 企画課関係。委員より、電子自治体の推進について大津町ホームページのアクセス件数が成果指標
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の一つになっているが、これには携帯電話版サイトへのアクセス件数も含まれているのかとの質疑に

対し、執行部より、含まれていますとの答弁があり、委員より、それではそのうち携帯電話版へのア

クセス件数はどのくらいですかとの質疑に対し、執行部より、携帯電話とパソコンを分けてカウント

できるシステムを導入していませんので、今のところ内訳は把握できませんとの答弁でございました。 

 企業誘致課関係。委員より、工業団地の残地はあるのか。今後の企業誘致を図るためにはどうする

のかとの質疑に対し、執行部より、工業団地はありません。民間の工業適地などの情報をもらい、企

業の要望に対応している。室工業団地や一定の地域を指定して企業誘致を進めていきたいとの答弁で

した。 

 採決の結果、議案第１３号関連は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第１４号、大津町防災行政無線通信施設の設置及び管理運用に関する条例の一部を改正する条

例について、総務課より説明の後、委員より、防災無線放送の聞こえ方がよくなっていますかとの質

疑に対して、執行部より、防災無線のデジタル化が１２月末に完了しました。デジタルに変わり全体

的に放送は聞き取りやすくなったと聞いていますとの答弁がありました。採決の結果、議案第１４号

は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第１７号、大津町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、総務課よ

り説明の後、委員より、老人ホームの民営化に伴い不都合はありますかとの質疑に対し、執行部より、

老人ホームは４月から社会福祉法人に移譲され、当面は現在の施設で運営され、平成２４年度からは

新しい施設で運営される予定です。職員については、現在の非常勤職員を雇用していただくようにお

願いしております。もし運営等に関して不都合が生じた場合は、町が対応することになりますとの答

弁がございました。 

 採決の結果、第１７号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第１８号、大津町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、総務課より説明後、委

員より、国保は独立会計である。今回１億１千万円を一般会計から繰り入れることになるが、他の健

康保険加入者にとっては二重の支払いとなるのではないかとの質疑に対して、執行部より、確かに国

保は特別会計であり、独立した経理管理ですが、今回すべてを税で補うとなれば１人当たり２万円以

上の大幅な増額となってしまいます。国民皆保険制度でありますが、構造的に構成年齢が高く、医療

費が高額になるなどの問題も抱えており、国全体で考えなくてはならないと思います。医療費の伸び

を抑え、町全体で健康づくりに取り組んでいきたいと考えていますとの答弁でありました。 

 採決の結果、議案第１８号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第２０号、菊池広域連合規約の一部変更について。総務課より説明後、委員より規約の一部を

変更することにより、どのくらい負担金額が変わりますかとの質疑に対し、執行部より、大津町が１

１１万６千円、菊陽町が２０５万５千円、合志市が１３４万円の増額となり、菊池市が４５１万１千

円の減額となっています。なお、合志市と菊池市は、旧市町村を合計した基準財政需要額で積算され

ていますとの答弁でございました。委員より、基準財政需要額割を負担金の算定根拠にするのはなぜ

ですかとの質疑に対し、執行部より、基準財政需要額は各地方公共団体の財政需要額を合理的に測定
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するために、当該団体について地方交付税法の規定に基づき算定されます。その算定の基準は、国勢

調査人口測定単位としています。国勢調査人口は５年間変化がなく、財政計画が立てやすい点や人口

面積など総合的に反映されていると考えますとの答弁がございました。委員より、負担金決定で平成

２２年度の見直し経過と２３年度見直し経過を説明してくださいとの質疑に対し、執行部より、平成

１７年に広域連合消防本部に統合するとき、人口１人当たりの負担格差について負担金を５年後に見

直すとなっており、平成２２年度に負担金を見直しました。そのとき８回の会議を開催し、均等割、

人口割、面積割、基準財政需要額割など構成した様々な７案に基づき検討会議を重ね、菊池広域連合

のその他の負担金に均等割１０％があり、県内の広域連合が基準財政需要額割が主であることなどか

ら、均等割１０％と基準財政需要額割９０％と決定されました。ただ、負担金は毎年見直すこととさ

れました。今回、毎年度見直すことに基づき８回の検討会議を重ね、どうしても人口割を導入し、１

人当たりの負担額を調整し、均等割１０％、人口割１０％、基準財政需要額割８０％と決定され、同

文議決をお願いしたところですとの答弁がありました。 

 採決の結果、議案第２０号は、全員賛成で原案を否決すべきものと決しました。 

 議案第２１号、平成２３年度大津町一般会計予算について、総務課関係では委員より、行政区の再

編についてどのように考えているのかとの質疑に対して、執行部より、区長会の意見を十分聞きなが

ら、再編にあたっては分割や統合を考えているが、行政区嘱託員の業務内容についても整理しながら

検討を進めていきたいとの答弁でありました。委員より、職員共済組合負担金が全体で前年度より増

額となっているが、その詳細について説明をしてほしいとの質疑に対し、執行部より、共済負担金に

ついては負担率の改定により前年度比で増額となっております。保険給付部分である短期経理につい

ては、医療費や職員数なでの増減により変動しますが、今年度の改定で負担率が上がるため増額とな

りました。また、年金部分である長期経理についても、５年ごとに負担率が策定されて負担率が上がっ

ており、積算の結果、全体予算が増額となっております。共済組合の資金運用について、特に大きな

問題は聞いておりませんが、資金運用の状況についての確認も今後必要かと思われますとの答弁でご

ざいました。 

 税務課関係では、委員より、過誤納償還金として５００万円計上してあるが、内容についての質疑

に対し、執行部より、市町民税の法人税です。企業の全事業年度の法人税額の半分を予定納税されま

すが、１年後に企業の業績が確定したときに、その年度の法人税が決まります。企業によっては、思っ

たほど業績が上がらず、予定納付していた税金を払い過ぎていた場合、還付という形で出てきますと

の答弁でございました。 

 住民課関係では、委員より、住宅使用料歳入予算の５０万円の減額の理由についての質疑に対し、

執行部より、入居者の所得により変動します。入居状況、所得状況を見ますと、４件に１件は高齢者

世帯になっております。高額な所得者の退去、または年間収入減や低所得層入居などにより家賃調定

見込み額の減により５０万円減額で計上しているとの答弁でございました。 

 人権推進課関係では、委員より、団体活動助成金の活動内容と団体の自主財源についての質疑に 

対し、執行部より、団体活動助成金の交付団体部落解放同盟大津支部の主な活動としては、部落差別



 218

をはじめとする様々な差別の解消のため、地域住民の人権意識及び地域福祉の向上を目指した人権ふ

れあいフェスティバル、解放文化祭などの開催による人権のまちづくり運動の推進及び各種大会、研

修会等への参加が主な活動です。また、団体の自主財源としては、平成２２年度の団体予算に支部費

２４万８千４００円、１人年額３千６００円が計上されていますとの答弁でございました。 

 企画課関係では、委員より、電子計算費で修繕費が計上されているが、機器は電子計算機借上料と

してリース代で計上されているので、これはリース機器以外のものがあるということですかとの質疑

に対して、執行部より、機器の中にはリース期限が切れて無償譲渡を受けて使用しているものがあり

ます。新たに備品として購入する職員用のパソコンなどもありますので、これらの機器の修繕料を計

上しているものですとの答弁がございました。 

 企業誘致課関係では、委員より、企業誘致に該当する面積はどのくらいありますかとの質疑に対し、

執行部より希望される面積は１千平方メートルから１ヘクタールあるぐらいですとの紹介が多く、し

かしリーマンショック以降は紹介の数も少なく、内容も具体的なものは少ない。面積については用途

次第の問い合わせがありますとの答弁でございました。 

 会計課関係では、委員より、基金の預金先の配分はどうなっていますかとの質疑に対し、執行部よ

り、借入起債額との相殺を基準にしているので、起債借入金残高の割合に従い預金している。残高の

肥後銀行が４０％で起債４３.４％、第一信用金庫２３.２％で起債３１.２％、ＪＡで２１.６％で起

債２２.７％、熊本ファミリー銀行１１.５％で起債２.１％、信用組合３.８％で起債０.６％です。信

用組合は起債０.６％だが基金の預金は信用組合３.６％と上回っておりますとの答弁でございました。 

 採決の結果、議案第２１号関連は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 請願第４号、公共交通機関への支援を含む交通体系の構築を求める意見書に関する請願については、

１２月議会において継続審議となっておりましたが、平成２３年２月１８日に提出者より取り下げ申

請が出されており、当委員会で審議し、採決の結果、全員賛成で取り下げすべきものと決しました。 

 陳情第６号、所得税法第５６条の廃止を求める意見書提出に関する陳情書については、１２月議会

において継続審議となっておりましたが、引き続き国の執行を見ながら内容の審議を慎重に審議して

行うべきだということで、採決の結果、全員賛成で継続審議をすべきものと決しました。 

 当委員会に付託されました案件は以上です。議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同

いただきますようお願い申し上げまして、総務常任委員会の委員長報告を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 以上で、各常任委員長の報告は終わりました。 

 しばらく休憩いたします。２時１０分から開会します。 

午後１時５７分 休憩 

                    △ 

午後２時１２分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ただいま、委員長報告の中で文教厚生常任委員長の報告の中で、振興計画と今年度の当初予算のあ

れがごっちゃになった部分がありましたので、後日修正いたしたいと思います。 
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 これから各常任委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

これで、各常任委員長報告に対する質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 私は、いくつかの議案につきまして反対の立場から討論を行います。 

 まず、議案第１３号の振興総合計画基本計画の策定についてでありますが、今回の基本計画は大ま

かな方針ということもあって、全体的によくできておると思いますので、その中でも大震災のちょう

ど最中ということでもありましたが、町の公共施設の耐震計画などに、あるいは福祉・介護、これら

の分野の充実施策について具体的な前進目標が見えないということで反対を表明しておきたいと思い

ます。 

 次に、議案第１６号と１７号でありますが、こちらはいわゆる町立の老人ホームを民間に移譲する

ことを前提とした議案ということで、反対をいたします。 

 次に、議案第１８号の国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてであります。今回、一般

会計から法定外の財政を投入することを前提とした条例改正となっております。この点は大いに評価

できると思いますが、しかしながら今でも国保税が高すぎて払いきれないという状況であります。元

を正せば、国が負担すべき財源をどんどん削りに削ってきたという結果であることは十分承知してお

ります。一般的な社会保険、あるいは公務員の皆さんが加入されている保険、こちらは事業主側から

半分、５０％の負担がなされているわけですが、国保は当初５０％国庫負担があったわけですが、途

中から医療費７割分の５０％に、約３５％に国庫負担が減額をされ、その後、小泉構造改革の中で毎

年財源が削られ、現在では国庫が負担する医療費全体に占める割合は２５％まで、当初の半分まで低

下をしていると、これが最大の原因であるとは思っております。そうではありますが、住民の命と健

康を守る地方自治体としては、可能な限りですね、町の財政を総動員してでもこれ以上国保税が上が

ることがないように行うべきである。そのことが、国を動かす力にもなると思います。例えば、年収

３００万円の４人世帯で値上げ後の国保税は３８万６千４００円にもなります。年収３００万円です。

収入に占める割合は約１３％で、１.５カ月分が収入がすっ飛んでしまうという、本当に過酷な状況だ

と思うわけです。そういう意味で、こうした値上げには反対をするものであります。 

 次に、議案第２１号、平成２３年度一般会計予算についてでありますが、今回の大震災でもありま

したが、地方自治体、役場、行政が果たすべき仕事の大切さが改めて全国的に反省させてられたんで

はなかろうかなと思います。そういう中にあってですね、地方自治体が果たすべき役割は一体何なん

だということで、そこに住んでおられる住民の皆さんの命と健康、安心して生きていける、そういう

環境をつくるために、さらなる努力が、またこの原点に返って努力が求められていると思います。そ

ういう観点から、一般会計を見てみますと、国民健康保険への法定外繰入１億１千万円、まさに歴史

的なことで、これは本当に評価しますが、全国の７割自治体では既に法定外の繰入金を行ってまいり



 220

ました。遅きに失したとはいえ、これは前進面であります。しかしながら、その他の予算の中で毎年

言っておりますが、人権対策関係の予算、人権を守ることは、まさに人間の命と健康を守ることに匹

敵することぐらい大切なことであるのは重々承知しておりますが、その予算が個々の個人に支払われ

るような、そういう予算であってはならないと思います。具体的には、解放同盟に対する２９５万円

の団体助成金、この中から自分たちが主催をする集会に参加すれば活動費が個人に支払われる、こう

いうものは一刻も早く返上をするべきだと思います。また、保育料の引き下げを求めてまいりました

が、保育料を下げるという予算にはなっておりません。こういったことから、平成２３年度の一般会

計予算について反対をするものであります。 

 次に、２２号の国民健康保険特別会計予算については、先ほど税条例の改定に反対をしたものと重

複しますので割愛をいたします。 

 ２５号の介護保険特別会計予算であります。こちらもこれから団塊の世代がどんどん高齢者になっ

てまいります。高齢者が増えれば増えるほど、あるいはサービスを利用すればするほど介護保険料が

自動的に引き上がっていくという、この基本的な欠陥のあるシステムだと私は思います。国全体で本

来支えるべきものだと思いますので、この介護保険特別会計に反対をいたします。 

 最後に、第２７号、後期高齢者医療特別会計予算であります。現在７５歳以上の高齢者が別枠の医

療保健としてつくられました。現代の姥捨て山制度だと言われたわけですが、誰もが必ず私どもも含

めて７５歳、高齢者になっていくわけでありますが、そういう７５歳以上の人たちだけを集めたこう

した制度をつくれば、当然医療費は高齢になれば上がります。しかしながら、一方で高齢者の収入は

減る一方、年金が下がっております。年金から天引きされる税金も増税されております。百歩譲って

もですね、お年寄りだけを別枠にした健康保険制度というのは、まさに姥捨て山制度と言われても致

し方ないことだと思います。一刻も早くこの姥捨て山制度を解消して、少なくとも国民全体で高齢者

を支える、そういう制度に改善を図るべきだと思います。 

 以上をもちまして、反対討論といたします。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに討論ありませんか。 

 松永幸久君。 

○１３番（松永幸久君） 私は、国民保険税条例の一部を改正する条例について、議案第１８号につい

て賛成の立場から討論をさせていただきたいと思います。 

 私どもの委員会でも賛否両論の中で、一部先ほど反対討論の中で理解できるところもはあるわけで

すが、ただやはりこの特別会計というのは独立会計であるわけですね。独立会計の中で、やはり各保

険を別途払っていらっしゃる方にとっては一般会計への繰り出しというのは、やはり二重の負担をし

ているというふうに考えられるわけでございます。その中で、今回でも繰入金を、１億１千万円繰り

入れをしているわけですけれども、これについてはやはり苦肉の策ではないでしょうか。そういう中

で、この国民健康保険特別会計条例につきましては、やはり当然あるべきであるというふうに思って

おります。そういう中で、この件については賛成の立場を表明するものであります。 

 それからもう１点、先ほど人権啓発の方で団体助成金についてでございますけれども、今、団体助
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成金の中で、先ほどありました解放同盟の話がありましたけれども、この団体におきましても、今、

いろんな立場から人権啓発等も行っておりまして、同和問題に限らず独居老人の、あるいは今はオレ

ンジ隊の結成についてもそういうサポートをしたりとか、いろんな形でそういう取り組みをやってお

ります。そしてまた、団体助成金に限らず、自主財源として個人負担をしながらそういう対応もやっ

ておられるようですので、やはりもっと人権啓発の中に団体の方でも取り組んでいただくと、そうい

う面においても私は妥当であるというふうに思っておりますので、賛成の立場を表明するものであり

ます。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに討論はありませんか。 

 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 私は、議案第１３号について、賛成の立場を表明いたします。１３号につき

ましては、大まかな後期基本計画でありますが、今回、東日本で起こりました大震災、そういったも

のというのがこの計画段階では想定外の大災害だったために、やはりこの中には組み込まれていなかっ

たというところや、いろんな見直し点というのは基本はつくりながらも、その時々によってある程度

は手を加えなければならないものとなると考えられます。ですから、これはあくまでも基本的にこう

いった姿勢で町政を運営していこうよというこの町長と執行部が努力されてつくった計画であります

から、これは職員の方々の力も伸ばすためにも、こういったことを基本にしっかりやってくれという

ことでぶれてはいけないということで、この１３号は賛成すべきものと考えます。 

 また、１６号、１７号につきまして賛成の立場を表明いたします。これにつきましても、この町政

の中で大きく、その時代とともに老人ホームの運営のあり方、そういったものというのも考えざるを

得ないところに来たのかなと。民間の活力を利用して福祉が充実されれば、これに越したことはない

わけでありまして、そういった改革の一環であるということが考えられます。ですから、１６号、１

７号に対しても賛成の立場を表明するものであります。 

 １８号は、２２号とリンクしておりますが、これについても賛成の立場であります。 

 ２２号、２５号、２７号というのが特別会計でありますので、この３議案についても賛成の立場を

表明するものでありますが、これにつきましてただいま賛成の立場の討論もありました。実際、私は

所管委員会でありますので、この２２号について審議をいたしました。そもそも特別会計というもの

は独立採算制、先ほど言われました。まさにそのとおりでありまして、この独立採算というものは何

で出てくるのかと考えますれば、受益者が、これによる受益者が特定できるということです。国民健

康保険に加入している被保険者の方々がその受益者であります。介護保険にしても、受益者の方々が

その中で介護保険は１割負担でありますが、そういったものをきちんと把握しながら運営されていく

ものだと私は考えます。特に国民健康保険につきましては、この経済不況を考えますれば、非常に加

入者も増えてきておりますが、いかんせん審議の中では医療給付の費用が年々増大しております。こ

れを止めるにはなかなか難しいものがありまして、その加入者皆様方が努力されて、そういったけが

や病気にかかるのを防ぐことができるならばこれが一番いいことでありますが、それもなかなか難し

いということで、将来的には３割負担が４割になるかもしれません。そういった可能性も否定できな
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いわけであります。そしてまた、低く抑えるためには、政府が逆に規制を掛けて、医療費やそういっ

た薬価に対して値上げを抑えるとか、そういった規制は国からする。そして、この審議の中で、２２

号の審議の中で出てきました執行部の一つの例でありますがという形で聞いたものがですね、ある国

では、もうこれ以上医療行為を行っても助かる見込みがないという判断をされた場合は、もう医療行

為は行わないと、延命治療を行わないと。それによって、かなり医療費が抑制できるというような、

そういった尊厳死の問題さえ取り沙汰される国もあるそうであります。こういったことを考えますれ

ば、確かに値上げというものは喜ばしいものではありませんが、この制度、皆保険を運営していく上

では、何かを変えていかなければこの維持できないということが考えられます。実際、介護保険も１

割負担ということで、この高齢化社会を迎えましたからには、とてもこれから先を考えたときに、ま

だまだ料金は上がるか、それとも負担率が変わるか、そういったことが考えられます。ちなみに、ア

メリカあたりを見てみますれば、この保険制度が充実しておりませんので、中には家族が病気やけが

の場合、医療費が払えないということで、そこの長兄あたりが軍隊に入隊して一時金でその医療費を

支払うといったような、そういったことも聞き及びます。ですから、この国民健康保険税といったと

きには、払う義務を負います。そして、法治国家でありますから、法律に則ってきちんと執行してい

くべきだと考えられるものと思いますので、この議案第２２号、２５号、２７号、そして関連します

１８号も賛成の立場を表すものであります。 

 そして、１つだけ反対の２６号、農業集落排水特別会計、これについては反対の立場を表明するも

のであります。委員長の報告を聞きましたが、この運営、採算性、そういったものがどうも審議され

ているようには思えなかったということです。我が議会は、委員会主義をとっておりますので、委員

会において効率的に、より深く議論をしていただきたいと思っておりました。実際、この農業集落排

水は、今後の見通しというものをきちんと立てておかないと、非常にのちのち大きな負担が町民の方々

にかかってくるものと考えられます。実際、先ほど普及率、いろんなものを言われましたけれども、

その地域というものの人口の動態を考えますれば、減少しております。ということは、そういった社

会資本がこの後負担する人というものが少なくなって、しかしながら借金は残ってきます。そうした

ならば、一般会計を出さなくてはならない。借りたお金は返さなくてはならないということでありま

す。実際、この審議をされました、統括されておられます委員長が一般質問でも人口問題というもの

を取り上げられて、人口が減少したならば既存の公共施設は余ることになるというふうな指摘をされ

ておりましたが、まさにこのことを私は言っておられるのではないかなと思って聞きましたけれども、

委員会では審議されていないと。一般質問とそういった審議、全町民に関わるかもしれないものには

結びつかないというふうにしか考えられませんので、私はこの２６号については反対の立場を表明す

るものであります。 

 議案各位のご賛同をよろしくお願い申し上げます。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに討論はありませんか。 

 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 議案第２６号の平成２３年度農業集落排水特別会計予算について、私は賛成
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の立場から討論を行います。 

 農集排は、農村地域に下水道を敷設するということで、確かにご指摘のような懸念が全く心配され

ないわけではないと思います。さらに人口がどんどん減って過疎化が進めばという心配もございます。

しかしながら、この中心市街地については一般公共下水道で対応いたしております。農村地域は、い

わゆる合併浄化槽で対応している、全国でそういう事例もあるようですが、ものすごく家が点在をし

ているようなところは合併浄化槽の方がうんと安上がりだということは我々も研修で学んできたとこ

ろであります。しかし、現在進められております農集排は、ある程度まとまった集落、ここに配管を

やっていけば管の設備がどのくらい使えるかというのも尋ねましたが、現在では８０年、あるいは１

００年は使えるということです。ですから、一旦布設をしてしまえば、そういう５０年、１００年単

位で考えれば、合併浄化槽に比べても決してひけはとらないと、そういう観点から我々もこの農集排

に賛成をしてきたところであります。もとより、この町内でも農集排の計画外のところもあります。

点在しているところは、本当は引っ張ってあげたいけど、それこそ費用対効果の面でとても合わない

ということで区域外のところもあります。そういうところは合併浄化槽で対応をして、ある程度まと

まったところは農集排で対応をすると。それとも料金面についても同じ町民でありますから、公共下

水道とあまり差のない形で徴収するのは当然であると思うわけです。 

 以上のような観点から、私たちはこの農業集落排水特別会計について賛成をするものであります。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決を行います。 

 まず、議案第１３号、大津町振興総合計画基本計画の策定についてを採決します。この採決は起立

によって行います。本案に対する各委員長の報告は可決です。各委員長の報告のとおり決定すること

に賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立多数です。したがって、議案第１３号は各委員長の報告のとおり可決

されました。 

 次に、議案第１４号、大津町防災行政無線通信施設の設置及び管理運用に関する条例の一部を改正

する条例についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可

決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第１４号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第１５号、特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は

可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 
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〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第１５号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第１６号、大津町嘱託員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につい

てを採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長

の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立多数です。したがって、議案第１６号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第１７号、大津町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを採

決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告

のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立多数です。したがって、議案第１７号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第１８号、大津町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを採決します。こ

の採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定

することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立多数です。したがって、議案第１８号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第１９号、大津菊陽水道企業団規約の一部変更についてを採決します。この採決は起立

によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第１９号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第２０号、菊池広域連合規約の一部変更についてを採決します。この採決は起立によっ

て行います。本案に対する委員長の報告は否決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方

はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第２０号は委員長の報告のとおり否決さ

れました。 

 次に、議案第２１号、平成２３年度大津町一般会計予算についてを採決します。この採決は起立に

よって行います。本案に対する各委員長の報告は可決です。各委員長の報告のとおり決定することに
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賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立多数です。したがって、議案第２１号は各委員長の報告のとおり可決

されました。 

 次に、議案第２２号、平成２３年度大津町国民健康保険特別会計予算についてを採決します。この

採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定す

ることに賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立多数です。したがって、議案第２２号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第２３号、平成２３年度大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受託特別会計予算に

ついてを採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第２３号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第２４号、平成２３年度大津町公共下水道特別会計予算についてを採決します。この採

決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第２４号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第２５号、平成２３年度大津町介護保険特別会計予算についてを採決します。この採決

は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立多数です。したがって、議案第２５号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第２６号、平成２３年度大津町農業集落排水特別会計予算についてを採決します。この

採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定す

ることに賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立多数です。したがって、議案第２６号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第２７号、平成２３年度大津町後期高齢者医療特別会計予算についてを採決します。こ
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の採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定

することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立多数です。したがって、議案第２７号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第２８号、平成２３年度大津町工業用水道事業会計予算についてを採決します。この採

決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第２８号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、請願・陳情を採決します。請願・陳情審査報告書は自席に配付のとおりです。 

 請願第４号、公共交通機関への支援を含む総合的な交通体系の構築を求める意見書に関する請願の

取り下げについてを採決します。この採決は起立によって行います。本件に対する委員長の報告は取

り下げです。委員長の報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、請願第４号、公共交通機関への支援を含む総

合的な交通体系の構築を求める意見書に関する請願の取り下げについては委員長の報告のとおり取り

下げることに決定いたしました。 

 陳情第５号、中小業者の仕事確保を求める陳情書についてを採決します。この採決は起立によって

行います。本件に対する委員長の報告は採択です。委員長の報告のとおり、決定することに賛成の方

はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、陳情第５号、中小業者の仕事確保を求める陳

情書については委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。 

 

日程第３ 委員会の閉会中の継続審査申出書について 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第３、委員会の閉会中の継続審査申出書についてを議題とします。 

 委員長から、議席に配付しました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があっております。 

 お諮りします。委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査をすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の

継続審査とすることに決定しました。 
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日程第４ 委員会の閉会中の継続調査申出書について 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第４、委員会の閉会中の継続調査申出書についてを議題とします。 

 各委員長から、議席に配付しました申出書のとおり閉会中の継続調査の申し出があっております。 

 お諮りします。各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査をすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続調査をすることに決定しました。 

 

    日程第５ 議案第２９号 平成２２年度大津町一般会計補正予算（第６号）について 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第５、議案第２９号、平成２２年度大津町一般会計補正予算（第６号）

についてを議題とします。 

 お諮りします。議案第２９号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員会付託を省略し会

議で審議したいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２９号は委員会付託を省略する

ことに決定しました。 

 提案理由の説明を求めます。町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） こんにちは。ただいま今回提案いたしました２８件の議案につきまして１件

だけ残念ながら持ち越しというか、否決されましたことになっておりますけれども、後の案件につき

まして審議されていただきまして本当にありがとうございました。 

 追加提案のご説明を申し上げます。議案第２９号、平成２２年度大津町一般会計補正予算（第６号）

についての提案理由の説明を申し上げます。 

 去る１１日に発生しました東北地方太平洋沖地震で亡くなられた方のご冥福を心からお祈り申し上

げますとともに、被災された皆様にお見舞いを申し上げます。報道によりますと、亡くなった方、行

方不明の方が合わせまして２万３千人以上を超え、世界最大級の大災害となり、また福島の原子力発

電所では、核燃料が露出し、懸命な復旧作業をされておりますが、危険な状態は回避できず、依然と

して予断を許さない状態であり、周辺住民の方は避難生活を余儀なくされ、大変不安定な生活をされ

ております。さらに、今回の震災が我が国の社会や経済に及ぼす影響は図り知れず、戦後最大の危機

にあるといっても過言ではあまりせん。今こそ国民が団結し、この難局に立ち向かうことが大切であ

ると考えております。 

 大津町といたしましても、被災地の一刻も早い復興支援のため、役場の非常用備蓄用品や住民の皆

さんから提供いただいた毛布、タオルなどの物資的支援を行い、またご協力いただきました義援金３

月２３日までに２８５万８千６７６円とともに町としての災害見舞金として１千万円の補正予算をお
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願いするつもりです。今回の補正は、財源につきまして予備費で対応することとしており、既定の歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ同額とし、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２４億９

千７３４万８千円とするものです。議案第２９号につきましては、平成２２年度一般会計の補正予算

についてですので、地方自治法第２１８条第１項の規定により議会の議決を求めるものです。 

 以上、提案理由の説明を申し上げましたが、ご審議の上、ご議決を賜りますようよろしくお願い申

し上げます。 

 説明資料は、大津町一般会計補正予算（第６号）の５ページから６ページに記載しております。よ

ろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） これで、提案理由の説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決を行います。議案第２９号、平成２２年度大津町一般会計補正予算（第６号）につい

てを採決します。この採決は起立によって行います。議案第２９号は、原案のとおり決定することに

賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第２９号は原案のとおり可決されました。 

 これで、本日の日程は全部終了しました。以上で、会議を閉じます。 

 平成２３年第１回大津町議会定例会を閉会します。 

午後２時５８分 閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

     平成２３年３月２４日 
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